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◎ 招 集 告 示

嵐山町告示第１６５号

平成２７年第４回嵐山町議会定例会を次のとおり招集する。

平成２７年１１月２６日

嵐山町長 岩 澤 勝

１．期 日 平成２７年１２月４日

２．場 所 嵐山町議会議場
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◎ 応 招 ・ 不 応 招 議 員

〇応招議員（１４名）

１番 本 秀 二 議員 ２番 森 一 人 議員

３番 佐久間 孝 光 議員 ４番 長 島 邦 夫 議員

５番 青 柳 賢 治 議員 ６番 畠 山 美 幸 議員

７番 吉 場 道 雄 議員 ８番 河 井 勝 久 議員

９番 川 口 浩 史 議員 １０番 清 水 正 之 議員

１１番 松 本 美 子 議員 １２番 安 藤 欣 男 議員

１３番 渋 谷 登美子 議員 １４番 大 野 敏 行 議員

〇不応招議員（なし）
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平成２７年第４回嵐山町議会定例会

議 事 日 程 （第１号）

１２月４日（金）午前１０時開議

日程第 １ 会議録署名議員の指名

日程第 ２ 会期の決定

日程第 ３ 諸般の報告（大野議長）

日程第 ４ 行政報告（挨拶並びに行政報告 岩澤町長）

（行政報告 小久保教育長）

日程第 ５ 陳情の委員会付託について
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〇出席議員（１４名）

１番 本 秀 二 議員 ２番 森 一 人 議員

３番 佐久間 孝 光 議員 ４番 長 島 邦 夫 議員

５番 青 柳 賢 治 議員 ６番 畠 山 美 幸 議員

７番 吉 場 道 雄 議員 ８番 河 井 勝 久 議員

９番 川 口 浩 史 議員 １０番 清 水 正 之 議員

１１番 松 本 美 子 議員 １２番 安 藤 欣 男 議員

１３番 渋 谷 登美子 議員 １４番 大 野 敏 行 議員

〇欠席議員（なし）

〇本会議に出席した事務局職員

事 務 局 長 村 田 泰 夫

書 記 岡 野 富 春

書 記 久 保 か お り

〇説明のための出席者

岩 澤 勝 町 長

安 藤 實 副 町 長

中 嶋 秀 雄 総 務 課 長

青 木 務 地域支援課長

山 岸 堅 護 税 務 課 長

金 井 敏 明 町 民 課 長

石 井 彰 健康いきいき課長

山 下 次 男 長寿生きがい課長

村 上 伸 二 文化スポーツ課長

植 木 弘 環境農政課長

山 下 隆 志 企業支援課長

菅 原 浩 行 まちづくり整備課長

新 井 益 男 上下水道課長
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内 田 勝 会計管理者兼会計課長

小 久 保 錦 一 教 育 長

簾 藤 賢 治 教育委員会こども課長

農業委員会事務局長植 木 弘 環境農政課長兼務
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◎開会の宣告

〇大野敏行議長 皆さん、おはようございます。第４回定例会にご参集いただきまして

大変ご苦労さまでございます。

ただいまの出席議員は全員であります。よって、平成27年第４回嵐山町議会定例会

は成立いたしました。ただいまより開会いたします。

なお、私ふなれではございますが、一生懸命務めさせていただきます。よろしくお

願い申し上げます。

それでは、座らせていただきまして進行させていただきます。

（午前 ９時５９分）

◎開議の宣告

〇大野敏行議長 直ちに本日の会議を開きます。

これより議事に入ります。

◎会議録署名議員の指名

〇大野敏行議長 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

会議規則第120条の規定により、

第３番 佐久間 孝 光 議員

第４番 長 島 邦 夫 議員

を指名いたします。

◎会期の決定

〇大野敏行議長 日程第２、会期の決定を議題といたします。

会期の決定につきましては、さきに議会運営委員会を開きましたので、委員長より

報告を求めます。

長島議会運営委員長。

〔長島邦夫議会運営委員長登壇〕

〇長島邦夫議会運営委員長 皆さん、おはようございます。議会運営委員会からご報告

を申し上げます。
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第４回定例会を前にしまして、11月27日に議会運営委員会を開会いたしました。当

日の出席委員は、議会運営委員ほか委員外議員出席者として大野議長並びに出席要求

に基づく出席者として岩澤町長、安藤副町長、中嶋総務課長に出席いただきまして、

提出されます議案について説明を求めました。

長提出議案については、諮問２件、条例８件、予算３件及びその他１件の計14件で

ございます。その後、委員会で慎重に協議した結果、第４回定例会は本日12月４日か

ら12月11日までの８日間とすることに決定いたしました。会期予定並びに議事日程に

つきましては、お手元に配付のとおりでございます。

また、一般質問につきましては、受け付け順として、12月７日に１番の森一人議員

から４番の 本秀二議員、８日に５番の青柳賢治議員から８番の清水正之議員といた

します。以上、議会運営委員会から決定しましたことをご報告申し上げます。

以上でございます。

〇大野敏行議長 お諮りいたします。

会期につきましては、委員長報告のとおり本日12月４日から11日までの８日間とい

たしたいと思います。これにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と言う人あり〕

〇大野敏行議長 ご異議なしと認めます。

よって、会期は本日から12月11日までの８日間と決定いたしました。

◎諸般の報告

〇大野敏行議長 日程第３、諸般の報告をいたします。

初めに、今定例会中の予定及び本日の議事日程をお手元に配付しておきましたので、

ご了承願います。

次に、今定例会に提出されました議案につきまして報告いたします。町長提出議案、

諮問２件、条例８件、予算３件及びその他１件の計14件であります。提出議案一覧表

をお手元に配付しておきましたので、ご了承願います。

次に、今定例会に説明員として出席通知のありました者の職、氏名を一覧表として

お手元に配付しておきましたので、ご了承願います。

次に、監査委員から現金出納検査結果の報告がありました。お手元にその写しを配

付しておきましたので、ご了承願います。
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次に、８月から11月までの間の議会活動状況につきましては、お手元に配付してお

きましたので、ご了承願います。

次に、議員派遣について報告いたします。平成27年10月20日、吉見町のフレサよし

みにおいて埼玉県町村議会議長会主催の議員研修会に議員13名が出席いたしました。

平成27年11月30日、さいたま市埼玉教育会館において、埼玉県町村議会議長会主催議

会広報研修会に議会報編集委員４名が出席いたしました。以上、議員を派遣しました

ので、報告いたします。

次に、さきの定例会に委員会報告がありました。その報告の中の町政に関する要望

事項等につきましては、町長宛て要望申し上げておりましたが、このほど回答があり

ました。その写しをお手元に配付しておきましたので、ご了承願います。

最後に、本職宛て提出のありました陳情第４号 日清食品（株）協力工場・明星食

品（株）嵐山工場に関する陳情書の写し及び陳情第５号 消費税率引上げ中止の意見

書提出を求める陳情書の写しをお手元に配付しておきましたので、ご了承願います。

以上で議長よりの諸般の報告を終わります。

◎行政報告

〇大野敏行議長 日程第４、行政報告を行います。

まず、町長に報告を求めます。なお、町長から行政報告にあわせて本定例会招集の

挨拶を求められておりますので、この際これを許可します。

それでは、挨拶、行政報告の順でお願いいたします。

岩澤町長。

〔岩澤 勝町長登壇〕

〇岩澤 勝町長 議長のお許しをいただきましたので、挨拶並びに行政報告を申し上げ

ます。

本日ここに平成27年嵐山町議会第４回定例会を招集申し上げましたところ、議員各

位には何かとご多用の中、ご健勝にてご参会を賜り、当面する諸案件につきましてご

審議を賜りますことは、町勢進展のため、まことに感謝にたえないところであります。

本議会に提案をいたします議案は、諮問２件、条例８件、予算３件、その他１件の

計14件であります。各議案の提案理由並びに説明につきましては、日程に従いまして

その都度申し述べる予定であります。何とぞ慎重なるご審議を賜り、原案どおり可決、
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ご決定賜りますようお願いを申し上げる次第でございます。

次に、平成27年８月から10月までの主要な施策に関しましては、地方自治法第122条

による事務に関する説明書でご報告申し上げておりますが、主なものといたしまして、

健康づくり事業の一環である「健康寿命を延ばそう！！プロジェクト」を挙げさせて

いただきます。

高齢化が進む中、健康寿命を延ばすことは重要な課題の一つでございます。町では

町内３カ所において、体力測定、運動教室、食事指導教室などを継続して実施をし、

延べ550人余りのご参加をいただいております。本プロジェクトを展開することによ

り、生活習慣が改善をされ、生きがいを持って生活する元気な高齢者がふえ、地域の

活性化とともに、医療費削減など社会保障負担の軽減につながるものと期待をしてお

ります。今後も誰もが生涯を通じて健康で生き生きと豊かに暮らせるまちづくりを一

層進めてまいります。

議員各位のご支援、ご協力を賜りますようお願いを申し上げまして、挨拶並びに行

政報告を終わらせていただきます。

〇大野敏行議長 ご苦労さまでした。

次に、教育委員会に関する報告を教育長に求めます。

小久保教育長。

〔小久保錦一教育長登壇〕

〇小久保錦一教育長 議長のお許しをいただきましたので、教育委員会関係（こども課）

につきまして報告させていただきます。

２、学校教育関係、就学時健康診断についてでございますが、今年度10月、３小学

校、124名受診をいたしました。

工事関係でございますが、１つは冷却機能つき食器消毒保管庫修理工事でございま

すが、学校給食センター修繕工事一式でございます。請負金額等は記載のとおりでご

ざいます。

もう一件、菅谷小学校管理棟２階女子トイレドア修繕工事でございますが、トイレ

ドア修繕工事５カ所でございます。

委託関係を申し上げます。菅谷小学校プール改築工事設計業務委託、平成28年３月

24日までを契約期間といたしまして、概要は記載のとおりでございます。

２件目は、嵐山町タブレットＰＣ等導入運用委託でございます。両中学校に40台プ
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ラス指導者分43台をそれぞれ導入する業務委託でございます。

３、幼稚園関係。去る10月16日に入園説明会を行いましたが、４歳児38名の応募が

ございまして、来年４月、入園の予定でございます。

４、児童福祉関係でございますが、次ページをお開きください。医療費支給事業、

こども医療費、ひとり親医療費等は記載のとおりでございます。

なお、（５）、地域子育て支援拠点運営事業でございますが、嵐丸ひろば監視カメラ

設置工事でございまして、カメラ一式の請負、記載のとおりでございます。詳細は、

後ほどご高覧いただければ幸いと存じます。

以上で報告とさせていただきます。

〇大野敏行議長 ご苦労さまでした。

以上で行政報告を終わります。

◎陳情の委員会付託について

〇大野敏行議長 日程第５、陳情の委員会付託を行います。

本職宛て提出されました陳情第４号 日清食品（株）協力工場・明星食品（株）嵐

山工場に関する陳情書については、文教厚生常任委員会に会議規則第95条の規定によ

り付託いたしますので、ご了承願います。

なお、お諮りいたします。陳情第４号の審査につきましては、会議規則第46条の規

定により、今会期中に審査を終わるよう期限をつけることにしたいと思います。これ

にご異議ございませんか。

〔「異議なし」「異議あり」と言う人あり〕

〇大野敏行議長 渋谷議員さん。

〇13番（渋谷登美子議員） この陳情書、読みましたけれども、これはなかなか難しい

問題で、今回限りで陳情を審査するというのは難しいと思います。それで、閉会中の

継続審査とすべきことでもあるかもしれないので、今議会中にという決定は難しいと

思いますので、議会運営委員会でこのような決定をすることはできないと思います。

〇大野敏行議長 暫時休憩いたします。

休 憩 午前１０時１４分

再 開 午前１０時１５分
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〇大野敏行議長 会議を再開いたします。

文教厚生常任委員会に付託された中で、この会期中にこの件に関しては終わらない

ということであれば、その中で継続審議になっていくという判断にならざるを得ない

かなというふうに思います。そのような形の中で決定していきたいというふうに考え

ます。

渋谷議員さん。

〇13番（渋谷登美子議員） それでは、今の文言は、今会期中に審議をするというふう

な形のものは訂正をした言葉をいただきたいと思うのですけれども、訂正しますとい

うふうな形で。

〇大野敏行議長 これを訂正する必要はないのです。ですから、文教厚生常任委員会の

中で審議する中において、継続審議にならざるを得ないときにはそうなっていくとい

う形になります。

暫時休憩します。

休 憩 午前１０時１６分

再 開 午前１０時２３分

〇大野敏行議長 議事を再開いたします。

私の言葉が少し足らずに誤解を招いてしまったと思います。委員会のほうで継続審

議としてなさなければならないということで持ち上がってきた場合には、継続審議に

なろうかと思います。

陳情第４号につきましては、そのような判断のもとに審査をしていただくというこ

とで決定をさせていただきたいというふうに思います。

◎散会の宣告

〇大野敏行議長 以上で本日の日程は全て終了いたしました。

本日はこれで散会いたします。

ご苦労さまでした。

（午前１０時２４分）
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◎開議の宣告

〇大野敏行議長 皆さん、おはようございます。

ただいまの出席議員は全員であります。平成27年第４回嵐山町議会定例会第４日の

会議を開きます。

（午前 ９時５８分）

◎諸般の報告

〇大野敏行議長 ここで報告いたします。

初めに、本日の議事日程はお手元に配付しておきましたので、ご了承願います。

◎一般質問

〇大野敏行議長 日程第１、一般質問を行います。

一般質問は、通告順に従い、順次行います。

なお、お一人の持ち時間は、質問、答弁及び反問を含め100分以内となっておりま

す。

◇ 森 一 人 議 員

〇大野敏行議長 それでは、本日最初の一般質問は、受付番号１番、議席番号２番、森

一人議員。

初めに、質問事項１の嵐山駅西口通りの活性化について（パート２）からです。ど

うぞ。

〔２番 森 一人議員一般質問席登壇〕

〇２番（森 一人議員） おはようございます。第２番議員、森一人です。議長のお許

しをいただきましたので、一般質問をさせていただきます。

私の質問は、大項目１と２、２点になっております。まず、大項目１から質問させ

ていただきます。嵐山駅西口通りの活性化について（パート２）といたしまして、町

は新たな子育て支援拠点施設整備と周辺のにぎわい創出事業基本構想を進め、子育て

支援センターとなる嵐丸ひろばを開設しました。以前に比べ、きれいに塗装された嵐

山駅に向かって歩いていく親子の姿を目にする機会がふえたと思います。大変喜ばし
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いことです。ですが、まだ各世代の多くの人たちを駅通りに向けるにぎわいの仕掛け

や、たくさんの方々が集えてほっとできるカフェテリアなどの居場所、休憩所の確保

はできていません。駅近くにもう少し買い物ができる環境づくりも必要です。また、

今後嵐山町総合戦略において、町は就労、移住の相談、観光案内を行う駅前情報発信

拠点施設整備を目指し、嵐山町の総合窓口としても活用するとあります。

そこで、今後の駅通りの活性化やあり方についてどのように町はお考えになってい

るのか、改めて以下について伺います。（１）、厳しい財政事情だとは思いますが、駅

前空き店舗、売地を購入し、観光協会、商工会事務所の移転を勧める考えは。（２）、

嵐丸ひろばを訪れた方々や元気な高齢者の方々のために、商工会、観光協会等と連携

し、空き店舗等を活用し、居場所づくりや休憩所設置のお考えは。（３）、商工会や各

種団体、各行政区、町民と連携して、上記の場所を活用しての嵐山版チャレンジショ

ップの導入のお考えは。（４）、今後において近隣住民や商店の方々に対して駅周辺の

５年、10年先のグランドビジョンを示し、目に見える形で説明していくことは大事だ

と思いますが、お考えは。よろしくお願いいたします。

〇大野敏行議長 それでは、小項目（１）から（４）の答弁を求めます。

岩澤町長。

〇岩澤 勝町長 森議員の嵐山駅西口通りの活性化について、１番から４番について順

次お答えをさせていただきます。

町では、ロータリーの整備等のハード面からボックスショップや朝市などへの補助

等のソフト面など駅西地区の活性化を図るべく、さまざまな事業を行ってまいりまし

た。昨年度におきましては、嵐丸ひろばの開設、また駅の塗装等を行ったところであ

ります。しかしながら、ここ数年、空き店舗、または売地が出てきており、以前にも

増して寂しい状況も見られ、さらなる活性化を行っていく必要があると考えておりま

す。商工会及び観光協会の事務所は、現在ふれあい交流センター内に事務所を構えて

おりますが、会議室の利用状況、また現在の駅西の状況を踏まえますと、町の活性化

の一番の担い手である商工会、観光協会の駅周辺への移転、これも自然な成り行きで

あると考えられております。駅西地区の活性化につきましては、長年の懸案事業であ

り、町長就任後もどのように活性化をしたらいいか考えない日はありませんでした。

駅西地区を取り巻く状況は大きく変わってきております。新たな一歩を踏み出すべき

ときに来ていると考えております。
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武蔵嵐山駅構内の未利用地におきましては、情報発信拠点施設の整備をすることを

検討しております。この情報発信拠点施設は、町を訪れた方に嵐山町をより知ってい

ただけるよう、観光案内はもちろんのこと、就労、居住等の相談など総合的な窓口と

なるよう検討しているところでございます。駅ロータリーについても、整備は行いま

したが、さらなる利便性の向上の意見が多く出ております。将来のためにも今できる

ことは行っていく必要があると考えております。そのようなことも踏まえ、商工会や

観光協会事務所の移転においても、情報発信拠点施設や駅周辺の町所有の未利用地を

含め、関係機関と協議をし、財政等も勘案をしつつ総合的に検討してまいりたいと考

えております。

（２）ですけれども、先ほどの情報発信拠点施設、これは基本的には町に来られた

方に対する施設ではございますけれども、駅に、待合スペース、これがないこともあ

り、誰もが利用できるスペースを確保する必要があると考えております。今後総合戦

略に位置づけました（仮称）嵐山活性化チームを発足させて、町の地域資源をつなげ、

結ぶことを検討しております。これらの活動も取り入れながら、駅周辺の空き店舗等

の実態も含め、ご指摘の居場所づくりについても総合的に検討を進めてまいりたいと

考えております。

（３）です。（仮称）嵐山活性化チームは、ご説明させていただきましたとおり、

町の地域資源をつなげ、結び、あらゆる活性化を図ることを目的としております。そ

ういった組織や商工会、各種団体等と連携をし、駅周辺で何ができるのか、どう人を

呼び込めばいいのかなどのアイデアを出し合い、企画、実行する中において、議員提

案のものについても一つのアイデアではないかと考えております。

小項目の（４）です。町では、駅西地区の活性化のため、土地区画整理事業等を検

討した時期もありました。平成14年度においては、今は改正されてその位置づけはな

くなってしまいましたけれども、中心市街地活性化基本計画、これの策定も行いまし

た。平成17年度には、駅西ロータリー、この整備を行い、平成19年度からは都市再生

整備計画により、旧まちづくり交付金により事業整備も行ってきたところでございま

す。今後の５年から10年先のグランドビジョンとの質問でございますけれども、現在

の駅西口ロータリー、これについては大型車両が入れないなど手狭である等、意見も

いただいているところでもあります。さらに、以前と比較して未利用地や空き店舗は

ふえている状況なども変化してきております。駐輪場対策におきましても課題となっ
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ているところであります。そこで、財源をどうするか等の問題もありますが、町とし

ては、現在の状況で満足することなく、関係者等の意見を伺いながら、今後駅西ロー

タリーをはじめとする長期的な駅周辺地の整備構想の検討を進めてまいりたいと考え

ております。

以上、答弁とさせていただきます。

〇大野敏行議長 第２番、森一人議員。

〇２番（森 一人議員） それでは、順次再質問させていただきます。

まず、（１）からでございますが、私は今回大変前向きなご答弁をいただいたと思

っております。観光をメーンにしている自治体の駅周辺には、必ずと言っていいほど

観光協会事務所があります。売りにしている観光地のＰＲや、観光客へのご案内を行

い、観光に来た方々が嵐山駅におり立ったときには、頭の中を観光や遊びでいっぱい

にすることが必要だと感じるわけです。嵐山町で一番有名なものは、今のところ間違

いなく嵐山渓谷バーベキュー場だと私は思っております。そのバーベキュー場を管理

している観光協会は、駅周辺近くにあるべきだと思っております。以前移転を予定し

ていた空き店舗においては、耐震性等の問題があり、断念されたわけですが、ぜひと

も町として多少の費用がかかっても、町の玄関口への移転をお願いするものでありま

す。それと、私は嵐山町の玄関口としてやはり駅周辺のイメージづくりというのは大

変重要なことだと思っております。電車を利用してきて、町外、県外から訪れる方々

が最初に目にするのは駅前通りだからです。

過日になりますが、青年部でまた恐縮なのですが、婚活事業を行いまして、県外、

町外から来る方が多数いらっしゃいました。その参加者からですが、事実駅前に何も

ないんですね、寂しいですねと言われてちょっと頭にきたことを思い出します。駅前

通りの商店街の復活というのは、現時点ではかなり難しい問題かもしれません。です

が、嵐山町らしさを感じさせる独自性がある駅通りをつくっていけばいいと思うわけ

です。自然を推していくなら、木々を植え、花壇もたくさん置き、ラベンダーや菜の

花を植えていく。木曽義仲や杉山城址を推すなら、歴史を感じさせる工夫を凝らせば

いいと思っております。人々が集まってくる仕掛けをつくれば、店舗を出したい、商

売をしたい人が出てくると思います。そこで、町の事業者や特性を理解している商工

会も、先ほど町長も前向きなご答弁をしていただきましたが、中心地に移転すること

が重要だと思うわけです。
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前回駅西口通りの活性化について質問させていただきましたが、そのときに一度町

長にそのイメージといいますか、駅通りはどういうものであるかという質問を町長に

させていただいたと思いますが、改めてその点について町長のお考えを、駅通りとは

どういうものであるのか、どうあるべきなのかというのをいま一度質問させていただ

きたいのですが、よろしくお願いいたします。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

岩澤町長。

〇岩澤 勝町長 お答えさせていただきます。

森議員さんからはいろいろな機会にいろんなご提案をいただいてまいりました。今

回の一般質問でもいろいろご質問をいただきました。お答えをさせていただきました

けれども、今回町の総合戦略をつくるに当たりまして町民の皆さんから広くアンケー

トをいただいたわけです。その中にも、若い人も含めて、駅前がちょっと寂しいので

はないか、駅をおりても何も食べるものが、パンも買えないよというようなアンケー

トの結果報告もいただいております。そういうような状況を踏まえて、今お答えをさ

せていただいたわけですけれども、今のままではよくない、これでは困るというのは

誰もが考えていることかなというふうに思います。私も強くそういうふうに考えてお

ります。さればということで、町の近くのイメージというようなお話ですけれども、

お答えの中にも入れさせていただきましたけれども、駅前のロータリーの整備を前に

いたしました。あれを整備したときには、その前の状況では、車が入っていっても、

入っていったらバックして出てくるような状況にあったわけで、それではどうしよう

もない、それではどうしたらいいか、考えても決まっているわけですけれども、その

中でロータリー形式で入って、出やすいような状況がつくりたいということであった

わけですけれども、財源の問題もありますし、当時の地域、地権者の皆様方のお考え

というのもあったわけで、嵐山町でのそのときの状況でできる駅前の改修、ロータリ

ーづくりを行いました。ですので、そのときには前に比べるとよくなったなという感

じも少しはあったわけですけれども、今とすると、話もしましたけれども、バスも運

転して回れるスペースがないではないかというようなこと等も含めて、それと駅前の

ところに空き店舗ができて、そして空き地はどうするというような意見もある中で、

そこのところがもっと広いロータリー形式、反対側のような東口のような形にできな

いか、あれぐらいの広さのロータリーが確保できないかというようなことは誰もが願



- 22 -

っていることだと思います。非常に財源が今は厳しい状況の中であるわけですけれど

も、しかしこのまま放置できないというような状況まで来ているわけです。何として

もこの嵐山町が今置かれている人口が減っていく状況を一点突破、どこか何かをやっ

ていきたいという、その一つのイメージをこの駅前にしっかり持って、議員さんおっ

しゃるような形の活性化を駅前から、それには商工会、観光協会とか、そういった組

織の皆様方のお力をかしていただいて、また町民の皆様のご協力をいただいて、そし

て皆さんの総意が一致するところで駅前の開発を一日も早く進めていきたいという考

え方でございます。イメージとすると、反対側の東口のようなロータリー形式、そし

てそこのところに商店がだんだん張りついていくというような形でイメージとしては

現在持っております。

〇大野敏行議長 第２番、森一人議員。

〇２番（森 一人議員） 大変前向きなご答弁をいただきました。ぜひ商工会、また観

光協会の事務所もあわせ、にぎやかな駅前通りをご期待するところでございます。

では、（２）に移らせていただきます。これも大変前向きなご答弁をいただきまし

て、情報発信拠点施設、駅に待合スペースがないこともあり、誰もが利用できるスペ

ースを確保する必要があるというご答弁をいただきました。この再質問は観光協会、

商工会事務所の移転ありきの再質問になりますが、その事務所の一部スペース、２階

建ての建物であれば、１階のスペースを利用すれば、空き店舗を利用せずとも可能に

なると思っております。西口公園に遊びに来た方々の休憩所、元気な高齢者の方々や

子供たちが集える居場所づくりをすることで駅周辺がにぎやかになると思います。そ

れと、一番重要なことなのですが、嵐丸ひろばは、昼休みになると、遊びに来ていた

親子は一旦外に出されてしまいます。ですが、そこにイートインスペースを設けるこ

とで、お弁当を持参してきたり、どこかで買い物してきたものをそこで食べれます。

自宅に一度戻らなくてもよくなります。嵐丸ひろばの利便性向上につながると思いま

すが、いかがですか、町長。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

岩澤町長。

〇岩澤 勝町長 お話をいただいておりますけれども、駅の前、嵐丸ひろばを中心とし

た駅づくりができたわけですけれども、この屋内のあれができたわけですけれども、

屋外のほうの公園を中心にした外で遊ぶ施設、これも今整備を進めております。雨の
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日には中で、天気のいい日には外でというような、外と中でお父さんとお母さんと子

供と遊べるようなイメージ、これもそんな感じを持っています。そして、そこのとこ

ろでお昼を食べたり何かをやってもらうわけですけれども、今はお昼の休みをつくっ

ております。それで、これは担当の係の考え方もあるのですが、お弁当は一緒に親子

で食べてもらうという考え方のもとで、昼休みはあそこのところは休むという状況で

今はやらせていただいております。そういう中で、ご利用いただく皆様方の考え方は

どうなのか、それと子育てのやり方、そして食事を一緒にするとか何をするとかとい

う親子の関係ですとか、そういうようなこともこの一体にして、そこのところに場所

をつくったというだけではなくて、そこの利用をしていただく中で、親子の関係、そ

して親同士の関係、子供同士の関係というようなものを小さい子供たちが交流ができ

る場として使ってもらえればいいかなと。そして、質問の中にもありますけれども、

そこのところに向かって親子で手をつないでいく姿ですとかいうのを書いていただき

ましたけれども、そういうような状況ができるといいなと。それで、駐車場の話もあ

りまして、当初駐車場をもっと狭くというか、私は駐車場をつくらなくてもいいかな

というような感じを持ちました。というのは、先ほどの考え方の一つなのですけれど

も、子供がお弁当をお母さんと一緒に食べるというのと同じように、車は交流センタ

ーですとかそのほかのところに置いていただいて、そして歩いてそこの遊び場のとこ

ろに行く、そして行き帰りのところでいろんな交通の勉強を教えたりとか、あるいは

店舗を見たりとか、あるいはあそこら辺の通りの中に花が植えてあったりする中で花

の話をするとかいうようなことで、親子の中でのその会話の中に子育てというような

こともやっていただくのに歩くのはいいのではないかなというような感じを持ってい

ましたけれども、できる限りのスペースの中で駐車場も整備を進めました。そういう

中で今言ったようにあそこのところはつくられてきているわけですけれども、あそこ

の中がどういう形であったらさらによくなるのかというのは、今使っていただいてい

る利用者の意見を聞きながら、そしてまた今議員さんおっしゃるような状況のご意見

を広く聞きながら、さらにあそこのところの活性化が図られれば、その中であの中に

さらにというようなものが何かできるのか、今そんな状況でございます。

〇大野敏行議長 第２番、森一人議員。

〇２番（森 一人議員） これもまた前向きなご答弁をいただいたわけでございますが、

そのスペースを活用して、商工会、観光協会の協力を得て、今現在進めている小麦粉
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を使った特産品の販売であったり直売所等、農協にも協力していただければ、そうい

うスペースに野菜なども置かせていただき、販売することも可能であると私は思って

おります。これも中心市街地における買い物弱者対策の一端にはなると感じます。ぜ

ひご検討ください。

では、（３）に移ります。少しチャレンジショップ事業についてお話しさせていた

だきます。鳥取市の中心市街地活性化協議会を中心に運営されており、商店街の空き

店舗を整備、リフォームし、新規出店を目指す人に安価な家賃で一定期間貸し出し、

専門家による勉強会など経営支援も行い、自信をつけてもらって、その後に中心市街

地で商売を始めてもらう支援事業であります。私は、商工会の方でも新たに商売を考

えたい人もいると思いますし、町民個人の方でもそういうチャンスがあれば商売を考

えたいという人も私はいるのではないかと思っております。また、嵐山町は過日にお

いての嵐山まつりの模擬店出店者、嵐山夏まつりにおいては、行政区で積極的に模擬

店を出店している区もあります。そういった方々、またそういった団体、行政区との

協力は必要でありますが、そういう人たちの協力を得て嵐山版チャレンジショップを

展開できれば、にぎわい創出に一役買うと感じます。ぜひとも嵐山町商工会、また中

心市街地活性化推進委員会等々ご検討いただきたいと思いますが、町長のお考えはい

かがでしょうか。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

岩澤町長。

〇岩澤 勝町長 お答えさせていただきます。

中心市街地の活性化委員会という話も出ておりますけれども、一番この活性化のベ

ースになるというのは、そこのところで一丁やってやるかという気分というか、そう

いう意識というか、それがどこまで盛り上がるかということだと思うのです。ですの

で、その盛り上げをどういう形で、どうやっていったら盛り上がるかということが一

番の原点かなというような感じがいたします。ですので、今言った活性化委員会も大

変結構だと思うのです。商工会も観光協会もありますし、その中にまた青年部もあり

ますし、女性部もありますし、そしてそういう形に捉われないで、ボックスショップ

に出していただいている人たちというのは、あそこのところで何か出したらどうなる

か、このところでやって、さらにどういうことになったらもうちょっとボックスショ

ップ大きい形にしていってという思い、願いというのは誰もが持っているのだと思う
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のです。ですから、そういうような形をそこのところに植えつけられれば、そういう

ボックスショップの拡大版ができていくのではないかなという感じがしております。

物品販売ということですけれども、今物品といってもいろいろなものが豊富な社会に

なっているわけです。ですので、物品の販売もそうですけれども、その物品をおっと

いうようなものが嵐山町の中で、そしてここのところに関心を持つ人たちにつくり出

してもらえるような商品が生まれると、また違った展開もできてくるかなというよう

なこともありますし、いろいろな形で駅前のところで何かちょっとやってみようとい

う意識、この意識づくりがイの一番かなと、今そんなふうに考えております。ですの

で、ぜひいろんな機会にそういうようなことが発信ができるような形をとっていけれ

ばいいなと。町でもそういう発信役の一つとなって、しっかりやっていきたいと考え

ております。

〇大野敏行議長 第２番、森一人議員。

〇２番（森 一人議員） 意識の向上が必要だということでございますが、最近商工会

長やいろんな部会の方々の部長様とノミニケーションを通じて町について話をするこ

ともあるのですが、かなり意識が高まっておりまして、商工会も何とかしなくちゃい

けない、ましてや観光協会も嵐山町のために、自分たちも一緒に協働のまちづくりと

いうことで頑張っていく覚悟は私はあると思っております。ぜひとも一緒になってま

ちづくりをよろしくお願いいたします。

それでは、（４）に移ります。私は、何かを始めようとするときとか、何かをつく

るときには、関係する団体や商店、近隣住民に口頭や平面図だけで説明するのではな

くて、わかりやすく目に見える形で住民、関係者、団体に説明することが協働のまち

づくりには欠かせないと思っております。私自身が建築関係の仕事をしていた経緯か

ら、お客様にプレゼンするときには平面、立面だけではなくて、イメージが湧くよう

に、鳥が上空から見ている目線の鳥瞰図というのがあるのですけれども、こういった

ものを多用しますと、お客様とか住民の方々もイメージが湧きやすいのですよね。５

年先、10年先のグランドビジョン、基本構想を鳥瞰図のような立面図でわかりやすく

イメージの共有ができれば、理解、協力してくれる住民、商店事業主もふえてきて、

まちづくりもしやすくなってくるのではないかと思うわけです。また、まちづくりプ

ランナーのような専門家の意見を加えていくのもいい方法だと思いますが、お考えは

いかがでしょうか。
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〇大野敏行議長 答弁を求めます。

岩澤町長。

〇岩澤 勝町長 わかりやすくというお話がございました。こういうふうにいこうよと

いう、そういうものというのは、みんなで一緒に共有できるというのですかね、やつ

はあんなことを考えているのか、何だかわからないなというのだとなかなかうまくい

かないと思うので、やっぱりこうだよな、うん、俺もそうだよというような感じとい

うのが広がっていくような感じであるといい方向にいくのかなという感じがするわけ

です。それで、今までも言われて、今でもそうですけれども、嵐山町はほかにも絶対

負けないというものがあるのです。この自然環境なんていうのは、勝手にどこでもつ

くれるような状況ではないわけですし、嵐山町の歴史というのもほかのところですぐ

つくるというようなことはできない。嵐山町の文化、この里内、里山の自然が豊かな

中で生活をしている文化というものというのは、食べるものも着るものも話すことも

そういうような嵐山町の文化というのはほかにまねできない。これは、どこへ出して

も一級品であるわけです。

それで、今回のアンケート調査の中で交通が不便というのがあったのです。交通が

不便というのは、考え方によっては、交通が不便と言えば不便なのかなというような

感じがするのです。しかし、このところ、老人会連合会ですとか、区長会の皆様です

とか、あるいはそのほかの団体の皆さんが研修旅行に行ったりと。長野に行きます、

千葉のほうに行きますとか、あるいはどこに行きますとかいうようなときに、交通が

不便というのはそっちのほうでは言わないのです。駅がない、どこのところからどう

乗るのだろうというような感じでするようなところというのは、交通が不便とか買い

物が不便というような話というのはないのです。しばらく行かないと隣のところまで

行かないとか、今度できたスーパー、買い物はどれくらいのところにあるとかいうよ

うなところというのは、交通が不便という話もないですね。それに今日本全国の中で

トップと言われているような島根のいつも話す離れ島、そこの島のところが日本で一

番元気があって、活性化できているのではないかというところなんかは、東京に来る

のに、船に乗って本土に来て、本土から飛行場まで行くのにどれくらいかかるとかな

んとかというようなことのところで交通が不便という話はないのです。そこのところ

にある資源、それで海の資源がある、平地があるので、農業の資源もある、それでそ

の中に牧畜が飼える、山もある、川もある、そういう中の自分たちの資源、そして高
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校も１つある、その高校を資源として使うとか、学校のそれぞれの小学校、中学校も

資源、地域の集会所も資源という形で活性化をして、日本一元気がある離れ島と言わ

れているわけですけれども、そういうことを考えたときに、嵐山町は都心まで１時間

ぐらいで行けてしまうというようなこと、それで今言った自然があり、文化がありと

いうようなこと、これは嵐山町の持つ最高のポテンシャルというか、優位性、これは

しっかり生かしていく。そして、生かしていく中で今議員さんおっしゃるような状況

のものとどう組み合わせ、かみ合わせできるのかということで、大勢の皆様のお知恵

をかりて、そして嵐山町にずっと住んでいたいなというような町にしていければなと

いうふうに思っています。つけ加えさせていただきますと、今回のアンケートの中で

嵐山町にずっと住みたいという人の割合が今までになく高くなっているということな

のです。そういう状況である嵐山町をさらに皆さんと一緒に力を合わせて一歩も二歩

も魅力的な町にしていきたい。お力をかしていただきたいと思います。

〇大野敏行議長 第２番、森一人議員。

〇２番（森 一人議員） 大変心強いご答弁でございました。住民も引き込みながらこ

の魅力ある駅前通りとまちづくりをぜひともお願いしたいところでございます。

では、大項目２に移らせていただきます。

〇大野敏行議長 それでは、質問事項２の嵐山消防団員のサポート体制と団員の確保、

また各後援会（行政区人事任期も含む）及び嵐山消防団後援会連合会についてに移り

ます。どうぞ。

〇２番（森 一人議員） 今回消防団について質問させていただきますが、あくまで一

議員としての質問を心がけますが、私自身も現役の消防団員でありますので、時たま

感情的になってしまうこともあるかもしれませんが、何とぞご理解のほどよろしくお

願いいたします。

それでは、大項目２に移らせていただきます。嵐山消防団員のサポート体制と団員

の確保、また各後援会及び嵐山消防団後援会連合会について。嵐山消防団は、町の安

心安全のため、そして地域における消防防災のリーダーとして、平常時、非常時を問

わず、その地域に密着し、活動しております。来年度からは女性消防団員も加わって

いくということです。しかしながら、現状においては欠員が生じている部もあるよう

です。町においては、ボランティア意識がある新人職員を推薦していただいておりま

すが、人口減少や自営業者の減少で今後さらに団員確保は難しい状態になると予測さ
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れます。また、その消防団員を支えていただいている後援会連合会の皆様方、各部後

援会の皆様方も大変ご労苦があると聞いております。

今後に向けての嵐山消防団と後援会連合会及び各部後援会に対しての町のサポート

体制について、以下について伺います。（１）、今年２月に高市総務大臣の講演で消防

団協力事業所表示制度導入推進の話を聞きましたが、嵐山町で要綱、基準等を定め、

表示証を事業所に交付するお考えはございますか。（２）、町民の安心と安全を守ると

いう重要な役割を担っている嵐山消防団、団員のサポート体制の充実と団員確保につ

いて、町はどのような取り組みを考えられておりますか。（３）、嵐山消防団、比企広

域消防本部と行政で町内の幼稚園、保育園に働きかけ、幼年消防クラブ設立のお考え

は。（４）、地域特性や今日までの流れの中で区長任期が１年のところがあります。地

域によっては、そのような状況で後援会長を区長が兼務している後援会もあると思い

ます。業務になれたとき、また団員の顔を覚えたときにはかわられてしまいます。そ

の他の後援会との足並みをそろえるためにも行政区の人事任期の統一が重要であり、

さらなる後援会連合会の強固な発展のためには必要不可欠です。また、消防団と後援

会、各防災会との強い結びつきのためにも重要だと思いますが、お考えは。（５）、各

部がいただいている消防後援会費は、各部担当地区の世帯数等の関係でばらばらであ

り、格差が生じている状況が長く続いております。平等にし、嵐山消防団後援会連合

会でまとめて一本化するべきだと思いますが、お考えは。

以上になります。よろしくお願いします。

〇大野敏行議長 それでは、小項目（１）から（５）の答弁を求めます。

青木地域支援課長。

〇青木 務地域支援課長 それでは、質問項目２の（１）につきましてお答えをさせて

いただきます。

ご提案の消防団協力事業所表示制度は、消防団員を雇用する側である事業所の理解

と協力が一層進むことにより、消防団に入団しやすく、かつ活動しやすい環境を整え

ることを目的に、総務省消防庁が平成19年１月に創設した制度でございます。また、

事業所にあっては、表示証の掲示により、消防団への協力を通じて社会貢献を積極的

に行っている事業所として広く認められることも目的の一つとしております。嵐山町

における表示制度でございますが、平成22年３月に比企広域消防本部が本庁をむ管内

１市５町１村を対象に制定し、同年４月から施行しているところでございます。しか
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しながら、本制度による認定事業所数は現在埼玉中央農業協同組合の１件にとどまっ

ており、なかなか浸透し切れていない状況であり、その普及が課題と認識していると

ころでございます。

次に、（２）につきましてお答えをさせていただきます。消防団員の確保につきま

しては、事あるごとに消防後援会の皆様と意見交換をしておりますが、少子高齢化や

自営業者の減少などの影響もあり、思うように進まない状況にあります。町といたし

ましては、平成17年から町広報誌に定期的に嵐山消防団特集を掲載し、消防団の活動

を広く町民に理解していただくとともに、団員募集記事も掲載し、団員確保に努めて

いるところでございます。また、町の新入職員にあっては、可能な限り入団を勧奨し

ているところでございます。いずれにいたしましても、消防後援会と連携を密にしつ

つ、町としてできることを引き続き行ってまいりたいと存じます。

次に、（３）につきましてお答えをさせていただきます。幼年消防クラブは、保育

園、幼稚園の幼児を対象にした防火団体であり、楽しさの中から火遊びの怖さを知る

組織として、広域財団法人日本消防協会が昭和55年に創設した幼年消防育成組織でご

ざいます。設立の目的といたしましては、１つ目に正しい火の取り扱いを学ぶ、２つ

目に消防の仕事に対する理解を深める、３つ目に防火思想の普及でありまして、現在

全国で約１万3,000、埼玉県では273のクラブが活動しております。嵐山町を含む比企

広域管内におきましては、その発足や活動の窓口を比企広域消防本部が担っており、

東松山市に３、小川町に１つの４クラブが発足し、活動をしております。消防関係者

には、消防出初式や消防フェアにおけるお遊戯、パレードでおなじみでもあり、防災

思想の普及に効果的でもあるため、今後嵐山分署と連携し、クラブ発足に向けた検討

を進めてまいります。

次に、（４）につきましてお答えをさせていただきます。現在嵐山町では、１分団、

２分団、合わせて４つの消防後援会が組織をされております。その多くは消防団ＯＢ

など長年にわたり消防団活動にみずから携わった方が役員についておりますが、中に

は区長さんが兼務をされている後援会もございます。町では、嵐山町区長設置条例に

おきまして、区長の任期は２年と定めておりますが、実態といたしましては、地域の

特性や過去の慣例などから、１年の任期で交代している行政区もございます。消防後

援会の円滑な運営はもとより、地域のリーダーであり、町民と行政の協働のまちづく

りに欠かせない区長さんの任期問題は町にとって長年の懸案事項でもあり、本年10月
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の区長会議におきまして、改めて任期見直しの検討をお願いをさせていただいたとこ

ろでございます。

最後に、（５）につきましてお答えをさせていただきます。さきのご質問でお答え

をいたしましたとおり、嵐山消防団の後援会は一本化されているわけではなく、４つ

の消防後援会が独立して活動しております。このため、各部に対する後援会費の額及

び各家庭からの後援会費の額については、消防後援会により差異があり、こうした事

情も考慮し、平成23年１月に消防後援会連合会を立ち上げたところでございます。後

援会連合会では、特別点検の際の大納会の開催、消防操法大会の激励、火災出動中の

団員の慰労など、後援会連合会としての事業を行ってはいますが、各部に対する後援

会費の平準化は実現できていない状況でございます。町といたしましては、可能であ

ればすぐにでも行いたいところではございますが、それには各後援会のご理解なくし

ての実現は不可能であり、時間をかけて取り組んでまいりたいと考えております。

以上、答弁とさせていただきます。

〇大野敏行議長 第２番、森一人議員。

〇２番（森 一人議員） それでは、順次再質問させていただきます。

先ほどご答弁の中で、認定事業所数は現在埼玉中央農業協同組合の１件にとどまっ

ていて、なかなか浸透し切れてない状況であるというご答弁でございました。私は、

嵐山町において消防団が活動しやすい環境整備や消防団員の確保を促進するため、こ

の表示制度を導入していただきたいと考えたわけでございます。事業所の消防団活動

への協力が社会貢献として広く認められると同時に、事業所の協力を通じて地域防災

体制がより一層充実していくと思ったからです。事業所の利点としては、表示証を事

業所等の見えやすいところに掲示したり、イメージアップにつながると思っています

し、パンフレット、チラシ、ポスター、看板、ホームページなどで表示することがで

き、社会貢献を広くアピールすることができると思っております。消防団においても

団員確保に向け、人任せばかりではございませんで、第１分団第１部においては、昨

日平沢防災会の訓練に参加し、自分たちで作成した団員募集のチラシを配ったと聞い

ております。これが作成したチラシなのですが、こういったものを地道に、またお店

とかにも置いていただきながら、この１分団第１部は一生懸命頑張っているわけでご

ざいますが、欠員が今２欠ぐらいになっているのですが、これから本当に真剣にどう

しようかと考えるぐらい頭を悩ませているところであると聞いております。私として
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も、本音を言わせていただければ、こんな表示制度とかに頼らないで団員の確保等を

行える環境があればベストなことだと思いますが、しかしながらあらゆる手を尽くし

てでも団員確保に努めなければ、今後何十年後には団として立ち行かなくなる可能性

も私は出てくるのではないかと思っております。嵐山町の消防力低下は絶対免れない

です、消防団がなくなると。こういった現状において、こういう協力事業所表示制度

などいろんなことを進めていくべきだと私は思っていますが、お考えはいかがでしょ

うか。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

青木地域支援課長。

〇青木 務地域支援課長 お答えをさせていただきます。

この１番でご提案の表示制度につきましては、先ほどご答弁させていただきました

とおり、既に平成22年に広域のほうで導入をしているということでございます。この

広域で定めている要綱を見ますと、若干ハードルが高いのかなというふうに思いまし

た。ちょっと申し上げますと、その事業所として認定できる基準というのが２つござ

いまして、１つ目が、従業員が消防団員として相当数入団し、就業時間においても消

防団活動について積極的に配慮していること、２つ目が、災害時等に事業所の資機材

等を消防団に提供するなど協力をしていること、このような認定基準があると。こう

したことがありまして、現状では埼玉中央農業協同組合さん、これ１件にとどまって

いるのかなというふうに感じるところでございます。ＪＡ埼玉中央農協ということで

登録をしておりますので、嵐山町にも支店がございますので、町の中にもそういった

事業所はあるというふうにまずご理解をいただきたいというふうに思います。

団員確保について、議員さんとして、また消防団員さんとして、現在の窮状、ある

いは将来への不安等を今いただきました。まさにそれが実態なのだろうなというふう

に今思いました。先ほど私のほうで答弁させていただきましたが、町としてはできる

ことを一つ一つ地道にやっていくと。その活動の一つが今ご提案の表示制度、この拡

大でもあると思いますし、今回質問いただいた幼年消防クラブであったり、町のお知

らせ、広報であったり、昨日平沢の防災会の訓練のほうにもご参加をいただいたとい

うことでございます。私も先日、七郷防災会の防災訓練がございまして、お邪魔させ

ていただきました。そのときにも２分団の皆様、積極的に参加をいただいておりまし

た。そういった姿を地域の皆様がじかに見ていただくということで、こうなのだな、
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こんなに地域のために尽くしてくれているのだなということを理解をしていただく、

こういったことが進むことによって、いずれはひいては消防団員の確保につながって

いくものというふうに私も思っているところでございます。

以上でございます。

〇大野敏行議長 第２番、森一人議員。

〇２番（森 一人議員） 課長のご答弁で、まさにそのとおりだと思っております。団

員は、地域の方々と密接な近い関係でなくてはならないと思っておりますので、ぜひ

ともこの表示制度の普及も念頭に置いていただきながらよろしくお願いいたします。

それでは、（２）に移ります。これもいろいろなことの一つになると思いますが、

私は消防団員サポート事業を提案させていただきたいと思っております。団員が消防

活動を行うに当たり、その家族も、特に子供たちは寂しさを我慢して、理解を持って

有事の際には送り出してくれています。家族においても待遇強化をしていくのもいい

ことと考えます。

全国的な各自治体の取り組みも含めてお話しさせていただきます。長野県松本市で

は、地域との絆、消防団応援プロジェクトとして、消防団員とその家族で団員１人に

１枚配付される団員証明カードを協賛店で利用する際に提示すると、その店舗で独自

の特典やサービスが受けられるそうです。また、山形県内のある自治体では、売り上

げの一部を消防団活動費に充てるサポート自販機を置いてあります。私としても、地

域活性の目的も含めながら、事業所や商店、飲食店の発展にもつながるように、嵐山

町商工会の協力もいただき、さまざまなサービスが受けられる事業を行っていけない

かと考えております。具体的には、割引サービスなど業種によってはいろいろと考え

られると思いますが、商工業の活性化と発展にも向けて、嵐山町でも具体的な施策を

展開、実行することで、嵐山町全体が消防団に対して応援、サポートできる環境がで

き、団員確保や団員家族の待遇強化につながると思いますが、いかがでしょうか。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

青木地域支援課長。

〇青木 務地域支援課長 今議員さんのほうから松本市の事例を出していただきまし

た。今回ご質問いただいて、ちょっと調べたところ、県内でも例えば熊谷市、日高市、

三郷市、こういったところで今議員さんお話のようなサポート事業を行っていると伺

っております。何分にもこの比企にあってはまだこういった事業を導入していないと
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いうこともございますので、今後どういった事業なのか、あるいはその効果がどうな

のか、そういったことも研究をしてまいりたいというふうに思います。

以上でございます。

〇大野敏行議長 第２番、森一人議員。

〇２番（森 一人議員） 厳しい財政状況ではあると思いますが、かなりの負担を抱え

ているのです、消防団員の家族は。何か事故でもあった場合でも、私たちは非常備消

防のほうなので、保険とか、そういったところも少し……。何かあったときには、何

もなければいいのですが、普通の消防士さんと比べると家族は心配でならないのです

よね。自分たちは、日ごろの練習だったりいろんな部分の中で経験もありまして、火

事だといえばすぐ出ていく心構えはできているのですが、家族はそこまで気持ちの整

理ができていないといいますか、家族の反対があってやめる人も消防団の中にはある

のも事実です。ぜひともそういった部分の中の待遇強化も図っていただけたらと思っ

ておりますので、ぜひご検討ください。

それでは、（３）に移ります。幼年消防クラブ、先ほど課長のほうからご答弁いた

だきまして、東松山市に３つ、小川町に１つ、４クラブ発足していると。今後嵐山分

署と連携し、クラブ発足に向け検討していただけるというご答弁をいただきました。

こういったものをやっていくことによって、地域の安全安心の担い手として幼年のこ

ろより育成することも目的に含まれているのではないかと私は思っております。これ

は県内のデータになるのですが、平成25年に発生した埼玉県の火災件数は2,407件で

す。およそ１日当たり７件、３時間38分ごとに１件の割合で火災が発生しているとい

うことになります。火災発生原因の一つである子供の火遊びによる火災は89件発生し

ていて、そのうちライターを使用した火遊びによる火災が多く、５歳未満の児童が起

こしたライターの火遊びによる火災は、その約８割で死傷者が出ているという報告も

あります。また、以前の一般質問で佐久間議員が質問しておりましたが、過日に開催

された嵐山消防団特別点検のときなど、そういった幼年消防クラブが参加していただ

き、消防団員が昼間の仕事を終えて夜10時ごろまで、約３カ月にわたって操法の練習

を、またいろんな練習を重ねていくわけです。そういったところの訓練成果を見ても

らうことで消防団を幼年のうちから強く感じていただくことも大変有意義なことだと

私は思っております。幼年消防クラブの保護者の方々にも消防団をＰＲでき、ともす

れば団員の確保につながる可能性もあると思います。ぜひご検討いただきたいと思い
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ますが、いま一度ご答弁をいただければありがたいのですが。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

青木地域支援課長。

〇青木 務地域支援課長 お答えをさせていただきます。

今議員さんのほうから、幼年消防クラブがあることによる効果というのでしょうか

ね、いろいろお話をいただきました。まさに今お話をいただいたような効果が期待で

きるものというふうに思っております。先ほどの答弁でも申し上げましたが、嵐山分

署と連携を図りながら積極的に行ってまいりたいというふうに思います。

以上でございます。

〇大野敏行議長 第２番、森一人議員。

〇２番（森 一人議員） ぜひご検討をよろしくお願いいたします。

では、（４）に移ります。先ほどご答弁では、本年10月の区長会議において任期見

直しの検討をお願いさせていただいたということでございます。ぜひ検討をしていた

だきたいものでございますが、今回あくまでも消防団関係においての行政区人事の任

期について質問させていただいております。このような質問をさせていただきながら

ではありますが、私としては行政区のお仕事で常日ごろお忙しい区長さんが消防後援

会会長を兼務することは大変難しいこともあるのではないかなと思っているところも

あります。各部の担当区には、先ほどの答弁にもございましたが、消防ＯＢの方々が

いらっしゃいます。例を挙げれば、第１分団第１部はＯＢの方が長年にわたり後援会

長を献身的に務めていただいております。団員を自分の子供のように気にかけていた

だき、感謝の気持ちで胸が熱くなります。そういったことも加味しながら、消防団を

よくわかっていただいているＯＢの方に後援会に加わっていただければ、さらなる後

援会連合会の強固な発展につながると考えるところでございます。もちろん区長さん

や各区におかれましても、消防団活動に対して多大なるご理解、ご協力をいただいて

いるわけでございますので、今後とも今までどおり消防団には変わらぬご対応をいた

だきたいわけでございますが、各後援会の足並みをそろえるためにも、町のサポート

をいただき、10年先、そのまた先を見据えた後援会組織の構成を考えていくべきなの

ではないかと私は思っておりますが、お考えはいかがでしょう。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

青木地域支援課長。
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〇青木 務地域支援課長 お答えをさせていただきます。

現状後援会の構成については、消防団のＯＢ、あるいは大変ご理解のある方並びに

区長さん、こういった方が役員になっているというふうに思います。区長さんが役員

になっているメリット、これも大きなものがあろうかというふうに思います。例えば

後援会費を各区からいただくときに区長さんのお力というものはおかりをする、これ

は大切なことだというふうに思っております。ですから、例えばＯＢだけでやってい

きましょうということではなくて、双方、区長さんとＯＢと活動をよくわかっている

方、こういった方がそれぞれ協力をしながら後援会活動を円滑に進めていく、これが

嵐山消防団の発展のためになるのではないかというふうに思っております。

以上です。

〇大野敏行議長 第２番、森一人議員。

〇２番（森 一人議員） みんなで地域の皆様と一緒に消防団も後援会も先ほど心配な

点もあると。自分の中では、何十年後かには団がなくなってしまうのではないかと思

うところではありますが、ぜひそういった方々のサポート、そして町のサポートをお

願いしたいと思います。

（５）に移ります。この質問をするに当たりまして、まず消防団後援会連合会の皆

様、各区長のご労苦に対しまして感謝申し上げるところでございます。嵐山消防団員

のために企業回りや後援会費の徴収をしていただき、団員が活動しやすい環境整備に

ご尽力いただいております。今ぜひとも皆様に知っておいていただきたいのは、嵐山

消防団は５部で組織されておりますが、嵐山消防団は１つです。チームという意識を

持って活動しているということです。自分たちの町は自分たちで守るという崇高な意

識のもと、日々予防消火、有事の際には嵐山町内どこにでもこのチームが担当区関係

なく出動するのです。どこで火事が起きても必ず嵐山消防団というチームが出動しま

す。そういったことにおいて、担当地区で後援会費に格差が生じている現状は、この

先嵐山消防団という組織を長く維持していくためには必ず解消していかなければなら

ないことであります。団員皆さんが同じ活動をしているわけですから、平等にしてい

くべきです。町として連合会に対し今まで以上のサポートと格差解消のために努めて

いただきたいと思いますが、お考えをお伺いいたします。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

青木地域支援課長。
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〇青木 務地域支援課長 お答えをさせていただきます。

先ほど答弁の中でも申し上げましたが、そもそも別々の後援会の活動を行っていた

と。さまざまな問題、今森議員が提起をしたような問題、こういった問題があって連

合会を立ち上げたというふうに承知をしているところでございます。全く議員さんの

おっしゃるとおりで、同じ活動をしていて、同じチームであって、その中で格差があ

る。後援会費に差がある。いかがなものかと私も思います。すぐにでも解消すべきで

はないかというような問題だというふうに思っております。ただ、それを実現するに

は、多くの皆様方のご理解、これが欠かせないというふうに思います。平成22年に連

合会をつくり、既に５年が経過しております。ただ、５年がたってもそれは解消され

ない。ただ、世帯数が少ないところに連合会のほうから一部補填をする、こういった

ことは新たな事業として始まり、連合会が発足する前と比べれば若干格差は縮小され

たものというふうに理解をしておりますが、ただそれを均等にというところまでは行

っておらない。先ほども申し上げましたが、過去の長い歴史がある中で行われてきた

ものをすっかり変えてしまう、これはなかなか難しいというふうに思います。一つ一

つ議論を積み重ねながらご理解をいただき、今議員さんがご提案されたような形に一

日でも早く持っていく努力を町としては続けてまいりたいというふうに考えていると

ころでございます。

以上です。

〇大野敏行議長 第２番、森一人議員。

〇２番（森 一人議員） 時間をかけてでも、ゆっくりでも皆さんのご理解をいただい

て進んでいければいいと思っておりますが、字が違えば考え方も違うところもござい

ます。ただ、私は平等であるべきだと思っておりますので、時間をかけてでもいいの

で、ゆっくりとサポートをよろしくお願いしたいと思います。町を愛し、守っている

消防団に対し、今後とも充実したサポート体制をお願いし、質問を終わります。

〇大野敏行議長 どうもご苦労さまでした。

ここで10分間の暫時休憩をいたします。再開時間を11時15分といたします。よろし

くお願いします。

休 憩 午前１１時０５分

再 開 午前１１時１５分
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〇大野敏行議長 休憩前に引き続き会議を開きます。

◇ 佐久間 孝 光 議 員

〇大野敏行議長 続いて、本日２番目の一般質問は、受付番号２番、議席番号３番、佐

久間孝光議員。

それでは、質問事項、嵐山町総合戦略における子育て支援等及び住環境整備等につ

いてです。どうぞ。

〔３番 佐久間孝光議員一般質問席登壇〕

〇３番（佐久間孝光議員） おはようございます。議席番号３番、佐久間孝光、議長の

お許しを得ましたので、通告書に従いまして一般質問をさせていただきたいと思いま

す。

まず、大項目１番、嵐山町総合戦略における子育て支援等及び住環境整備等につい

て質問をさせていただきたいと思います。平成26年９月29日に閣議決定されましたま

ち・ひと・しごと創生法の制定を受けて、嵐山町においても人口ビジョン及び総合戦

略を策定しているところであります。これは町の人口の現状と今から45年後の2060年

までの将来の方向性を示し、今後５カ年の目標と取り組むべき政策を提示するもので

あります。つまり今後の町のあり方を決める大変重要な政策パッケージであり、少し

大げさな言い方をすれば、嵐山町が単独で生き残ることができるか、それとも日本創

成会議によって発表されたとおり消滅可能性自治体になるかが決まる可能性が極めて

高い大変重要な計画の一つであると認識をいたしております。

そこで、（１）といたしまして、嵐山町総合戦略策定委員会委員18名の20歳代、30歳

代、40歳代、50歳代、60歳代、70歳以上の各世代の人数はどのようになっているのか。

またわかりましたら男女比も含めてお願いしたいと思いますので、よろしくお願いい

たします。（２）といたしまして、嵐山町の武蔵嵐山駅周辺施設の充実に関する事業

における情報発信拠点整備及び駐輪場整備管理事業の構想はどのようなものなのか。

（３）といたしまして、駅周辺の未利用地の活用における地域活性化事業において、

（仮称）らんざん活性化チームの創設とありますけれども、どのような構成メンバー

になっているのかお伺いをいたしたいと思います。これは想定ですね。（４）といた

しまして、安心して結婚、出産、子育てができる社会をつくることに関して、全くの

新規事業、新しい視点はどのようなものが盛り込まれているのかお伺いをいたしたい
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と思います。

〇大野敏行議長 それでは、小項目（１）から（４）の答弁を求めます。

青木地域支援課長。

〇青木 務地域支援課長 では、質問項目１の（１）から順にお答えをさせていただき

ます。

町では、平成26年12月に制定されたまち・ひと・しごと創生法に基づきまして、嵐

山町人口ビジョン及び嵐山町総合戦略について本年10月末をめどに策定に取り組んで

まいりました。策定に当たり、町民の方にはアンケートをお願いし、また各種団体と

の意見交換会と多くの皆様の協力をいただき、10月27日に策定をいたしたところでご

ざいます。中でも嵐山町総合戦略策定委員会委員の皆様には、５回会議を開催させて

いただき、貴重なご意見、ご提言をいただいたところでございます。

さて、人口ビジョン及び総合戦略の策定につきましては、国の計画を勘案し、策定

することとなっておりまして、国が示した策定マニュアルによりますと、地方版総合

戦略は、幅広い年齢層からなる住民をはじめ産業界、市町村や国の関係行政機関、金

融機関、労働団体、メディア、いわゆる産官学金労言でございますが、これで構成す

る推進組織で検討することが重要とされていたところでございます。町におきまして

も、幅広い年代の方に委員となっていただけるよう、本年５月の町広報紙におきまし

て20歳代、30歳代、40歳代、各１名の委員公募を行いましたが、残念ながら定員を満

たせず、40歳代の女性１名のみの応募でございました。しかしながら、公募委員を含

め、埼玉大学准教授をはじめとした産官学金労言全ての部門の方の参加をいただき、

総合戦略策定委員会を構成させていただいたところでございます。ご質問の年齢構成

といたしましては、40歳代４名、50歳代５名、60歳代３名、70歳代６名の計18名でご

ざいます。なお、女性委員につきましては６名であり、３分の１を女性の委員で構成

させていただいたところでございます。

次に、（２）につきましてお答えをさせていただきます。武蔵嵐山駅周辺地区、特

に駅西地区の活性化につきましては、町の長年の課題であり、総合振興計画策定時等

に町民の皆様からアンケートをいただくたび駅前の活性化を望む声が多く寄せられる

状況でございます。これまで町では、ハード面については、平成18年度に駅西口ロー

タリーの整備をはじめ駅西公園の整備、ポケットパークの整備や周辺道路の整備など

を行い、またソフト面では、商工会に対し中心市街地活性化への補助を行い、ボック
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スショップや朝市などを行っていただくなど、可能な範囲において環境整備や活性化

事業を実施してまいりました。しかしながら、今回人口ビジョン及び総合戦略を策定

するに当たり、各種団体の方との意見交換や町民の皆様のアンケートでは、駅周辺の

活性化について改めて多くの方のご要望をいただいたところでございます。先ほどの

森議員の一般質問にもございましたが、総合戦略においては、駅周辺地区について東

武鉄道の協力を得ながら、武蔵嵐山駅敷地内の未利用地を活用し、観光案内、就労、

居住等の相談など、来町される方に対する総合的な情報発信施設として整備を検討し

ているところでございます。さらに、武蔵嵐山駅は嵐山町の顔でございます。気持ち

よく利用していただけるよう、現在東西連絡通路の改修を行っておりますし、駅周辺

の環境改善と駅利用者の利便性の向上を図るための駐輪場整備を行う必要もありま

す。今後関係者の方々と協議を行いながら進めてまいりたいと考えております。

次に、（３）につきましてお答えをさせていただきます。（仮称）らんざん活性化チ

ームは、総合戦略の大きな柱の一つと考えております。第５次嵐山町総合振興計画や

今回総合戦略を策定するに当たり、関係団体の皆様からいただいた意見の中で多くあ

ったものが「嵐山町にはすばらしい地域資源があるが、それが生かされていない。こ

うしたものの横のつながりがない」というものでございました。こうした意見を踏ま

え、総合戦略策定に当たり、地域資源をつなげる、そして結びつけるためには、これ

までのように何かを兼務をしながら事業を行っても十分な効果が見込めないため、中

心的に活動していただけるコーディネーターやリーダー的な存在が必要ではないかと

考えたところでございます。現在のところ構想段階ではございますが、その方につい

ては、机に座り続けるのではなく、地域を回り、人脈を形成し、また他の自治体など

とも交流を広めることにより、企画実行を先頭に立って行っていただくよう考えてお

るところでございます。さらに、その方を中心に、農業、工業、商業、文化、スポー

ツなどさまざまにかかわる若い方やその分野の中心的人物の方をメンバーとして活性

化チームを編成することを検討しております。

この活性化チームには、３つの理念を掲げようと思っております。１つは、コラボ

レーションでございます。ありとあらゆる地域資源をつなげ、結びつけること。２つ

目はバージョンアップです。地域資源に付加価値をつけ、地域資源の価値を向上させ

ることです。３つ目はリミット。総合戦略が終了する平成31年度までに一定の結果、

成果を出すというものでございます。こうした方針で事業展開をすることにより、駅
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周辺の活性化のみならず、町の地域資源をつなげ、高める活動を期待しているところ

でございます。

最後に、（４）につきましてお答えをさせていただきます。町では、本年３月に子

ども・子育て関連３法に基づき、子ども・子育て支援事業計画を策定いたしました。

本計画は、平成25年から策定を開始しておりまして、さまざまな関係者による６回の

策定委員会、12月22日から１月15日までパブリックコメントを募集するなど、多くの

方々の協力を得て策定されたものです。それらの策定の経過を踏まえ、総合戦略にお

いては、基本的には子ども・子育て支援事業計画を継承しております。さらに、同様

に本年３月、嵐山町健康増進・食育推進計画も策定しており、こちらも継承させてい

ただいておるところでございます。新たな事業、新しい視点とのご質問ですが、基本

的には今申し上げました各計画を継承しておりますが、多くの方々との意見交換を行

う中、不妊に悩む方に対する助成や相談体制の整備を行う事業が必要との意見が出さ

れたこともあり、総合戦略においては不妊助成事業を位置づけさせていただいたとこ

ろでございます。

以上、答弁とさせていただきます。

〇大野敏行議長 第３番、佐久間孝光議員。

〇３番（佐久間孝光議員） それでは、順次再質問させていただきたいと思います。

まず、（１）でございますけれども、国のほうで示された策定委員の方針、産学金

労言、これはさすがやっぱり国はよく考えているなというふうに私も評価をいたして

おります。いろんな分野からそういった多様な人材を募るということです。しかしな

がら、今課長のほうからの答弁にもありましたけれども、年代構成です。例えば20歳

代、これはゼロ、30歳代はゼロ、そして40歳代は４人ということですけれども、多分

これは嵐山の住民の方に限定するとその半分ぐらいなのかなと。それから、50歳代も

多分ほとんどおられないのかなと。そして、60歳以上がその他の嵐山町の町民の選出

の委員であると。つまり嵐山町町民の中において12名のうち10名は、９名ぐらいです

かね、60歳以上になるかなというふうに思います。そういったことを考えますと、果

たしてこれが国の方針でも示されたように幅広い世代の意見を募るということに合致

しているのかどうか、そしてまた今回は45年後までも見据えた中で判断をしていかな

ければいけないということでありますので、この辺の策定委員の世代、年齢の選び方

というのはどれぐらい議論されたのでしょうか。
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〇大野敏行議長 答弁を求めます。

青木地域支援課長。

〇青木 務地域支援課長 お答えをさせていただきます。

今回策定委員を選ぶに当たり、各般からのご意見をいただくと。ご提言等をいただ

くということもございまして、それぞれの会なら会の代表的な役職にある方、こうい

った方を中心的に選考させていただいたということでございまして、年代としてはど

うしても高くなってしまったというのは否めないというふうに感じております。先ほ

どの答弁でも申し上げましたが、そういったことも鑑みて、公募委員につきましては

できるだけ若い方ということで、年代を指定して募集をかけたというところでござい

ます。その結果が先ほど申し上げましたとおり20代、30代がゼロであったということ

でございました。大変残念な結果になったというふうに思っております。若い方に参

画をしていただけなかった、これは大きな課題の一つだというふうに思っています。

少し話が違うかもしれませんが、今回アンケートもいただきました、町民の方から。

そのアンケートの回答率を見てみますと、やはり同じような傾向が見られる。どうし

ても若い方の回答率が低く、高齢の方の回答率が高い。同じような傾向があらわれて

いるのかなというふうに思っております。これは今回の計画に限ったことではないと

いうふうに思いますが、町としてこういった問題がある、課題があるというのは、今

後の行政を進めるに当たり、１つ念頭に置いていかなければいけないのではないかと

いうふうに思っているところでございます。

以上です。

〇大野敏行議長 第３番、佐久間孝光議員。

〇３番（佐久間孝光議員） 私も本当に残念に思います。もう一工夫してそういった世

代の委員をどうにか取り込む、そういった決意というか、そういった積極的な取り組

みが必要だったのかなというふうに私は思います。また、男女比の関係でありますけ

れども、これ３対１ということで、普通の委員会だとか審議会、そういったものに関

しては、これは少な過ぎるということは全くないと思います。しかし、今回は国を挙

げて女性を登用していくような、女性が子育てをしながら働いていくことができるよ

うな、そんな社会を実現していかなければいけないのだという大きな方針が示されて

いるわけでありますので、男女比においてももうちょっと女性の割合を高くする、そ

して女性の割合を高くするだけではなくて、実際に子育てに携わっている人、この中
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にはほとんど乳幼児の子育てに携わっている方はおられないのかなというふうに私は

思うわけですけれども、こういう中でその人たちの世代の本当に必要としている意見

が盛り込まれるかどうかということが非常に私は疑問符がつくところでありますけれ

ども、その辺に関してはどのような議論がなされたのでしょうか。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

青木地域支援課長。

〇青木 務地域支援課長 お答えをさせていただきます。

委員さんの中には、今現在子育て真っ最中の委員さんも数名いらっしゃいます。ま

た、もう子育ては終わっても、そういった事業で日ごろかかわりのある方、こういっ

た方も委員さんにいらっしゃっております。そのような方からは、子育てに関しては

さまざまな提言がなされたと。先ほども答弁しましたが、例えば今回新たに盛り込ん

だ不妊治療、こういったものもその今子育てをしている委員さんからこういった問題

があるよと。ご自分はお子さんがいる方なのですけれども、お友達でそういった方が

いらっしゃって、このような問題、町としてどうなのでしょうか、このようなご提言

もいただきました。そういったことも鑑みて新たに計画の中に盛り込ませていただい

たというところでございます。

以上です。

〇大野敏行議長 第３番、佐久間孝光議員。

〇３番（佐久間孝光議員） それからあと、委員の構成のほうに関してですけれども、

私もその委員の名簿を見させていただいたときに、ほとんどの方、私も面識あるし、

よくわかっている。その委員の方たちは、ほかの委員会でも審議会でもほとんどメン

バーになっているような方たちが多いのかなと。これだけ国を挙げて大変大きな戦略

を各自治体でつくってくださいということをやっているときに、この同じようなメン

バーの中で全く新しい発想が出てくるのかというような危惧を持たざるを得ないとい

うことがあったのですけれども、その辺はどこまで議論されたのでしょうか。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

青木地域支援課長。

〇青木 務地域支援課長 お答えをさせていただきます。

今議員さんのご質問にもございましたが、町に数多くの委員会等ございます。こう

いった中で、ある一定の役職につかれている方、また複数の委員会の委員を兼ねる、
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こういったことが見受けられるところではございます。理想とすればというような言

い方はよくないのかもしれませんが、より多くの皆様方に町政に参画をしていただけ

る、これは当然必要だというふうに思います。ただ、先ほども申し上げましたが、今

回の総合戦略、その会を代表してのご意見をいただきたい、そういったこともござい

ましたので、会の長等、こういった方にお願いをさせていただいたというところでご

ざいます。

以上です。

〇大野敏行議長 第３番、佐久間孝光議員。

〇３番（佐久間孝光議員） いろいろな当面の課題というものがございますから、その

分野でいろんな審議会、協議会等を立ち上げる、そういった方たちが携わるというの

はある程度やむを得ないのかなというふうにも思いますけれども、今回のこの総合戦

略というのは格付が全く違うと私は感じているのです。ですから、そういう中ではも

う一工夫、もう一度努力をしていただければよりよかったのかなというふうに私は思

います。

（２）のほうに移らせていただきます。情報発信拠点整備事業でありますけれども、

これは先ほど森議員の中にもありましたけれども、観光案内、就労、それから居住等、

そういった情報発信基地としていくと。この考え方は私も大賛成であります。ぜひ進

めていただきたいと思います。この中で１点確認したいのは、未利用地を活用してそ

ういったものをということですけれども、そうすると新しい建物を建築するという認

識でよろしいのでしょうか。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

青木地域支援課長。

〇青木 務地域支援課長 お答えをさせていただきます。

まだ構想段階というのでしょうか、計画の中ではこういった方向でもっていきたい

というような形で位置づけをさせていただきました。今後どういった形にするかは実

際に行う事業主管課において協議がなされていくものというふうに思っております。

以上です。

〇大野敏行議長 第３番、佐久間孝光議員。

〇３番（佐久間孝光議員） これは、本当に願わしいことであると同時に大変難しい問

題で、もうちょっと広げた中心市街地という点で考えると非常に難しい問題かなと思
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います。現に平成16年から中心市街地活性化委員会のほうに毎年200万円ずつ計上を

して、その中でずっとそういった活性化の活動をしてきてもらっています。しかしな

がら、そういった予算等、もう合計すると2,000万円以上を超えるわけですから、そ

して10年間という長い年月をかけてやってきたにもかかわらず、今回の住民意識調査

を見ると、中心市街地の寂れた姿、これで嵐山町はよくなるのだろうかというふうに

不安を持っている方は大変多かったと思います。そういう中で、実施機関を見ると、

嵐山町、商工会、それから観光協会、町民ということで、これは委員会のメンバーと

ほとんど変わらないのかなというふうな感じを受けるわけです。ですから、私はそう

いう一つ一つの対処療法だけではなくて、森議員の一般質問の中にもありましたけれ

ども、グランドビジョンというものをしっかりと立てて、そして長期展望に立った形

で一つ一つのことを進めていかないと非常に難しいのかなというふうに思うのですけ

れども、その辺はいかがお考えでしょうか。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

青木地域支援課長。

〇青木 務地域支援課長 お答えをさせていただきます。

森議員への町長答弁にもございましたが、その辺のグランドビジョン、来たるべき

ときにそういったものも町民の方に示していくというようなことで町長のほうがご答

弁をされたというふうに思います。今議員さんがおっしゃるように長期的な展望を持

ち、実施をしていく、こういったことは必要不可欠というふうには思っております。

以上です。

〇大野敏行議長 第３番、佐久間孝光議員。

〇３番（佐久間孝光議員） 先ほどの町長の答弁の中にもありましたけれども、ロータ

リーが少し手狭になっているというか、そういったこともございましたし、それから

あと今回例えば新しい建物を建ているということになったときに、逆にそういうもの

がマイナス要因として働かないように、ぜひ工夫をしていただきたいと思いますし、

これだけ難しい問題ですから、またこれだけ皆さんが関心を持って、いろんな方たち

が知恵を絞ってやってきたにもかかわらず、なかなか成果が上がらない。私は、専門

家、プロというか、そういった方たちの支援をしっかりと仰いで、そしてその指導の

もとに地元の人たち、そこに住んでいる方たち、生活している人たちの思いも伝えな

がら進めていくということが不可欠なのかなというふうに思いますけれども、いかが
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でしょうか。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

青木地域支援課長。

〇青木 務地域支援課長 お答えをさせていただきます。

策定委員会あるいは団体との意見交換会、こういった中にも今議員さんがおっしゃ

るようなご意見、実は賜っております。今後まちづくりを進めていくに当たり、専門

的知識のあるプロの方というのでしょうか、そういったことの意見を聞きながら進め

ていくことが必要なのではないかと、このようなご意見もいただきました。今後そう

いったことも鑑みながら進めていくことになると思いますが、次の３の質問ともちょ

っとかぶってしまうのですが、今回らんざん活性化チームというのを載せさせていた

だきました。これは総合戦略にも記載をさせていただいておりますが、嵐山町版の地

域おこし協力隊と。ですから、例えば何かある特定のいろんな知識を持っている方が

中心となって、こういった部分をやっていこうよということを進めていただく、そう

いった方もある意味ではプロと言えるのではないかというふうに思います。そういっ

た方の力をおかりしながらいろんな部分で進めていく、こういったことを考えておる

ところでございます。

以上です。

〇大野敏行議長 第３番、佐久間孝光議員。

〇３番（佐久間孝光議員） それからあと、もう一点、駐輪場の整備事業に関してです

けれども、今まで東口のほうは無料の駐輪場がもう整備されて、町民の方も大変喜ん

で利用しているところだと思います。しかしながら、西口のほうはそういった町の無

料の駐輪場がないということで、整備をしてくださいという要望はかなりあったのか

なというふうに思います。ただ、西口のほうに関しては、駐輪場をなりわいとしてい

る方々もおられますので、そういったことに対して余り町が積極的に取り組み過ぎる

と民業圧迫になるというような配慮から、少し不便かもしれないけれども、こちら側

まで来てくださいというようなことで町民の方たちにお願いをしてきたかなというふ

うに思っております。ただ、ここのところで整備をしていくということは、東口と同

じような形の無料の駐輪場を整備をしていくという認識でよろしいのでしょうか。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

青木地域支援課長。
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〇青木 務地域支援課長 お答えをさせていただきます。

今回アンケートをいただいた中で、西口の駐輪場問題、こういったものを挙げる方

も多々おられました。この問題については、町の長年の懸案事項、今議員さんがおっ

しゃるように、なりわいとされている方がいるということもその一つとして、西口の

駐輪場というものを整備してこなかったということがあろうかと思います。ただ、今

後の駅西口、どうすべきかということを考えた場合、今人の流れが自転車の方は東口

のほうに流れている、こういった現状があろうかと思います。今後駅を町民の皆様が

利用しやすいように、例えば高齢化が進み、車にだんだん乗らなくなると電車でお出

かけになると、こういった方もふえてくることも考えられます。そういった場合、利

用しやすい環境を整えるということは大変重要であろうということがありまして、今

回総合戦略の中にも駐輪場整備というものを位置づけさせていただいたところでござ

います。ただ、無料か有料か、こういった議論につきましては、今後十分に検討を進

めていく必要はあろうかというふうには思っております。

以上でございます。

〇大野敏行議長 第３番、佐久間孝光議員。

〇３番（佐久間孝光議員） 西口のほうで駐輪場を営んでいる方たちは、本当に長年あ

る意味では嵐山町の住民の方たちの足を確保するということで大きな貢献をしてきて

いただいていると思いますので、その辺のところが圧迫にならないように、例えばそ

ういった方々に多少の補助金を出して、そして無料でどんどん皆さんにお使いをして

いただくとか、そういったことも含めてぜひ検討をしていただきたいと思うのですけ

れども、その辺は議論の余地はあるでしょうか。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

青木地域支援課長。

〇青木 務地域支援課長 お答えをさせていただきます。

先ほど申し上げましたが、十分に議論をしていく必要があることだというふうに理

解しているところでございます。

以上でございます。

〇大野敏行議長 第３番、佐久間孝光議員。

〇３番（佐久間孝光議員） それでは、３番のほうに移らせていただきたいと思います。

地域活性化事業でありますけれども、これは総合戦略の中で周辺未利用地の活用と
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いうことで、今も出ましたけれども、嵐山町の地域資源をつなげて新たな産業を創出

する（仮称）らんざん活性化チームのアイデアにより、高齢者の居場所づくりなどの

周辺の空き店舗または空き家等の利活用や新規立地等を図りますという文言があるの

ですけれども、何度読んでも、この新たな産業を創出するという目標に対して、その

アイデアにより高齢者の居場所づくりという、ここのところがどうもしっくりつなが

らないのですけれども、その辺はどういうことなのか、もうちょっと詳しく説明して

いただきたいと思います。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

青木地域支援課長。

〇青木 務地域支援課長 お答えをさせていただきます。

らんざん活性化チームでございますが、先ほども申し上げましたが、さまざまな産

業、農業、工業、商業、観光だとか、歴史だとか、あとはいろんな団体、そういった

今ある資源をつなぎ合わせる、今持っているものをより高めていく、こういったこと

を行うというふうに位置づけておるところでございます。例えば新たな産業というこ

とであれば、農業の６次産業化というものがあろうかなというふうには思っておりま

す。嵐山の特産品を例えば開発し、それを加工し、販売していく、嵐山町の中だけで

消費をするのではなく、町外に対しても売っていく、こういった展開を中心的に行っ

ていただく、こういった機能があるというか、役割があるというふうに理解をしてい

るところでございます。また、高齢者の居場所づくりという記載をさせていただいて

おります。これについては、戦略の中にも書いてありますが、駅周辺の空き店舗、空

き家、こういったものを利用し、利活用を図っていき、そこで高齢者が集えるような

場をつくっていく、それが例えば業としてなるのかもしれません。あるいは、業とし

てではなく居場所をつくっていく、そういったことにつながるのかもしれません。で

すから、ちょっとまとまりませんが、さまざまな分野において活躍をしていただく、

そのようなことを考えておるというところでございます。

以上です。

〇大野敏行議長 第３番、佐久間孝光議員。

〇３番（佐久間孝光議員） ６次産業化だとか、それはもう本当に直結して、ストレー

トに私にも伝わってくるのですが、高齢者の居場所づくりということがここのところ

にイの一番にぽんと出てくるということがちょっと自分の中では……。例えば先ほど
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の森議員の中にもありましたけれども、イートインスペースとかということで、嵐丸

ひろばのほうでお昼どきに締め出された人たちが少し休憩できる、そういうものに総

合的に活用していくということであるならば、また価値というのはふえてくるのかな

と思いますけれども、そんなこともあったものですから、ちょっとお聞かせさせてい

ただきました。それからあとは、このＫＰＩですかね、重要業績評価指数ですけれど

も、平成28年度から31年度の３件と書いてありますけれども、これは累計と書いてあ

りますので、１店舗お借りして３年間契約すれば、この目標は達成されたという認識

でよろしいのでしょうか。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

青木地域支援課長。

〇青木 務地域支援課長 議員さんのお話のとおりで結構かと思います。

以上です。

〇大野敏行議長 第３番、佐久間孝光議員。

〇３番（佐久間孝光議員） 先ほどの高齢者の居場所づくりということで、空き店舗を

利用してということもありますけれども、ちょっと前ににぎわい創出事業の中で駅前

をもっとにぎやかにしていこうと。その事業を推進する中で、観光協会の事務所を移

転しようということで、具体的にここのとこはどうだろうかというところまで行った

わけです。最終的には、そこの店舗は少し老朽化が進んでいて、なかなかいろんな面

で難しいということで、実現はなされなかったのですけれども、今度その対象となる

仮に空き店舗を利用するということであるならば、最低限その店舗よりかは老朽化は

防げている、耐震性だとかそういったこともきちんとなっているというところが選択

されるという認識でよろしいのでしょうか。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

青木地域支援課長。

〇青木 務地域支援課長 お答えをさせていただきます。

今議員さんのお話のとおり、一度検討した建物については、耐震性の問題から断念

せざるを得なかったということがございますので、そのような場所は当然選択肢には

入らないというふうに理解をしているところでございます。

〇大野敏行議長 第３番、佐久間孝光議員。

〇３番（佐久間孝光議員） それでは、（４）のほうに移らせていただきたいと思いま
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す。総合戦略の中において、待機児童の問題、実績報告として平成26年ゼロ人という

ふうに記載をされていて、31年、当然目標もゼロ人ということでありますけれども、

この待機児童の定義をもう一度確認をさせていただきたいと思います。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

簾藤こども課長。

〇簾藤賢治教育委員会こども課長 お答えさせていただきます。

正確な表現というのが、今資料を持ってきていないので、感覚的な話になってしま

うかとは思いますけれども、ご容赦いただきたいと思いますけれども、お仕事をされ

て希望するという方ですね。保育所自体の入所が、保育を必要とする家庭のお子さん

を対象にした保育園でございますので、その中でまた特に求職中の方とか、そういっ

た方で保育園等に入れない方という数が待機児童と一般的に言われているものと認識

しております。

以上です。

〇大野敏行議長 第３番、佐久間孝光議員。

〇３番（佐久間孝光議員） 例えばある保護者の方が自分のお子さんをＡという保育所

に入所させたいと。希望を出したのだけれども、もう定員がいっぱいになってしまい

ましたと。でも、町全体としてはＢという保育所があって、そちらのほうだったら定

員があいていますよというような場合、多分そのお母さんというのは、自分の子が希

望のところに入れないですから、子供は待機児童の一人だというふうに認識をする人

が多いのかなと思うのですけれども、町のカウントとしてはどうなのでしょうか。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

簾藤こども課長。

〇簾藤賢治教育委員会こども課長 お答えさせていただきます。

第１希望、第２希望とかありますけれども、希望されているところに入れないから

その方が待機児童ということではなくて、ほかにあいているスペース、保育園がまだ

キャパとしてある場合、待機児童ということにはならないと認識しております。

以上です。

〇大野敏行議長 第３番、佐久間孝光議員。

〇３番（佐久間孝光議員） 多分そういうことだと思うのですよね。例えば今回実施さ

れた住民意識調査の中で、これは20代の女性の方ですけれども、「子供を産み育てや
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すい環境などと言っているにもかかわらず実際は保育園に入れない待機児童が多く、

私もその一人です。今の状態では、若い人は絶対に住もうとは思わないと思います」

というようなかなり辛辣なご意見がございましたし、少なくともそのお母さんは自分

の子供は待機児童なのだろうなという認識だと思うのです。それからあとは、30代の

女性ですけれども、「私が子供を保育園に入れて、また働こうと思ったときに、こど

も課へ相談に行った際、職場が決まってから相談に来てくださいと言われたことがあ

ります。それは役所の考え方ですよね。町民の目線ではないです。子供の預け先も決

まらないのに、職場をどうやって決めるのですか。もっと何事も町民目線でやってい

ただきたいと思います」というようなご意見がございました。

これは、ある意味では今始まったことではなくて、かなりもう前からそういった認

識のずれというのはあったかなと思うのですけれども、今までは制度上やむを得なか

った部分もあると思うのです。しかしながら、今回は何度も言うように国を挙げての

総合戦略の策定になるわけですから、そういった今まで規制として問題になっていて

どうしても解決が難しいようなところも少しメスを入れていく、新しい取り組みを盛

り込んでいくという取り組みが必要だったのかなというふうに思いますけれども、そ

の辺はご議論はなされたのでしょうか。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

簾藤こども課長。

〇簾藤賢治教育委員会こども課長 お答えをさせていただきます。

ご案内のとおり、子ども・子育て支援事業計画、これにつきましては、ニーズ調査

とか人口動態、将来的な人口予測、そういったものを加味して委員会で策定させてい

ただいたわけでございますけれども、そこにはご案内のとおり将来的な人口が入って

くる。子供の出生率の問題もございますし、５年間の計画でございますけれども、定

数を現状維持で引っ張っていこうと。減らさないで、そういった論議の中で現状を維

持するということで策定をさせていただいたわけでございます。26年の４月まで待機

児童というのはいらっしゃらなかった。ただ、27年度の４月に21名の待機児童が実際

に出てしまったということでございました。一億総活躍とか、社会的な要因があると

いうことで、そういった情報もあったわけでございますけれども、ご案内のとおり、

26年度中に若草保育園さんが、60人の定員で今まで行っていたわけでございますけれ

ども、加速化プランを使って移転をされた。そのときに11名、71人の定数にふやさせ
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ていただいた。これは町のお願いということで、そういったこともございまして、十

分対応できると。26年までなかった状況から11名それにプラスすると、弾力化で1.2倍

ぐらいまで認められるということで、83名程度になりますかね。ということで考えて

いきますと、十分対応できるものと思っていたわけでございますけれども、実際には

予想以上の待機児童が出てしまったということでございますけれども、今まで認可外

の保育所とか休業中の延長、それから一時預かり等で対応していた部分があるのです

けれども、この12月１日に太陽ホールディングスさんのたいよう保育所というのが開

所いたしまして、１月からオープンするということになりました。それで、条例でこ

れは設置されているわけでございますけれども、３歳未満、ゼロから２歳の児童を対

象に５人まで地域枠として受け入れていただくと。これはもう条例の中でうたってご

ざいます。19人以下の場合５人というのを条例化させていただいてございますので、

詳細、経費的なものとか、給食だとか、例えば毛布だとか、そういったものの金額等

がまだ決定してませんので、これから決定し次第、待機のゼロから１歳の入所を求め

ている方に対してご案内をして解消を図っていきたいということが１つ。それから、

これは理由とすると、耐震の関係が主な理由だったのですけれども、当初第２保育園

さんが移転建て替えというような情報もございます。こういった中で、本来今年度実

施していただくようにお願いもしていたわけでございますけれども、現在の土地です

と狭いと。あと、交通の関係もあるというような中で用地の選定を行ってきた。それ

に時間もかかったと。それから、理事長さんが８月中にお亡くなりになったというこ

とで、当分の間そういった手がつかない状況ということで、今年度は断念いたしまし

て、来年度移転計画、建築計画を持っておるようでございまして、そこでも60名定員

だったわけでございますけれども、町といたしますと71人定員でお願いするというこ

とで今考えておるところでございます。

以上です。

〇大野敏行議長 第３番、佐久間孝光議員。

〇３番（佐久間孝光議員） 太陽ホールディングスさんのほうの保育関係、これは本当

にありがたいことだなと思います。それで、例えば認可保育に関しては非常にいろん

な制約がありますので、あとは課長も今申し上げたようにいろんな施策をやっていき

ますけれども、子供たちの数が一気にふえるということはなかなか考えづらいという

現実もありますので、そういったときには認可外のいろいろな保育施設、それを重視
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する。嵐山だと家庭保育施設ですかね。そういったものをどんどん活用していく。そ

うすることによって、細かいニーズだとか、あるいは流動性を持った対応をすること

によってこの時期を乗り越えていくということが非常に大切な視点かなと思います。

何度も申し上げますけれども、嵐山町は私は本当に子育てにとって理想的な場だと思

うのです。にもかかわらず、国よりも県よりも出生率が低い。その現状だけは何か改

善を図っていきたい。そして、国のほうでも、これは希望出生率ということですけれ

ども、1.8なんていうとんでもない数字が出てきているわけです。ですから、それを

すぐに実現なんていうのは到底不可能ですけれども、今からやっていったものが５年

後、10年後、20年後やっと実るものですから、いろいろ知恵を絞ってぜひお願いした

いと思います。

最後に、岩澤町長にお聞きしたいと思いますけれども、石破地方創生担当大臣が、

戦争だとかテロだとか、そういった武力による有事ではないけれども、今の人口減少

というのは静かなる有事なのだと。そして、この有事を解決していくには、今までや

っていた方法では解決ができないのだと。そして、さらに踏み込んで、今回の創生の

政策が失敗すれば国はなくなるのだと、そういうところまで踏み込んだ発言をされて

いるわけです。ですから、そういったところから見ると、私は今回の総合戦略ももう

一歩、もう二歩ぐらい踏み込んでもよかったのかなというふうな認識を持っているの

ですが、町長のご所見をいただきたいと思います。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

岩澤町長。

〇岩澤 勝町長 お答えさせていただきます。

いろいろお考えを述べていただきました。石破大臣のお話が最後に出ましたけれど

も、名前からして今度のは日本再生ではないのですよね。創生という、新しくつくる

のだという名前なのだと。これを石破大臣は盛んに言うわけです。今までやっている

ことをやったのではだめなのだ、今までやってだめだったから今度こういうことにな

って、それでやるのだから創生なのだということで、各自治体が尻をはたかれている

わけですけれども、まさに先ほど議員さんおっしゃったように、この一番の今の問題

点の基本というのは人口問題以外ないのです。これが基本中の基本だと思うのです。

社会福祉にしろ、経済にしろ、財政にしろ、それらのネックが人口問題ということで

す。ですから、国が今度そういうようなことを取り組んだ。そして、地方も尻をはた
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かれているわけですけれども、今も介護の話が出ました。人数を何人というか、横浜

の市長さんが言ったように、何人どうしますと言ったときにも、嵐山はここのところ

で急に足りなくなったというのは、今ゼロ歳児が一番待機児童が多いのです。３歳児

の待機児童１人とゼロ歳児の待機児童１人だと全く状況が違うわけですよね、ご承知

のように。ですので、それだけ根が深い、待機児童の問題にしてもそのような状況が

あります。それから、人口をふやしていくというのには、いろんな形で社会でサポー

トをする、応援をする、地域がいろんな形で見るという状況がなければ、女性が安心

して子供を産みたいなと言って産めるような状況にはならないと思うのです。それに

は、もう一つ、介護の問題もあるわけです。お父さん、お母さんたちの問題があるわ

けです。そういう介護の問題をとっても、子育てのときの妊娠、出産というのは、休

みというか、その大変な時期というのは大体想定がつくわけですけれども、介護とい

うと、いつからいつまでなるのだろうというのは全くわからないわけですよね。です

から、介護離職というような残念な言葉が出てきてしまっているわけですけれども、

いつからいつまでというのがわからない。ですから、それに対してどう対応していく

かというのは今までにない難しい課題になっているわけです。そういうものにいかに

対応するのか、だから創生なのだと、こういうことになるわけで、今までの考え方で

これからのことに当たっていけないときになってきてしまった。2,000年を超える日

本の歴史の中でこれだけ長く人口減少が想定されるということは全くの初めて、そし

て世界でも初めてですので、参考にする例がないわけです。ですから、そこのところ

で創生にどう取り組んでいくかという知恵をどこまで出せるかということがあるわけ

ですけれども、今までにない考え方を持っていかないと対応はつかないなと。議員さ

んおっしゃるとおり、基本中の基本がなかなかクリアできないのではないかな、そう

いうふうに思って、嵐山町でも職員の尻をはたいて一緒に取り組んでいるところでご

ざいますので、ぜひいろんな形でお知恵をかしていただければというふうに思ってい

ます。

〇大野敏行議長 どうもご苦労さまでした。

一般質問の途中ですが、この際、暫時休憩いたします。午後の再開は１時30分とい

たします。

休 憩 午後 零時０９分

──────────────────────────────────────
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再 開 午後 １時２９分

〇大野敏行議長 休憩前に引き続き会議を開きます。

先ほどの佐久間議員の一般質問について、安藤副町長より発言を求められておりま

す。安藤副町長、お願いします。

〇安藤 實副町長 先ほど午前中、佐久間議員さんの駅周辺の整備につきまして地域支

援課長からご答弁申し上げたのですけれども、答弁の趣旨は課長の申し上げたとおり

でございます。１点補足をさせていただきたいと思いますけれども、特に駅西地区の

駅前につきましては、町民の皆様のアンケート調査、それから周辺にお住まいの住民

の方々、多くの方から改善を求める意見が出ております。そのことについて、このた

びの総合戦略の中でどう進めていくか、大きな課題でございました。嵐山町の駅、嵐

山町の玄関、顔でございます。ここを何としても改善をして、その中に中核として観

光情報や就労や居住の情報まで含めた情報発信ができる施設をつくりたいということ

で考えておりまして、現在その敷地を所有する東武鉄道、旧駅舎があったところ、そ

れから現在の橋上駅の下になる部分、１階になる部分ですけれども、ここを何とか町

に貸していただけないか、そういう協議に東武鉄道と入っております。新年度は、総

合戦略上の財政的な裏づけがとれるかというふうな課題がございますけれども、ぜひ

新年度はそういった方向でこの事業を進めていきたい。町民の皆様のご期待に応えて

いきたい、このように考えておりますので、ぜひ引き続きご指導をよろしくお願いい

たします。

以上です。

〇大野敏行議長 ご苦労さまでした。

◇ 畠 山 美 幸 議 員

〇大野敏行議長 続きまして、本日３番目の一般質問は、受付番号３番、議席番号６番、

畠山美幸議員。

初めに、質問事項１の障害者差別法の施行に向けた取り組みについてからです。ど

うぞ。

〔６番 畠山美幸議員一般質問席登壇〕

〇６番（畠山美幸議員） 皆様、こんにちは。議席番号６番、畠山美幸、議長のご指名

がございましたので、通告書に基づいて質問をさせていただきます。
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まず、大項目の１番目から。障害者差別法の施行に向けた取り組みについて。障害

を理由とする差別の解消を推進することにより、全ての国民が障害の有無によって分

け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現を

目指して、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（略称、障害者差別解消

法）が平成26年６月26日に公布され、28年４月１日から施行されます。今後は、実際

に対策を推進する自治体の対応が重要となります。不当な差別的取り扱いの禁止は、

国の行政機関や地方自治体等だけでなく、個人事業者やＮＰＯを含む民間事業者にも

課せられます。また、障害者への合理的配慮の不提供の禁止は、民間事業者は努力義

務ですが、国、地方自治体は法的義務を負うことになっています。しかし、厚労省の

調査では、障害者の福祉や権利を守る知識や経験を持つ職員がいる都道府県は55％、

市区町村では28％にとどまっており、専門的知識を身につけるための研修機会の増加

などが必要とされています。現在県においても市町村担当職員に向けた説明会等が開

催されており、各地域の実情に応じた対策を進めることになっております。今後の町

の対応についてお伺いいたします。

〇大野敏行議長 それでは、答弁を求めます。

石井健康いきいき課長。

〇石井 彰健康いきいき課長 質問項目１につきましてお答えをいたします。

議員ご質問にありましたとおり、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律

が平成28年４月１日から施行されます。この法律は、行政機関や民間事業者での障害

を理由とした差別をなくし、障害のあるなしにかかわらず、全ての人がお互いの人格

と個性を尊重し合いながら共生できる社会をつくることを目的としています。嵐山町

では、これまでも障害者の差別に関する相談支援を行ってまいりましたが、この法律

の施行に伴い、職員対応要領の策定、相談体制の整備、障害者差別解消支援地域協議

会の設置、啓発活動等を行ってまいります。今までも障害者に対しましては、おのお

のが自覚を持って懇切丁寧な対応をしてまいりましたが、障害者差別解消法が施行さ

れ、職員対応要領が策定されることにより、より具体的な指針が示されることとなり

ます。今後も職員研修等により法律の周知徹底を図り、差別のない社会を推進してま

いります。

以上、答弁とさせていただきます。

〇大野敏行議長 第６番、畠山美幸議員。
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〇６番（畠山美幸議員） 今回のこの障害者差別法ですけれども、日本は140番目の締

約国ということで、来年４月１日から始まります。そういう中で、今回先ほどありま

した職員対応要領の策定とございますけれども、これが国の指針ですと義務ではなく

て努力義務ということになっておりますけれども、今のご答弁の中には要領の策定を

今後されていくということが書いてありますが、どの時期でつくられるのか確認をさ

せていただきたいと思います。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

石井健康いきいき課長。

〇石井 彰健康いきいき課長 お答えをいたします。

この職員対応要領につきましては、不当な差別的取り扱いの禁止や合理的配慮の提

供について適切に対応していくものでございまして、先ほど議員が言われましたとお

り、地方公共団体は努力義務ということになっております。しかしながら、県の指導

によりまして、県内全て作成するように指導ということがございまして、時期的には

ちょっと今のところ申し上げられませんけれども、県の指導要領のほうが来年の１月

に策定予定ということもございまして、それを待ちまして、ちょっと検討をさせてい

ただければというふうに思っております。策定のほうは、県の策定要領の時期を見ま

して、また検討してまいりたいというふうに思っております。

以上です。

〇大野敏行議長 第６番、畠山美幸議員。

〇６番（畠山美幸議員） それと、先ほどご答弁の中に障害者差別解消支援地域協議会

の設置とございました。この協議会の設置の内容について詳しくお伺いしたいと思い

ます。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

石井健康いきいき課長。

〇石井 彰健康いきいき課長 これは、また新たにつくることも可能でありますし、既

存のそういった協議会にお願いするということもできるということでございまして、

まだ具体的には検討はしてございませんけれども、今後各団体等を含めました協議会

の設置ということも考えてまいりたいと思います。なお、そのメンバーでございます

けれども、福祉事務所、あるいは学校、警察、障害者団体、民生委員、児童委員、あ

らゆるそういったところの代表の方にご協力をお願いして、協議会の設置というのも
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検討してまいりたいと思います。内容は、各そういった機関によって、問題の防止や

解決、あるいは各関係機関が対応できなかった事案等の共有をしていく、あるいはい

ろいろな相談に対しましての各関係機関との話し合い等、解決をどのようにしたらい

いかということを話し合っていくというような機関でございます。

以上です。

〇大野敏行議長 第６番、畠山美幸議員。

〇６番（畠山美幸議員） まず、今回の法律の概要でございますけれども、国の行政機

関や地方自治体及び民間事業者による障害を理由とする差別を禁止すること、２つ目

には、差別を解消するための取り組みについて、政府全体の方針を示す基本方針を作

成すること、そして３番目に、行政機関ごと、分野ごとに障害を理由とする差別の具

体的内容等を示す対応要領、対応指針を作成すること、そして先ほど言っていました

対応要領は、努力義務ではないけれども、今後県の指導、来年の１月に県の要領がで

きて町も考えていくということですね。そして、４番目が相談及び紛争の防止等のた

めの体制の整備、啓発活動等の障害を理由とする差別を解消するための支援措置につ

いてという、そういう大まかな内容になっております。自治体で取り組む内容としま

しては、不当な差別的取り扱いの禁止ということで、今後障害者への合理的配慮の不

提供の禁止というものがございます。

これはどういうことかといいますと、どのような配慮が合理的配慮に当たるかは個

別のケースで異なりますと。典型的な例としては、車椅子の方が乗り物に乗るときに

手助けをすること、窓口で障害のある方の障害の特性に応じたコミュニケーション手

段、筆談とか読み上げなどの対応をすることということが書いてあるわけですけれど

も、今後自治体の窓口ではこういう障害のある方々に対しての手助けが必要になって

きて大変になる。仕事がちょっとふえてしまうかなと。でも、今も実際問題やってい

ただいていると思うのですけれども、これですぐ思いついたのが、窓口の対応は今既

にやっていただいておりますけれども、自治体の中にある図書館では、こういう障害

のある方に対してのコミュニケーション手段は今現在どういうものを行っているのか

お伺いをしたいと思います。

〇大野敏行議長 それでは、答弁を求めます。

村上文化スポーツ課長。

〇村上伸二文化スポーツ課長 お答えいたします。
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視覚障害者の方々のサービスでございますけれども、これは登録制ではございます

が、登録していただいて、ボランティアの方による対面朗読、これは随時行っており

ます。そのほか、文字を大きくする拡大器ですとか点字本、あと大活字本、そういっ

たものも用意してございますし、ヨメールという読み取り機械なのですけれども、本

から文字を読み取って音声を発生するという、そういう機材のほうも用意してござい

ます。

以上、答弁とさせていただきます。

〇大野敏行議長 第６番、畠山美幸議員。

〇６番（畠山美幸議員） 今回この差別法ができて、今までどおりこの内容以上の何か

は行う予定はあるのでしょうか、確認させてください。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

村上文化スポーツ課長。

〇村上伸二文化スポーツ課長 先ほど石井課長のほうからもお話がありました職員対応

要領の策定、こちらの中に、図書館に限らず、町内全体で同じような差別がないよう

な取り組みをできるように検討していければと考えております。

〇大野敏行議長 第６番、畠山美幸議員。

〇６番（畠山美幸議員） 視覚障害者の方から私にもいろいろと要望等が入ってきます

ので、先ほどのヨメールで読める本とかというのは現在種類がどのくらいあるのか、

私にはわかりませんけれども、今後こういうヨメールとかで読めるような本の種類と

かをふやす予定とか、そういうことはあるのでしょうか。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

村上文化スポーツ課長。

〇村上伸二文化スポーツ課長 具体的にどれぐらいですとか、何冊とか、そういう形で

はまだ検討しておりませんけれども、こちらの法律、４月１日から施行されるという

ことで、それに対応するような動きというのは現在検討しているところであります。

〇大野敏行議長 第６番、畠山美幸議員。

〇６番（畠山美幸議員） ぜひ視覚障害者の方とかの要望を聞いていただいて、よろし

くお願いしたいと思います。国民の皆様の障害者への理解を深めるとともに、お互い

の人格と個性を尊重し合う共生社会を築いていっていただきたいと思いますので、し

っかりと障害者の方々のご意見を聞きながら策定に当たっていただきたいと思います



- 59 -

ので、よろしくお願いいたします。

次の大きな２番に移らせていただきます。地域で取り組むひきこもりの社会復帰支

援について。現役世代の不就労者、ひきこもりの増加は、地域の活性化を妨げるだけ

でなく、高齢家庭の負担となっております。地域で就労できずに引きこもっている実

態を調査し、支援策の実施が求められます。また、近年ではひきこもりの高年齢化が

進んでいます。年齢が高くなるほど抱える家庭の負担は重くなり、支援が難しくなっ

てしまいます。問題は、ひきこもりを抱える親が既に高齢化しており、本来親の世代

から年金を受給するなど、社会保障の恩恵を受けている世代のはずが、子供が社会復

帰できない、また不就労の状況が続き、果ては生活困窮に至る世帯となることが予想

されます。また、今年４月に施行された生活困窮者自立支援法では、その目的につい

て、生活保護に至る前の段階の自立支援策の強化を図るため、生活困窮者に対し、自

立相談支援事業の実施、住居確保給付金の支給、その他の支援を行うための所要の措

置を講ずるとしています。町内の現状と生活困窮者自立支援法を伺います。

〇大野敏行議長 それでは、答弁を求めます。

石井健康いきいき課長。

〇石井 彰健康いきいき課長 それでは、質問項目２につきましてお答えをいたします。

生活困窮者の自立支援につきましては、平成27年４月の法施行に伴い、社会福祉法

人埼玉県社会福祉協議会が埼玉県から委託を受けて支援事業を実施しております。嵐

山町においては、小川町社会福祉協議会内に設置されたアスポート相談支援センター

埼玉西部の相談支援員と連携し、生活困窮者等からの相談に当たっております。この

制度は、生活保護に至る前の段階のさまざまな事情で生活や仕事などに困っている方

に対し、自立支援相談を実施することで自立の促進を図ることを目的としています。

相談内容は、生活困窮に関すること、失業、雇用に関すること、障害に関すること、

高齢者の介護に関すること、母子、児童に関すること、その他日常生活で困っている

こと等であります。この中には、病気や人間関係等で仕事が続けられず、社会生活の

再開が難しくなっているひきこもりの方も多く含めます。親の年金を頼り、不就労状

態が続くと、今は大丈夫でも今後生活困窮に陥り、生活保護に至るおそれが大きいと

思われますので、早い段階で相談していただければと思っております。嵐山町の方か

らの相談件数につきましては、４月から11月の７カ月間で14件あり、そのうち11件に

ついて支援を開始しております。また、相談支援員の面接相談、家庭訪問等は、延べ
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160回になります。相談内容は、日常生活の相談支援、就労活動の支援などでありま

す。相談ケースには、さまざまな支援が必要とされるため、相談支援員が訪問調査等

を行い、自立支援や生活向上に向けた支援を行い、就職活動の支援ではハローワーク

への同行等も実施しております。町といたしましても、さまざまな相談ケースに対し

て、各種相談機関、福祉事務所、社会福祉協議会、民生委員、児童委員、社会福祉施

設等と連携を図りながら問題解決に努めてまいりたいと考えております。

以上、答弁とさせていただきます。

〇大野敏行議長 第６番、畠山美幸議員。

〇６番（畠山美幸議員） 前回６月議会で別の議員さんが生活困窮者支援法についての

質問をされていて、４月から11月の７カ月間で14件あり、そのうち11件について支援

を開始したというようなご答弁を前回伺ったなと思っておりました。今回私はまた違

う視点からの質問で、前回は税のことでご質問なさっていた議員さんがおられました

けれども、私は今回はひきこもりというところの視点でやらせていただいているわけ

ですけれども、今町内でひきこもりになっている人数というのは町では把握をされて

いるのか、確認をしたいと思います。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

石井健康いきいき課長。

〇石井 彰健康いきいき課長 お答えをいたします。

現在では、ひきこもりの数というのは把握をしてございません。

以上です。

〇大野敏行議長 第６番、畠山美幸議員。

〇６番（畠山美幸議員） 確かにこのひきこもりというものは、ご近所の方にはばれた

くないという思いでいらっしゃる方がほとんどなのかなと思います。統計がございま

して、ひきこもりの本人の年齢の推移というものがございまして、これは2014年６月

21日付の新聞なので、データが１年ぐらい古いのですけれども、それによりますと、

ひきこもりになって今現在の年齢というのが、2002年のときは26.6歳だったのですけ

れども、14年１月現在では33.1歳という年齢の方々がひきこもりの年齢になっている

ということです。では、ひきこもりの開始年齢というのはいつからだったのだろうと

いうことで、統計では2004年から出ているのですけれども、2004年にひきこもり開始

をした年齢というのが20.5歳、それがずっとほぼ横ばいで推移しておりまして、14年
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１月現在19.9歳ということになっております。先ほど申し上げましたが、ひきこもり

の年齢が2002年のとき26.6歳でしたよと。それからこの14年のデータまでだと12年、

これに足してしまいますと、もう40幾つになっている人もいれば、平均ですから、大

体ずっと引きこもって10年ぐらいたってしまったのかなというようなことがうかがえ

ます。そして、今現在19.9歳という年齢だと、私もちょうどこのくらいの子供を持っ

ている親として、高校を卒業して、大学受験がうまくいけばいいのですけれども、受

験に不合格で浪人になって、２年目もまたちょっとうまくいかなかったとか、そうい

う方とか、例えば18歳、高校を卒業して家族のためにと働き出したけれども、１年行

ったか行かないかで仕事場で何かがあって、もうやめたということで、うちの中にこ

もってしまったのかなとか、そういうふうなことがうかがえるかなと、この数字を見

て思いました。何とかこの若い10代、20代頭の時点で何か手を差し伸べないと、この

ままさっき言ったとおり33.1歳まで年齢が行ってしまうわけなのです。ですので、こ

こで何を手を差し伸べたらいいのだろうと、本当にこれが今の現代社会での問題なの

かなと思います。そういう中で、ひきこもり地域支援センターというものを立ち上げ

ておりますけれども、私の今手元にある資料によりますと、これは27年４月１日現在

で、全国60カ所にひきこもり地域支援センターを設置しましたよというデータがござ

います。埼玉県の中ではどこにあるのだろうと思いましたら、さいたま市ひきこもり

相談センターというものが中央区にありますよということがこの資料でありますけれ

ども、実際問題、町内でこういうお子様がいた場合にちょっとここまで連れていくの

は厳しいなと思うのですが、ほかに何か支援センター、こういう子供がいますといっ

たときに何か近くにできているものがあるのでしょうか、お伺いしたいと思います。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

石井健康いきいき課長。

〇石井 彰健康いきいき課長 お答えをいたします。

先ほど議員おっしゃったとおり、さいたま市のほうにはひきこもりのセンターがご

ざいます。そのさいたま市を除く埼玉県内全域の市町村が相談できるセンターといた

しまして、今年の11月２日から、越谷市なのですけれども、埼玉県ひきこもり相談サ

ポートセンターというのを開設されたという通知がございました。こちらのほうは、

専門の支援をするコーディネーターが３人常時相談を受けるということでございまし

て、ちょっと越谷市で遠いのでございますけれども、こちらのほうの電話等、相談を
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していただければというふうに思ってございます。また、近隣では東松山の保健所等

でも相談をしていただければなというふうに思っております。

以上です。

〇大野敏行議長 第６番、畠山美幸議員。

〇６番（畠山美幸議員） 越谷市のほうに今年の11月からできたということですけれど

も、こちらは電話で相談とかもやっていただけるのだと思うのですけれども、たしか

この間の生活困窮者自立支援法の関係で、小川町のほうの社会福祉協議会内の自立相

談支援センターというものが西部支部の相談支援員と連携し、生活困窮者からの相談

に当たっているというお話があったのですけれども、ここではこういう対応はなさっ

ているのかどうなのか、お伺いしたいと思います。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

石井健康いきいき課長。

〇石井 彰健康いきいき課長 お答えをいたします。

小川町にあるアスポート相談支援センター埼玉西部ということでございまして、こ

ちらのほうでもひきこもりに関しまして相談というものでお受けをしているというこ

とでございます。なお、こちらのほうに嵐山町の方からの電話は２件あったというこ

とでございますけれども、最近の傾向といたしましては、ご両親が高齢になって、そ

の息子さんも40代、50代となった方という方も結構そういった相談が多くなっている

ということは聞いてございます。ですから、相談するのはこの小川町のほうでしても

らっても差し支えないということでございます。

以上です。

〇大野敏行議長 第６番、畠山美幸議員。

〇６番（畠山美幸議員） さっきの越谷に３名いるという方は、どういう資格を持って

らっしゃる方だったのか、再度確認させてください。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

石井健康いきいき課長。

〇石井 彰健康いきいき課長 お答えをいたします。

３名と申し上げました。この方の資格等は、確認はしてございませんけれども、恐

らく専門のそういった資格を持っている方だというふうに思っております。

以上です。
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〇大野敏行議長 第６番、畠山美幸議員。

〇６番（畠山美幸議員） ここにひきこもり地域支援センター職員体制という資料があ

るのですが、ここにはひきこもり支援コーディネーターという方が２名以上いますよ

と。配置されていますよと。専門職は、原則、社会福祉士、精神保健福祉士、保健師

等の資格を有する者ということが書いてあります。そしてまた、連絡協議会の設置と

いうものがありまして、医療、保健、福祉、教育、労働等の関係機関から成る連絡協

議会を設置し、対象者の相談内容に応じた適切な支援を行うということが書いてある

のですけれども、こういう内容で、今ちょっとわからないということでしたが、多分

こういう方がいらっしゃるのかなと思います。週５日以上、１日８時間で週40時間を

目安にセンターが開所されているということが書いてありまして、相談は電話でも来

所でもいいですよと。訪問もやりますよと。アウトリーチ型の支援を行いますよとい

うことがここに書いてあるわけなのですけれども、ひきこもりになっていますと声を

上げる親はいないと思うので、私も今回たまたまなのですけれども、この質問をする

前に、町内に母子家庭のご家族でいらっしゃって、２人お子さんがいらっしゃって、

上のお兄ちゃんが今ちょうど大学を卒業するぐらいのお年ごろで、20歳ぐらいのお嬢

さんがいるというお電話がありまして、そこの人と仲よくしているお友達の方が、上

のお兄ちゃんが優秀な学校を出ているのだけれども、大学に行っていないようで、引

きこもっているみたいだよというご連絡があったので、あら、どうしましょうと。で

も、本人が何も声を上げないのに、こっちが勝手にひきこもりですかとは言えないで

すし、相手が声を上げて、うちの子がちょっと引きこもっていて困るのだというふう

に、私にそういうふうに言っていただけるのなら、こういうところがありますよとか

と言えるのだけれども、先方さんが困っているというＳＯＳを出してくれないと、こ

れって先に進まないのですよね。

先ほど課長から答弁いただいたひきこもり相談サポートセンターの資料をさっき窓

口でいただいてきまして、ここにはあなたの思いを大切にしますと。電話でもメール

などでもご連絡いただけますよと、この資料に書いてあるのです。ひきこもり相談サ

ポートセンターというふうに、直通の電話番号とメルアドが載っているのですけれど

も、どういうところに相談したらいいのだろうとか、うちの子に限って、もうちょっ

と様子を見れば、そのうち出ていくのではないかと思っているかもしれないのだけれ

ども、早いうちに手を打ってあげないと、どんどん出ていけなくなってしまったら困
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るので、こういう資料を回覧板とかで必ず１軒に１個渡せるような形で、このパンフ

レットではなくても、何かＳＯＳを出せるような体制づくりをしてあげてほしいなと

思ったのですけれども、その辺はいかがでしょうか。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

石井健康いきいき課長。

〇石井 彰健康いきいき課長 お答えをいたします。

確かにひきこもりの問題は難しいところがございまして、相談員の方が訪問をして

親御さんから相談を受けて、相談員がお邪魔した、そのときに、親とは話ができるの

だけれども、ご本人、息子さんなり子供さんとお話が直接できないという問題が一番

難しいということでございますので、その辺が今後の課題かなというふうに思ってお

ります。今言われたように、広報の仕方等もこれから検討してまいりたいというふう

に思っております。

以上です。

〇大野敏行議長 第６番、畠山美幸議員。

〇６番（畠山美幸議員） 本当にこれ難しい問題なのですよね。それで、ひきこもりに

関する主な相談支援機関ということで、総合的に先ほど言ったひきこもり地域支援セ

ンターというものがありますよと。その下に、子ども・若者総合相談センターという

ものがひきこもり支援センターの中に書いてあるのですけれども、これはどこに現在

あるのか、もしこども課でわかれば。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

簾藤こども課長。

〇簾藤賢治教育委員会こども課長 総合センターということでございますけれども、ち

ょっと私どものほうは不勉強で把握しておりません。すみません。

〇大野敏行議長 第６番、畠山美幸議員。

〇６番（畠山美幸議員） あと、福祉の関係では、福祉事務所、市区町村、精神保健福

祉センター、発達障害者支援センター、そして障害者自立支援関連施設、そして児童

相談所というふうに書いてあるのですけれども、児童相談所だと、ここの管轄はどこ

になるのでしょうか。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

簾藤こども課長。
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〇簾藤賢治教育委員会こども課長 お答えさせていただきます。

川越児童相談所になるかと思います。

以上です。

〇大野敏行議長 第６番、畠山美幸議員。

〇６番（畠山美幸議員） あと、保健医療としては医療機関、保健所、保健センター、

就労の関係では、地域若者サポートステーション、ハローワーク、障害者雇用促進関

連施設、そして教育の部分では、教育委員会、スクールカウンセラー、民間では、家

族会、ＮＰＯ法人、カウンセラーという形で、相談支援機関はすごく網羅はされてい

るのだけれども、しかしながら今本当にこれは大変な問題になっているということで

す。今現在スクールカウンセラーさんは何名ですか。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

簾藤こども課長。

〇簾藤賢治教育委員会こども課長 お答えさせていただきます。

今圏域のスクールカウンセラーさんが１名だと思うのですけれども、月に一、二回

程度だったと思うのですけれども、各学校を巡回して相談を受けているというのが実

情だと思います。

以上です。

〇大野敏行議長 第６番、畠山美幸議員。

〇６番（畠山美幸議員） ちょっと話を支援法のほうに戻しますけれども、自立相談支

援事業の実施及び住居確保給付金の支給ということが書いてあるのですけれども、福

祉事務所設置自治体は、自立相談支援事業、就労その他の自立に関する相談支援、事

業利用のためのプラン作成などを実施する。福祉事務所設置自治体は、離職により住

宅を失った生活困窮者等に対し、家賃相当の住居確保給付金を支給するということが

書いてあるのですけれども、これは自立相談支援事業の内容なのですけれども、それ

で何が聞きたいかというと、結局こういう子供さんがいると、だんだん、だんだん生

活が大変になってきてしまって、生活困窮家庭になってきて、生活困窮者の自立の促

進に必要な事業としては、子供であれば学習支援事業もやっていってくれなくては困

るし、若いさっきの19歳ぐらいのお子さんだったら、なるべく仕事につけるような形

に持っていかなくてはいけないということになってくるわけですけれども、その辺の

生活困窮者支援の関係で何か手助けする内容というものがあるのでしょうか。まず、
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こども課から。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

石井健康いきいき課長。

〇石井 彰健康いきいき課長 お答えをいたします。

先ほど質問の中にありましたけれども、住宅確保給付金という形ですけれども、窓

口としては、小川町のほうのセンターに話をしていただければ、福祉事務所のほうに

つなげていただけるということになっておりますけれども、確認をしましたところ、

この住宅確保給付金、嵐山町では現在給付をしているということはございませんが、

対象者、また支給要件、いろいろございまして、そちらに該当すれば、福祉事務所の

ほうで給付ということでさせていただくということでございます。また、学習相談の

ほうの関係なのですけれども、この辺でいいますと、東松山市にこの近隣だとござい

まして、今そちらのほうの学習支援センターのほうには生活保護の方が１名、中学生

の方が行っていらっしゃるのですけれども、生活困窮者の方は今のところいらっしゃ

いません。

以上でございます。

〇大野敏行議長 第６番、畠山美幸議員。

〇６番（畠山美幸議員） 何だかいっぱい資料があり過ぎてしまって、ちょっと整理が

つかなくなってしまっているのですけれども、今現在は福祉センターのほうで、生活

確保給付金のほうは、現在嵐山町では該当者はいないということですけれども、やっ

ていただけるということですけれども、ひきこもりとちょっと違うのですけれども、

生活困窮者のところでちょっとお話があるのですが、やっぱりそこも母子家庭で、お

子さんたちは、お兄ちゃんが１人働いていて、難病にかかられてしまったお母様がい

らっしゃいました。そういう中で生活が大変になってしまって、高額療養費が出たと

しても、ちょっと特殊なお薬で、１カ月のうちに入院と通院が一緒になってしまった

ために、通院の部分が高額療養費にならなくて、ちょっと医療費が負担かかってしま

って、生活が大変になってしまったというご相談があったのです。それで、たしか社

協のほうで福祉資金を用意していただいたのが、今から何年か前に用意していただい

たと思うのですけれども、そこにお願いをすれば何とかなるのかしらと思って確認し

ましたら、生活保護に決まったときの場合のつなぎの資金であって、そういう場合に

は使えませんよということを言われたのですけれども、要相談ということだったので



- 67 -

すが、その方は、では何とか頑張って、大変なのだけれども、１月には高額療養費が

戻ってくるから、頑張って、大丈夫ですと言ってくれて、社協のほうには伺わなかっ

たのですけれども、今後急に病気になってしまった、子供が仕事に行っていたのにひ

きこもりになってしまったといったときに、生活保護にはまだ自分のところはしたく

ないけれども、めどがつくまでのつなぎの資金として社協の社会福祉資金というもの

は活用できるようにしていただきたいと思うのですけれども、その辺は町長、どう思

いますでしょうか。今回ちょっと厳しかったのですよ、最初聞きに行ったときに。だ

けれども、そのお金を貸すという要綱の中のその他の何とかというところに含まれる

かなとか言って、貸せるかなということで話は持っていけそうだったのだけれども、

そういった急なとき、つなぎでいっときお金が足りないというときに、生活困窮者で

すよ、何とかそういう資金は貸していただけないでしょうかね、今後。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

岩澤町長。

〇岩澤 勝町長 お答えさせていただきたいわけなのですが、余りよくわからないので

すが、要するに今お話をいろいろ細かくしていた内容、これがまさに相談だと思うの

ですよね。そういう細かい相談をここのところに行くとできますよ、こっちはこうで

すよというのを嵐山町の窓口ではやっていると。そして、その中で７カ月間で14件相

談があって、11件支援を始めている、嵐山町の窓口ではこういう状況なのです。です

から、今のような相談になったときには、この場合と同じように、できるだけ解決で

きるような窓口をいかに紹介ができるかということだと思うのです。あとは、嵐山町

でやれることというのは、法に決められた内容で町がやるべきことをしっかりやって

いく、こういうことかなというふうに思っています。

〇大野敏行議長 第６番、畠山美幸議員。

〇６番（畠山美幸議員） よく耳を傾けていただけたらありがたいなと思います。この

ひきこもり、本当に今これは社会問題になっていて、この間テレビではいい方向に解

決したものがやっていました。40歳ぐらいの男性の方で、ひきこもり歴十何年とか20年

近くの方がそういう支援の必要な子供さんたちの学校に週１回から行き出し、２回行

き出しということで、その子供たちとうまく溶け込めて、今度はその学校の先生にな

るのだという意欲的になったいい例もありましたので、嵐山町からは、このひきこも

りのお子さんというか、お子さんから若い世代までをつくらないような政策をぜひよ
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ろしくお願いしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

では、次に移ります。大項目３番、屋外、体育館のＡＥＤ設置について。学校の校

庭や体育館を使用することもある休日や夜間などでは、校舎が施錠されていて、屋内

のＡＥＤを使用することができません。スポーツをする方から急病人が発生したらど

うしたらいいのかと不安の声があります。現在の設置状況と、室外で急病人が出た場

合の対応についてお伺いいたします。

〇大野敏行議長 それでは、答弁を求めます。

村上文化スポーツ課長。

〇村上伸二文化スポーツ課長 質問項目３につきましてお答えいたします。

各学校には、学校の管理によるＡＥＤが各校１台ずつ職員室等に設置してあります

が、学校開放により各種スポーツ団体が利用している学校の体育館、校庭につきまし

ては、ＡＥＤは設置しておりません。緊急事態が発生した場合、学校職員がいる場合

は学校職員に通報し、ＡＥＤを受け取ることとなりますが、学校職員が不在の場合は

対応できていない状況であります。そのため、今後教育委員会、こども課、各学校と

連携し、緊急事態が発生した場合の手順として、学校職員が不在の場合、セキュリテ

ィーの作動は無視して窓を割り、ＡＥＤを取り出して対象者に使用するという手順を

構築していきたいと考えております。町内の各種体育施設のＡＥＤ設置につきまして

は、将来的な検討課題とさせていただきたいと思いますが、今後その前提として、施

設利用登録団体には、救急講習会、ＡＥＤ講習会等に関する周知をし、積極的な受講

を呼びかけていきたいと考えております。

以上、答弁とさせていただきます。

〇大野敏行議長 第６番、畠山美幸議員。

〇６番（畠山美幸議員） 答弁を見ましたら、窓を割りということが書いてあったので

すけれども、すごく乱暴で、けがをしてしまったら大変だし、また割と学校の窓って

１枚高いではないですか。だから、これってちょっとどうなのかなと思ったのですけ

れども、私もスポーツの団体さんからこの間そういうご意見をいただいて、外で私た

ちナイターでやっているときに、そういえばＡＥＤがなくて、もし緊急のときはどう

するのと言われて、ああ、そうだよねという話になって、何か窓を壊すとかというの

を聞いたこともあるのだけれどもとは言っていました。しかしながら、ちょっとそれ

は乱暴ではないのかと。それで、以前さいたま市でお子さんが亡くなられた。グラウ
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ンドで、体育の授業中だったか、マラソン中だったか、お亡くなりになった事件があ

ったと思うのですけれども、2011年、さいたま市の小学校６年生の女児が長距離走の

直後に倒れ、ＡＥＤが使われることがないまま死亡するという事故があり、その反省

から市教育委員会と遺族によって体育活動時間等における事故対応テキストが作成さ

れましたと書いてあるのです。ばたんと倒れて、愛知県万博のときに心停止が５例あ

ったそうなのですよ。そのうちＡＥＤがあったおかげで４例、80％が回復したと。東

京マラソンでも心肺停止が７例中７例救命されたということで書いてあるわけです。

一刻を争うことなので、窓を割って施錠をあけてとりに行ってということで、割るも

のも、そばに何かかたいものがないと割れないですし、ちょっと大変だよねと思うの

で、今後の検討課題と書いてありましたけれども、竜ケ崎市では今年の３月に外用の

ＡＥＤを設置されたようです、屋外ボックス設置ということで。全部で19カ所、小学

校、中学校の外に。うちよりは学校数は多いですけれども、うちは５校ですよね。で

すので、今後このＡＥＤの外ボックスみたいなものを設置をしていただけたらありが

たいなと思って一応値段も調べました。そうしましたら、20万円前後ということで、

ＡＥＤは零度から50度以内の環境でないとだめということで、このＡＥＤのボックス

は零度から50度に、課長もご存じでしょうけれども、ちゃんと設定がなっていますよ

ということですので、うちにナイター施設は１カ所しかないですけれども、Ｂ＆Ｇと

か、あと菅中、玉中、七郷もそうだけれども、体育館でいろんな団体さんが使ってい

らっしゃいますよね。ぜひ早急にこういうものをそういう心配の声が出たときにやっ

ぱりすぐ対応していただけたらありがたいのですけれども、これは町長に今後早い時

期に設置をしていただきたいと思いますけれども、いかがでしょうか。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

岩澤町長。

〇岩澤 勝町長 お答えさせていただきます。

何しろ緊急の状況なわけですよね。ですので、どういうふうにしたらいいのかとい

うのは、今課長の答弁で窓を割ってと。そんなことはというようなお話がありました

けれども、課長も短兵急に答えたのではなくて、やっぱり調べたのだと思うのです。

だけれども、それしかないやということで、それを答弁としたのだと思うのですけれ

ども、それ以上にいい方法があるとしたらぜひ教えていただきたいなというふうに思

うのですけれども、いざそういう緊急の場合にみんながＡＥＤという意識というもの
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があるとすると、スポーツをやる人たち全体でやる前からいざというときにはＡＥＤ

だよなというような認識が広まれば、違った展開もできてくるかなというような感じ

がするのです。こういうスポーツ団体の中の一つのチームではなくて、その団体で用

意をしているというところもありますよね。ですから、一つのチーム、あるいは何人

かの人たちが、みんなが弁当箱みたいに持って歩いてというようなことというのはな

かなか難しいと思いますが、これからどういうふうにしたらいいのかというのは、消

防署の救急係だとか、あるいは専門の人たちに聞いて、どういう形でどういう場合に

一番多く使われて、どうしたらいいのかというようなこと、それから１つが幾らかす

るわけですので、そういうものをどこへでも置いとくということもできないかもしれ

ませんので、意識をしっかり持った人たちがどういうふうにやっていくかということ

が一番大切かなというふうに思います。

〇大野敏行議長 第６番、畠山美幸議員。

〇６番（畠山美幸議員） 意識を持っている方がやってくれていれば一番いいのですけ

れども、こういうことというのは緊急事態なわけですから、ちゃんとそこの場所に設

置しといていただかないと、きょうに限って用意なかったよと言ってしまったら困っ

てしまうことなので、課長もいろいろ調べられたと思うのですけれども、いかがだっ

たのですか。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

村上文化スポーツ課長。

〇村上伸二文化スポーツ課長 特に屋外型の設置の場合、先ほど議員がおっしゃったよ

うに、まず零度から50度の中で保管しなければいけない。それと、やはり防犯上の問

題が大きな要因になると思います。ＡＥＤですので、鍵をかけておくというよりも緊

急に取り出せなければいけないという状態の中で、屋外で単独でというふうになりま

すと、その辺のセキュリティーの問題が若干出てくるかと思います。郡内でも調べた

のですが、東松山ですとか吉見等の屋外施設でもＡＥＤを置いてはいるのですが、管

理棟の中に実際には設置しているということで、単独で屋外での設置というのは現実

的にはちょっといろいろ皆さん考えられても難しいというのが現状であるようでござ

います。

以上です。

〇大野敏行議長 第６番、畠山美幸議員。
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〇６番（畠山美幸議員） 先ほどもお話ししましたとおり、竜ケ崎市で19カ所というと

ころに設置をしたということもございますので、先進地をまたお話を聞いていただい

て、どういうところが置くのにいいのか、ガラスを割るというのもちょっとあれなの

で、例えば昇降口のキーもナイター施設の人に渡しといて、何かのときにはあけて入

ってくださいとか、でもセキュリティーがあるから難しいのですけれども、いろいろ

検討していただきたいと思います。ぜひよろしくお願いしたいと思います。

では、次に移ります。大項目４番目、低炭素社会の実現へ。政府は、二酸化炭素削

減、低炭素社会を目指し、環境配慮型のＥＶ（電気自動車）、ＰＨＶ（プラグインハ

イブリッド車）の普及促進を2020年までに15％から20％まで引き上げることを目標に

しております。そのために不可欠なのが充電設備等のインフラ整備となってきます。

嵐山町では、温暖化条例もあり、今後災害時にもＥＶ、ＰＨＶは電気供給に活用でき

ることから、ハイブリッド車と電気自動車の導入と充電器設置のお考えについてお伺

いいたします。

〇大野敏行議長 それでは、答弁を求めます。

中嶋総務課長。

〇中嶋秀雄総務課長 それでは、お答えをさせていただきます。

近年ハイブリッドカー、ご質問のプラグインハイブリッドカー、電気自動車等の普

及が急速に進んでおります。この背景には、自動車ユーザーの環境負荷に対する意識

の変化、政府が進めてきたエコカー減税、燃料費の高騰など、さまざまな原因がある

と思われます。平成26年度末の国内の登録台数では、電気自動車が５万2,639台、プ

ラグインハイブリッドが４万4,012台、ハイブリッドカーが464万743台に比べると、

まだまだ普及をしていない状況にはあります。町の公用車につきましては、ハイブリ

ッドカー２台を導入しておりますが、その他の車両37台中26台は軽自動車を導入して

おります。災害時の庁舎における電源供給につきましては、庁舎の非常用発電設備や

災害用の発電機の配備により対応することを想定しております。ご質問の電気自動車

やプラグインハイブリッドによる災害時の電源供給につきましては、家庭用の電源供

給システムが普及し始めているようでございますが、公共施設においてこのような方

法により災害時の電力確保を行うことは現在のところ考えておりません。

次に、電気自動車やプラグインハイブリッドの普及を促進するための充電設備の設

置でございますが、ご質問のとおり、充電設備を設置することでアナウンス効果が期
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待できると思われますが、かかるコストのほか、利用者が設置場所に滞在する時間、

利用目的、設置場所等について検討した結果、現在のところ公共施設に充電設備を設

置する考え方は持ってございません。なお、町内の設置状況につきましては、高速道

路では関越自動車道上り線と下り線の嵐山パーキングエリアに各１カ所、一般道では

カインズホーム嵐山店に１カ所設置されているというふうに承知しております。

以上、答弁とさせていただきます。

〇大野敏行議長 第６番、畠山美幸議員。

〇６番（畠山美幸議員） ご答弁では、電気自動車やプラグインハイブリッド車による

災害時の電源供給につきましては、家庭用の電源供給システムが普及し始めているよ

うですが、公共施設においてこのような方法により災害時の電力確保を行うことは現

在のところ考えておりませんというご答弁だったのですけれども、災害時のときにこ

の電気自動車が充電器として使えるというメリットがあるということをテレビなんか

でも言っておりますので、使うのにいいのではないのかなと思っていたわけなのです

けれども、現在12月８日から開催されるＣＯＰ21というのが、1997年に京都でＣＯＰ

３という日本で第３回目を行ったものが今度パリで12月８日に21回目を迎えられるわ

けですよね。それで、今後35年後の2050年までの目標をまた立てるということですけ

れども、いろいろとなかなか難しい議論があるのかなとは思いますが、世界が今どん

どんこういう二酸化炭素削減という方向に向かっていますし、町内でも条例もできて

おりますので、いち早くこういうものに嵐山町は取り組むのがベストなのではないの

かなと思って今回質問させていただいたわけです。

比企管内で調べましたところが、鳩山町と東松山市、あと小川町の役場と道の駅、

東秩父では和紙の里と庁舎、さっき言った鳩山は庁舎の駐車場、東松山市も駐車場と

いうことで調べさせていただいて、では市町村の設置状況はどうなのだろうと見たと

ころが、東松山市がやっぱり一番、市ですから、いろんな大型店舗さんとか、そうい

うものにもついていますし、嵐山町では、現在もう３カ所、高速の２カ所とカインズ

ホームと、何かうわさによるとトヨタにもついているというのを聞いたことがあった

のですけれども、それはまた別のものなのか、ちょっと私わからないですけれども、

大体各町で民間のものを入れると２カ所か３カ所ぐらい設置がされている状況だなと

いうのは確認しております。さっきの自動車の数ではないですけれども、ハイブリッ

ド車に比べると、まだまだ電気自動車の普及はされていないのが現状だなと思いまし
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たけれども、しかしながら今ですと、充電のインフラ普及プロジェクト概要というこ

とで、合同会社日本充電サービスといって、この合同会社日本充電サービスというと

ころの資料を出したのですけれども、今なら設置するのに費用の部分で補助金が出る

というようなことが書いてあるのですが、現状どうなのでしょうか。この設置、充電

設備の補助金についてお伺いします。

〇大野敏行議長 畠山議員に申し上げます。

一般質問の途中ですが、暫時休憩をいたします。再開を45分といたします。よろし

くお願いいたします。

休 憩 午後 ２時３２分

──────────────────────────────────────

再 開 午後 ２時４４分

〇大野敏行議長 休憩前に引き続き会議を開きます。

畠山美幸議員の再質問を続行いたします。

それでは、答弁を求めます。

中嶋総務課長。

〇中嶋秀雄総務課長 お答えさせていただきます。

まず、畠山議員のご質問の趣旨、こちらについては私もそのとおりだというふうに

思っております。しかしながら、今補助金のお話をご質問いただきました。実は嵐山

町もこの充電器の導入に関しましては既に一度検討しておりまして、平成25年12月に

補正予算でこれを上げるかどうかということで検討させていただきました。そして、

今でもございますが、この充電器の補助金、こちらは事業名は次世代自動車充電イン

フラ整備促進事業という事業名で出ておりまして、充電器の整備に関しては３分の２

の補助金が出るというものでございます。ただし、この事業については今年12月末で

終わってしまいます。そして、25年12月時点で検討いたしましたときに、まずはこの

充電器の設備の設置費なのですけれども、急速充電と普通充電、この２種類がござい

ます。急速充電設備に関しましては、その当時約800万円の設備費がかかる。普通充

電で700万円、３分の２の補助金が出る。しかしながら、このときにランニングコス

ト、いわゆるその基本的な電気料、あるいはメンテナンス、こちらを計算しますと、

年額約80万円かかるということです。さらに、電気自動車の購入を行いますと、まだ

まだ電気自動車は、普通自動車といいましょうか、ガソリン自動車並みに安くなって
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いるということではございませんで、見積もりをとってみますと、日産のよく宣伝し

ているリーフですか、こちらで、５年リースで、これは値引きがございませんが、約

480万円、それに対する補助金が約51万、購入費で５年間で420万円。一番小さいタイ

プの軽タイプ、こちらのほうを見てみますと、５年リースで約250万円、補助金が33万

円で、約220万円程度、現在軽自動車の購入が大体５年リースで、１台入札をかけま

すと85万円から90万円ぐらいということでございます。こういったもろもろの事情が

ございまして、導入の検討はいたしましたが、嵐山町におきましては導入を見送らせ

ていただいたという経過がございまして、今回につきましても、大変ご質問の趣旨は

賛同いたしますが、嵐山町での導入は当分の間は難しいかなというふうに考えている

ところでございます。

〇大野敏行議長 第６番、畠山美幸議員。

〇６番（畠山美幸議員） 今数字のほうをお示しいただきましたけれども、費用が今軽

で220万円で、普通のだったら85万円だから、３分の１程度で今は済んでるというこ

とが３倍してしまうのかというのが費用の部分ではわかったのですけれども、ただ埼

玉県では、県の公用車の導入に当たっては原則として次世代自動車を導入し、2020年

までに県の公用車の８割をＥＶ、電気自動車にかえていくというふうに県はやってい

くということが書いてありました。さっきも2020年まで20％を目指してというお話を

しましたけれども、設置費用がさっき800万円かかってということで、国の補助金が

３分の２あったわけで、このインフラ普及プロジェクトの概要の中には、３分の２の

国の補助があって、支払い分３分の１で、急速充電は170万円、１基につきと、こう

やって書いてあったのですよね。それで、急速充電器の年間の維持管理費が40万

5,000円というようなことが書いてありまして、確かに安い買い物ではないなという

のは思ってはいましたけれども、しかしながら嵐山町は日本で初めて温暖化条例とい

うものをつくったわけですので、ぜひともこういうことをどこの市町村よりも先んじ

てやっていただければと思って今回質問に入れたわけです。さっきの緊急時の場合に

というお話も、緊急のときにも使えるよねということでは書いたのですけれども、嵐

山町はそういう条例もありますし、今世の中が二酸化炭素をいかにして減らしていく

かということがあるものですから、先んじて嵐山町はこういうことに取り組んではい

かがでしょうかということで入れさせていただきましたが、今後20年までに、またい

い補助金というか、そういう内容になったときにはぜひ検討していただいて、またい
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ろいろ変わってくると思うのですよ、補助金とかも。国はこういうのをどんどん進め

ていきたいと思っているところだと思いますので、ぜひ今後いい内容になってきたと

きにはどんどんこれに切りかえていっていただきたいと思いますので、以上で質問を

終わらせていただきます。ありがとうございました。

〇大野敏行議長 どうもご苦労さまでした。

◇ 本 秀 二 議 員

〇大野敏行議長 続きまして、本日最後の一般質問は、受付番号４番、議席番号１番、

本秀二議員。

初めに、質問事項１の町民の町政参加啓発及び参加環境整備施策についてからです。

どうぞ。

〔１番 本秀二議員一般質問席登壇〕

〇１番（ 本秀二議員） １番議員、 本秀二です。議長のお許しをいただきましたの

で、通告書に従い、一般質問をさせていただきます。

まずもって、初めての一般質問に立たせていただき、緊張もしておりますし、何分

先輩議員、あるいは精通した知識をお持ちの三役、課、局長の重責を担っておられま

す皆様から見ると全くの未熟者でございまして、当を得ていない質問になり、ご教授

をいただくような場面もあるかと思いますが、育てていただくということで、よろし

くお願いしたいと思います。

私からは、質問は大きく４点になります。まず、第１点目ですが、地方自治の重要

性という観点から、町民の町政参加啓発及び町政参加環境整備施策についてご質問さ

せていただきたいと思います。日本は、少子化、人口減少、現役減少社会、超高齢社

会により生じてくるさまざまな問題に取り組まなければならない時代を迎え、住民の

意思決定の場である地方議会の役割はますます重要であると言われております。嵐山

町がこうした時代の中でさらによりよい町に進展していくためには、町の政治をよく

しなければなりません。町の政治をよくするためには、議会がよくならなければなら

ないということだろうと思います。

そこで、第１点目の１として、さきの嵐山町議会議員選挙の結果に対する町長のご

所見についてお伺いします。２として、町民の町政参加意欲向上施策の取り組み状況

についてお伺いします。３として、第189国会において、選挙権年齢の引き下げを含
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む公職選挙法等の一部を改正する法律が成立し、平成28年６月18日から施行されます

が、新たに選挙権を得る年齢層に対する政治への関心を高める取り組みについてお伺

いします。４として、町民の中に議会議員になって町のために活躍したいと思う人が

いても、手を挙げられないのは、手を挙げる環境ができていないことも要因の一つで

はないかと思われます。議会議員に多彩な人材が挑戦できる環境整備施策についてお

伺いします。以上４点です。

〇大野敏行議長 それでは、順次答弁を求めます。

初めに、小項目（１）について、岩澤町長。

〇岩澤 勝町長 本議員さんに初めて答弁をさせていただきます。どうぞよろしくお

願いいたします。

（１）についてでございます。過日の町議会議員一般選挙は、結果として無投票と

なりました。少子化、超高齢化社会を迎え、住民要望も多様化、複雑化する厳しい社

会情勢の中にありまして、町民福祉の向上と嵐山町の発展のため、かたい決意のもと

に立候補をされ、選挙準備を進められた議員各位にとって、選挙はそれぞれの思いや

公約を町民に表明する機会でもあり、投票によりその結果を得られる機会であるとい

う観点から見れば、無投票は残念であったと考えておられるかもしれません。また、

有権者である町民にとっても、各立候補者の思いや公約を聞き、今後４年間を託す住

民を代表する議会議員への選挙権を行使できない結果となったことは、残念に思う方

も多かったのではないかと推察をいたします。しかしながら、投票、無投票の結果に

かかわらず、この厳しい社会情勢の中にあって、かたい決意のもとに立候補されまし

た議員各位に対しましては、心から敬意を表する次第でございます。今後４年間の任

期において町民の負託に応え、議員各位がさらなるご活躍をされますようにご期待、

ご祈念を申し上げまして、答弁とさせていただきます。

〇大野敏行議長 次に、小項目（２）について、青木地域支援課長。

〇青木 務地域支援課長 それでは、私からは（２）につきましてお答えをさせていた

だきます。

町では、第５次嵐山町総合振興計画に定めるところによりまして、町民をはじめ自

治組織、ＮＰＯ、各種団体、企業等の参画、協働により、行政サービスの向上と地域

全体の満足度を高める地域経営の視点に立ったまちづくりを進めております。そのた

めには、町民参加や啓発、情報の発信を欠くことはできず、審議会委員への公募制導
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入や会議録の公開、町政モニター制度など、さまざまな方法を行っております。さら

に、各種計画策定におけるパブリックコメントの実施や町民の声ボックス、ホームペ

ージなどにより町民のご意見をいただき、政策に反映できるよう努めているところで

ございます。また、地域にありましては、地域コミュニティ事業や自主防災会活動を

通して地域の特性を生かしたまちづくりに積極的に取り組んでいただいており、大き

な成果を生んでいるものと感じております。これからも多くの方々との協働による地

域経営によるまちづくりを進めるため、積極的な町政参加を進めてまいりたいと考え

ております。

以上、答弁とさせていただきます。

〇大野敏行議長 次に、小項目（３）、（４）について、中嶋総務課長。

〇中嶋秀雄総務課長 （３）についてお答えをさせていただきます。

将来を担う若年層が政治参加の意義や選挙制度について関心を高め、理解を深める

ことは、極めて大切なことです。今回の公職選挙法の改正によりまして、選挙権年齢

が18歳以上に引き下げられ、初めて適用されるのは来夏の参院選からの見通しとなる

という報道等がなされております。第３回定例会においても、若者の政治参加に関す

る一般質問をいただいております。若年層への啓発活動として例を挙げますと、埼玉

県選挙管理委員会では、小中高等学校を訪問し、選挙や政治に関するミニ講座や模擬

投票を行う選挙啓発出前講座を実施しております。また、本町におきましても、平成

23年より高校生の選挙事務体験を実施し、選挙の大切さや選挙への関心を高めるとと

もに、地域の有権者に向けた選挙啓発に取り組んでおります。今後、教育委員会、管

内高等学校と連携し、新たに選挙権を得る年齢に近い高校生を対象に、生徒会長選挙

等の機会を捉えて、投票実務を体験する選挙啓発講座または模擬投票などの体験型カ

リキュラムの開催を検討し、政治や選挙についての理解や関心を深めることを目的と

して、一般層はもとより、若年層に対しても選挙啓発を実施してまいりたいと考えて

おります。

続きまして、（４）についてお答えをさせていただきます。選挙にお金がかかり過

ぎ、候補者間の個人的な財力によって選挙に不公平が生じないようにとの目的で考え

られたのが、公営による選挙制度です。公営による選挙運動は、各選挙の種類ごとに

公職選挙法により定められておりまして、町長選挙及び町議会議員選挙につきまして

は、投票記載所の氏名等の掲示、演説会の公営施設の使用、選挙用通常はがきの交付
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のほか、別に条例で定める場合はポスター掲示場の設置及び選挙公報の発行ができる

こととされておりまして、嵐山町におきましてはその全てを実施させていただいてい

るところでございます。

以上、答弁とさせていただきます。

〇大野敏行議長 本議員に申し上げます。

質問は、一問一答方式となっております。（１）から順次再質問をお受けします。

第１番、 本秀二議員。

〇１番（ 本秀二議員） ただいまの第１点目の１について町長からご所見をいただき

ました。大変議会に対する期待をされていることもよくわかります。無投票だからと

いって手を抜くものではございません。議員活動を一生懸命果たして町民の方の負託

に応えたいと思っております。しかしながら、無投票当選の一般的な問題として、議

会では、議会の活力が、また町民側では、政治意識の低下あるいは政治離れの増大が

懸念されるところであります。

今回の選挙を振り返る意味で少し話してみたいと思います。８月20日に嵐山町議会

議員立候補予定者説明会がありました。私は、町政についても大いに関心があり、ま

たプレミアム付商品券の販売方法に関しての不満もありましたので、どのような選挙

になるのかと、この説明会に出席をいたしました。その結果、この説明会に出席され

たのは、現職議員13人、元議員１人、そして私の15人でした。報道機関に提供する説

明会出席状況の資料をいただいたところ、説明会出席公表を希望された方が14人、非

公表を希望したのが３人とありました。そして、９月17日の立候補届出書類の事前審

査の結果を確認しましたところ、現職13人、元職１人の14人の立候補予定者が事前審

査を受けたことがわかりました。選挙立候補予定者説明会の公表を希望された方だけ

でした。選挙権年齢の引き下げを含む公職選挙法等の一部を改正する法律が成立し、

選挙権年齢が18歳以上に改正されるという70年ぶりの歴史的選挙制度の大きな改正の

中にあって、嵐山町の議会選挙が無投票であっていいのかと釈然としない気持ちでし

たが、まだ私が立候補する決心には至りませんでした。しかし、このまま悩んでいて

も手おくれになってしまうとの思いで９月25日に立候補届出書類の事前審査を受けた

のです。それでも、選挙の準備不足もあり、最終決断のつかないまま告示日を迎える

こととなったのです。

私は、当初から一貫して、現職議員13人、元議員１人の方が着々と立候補に向けて
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進めてきておられましたから、選挙になるかならないかはひとえに自分にかかってい

ると信じていましたので、重くのしかかる重圧と戦っていました。午後２時ごろ、町

はもう選挙で動いているという天の声をいただき、最終決断として立候補の決心をい

たしました。当然15人目の届け出だと思っていましたので、職員に確認しましたとこ

ろ、14人ですということでした。まだこれから届け出があるのだろうと信じて、腰に

ヘッドランプをつけて、選挙ポスター80枚を持って、自転車で家の者に今夜夜中にな

るからということで、公示ポスターを掲示板に張り出しを始めました。ところが、５

時過ぎ、町の防災無線で無投票ということを知りまして、なぜなのだという思いでし

た。私のこのような思いとは異なった捉え方をしていただいた方もいましたが、それ

はこれから自分の姿勢を実践していくことで理解されれば、それでいいと思っている

ところであります。

町の活性化を図るには、いろんな考えや知恵を持った多くの人が首長選挙、議員選

挙に積極的に名乗りを上げ、それぞれの思いを町民にしっかりと訴えて、町民から支

持された首長や議員が町民の負託を背に相互に競いながら政策を研究し、互いのチェ

ック機能を生かして議論の中で足りないものを補い、問題あるものは削るといった足

し算と引き算を自動に積み重ねて政策を決定していく、この二元代表制が持つ意義に

沿った議会であることが重要なのだと思うのであります。私のこの後段の部分の思い

を受けられて、町長にご所見をいま一度お願いいたします。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

岩澤町長。

〇岩澤 勝町長 本議員さんのお考えをお聞きしました。それぞれ政治参加について

は、個々のお考えというものがみんなしっかりあると思うのです。当然議員の先生方

においては、それなりの考え方、しっかりした考え方を持って議会に出て、どうする

というようなことで最終決断、判断をしているのだと思います。そういう中で、今回

の場合には、議会議員の選挙においては、今お話があったように、大勢の議員さんが

出て競争が激しくなるというような状況ではなかったという結果となりました。これ

は、それはそれとして、それなりの思い、考えがあってのことだというふうに思って

おりますので、これがいいとか悪いとかは私は思っておりません。

そして、これはちょっと関係ないよと言われてしまうとあれなのですが、選挙に投

票をするということがあります。投票をするのに仕方というのが、投票に行って賛成
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票を投じる、反対票を投じる、白票を投じる、投票に行かない、いろんな選挙行動が

あるわけです。それぞれ選挙権者が判断をすることだと思うのです。それで、外国で

はこういうようなことを学校の中で教えているそうです。そして、有利な候補者、有

利というのは、評判が強い、評判が弱いというような候補者がいた場合には、投票に

行って反対票を投じないと、その有利な候補者に反対することはできない。投票をし

ないと、有利と言われている候補者は有利。無投票ですね、投票しないのですから。

白票を投じてもそうですし、反対票を投じなければ当然有利になるということで、こ

れは一つの選挙行動であるかもしれないのです。

それで、選挙行動の話になるときにサイレントマジョリティーという言葉がよく使

われます。これは、強い意見は言わない。それで、まあこれならいいだろうというよ

うな静かな多数というのでしょうかね、直訳をしますと、そういうような考え方で、

まあこれならいいだろうということで、あえて行動を起こさないというような考え方

もあるというのが、この政治活動、政治行動の話をするときには、そんなサイレント

マジョリティーなんて話がよく出るのを思い出しますが、そういういろんなことが勘

案をされて、そしていろんな状況下の中で、議員さんおっしゃるように、大変判断が

いろいろ厳しい状況下の嵐山町の行政状況があるわけですけれども、結果とすると、

そういう状況になったのは、それぞれの人たちがそれぞれの考え方をしっかりして、

結果としてこういうことになったのだということで、私としてはそれが可とか不可と

かという考え方というのは持っておりません。

〇大野敏行議長 第１番、 本秀二議員。

〇１番（ 本秀二議員） ありがとうございました。いろいろ町長からも教えていただ

いたような気持ちになりました。無投票だから、それは政治に意識がないのだという

ことで、一言で言えるものではないということも私は承知しております。しかし、そ

れぞれの議員が自分の思いを町民に向かって話す機会がなかったという点では非常に

寂しかったなというふうに考えているところでございます。

それでは、第１点目の２に移らせていただきたいと思います。町民の町政参加意識

の向上施策の取り組み状況についてのご答弁をいただきました。私の設問が非常に乱

暴だったこともありまして、私の思いとはちょっと違った答弁のような気がいたしま

した。しかしながら、前回の町長選、あるいは今回の町議選と、無投票当選が続いて

いるわけであります。また、過去の国政選挙や町の選挙の投票率も資料を示していた
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だきましたけれども、下がってきているという状況にあります。特に国政選挙、地方

選挙、嵐山の投票率について平成元年から見させていただきましたが、徐々に落ちて

きている。これは、政治離れがあるのかなというような気もいたしております。そこ

で質問したいのですが、投票率、今私は下がっていると申し上げましたけれども、ど

のくらいの投票率になっているのか教えていただきたいと思います。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

中嶋総務課長。

〇中嶋秀雄総務課長 投票率の推移ということで、私の手元にあるものでお答えをさせ

ていただきたいと思います。

平成元年からのものを調べてございます。まず、衆議院の小選挙区の選出議員の選

挙、こちらが一番最初に平成元年以降に行われたのが、平成２年12月に行われており

まして、このときの投票率が73.22、次回が平成５年に行われておりまして、66.51、

その次が平成８年、56.36、平成12年、ちょっと上がりまして62.03、平成15年、55.26、

平成17年、67.79、平成21年、71.20、平成24年、63.28、平成26年、58.17ということ

でございます。もう一つ申し上げますと、嵐山町の議会議員の一般選挙を申し上げま

す。平成３年、これは無投票でございます。平成７年が77.35、平成11年、72.48、平

成15年、68.50、平成19年、63.67、平成23年、62.15という数字でございます。もう

一つ、県の選挙で知事関係を申し上げますと、平成４年が44.49、平成８年、42.84、

平成12年、62.30、平成15年、41.19、平成19年、34.53、平成23年、31.67、そして今

年の平成27年が33.42という数字でございます。

〇大野敏行議長 第１番、 本秀二議員。

〇１番（ 本秀二議員） ありがとうございました。具体的に数字を上げてもらったの

ですけれども、やはり回を重ねていくたびに投票率がだんだん下がっている傾向には

あります。こうした傾向は、嵐山町だけの問題ではありません。平成23年までの総務

省の資料を見ましても、全国的な傾向として、国政選挙及び地方選挙ともに投票率の

低下が進んでおります。特に若者の投票率が低く、若者の政治離れが進んでいるので

はないかと思われます。また、地方選挙では、議員のなり手がなく、無投票当選率が

上がってきております。中には、選挙事前説明会の段階で定員割れしそうになり、急

遽議員定数の削減を議決した自治体さえあったようです。今回の嵐山町町議会議員選

挙の結果を受けて、議員の定数削減との声も聞かれますが、議員定数の削減について
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は、町の人口、議会運営上の適正議員数、議会の活性化との側面等、多面的な検討が

必要です。そうした検討とともに、町民の町政に対する高い関心を持ってもらえるよ

うに、議会も行政もさらなる努力が必要なのだろうと思います。

それでは、第１点目の３に移らせていただきます。今話をさせていただいたことを

踏まえて、本質問として、新たに選挙権を得る年齢層に対する政治への関心を高める

取り組みについてお伺いしたわけであります。お答えいただきましたが、大変重要な

施策をしておられるというふうには思います。今政府は、選挙権年齢の引き下げに伴

い、より一層の若者に対する主権者教育の推進が求められているとして、全国の高校

に副教材と指導資料を配付しております。こうした教育は、学校現場に任せておけば

いいものではないと思います。行政としても積極的にかかわっていく必要があるので

はないでしょうか。そういう意味において、嵐山町でもいろいろ出前の教養をしたり

あるいは体験的なものも取り入れておりますので、いろいろご苦労されているという

ことはよくわかりました。これは私からの提案ですが、町内に居住され、新たに選挙

権を得られる年齢層の方や地元高等学校で新たに選挙権を得られる学生に対し、町の

議場を使用して模擬議会体験をしていただくというのはいかがなものでしょうか。総

務省と文部科学省で出した副教材、これにも学校での模擬議会も含まれていますが、

実際に議場を使って、三役をはじめ執行側責任者にも出席していただき、質問を受け

ていただく、これはかなり政治に関心を持っていただけるのではないかと思っている

のです。また、マスコミ等の取り扱いにより、効果がさらに期待できるものと思われ

ます。ご見解をお伺いしたいと思います。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

中嶋総務課長。

〇中嶋秀雄総務課長 お答えをさせていただきます。

今議員さんにご提案いただきました。副教材のお話もいただきました。この副教材

の中で、議員さんにお話をいただきましたように、学校現場における選挙あるいは政

治に対する関心を持ってもらうためのさまざまなカリキュラム、これも示されており

ます。そして、もう一点、これも今議員さんのお話にございました。学校現場だけで

はなくて、それ以外の関係機関、町の選挙管理委員会でありますとか議会、そういっ

たところも含めて、その一貫した教育といいましょうか、そういった知っていただく

ための啓発活動、これを行っていくのだということで、この副教材も作成をされてお
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ります。その中で、議場を使った形でのそういった体験学習的なものも組まれたらい

かがというご提案でございます。私どもも、この答弁の中でも書かせていただきまし

たとおり、県が出前講座をやっているだけではなくて、今後必要なのは、嵐山町の選

挙管理委員会としても学校等を訪問させていただいたり、学校現場との話し合いの中

でどのような形で生徒さんたちにそういった体験をしていただくか、こういったこと

を積極的に話し合いを持ちながら進めてまいりたいというふうに考えております。議

場を使ってということも今ご提案いただきましたけれども、学校との話の中でぜひそ

ういったところで体験をさせてもらえないかというようなことがあれば、これも検討

の一つになるのかなと思いますが、学校での授業の中で基本的にはやっていくという

ところもベースにありますので、そこからどの程度こういったところに出てきていた

だくかということで、それぞれの学校、あるいは先生方との協議、そういったところ

が必要になってくるかなと思います。いずれにいたしましても、そういった体験型の

もの、これが一番効果があるというふうに考えておりますので、そういったところは

積極的に進めてまいりたいというふうに考えております。

以上でございます。

〇大野敏行議長 第１番、 本秀二議員。

〇１番（ 本秀二議員） ぜひ実現の方向で検討願いたいと思います。

なお、長崎県の……これは小値賀町というのでしょうか。既に本年子ども議会を開

催しており、その中で議長、副議長選挙を取り入れて、これが評価され、第10回マニ

フェスト大賞における優秀シチズンシップ賞に輝いております。11月６日に受賞して

おります。また、当嵐山町においても平成19年12月に町制施行40周年記念子ども議会

を開催しております。選挙権年齢における議会における模擬体験、目新しい施策では

ないのですが、この種の施策は継続して実施することに意義があるのではないかと思

います。

それでは次に、第１点目の４に移らせていただきます。首長、議会議員選挙に多彩

な人材が挑戦できる環境整備対策についてのご答弁をいただきました。これも大変大

ざっぱな質問で、かつなかなか難しい問題でありますので、答弁とすると、こういう

形にしかならないのかなと思いました。議員をどう選ぶか、これは人口規模の大小、

都市部と地方部の違いにより、専門性の度合いや議会と住民の関係のあり方など地方

公共団体ごとに違いもあると思いますが、私は、嵐山町は人口規模の比較的小さい地
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方公共団体であり、議会と住民との距離も比較的近いことから、多様な層の幅広い住

民が議員として議会に参画すべきだと考えています。しかし、現実は、先ほど町長さ

んからも私の質問にご指摘いただきましたけれども、今回だけを見て判断するのでは

ないよというようなことでもあろうかと思いますが、現実的には議員のなり手がいな

いと思うのです。要因は、いろいろ私なりに考えて、あるのではないかなと思ってい

ます。行政や議会の取り組みもまた要因の一つであり、現実の生活面でのハードルが

高くて、手を挙げづらいものがあるのではないかと思うのです。

これは私の私見で、今後議論が必要であることは承知しておりますが、提案してみ

たいと思っております。それは、議員報酬は一律でなくてもいいのではないかという

ことです。年齢層に応じて段階があってもいいのではないか。例えば子育ての成長の

段階に応じ、生計を考慮してはどうかと思っているのです。今の仕組みですと、年金

生活者や自営業、あるいは議員報酬以外に収入のある方しか議員を目指すことにはな

らないのではないかと思います。行政改革で議員報酬は削減の方向で推移してきてい

るわけで、嵐山町を例にとっても、現在の議員報酬では、子供を育てなければならな

い30代や40代の若い年齢層の人では議員を目指すことは厳しいのではないかと思いま

す。また、議員を辞した後の生活も考えなければならないのが現実であります。中に

は、議員は名誉職としての性格が強く、報酬云々ではない、町をこのようにしたいの

だという気概が必要なのだと主張する意見もあることは承知しておりますが、現実的

に議員のなり手がいない現状や多様な層の幅広い住民が議員として議会に参画すべき

であるとの考えの上では、若い人や女性をはじめ幅広い層の方に手を挙げていただけ

るような仕組みづくりが大切ではないかと思っています。この提案に対する町長のご

見解をお伺いします。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

岩澤町長。

〇岩澤 勝町長 お答えをさせていただきます。

いろんな考え方があると思うのです。そして、そういう考え方がある中で、現在日

本中の地方議会で、あるいは県議会で、そして国会の先生方でということで、現在の

給料といいますかね、そういうようなものが決められてきているという長い歴史があ

ると思うのです。その決められてきたものが、それでよしということであろうという

考え方の人が多いから、そのまま継続をされてきているのだと思うのです。ただ、お
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っしゃるように、今この時代の激変の中で議員さんになっていただいて、そして議会

への出る日数もどんどんふえていくとか、あるいは大変なことになっているというよ

うなこともあるわけでして、そういうようなものも考えると、今議員さんおっしゃる

ような状況で一概に今のものがいいのだというようなことは言えないこともあるかも

しれません。これはあくまでも相対的なことでございますので、議会議員の報酬とい

うだけではなくて、町にはいろいろ特別職の方もいらっしゃいます。きょうも大勢の

区長さん方がご参加をしていただいております。そういう区長さん方に町からほんの

ささやかなものも出しているわけですけれども、それらが適当かどうかという考え方

というのはいろいろあると思います。私には、今これでいいのだとか何とかというの

は、この場ではちょっと控えさせていただきたいというふうに思います。

〇大野敏行議長 第１番、 本秀二議員。

〇１番（ 本秀二議員） ありがとうございます。まだ全国的にもそうあるわけではな

いので、いろいろ議論を尽くしていく段階だとは思っております。

実は、私はこの年代に応じた議員報酬を考えた際、全国でこうした施策をとってい

る自治体はないものかと調べてみましたところ、先ほどご紹介した長崎県の小値賀町

で、若い人に議員になってもらいたいということで、今年の３月に既に導入しており

ました。一般議員は、議員報酬18万円、50歳まで30万円としたのです。小値賀町は、

人口2,700人、議員定数は10人、議員の平均年齢は65.3歳だそうです。参考ですが、

先ほど子ども議会について紹介しましたけれども、この調査をしていてわかったもの

なのです。この施策については、憲法の平等原則に反するのではとの意見もあり、ま

た全国町村会議長会では、議員は平等という観点から、問題は残ると指摘をしていま

す。ある弁護士の見解では、目的を達成する手段として、合理性があれば問題ないと

の見解を示しております。私は、小値賀町の施策に異なる見解はあるものの、町政に

若い人、女性、サラリーマン等、多様な人材に参画してもらうための何らかの手を打

たなければならないときに来ており、一つの有効な施策であるのではと評価しており

ます。嵐山町が先行できなかったのはまことに残念でありますが、必ず小値賀町に続

く町村が出てくるのではないかと思っております。

また、若い人、女性、サラリーマン等、多様な人材に町政に参画してもらう施策の

第２弾として提案したいと考えていた案もありました。参考までに紹介させていただ

きます。会社勤めのサラリーマン等が企業に就職したまま議員になりたいと思った場
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合には、休暇を取得して選挙運動を行い、当選後は労働基準法の７条による選挙権や

被選挙権など、公民としての権利行使による議会活動の道しかありません。それも企

業の理解によるところが大きいのです。判例によれば、公務への就任が長期にわたる

場合、解雇事由とし得るとの解釈もあります。また、多くの企業では、就業規則によ

り副業を禁止しております。そこで、せめて町内で就職している人には、企業等に所

属したまま立候補することができ、議員を辞した後にも復職できる努力義務的な条例

を制定してはどうかと考えたのです。

北海道の栗山町議会における議会基本条例の制定ではありませんが、全国に先駆け

た施策こそ意義があると意気込んで調査をしてみました。すると、地方制度調査会設

置法に基づく地方制度調査委員会、これは内閣総理大臣の諮問により、大学教授、衆

参国会議員、地方団体の首長、議長等で構成されているものです。この調査委員会で

は、勤労者等の立候補や議員活動を容易にするための環境整備というテーマで、議員

活動を行うための休職制度、議員の任期満了後の復職制度等の導入について検討され

ていたのです。その委員会では、労働法制のあり方やその背景となる勤労者の意識、

勤務実態等にもかかわる課題であることから、まずは議会の活動を社会全体で支える

べきであるという意識の醸成に努めつつ検討すべきであるとしていたことから、私は

まだまだハードルが高いのかなと感じ、提案しないこととしたのです。私としては、

企業等への努力義務の条例であれば大丈夫なのではと捨て切れない気持ちでいるので

すが、今後さらに研究してみたいと思っております。行政においても、さらなる町民

の町政参加啓発及び参加環境整備施策を推進していただくとともに、私の提案する、

新たに選挙権を得る年齢層に対する議場を使った疑似議会体験や議員報酬の年齢段階

報酬制について調査研究、議論を尽くしていただくことをお願いしまして、第１点目

の質問を終わりたいと思います。

それでは次に、第２点目の質問に移ります。平成16年６月18日、法律第122号、公

益通報者保護法が制定され、平成18年４月に施行になっているところです。私は、嵐

山町の例規集第１編の総記から第13編の公営企業に至るまで、条例及び規則、規定、

要綱について、名称程度に目を通しました。公益通報保護法に関する規定らしきもの

が見当たらないことから、少し調査をしてみました。私の配付しました公益通報者保

護法に基づく通報相談窓口設置状況の表を見ていただきたいと思います。消費者庁で

は、平成19年から毎年３月31日時点での行政機関における公益通報者保護法に基づく
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窓口の設置状況を調査しております。府省庁では、平成18年４月の法施行から100％

窓口を設置しています。都道府県においても、平成20年３月31日時点の調査で100％

設置しています。一方、埼玉県の各市町村では、平成19年の同時期の調査で34の自治

体が設置していましたが、その後平成20年の同時期の調査では５市２町、平成21年の

同時期の調査で２市３町、同じく22年では２市、23年では２市、24年と25年では各１

市が設置をいたしました。全部足しますと52の自治体になりますが、その後の合併等

で、平成26年３月31日時点の調査では49の自治体が設置をしており、無設置の自治体

は当嵐山町を含む14の自治体です。

そこでお伺いいたします。１つは、嵐山町で法施行から現在までに公益通報が何件

受理されているのか。２つは、公益通報があった場合の処理の流れはどうなるのか。

３つは、嵐山町では平成27年３月31日時点での消費者庁の調査に対し、どのように回

答されているのか。４つは、今後規定を定めて対応する考えはあるのかについてであ

ります。

〇大野敏行議長 それでは、小項目（１）から（４）の答弁を求めます。

中嶋総務課長。

〇中嶋秀雄総務課長 それでは、お答えをさせていただきます。

まず、小項目（１）についてでございます。平成18年４月以降、現在までの公益通

報の件数はゼロ件でございます。

続きまして、（２）についてお答えをさせていただきます。議員ご質問のとおり、

現在嵐山町におきましては規定の整備は行っておりません。実際に公益通報がされた

場合には、公益通報者保護法並びに平成17年７月に国から示されました国の行政機関

の通報処理ガイドラインに沿って処理を行ってまいります。このガイドライでは、内

部の職員等からの通報と外部の労働者からの通報の２種類の処理要領が示されており

ます。このうち町が通報窓口として実際の処理が発生いたしますのは、内部職員から

の通報に対するものであり、外部の労働者からの通報につきましては、本来通報すべ

き処分及び勧告等の権限を有する行政機関を教示することにとどまるものと考えてお

ります。

小項目（３）についてお答えをいたします。消費者庁からの窓口の設置状況及び規

定の整備状況につきましては、いずれも設置していないと回答しております。

それから、（４）についてお答えをさせていただきます。平成26年３月末現在の県
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内の状況を見ますと、議員に資料を提供していただいたとおりでございますが、町村

では23町村中12町村で内部窓口及び規定等を整備していると回答しております。比企

郡内では、小川町以外が未整備でありますが、今後嵐山町としては整備をしたいと考

えております。

以上、答弁とさせていただきます。

〇大野敏行議長 第１番、 本秀二議員。

〇１番（ 本秀二議員） １つ目の現在までに公益通報が何件受理されているのかにつ

いて、ないとの答えでした。私としてはなかったものと理解させていただきます。２

つ目の公益通報があった場合の処理の流れについては、国の規定にのっとったガイド

ラインで処理していきますということであります。私としては、規定なり要領なり定

めておかないと、職員の隅々まで周知させることができないように思っております。

３つ目の消費者庁の調査に対しどのように回答しているのかということについてです

が、設置していないというのはわかりますが、設置する予定であるか、あるいは検討

しているのか、検討もしていないのかという３つの項目になっているのでございます

けれども、今最後のお答えで設置を検討するということなので、それはそのように理

解させていただきます。この法律の認識についてお伺いしたいと思います。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

中嶋総務課長。

〇中嶋秀雄総務課長 お答えさせていただきます。

公益通報者保護法のまず法制定の背景でございます。国民生活の安全安心を損なう

ような企業不祥事の多くが事業者内部の関係者等からの通報を契機として相次いで明

らかになりました。このような状況を踏まえて、事業者のコンプライアンス経営を促

進することで国民の生命や身体の保護、消費者の利益の擁護等を確保するとともに、

公益のために通報を行ったことを理由として労働者が不当な解雇や不利益な取り扱い

を受けることのないようにこの公益通報の法律が定められたというのがこの背景とい

うふうに考えております。そして、この法の目的といたしますと、大きく言うならば

まずは公益通報者の保護でございます。それから、公益通報を受けた場合の処理の仕

方、その個人情報の保護、あるいはそれぞれの処分や勧告を有する行政庁の場合にあ

っては、その受けた通報内容をきちんと審査をし、その内容を調査した上でしかるべ

き措置をとる。そして、通報者に対してはその行った内容をしっかりと通知を行う。



- 89 -

そして、その内容につきましては、最終的には公表を行っていくというのが保護の制

度の内容というふうに考えております。

それから、内部の通報と外部の通報というふうに２つの窓口の設置ということをお

話し申し上げましたが、基本的には町がこの法律の通報の対象となるものは、法律的

には450近い法律がこの対象になっているというふうに思います。この対象となる法

律につきましては、例えば独占禁止法であるとか、あるいは刑法であるとか食品衛生

法、それから金融の商品取引法ですとか、いろいろ法律があるわけでございます。こ

ういった処分権限あるいは勧告権限を有する行政庁であれば、そういったところに関

連する労働者がそこに是正措置を求めてくるということで、外部の窓口を設けると。

しかしながら、嵐山町のような町でありますと、こういった刑法やさまざまな法律に

基づいて処分や勧告を行うというような権限を有しているものがほとんどございませ

ん。そういったことで、窓口としては、内部の職員から、内部の職員の業務命令です

とか、そういったものにおいて、例えば個人情報保護法に違反するような命令を受け

ているとか、あるいはその受ける可能性があるとか、そういったいわゆる内部告発、

そういったものについて受け付ける窓口を町の中に設ける必要がある。そういった点

では、先ほど申し上げましたガイドライン、この中では、その内部の窓口といたしま

しては、職員等からの通報を受ける窓口、これについては各全部局の総合調整を行う

部局、またはコンプライアンスを所掌する部局等に設置するということになっており

まして、この点については、その担当は総務課ということで、職員にはその内容につ

いては周知がされているというふうに考えております。そういった面では、職員への

周知はなされているというふうに考えております。

しかしながら、この窓口の設置についてははっきりした定義がございません。例え

ば規定をすれば窓口を設置したということになるのか、あるいは職員に周知をすれば

窓口を設置したということになるのか、あるいは町民に広報すれば窓口を設置したと

いうことになるのか、そのどれをもって窓口を設置したということになるのかという

定義はございませんので、中には規定を設けずに窓口を設けたというふうに報告をし

ている自治体もございます。嵐山町におきましては、今議員ご質問のとおり、少なく

とも規定等を設けて、そして職員に周知を行ったということで窓口を設置したという

解釈をとるべきだというふうに思っておりまして、その点で今現在窓口の設置をして

いないという回答にさせていただいたということでございます。
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ただ、その後の経過といたしまして、実は今年７月にこの公益通報の保護制度に関

しまして、県、国の消費者庁の説明会がございました。その内容については、議員が

ご質問のように、さまざまな資料をもとにして、本来行政機関には、こういった規定

あるいは要領、そういったものをこのガイドラインに沿って定めてほしいということ

が改めてその説明会の中で示されました。ここでまた議員からも今ご質問いただいた

ところでございますので、このガイドラインの内容を嵐山町バージョンとしてしっか

りと定めた規定あるいは要領、これを早急につくってまいりたいというふうに考えて

いる次第でございます。

〇大野敏行議長 本議員の一般質問の途中でございますが、暫時休憩をいたします。

再開時間を４時ちょうどとさせていただきます。よろしくお願いいたします。

休 憩 午後 ３時４８分

再 開 午後 ３時５９分

〇大野敏行議長 休憩前に引き続き会議を再開します。

本秀二議員の再質問を続行いたします。

第１番、 本秀二議員。

〇１番（ 本秀二議員） この法律のご認識について総務課長さんからお答えいただき

ました。大変ご丁寧にお答えいただきましてありがとうございます。いろいろ私もお

話ししようかと思ったのですけれども、かなりの部分で説明していただけたと思いま

す。なかなか言葉からなじまないところがありまして、難しく聞こえるのですけれど

も、端的に言えば、嵐山町が発注する公共事業を一般入札で受けた企業が不正な工事

をしている。これを作業員が不正を見て、義憤の念に駆られて役場のほうに話を持っ

てくる。そうすると、直接聞いた職員もわからない。報告をしたけれども、上司もわ

からない。そうしますと、これが直接業者のほうにどういう仕事をしているのだとい

うようなことで行ってしまう。そうすると、せっかく通報してくれた人の保障がなく

なってしまう。こういうような心配があるということで、私は非常に重要だと思って

おります。実際に2013年に東京都世田谷区の設置する世田谷保健所は、衛生管理に関

する内部告発を行った人物の氏名を企業へ通知した。内部告発者は即日解雇された。

そのほか、データを改ざんした。厚生労働省がデータ改ざん疑惑を保健所担当者から

のメールを受けて、それをそのまま研究室に送ってしまった。こういうことで、メー
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ルを送った者は辞職に追い込まれたというような非常にまずい事例も実はあるわけで

す。したがいまして、国の法律に従って、実は窓口があるようなものだと、窓口を設

置しているのと変わらないのだというお話もございましたけれども、ここはやはり規

定なりを設置して、窓口を設置して職員に周知させていただければいいのではないか

と思っております。これにつきましては、そのような方向で進むということなので、

この関係につきましてはこれで終わりたいと思います。

それでは、第３点目の質問に移らせていただきます。７月に実施されたプレミアム

付商品券の販売方法についてであります。この件につきましては、９月の第３回嵐山

町議会定例会の一般質問において佐久間議員からご質問がありました。町民の声を遅

滞なく反映していただき、佐久間議員には感謝をしております。したがいまして、多

くは質問しないつもりでいます。この事業では、多くの町民が不満に感じたと思って

います。私は、嵐山町議会議員選挙で町民にこのことを訴えてみたいと思いました。

何もこの１点で全てを評価しているわけではありません。行政も議会もいい仕事をし

ているわけです。しかし、おかしいと思ったときに声を上げる、これが町政の活性化

につながるという思いがあったからです。そこで、第３回定例会における本件に対す

る質問を受けられて、どのように総括されたのかお伺いします。

〇大野敏行議長 それでは、答弁を求めます。

山下企業支援課長。

〇山下隆志企業支援課長 それでは、質問項目３につきましてお答えをいたします。

プレミアム付商品券の販売に関しまして商工会とともに会議を開催し、販売方法、

周知方法、購入限度額などについて検討、評価をいたしました。町民の皆様からの主

な意見を集約いたしますと、販売の方法に他の選択肢があったのではないか、抽せん

にしてほしかったというような意見、販売するのを知らなかった、そして整理券の配

布を知らされていない、整理券の配布時間や手法に問題があると。そして、購入限度

額が高過ぎる、あるいは限度額を低くして、より多くの人に。そして、町外者への販

売はいかがなものか。町内の人限定でよい。以上でありました。

そして、それぞれの項目に対しまして、次のとおり総括いたしました。次回の販売

においては、抽せんを含め、手法を再検討すること。周知については、町広報、各回

覧、新聞折り込み、ホームページ、ポスター等のあらゆる媒体を利用し、周知の期間

と回数に配慮すること。そして、整理券の配布や炎天下での販売を避ける販売方法に
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よって、販売時の混雑や混乱は回避すること。そして、購入限度額の設定は、プレミ

アム率等を総合的に勘案して適宜設定を検討すること。以上でございます。答弁とさ

せていただきます。

〇大野敏行議長 第１番、 本秀二議員。

〇１番（ 本秀二議員） 今ご答弁いただきました。私が指摘したいことは全てです。

まさに今総括されたとおりのことだと思います。したがいまして、次回からの事業に

つきましては、ぜひ町民の納得するような方法でやっていただきたいと思います。い

ろいろ表もつくったりして、皆さんに指摘したいところがいっぱいあったわけなので

すけれども、今総括されたことで全部含まれているのではないかなと納得しましたの

で、以後の質問については取りやめたいと思います。

次に、第４点目として、嵐山町総合戦略等の重要施策における町民参加について質

問したいと思います。まち・ひと・しごと創生法案に基づく嵐山町総合戦略は、極め

て重要な施策であり、広く町民等の提言を受けるなど、全町民的参加型の計画推進が

重要であると思います。嵐山町においても、嵐山町総合戦略策定会議の開催には、少

人数とはいえ住民の傍聴が可能であったり、アンケート調査による町民意識の集約、

嵐山町総合戦略策定委員の選任には、午前中の一般質問で年齢構成等のご指摘もあり

ました。さすが鋭いところを突かれているなと私も思いました。私はそこまで気がつ

きませんでした。各機関、団体、知識人、一般公募等、多彩なメンバーがそろってお

りますし、嵐山町人口ビジョン及び総合戦略計画も案の段階で開示され、一般町民の

提言も公募されております。そういった意味において、午前中の指摘もありますが、

ある程度幅広い対応がとられたのではないかと思っています。ただ、残念に思いまし

たのは、広報嵐山の９月号に嵐山町人口ビジョン及び総合戦略案パブリックコメント

の実施について掲載されているのですが、見出しも小さく、国勢調査の大きな見出し

で２ページを使った扱いに比べ、大変寂しいものでした。同じ地域支援課の広報です

から、パブリックコメント等の扱いの調整がついたのではないでしょうか。

そこで、以下についてお伺いいたします。公募の件数が何件なされたのか。国勢調

査は大きな見出しでの２ページにわたる取り扱いで、嵐山町人口ビジョン及び総合戦

略計画案の提言公募が２段と小さい扱いなのはなぜなのかについてであります。

〇大野敏行議長 それでは、小項目（１）、（２）の答弁を求めます。

青木地域支援課長。
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〇青木 務地域支援課長 それでは、質問項目４の（１）につきましてお答えをさせて

いただきます。

嵐山町人口ビジョン及び嵐山町総合戦略は、本年２月に嵐山町まち・ひと・しごと

創生推進本部を設置し、10月の策定をめどに取り組んでまいりました。また、産官学

金労言の関係者と町民の方々による総合戦略策定委員会を５回開催するとともに、９

月18日より10月２日までパブリックコメントを実施いたしました。このパブリックコ

メントにおいては、対象を町内に在住、在勤、在学の方並びに町内に事務所または事

業所を有する方とし、広報紙及びホームページにおいて周知を図り、計画案をホーム

ページと地域支援課などの窓口において閲覧をしていただいたところでございます。

公募の件数といたしましては、１名の方から意見を提出いただき、意見項目は10項目

でございました。なお、いただいた意見につきましては、文章の修正、追加等計画案

に新たに反映したものが３件、既に記載済みのものや実際に反映済みのものが６件、

今後事業を行っていく上で留意するものが６件などでございました。

次に、（２）につきましてお答えをさせていただきます。広報紙は、より多くの方

に読んでいただけるよう、本年６月よりレイアウトを変更させていただき、これまで

１ページは原則４段でございましたが、５段組みといたしました。また、掲載する記

事につきましても、町民の活動を多く紹介したり、町の取り組みについても積極的に

紹介するよう努めているところでございます。ご質問の嵐山町人口ビジョン及び嵐山

町総合戦略案におけるパブリックコメントの募集記事の大きさでございますが、近隣

市町村の例と比較をいたしましても、決して小さな扱いであるとは考えてはございま

せん。今回の掲載では、人口ビジョン及び総合戦略を策定する背景なども記載をさせ

ていただいた上での意見募集としており、ただ単にパブリックコメントを募集してい

ますといった記事とすることのないよう配慮をいたしたところでございます。なお、

広報12月号では、アンケート調査の結果を２ページにわたり掲載し、また次号におき

ましても掲載を予定しているなど、当該計画に対して町民の皆様に理解を深めていた

だけるよう努めてまいります。

以上、答弁とさせていただきます。

〇大野敏行議長 第１番、 本秀二議員。

〇１番（ 本秀二議員） ただいま答弁いただきました。私は、近隣の市町村も同じ大

きさだったということで、決して小さいと思っていないというのは、少しお役所仕事
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ではないかなという気がいたします。また、国勢調査のページにつきましてのお答え

がありませんでしたけれども、国勢調査については２ページにわたる大きい記事で載

っているわけです。調査員の名前入りで２ページを使っているわけです。そして、パ

ブリックコメントについては、決して小さくないとおっしゃられますけれども、国勢

調査は小川等では１ページですね。これは、比較してもそんなに小さいものではない

ということなのですけれども、これだけ大きいページを使って国勢調査の広報をする

のであれば、パブリックコメントをもっと大きくして、誰が見ても見えるように気合

いを入れるのが、この事業の重要性からいえば当然ではないかなと私は思います。東

京都羽村市でも、９月の段階で羽村市長期人口ビジョン及びまち・ひと・しごと創生

計画の案をホームページに開示して、市民からの提言を公募しております。羽村市長

は、創生計画案の巻頭で、これまでに市が経験したことのない大きな課題になること

が予想され、危機感を持って対応していくことが重要だと、このように町民に訴えて

おられます。私には、嵐山町の広報からは危機感が見えてこないばかりか、町民に本

当に呼びかけたかったのか疑いたくなりました。先ほど答弁された回答からは、そう

いったものは決して見えてこない。それで果たして町民が納得するかということです

ね。私は、想像や思い込みだけで評価したり、言ったり書いたりしたくありません。

したがって、反証をしっかりとってから判断するようにしなければならないと思って

います。そういう意味で今質問をさせてもらったわけです。ただいまのご答弁からし

て、嵐山町人口ビジョン及び総合戦略という事業の重要性についてどのように認識し

ておられるかお伺いします。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

青木地域支援課長。

〇青木 務地域支援課長 お答えをさせていただきます。

今回の総合戦略についての町の認識というようなご質問かというふうに思います。

午前中の質疑の中でも町長のほうがご答弁をさせていただいております。今回のこの

総合戦略につきましては、日本全体の問題だと。これは国の見解ですね。そういった

ものの中で、この人口減少を何とかしなければいけないと。このまま行ったら日本は

どうにかなると。そういった大変な危機感を持って取り組みましょうと。これは、国

が示したものでございます。当嵐山町におきましても、まさに同じような思いで取り

組んでまいったところでございます。今パブリックコメントに関して危機感がないと
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いうようなご指摘をいただきましたが、決して我々はそのような思いは持っておらな

い。例えば会議であっても、策定委員会の会議等の内容についてもきちんとホームペ

ージなどで公表、公開をしていく、できるだけ町の持っている情報は町民の皆様方に

お示しをさせていただく、このような形で取り組んでまいったところでございます。

先ほどの答弁の中でも申し上げました12月号の広報については、町民の皆さんが今回

の計画についてどのような思いがあったか。こういったことを２ページにわたり掲載

をさせていただき、１月号においてもまた同様の形で考えており、その後も本計画に

ついては町民の皆様にご理解をいただくべく手だてをとっていく、このように考えて

おるところでございます。

また、国勢調査について答弁がなかったとお話をいただきました。大変申しわけご

ざいません。国勢調査、これは数ある統計の中で最も大切な統計というふうに言われ

ております。そういった重要性を鑑みて、紙面に載せた調査員さんが各世帯を訪問さ

せていただく、そういったことを町民の皆様に広くご理解をいただくという見地から

掲載をさせていただいたところでございまして、決して国勢調査２ページというもの

が過大な掲載であったというような思いは持ってございません。

以上でございます。

〇大野敏行議長 第１番、 本秀二議員。

〇１番（ 本秀二議員） ただいまご答弁いただきまして、広報に氏名を載せたことは

国勢調査の重要性からして間違いではなかったというようなご答弁だったかと思いま

す。しかし、私は、それではもっとたくさんの調査員を持っている自治体にあっては

どのように対応するのかと、ちょっと首をかしげたくなりました。これは、嵐山町だ

からできることではないのでしょうか。そういった意味において、やはり少し広報に

関して認識が甘いのではないかなと私は思っております。もう一度この私の今の意見

を踏まえていただいて、この国勢調査の広報と嵐山町人口ビジョン及び総合戦略が大

変重要な事業であるという、このことから、この広報の扱いが正しかったか失敗だっ

たか、あるいはちょっと配慮が足りなかったか、その辺についてもう一度お答えをお

願いします。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

青木地域支援課長。

〇青木 務地域支援課長 お答えをさせていただきます。



- 96 -

先ほど申し上げたとおりでございますが、本日議員さんからこのようなご意見をい

ただいたことついては今後の行政に生かしてまいりたいと考えております。

以上でございます。

〇大野敏行議長 第１番、 本秀二議員。

〇１番（ 本秀二議員） 政府が地方創生、地方創生と大太鼓を打って鳴らしているの

は聞こえてきても、一番身近な町の本気の音が聞こえてこないようでは、町民には伝

わらないと思います。町民からの貴重な提言をいただけるチャンスであります。また

その一方で、皆さんがご苦労なされたのをぜひ見ていただくチャンスでもあるわけで

す。嵐山町の皆さん、地方創生地域版、嵐山町人口ビジョン及び総合戦略計画案がま

とまりました。まとめるに当たって町内の組織をこのようにしました。嵐山町総合策

定委員の選定には、こういうふうに配慮しました。嵐山町総合戦略策定会議もこれこ

れ開催しました。アンケート調査による町民の意識も集約しました。ホームページに

掲載しましたので、ぜひ見てください。皆さんの貴重な提言を寄せてくださいと、国

勢調査ぐらいの誰の目にもとまるような大きな広報を出すべきだったのではないかと

私は思っております。パブリックコメントが１件とは実に寂しい限りです。町長、今

の議論を聞いていただいて、町長の見解をお伺いします。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

岩澤町長。

〇岩澤 勝町長 お答えをさせていただきます。

広報に対しまして大変貴重なご意見の一つであるわけですけれども、いただきまし

てありがとうございます。広報に対する考え方、見方、感じ方というのは、千差万別

あるかと思います。そして、そこのところに載せる内容については、嵐山町にかかわ

る情報でございますので、全てが大切な情報でございます。その中にあって、人口ビ

ジョン、総合戦略の広報、今回の報じ方がちょっと軽いのではないかというご指摘で

ございました。それが国勢調査に比べても軽いのではないかというご指摘でございま

した。もしそういう形でお受けになったということであるとすると、それはやり方が

ちょっと甘かったかなという部分もあるかと思います。今後の反省材料にはしていき

たい。ご意見は十分尊重していきたいというふうに思っております。

そして、２つの記事ですけれども、人口ビジョン、総合戦略につきましては、それ

までいろんな形で、役員さんの募集でございますとか、町内にそういったプロジェク
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トができましたとかいうような形で回を重ねてきて、そして今回アンケート調査をお

聞きをして、それで案ができるわけです。ビジョンについては、これからがスタート

なのです。ですから、これから何回、何十回載るかわかりません。これは想像ができ

ない。わかりません。しかし、国勢調査というのはここのところがゴールなのです。

ここの調査に協力していただかないと嵐山町の人口がしっかりした形で確認ができな

いというゴールであるわけです。そのような判断が広報のつくる立場の者にあったか

どうかわかりませんが、私とすると、そういうようなことも考えた上でおっしゃるよ

うな形で倍になった、半分だったというような紙面の構成になったかもしれません。

しかし、ご指摘のように、多くの町民の人がどのように受けるかわかりませんので、

それらの意見をこれからも十分参考にしながら、より多くの町民の皆さんがわかりや

すく、理解をしていただきやすく、そして町政に、調査にしろ、計画にしろ、しっか

りこれから協力がしていただけるような状況をつくっていかなければいけないという

のはご指摘のとおりでございますので、ご意見として尊重させていただきたいという

ふうに思っています。

〇大野敏行議長 １番、 本秀二議員。

〇１番（ 本秀二議員） ありがとうございます。私としては70％ぐらいしか理解はで

きませんけれども、前向きなご回答であったかなと受けとめます。

私は、この計画は国に計画を送れば終わりというものではないと思うのです。全国

の自治体では、ほぼ似たり寄ったりの計画が出されてきて、もっと予算のつけられる

ようなものを出してほしいということになるかもしれません。むしろこれからが正念

場のような気がします。ぜひ危機感を持って、行政、議会、町民一体となって取り組

んでいかなければならないと思います。

さて、私は正直申し上げまして、町のことはよくわかりません。しかし、町民の多

くはよくわかっていない層で構成されているのだと思います。このような町民に照準

を当てた仕事ぶりが町のためには大事なことだと思います。よい施策は、大いに評価

し、応援も協力も惜しみません。しかし、おかしいと思うことはしっかり指摘をさせ

ていただき、議論したいと思います。私にどんな風が吹かせられるのかと冷ややかに

見ておられる方もいますが、こうした町のことがよくわかっていない町民の立場に立

って、その目線で行政や議会に私なりの風を感じていただけるよう、これから４年頑

張っていくことをお誓い申し上げまして、私の一般質問を終わらせていただきます。
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〇大野敏行議長 ご苦労さまでした。

◎散会の宣告

〇大野敏行議長 以上で本日の日程は全て終了いたしました。

本日はこれにて散会いたします。

大変ご苦労さまでした。

（午後 ４時２９分）
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◎開議の宣告

〇大野敏行議長 皆さん、おはようございます。ただいまの出席議員は全員であります。

平成27年第４回嵐山町議会定例会第５日の会議を開きます。

（午前１０時００分）

◎諸般の報告

〇大野敏行議長 ここで報告をいたします。

本日の議事日程は、お手元に配付しておきましたので、ご了承願います。

◎一般質問

〇大野敏行議長 日程第１、一般質問を行います。

◇ 青 柳 賢 治 議 員

〇大野敏行議長 本日最初の一般質問は、受付番号５番、議席番号５番、青柳賢治議員。

初めに、質問事項１の若者の社会参画推進についてからです。どうぞ。

〔５番 青柳賢治議員一般質問席登壇〕

〇５番（青柳賢治議員） ５番議員、青柳賢治でございます。今回初議会の定例会でご

ざいまして、私も初心に戻りまして簡明な質問に努めてまいりたいと思います。どう

ぞよろしくお願いいたします。

私は、今回５点につきまして質問をさせていただきます。

まず、第１点目でございますが、若者の社会参画推進についてでございます。実は、

この社会参画、若者のことにつきましては、去るふれあいセンターで加藤前教育長の

講義といいますか、お話を聞かせてもらいました。その中で、お年寄りがいて、そし

て、こちらに子供さんがいらっしゃる。そして、その真ん中にやはり若者がいるとい

うことを、はっと気づかされたというようなことがございました。そんな中で、この

質問をさせていただくところでございます。かつて第３回定例会におきましても、ま

た、きのうの質疑の中でも、この若者の選挙権年齢の引き下げについては出ておりま

すけれども、さらにそこから深く掘り下げてまいりたいと思いますので、質問をさせ

ていただきます。
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選挙権年齢を18歳以上に引き下げる公職選挙法が来年６月19日に施行され、来年夏

の参議院選挙から適用されるということになりそうでございます。

（１）といたしまして、該当者に対してどのような周知、啓発などを考えていらっ

しゃるのでしょうか。

（２）といたしまして、20歳代の年代別投票率は、2014年の衆議院選挙でも32％台

の低投票率になっております。社会の一員であることの自覚などの大切さを含めて、

このような現状をどのように打開していくのか、そのような方法、さらには考え方に

ついてお聞きをさせていただきます。

〇大野敏行議長 それでは、小項目（１）、（２）の答弁を求めます。

中嶋総務課長。

〇中嶋秀雄総務課長 それでは、最初に（１）のほうからお答えをさせていただきたい

と思います。

新たに該当者になられる方につきましては、周知、啓発を行う方法としては、従来

行っている方法の中では、町で発行する広報、ホームページへの特集記事等の掲載な

どを考えております。さらに、どのような新たな啓発方法が考えられるか検討してい

きたいと考えておりますが、例えば参議員選挙から選挙年齢の引き下げにより該当と

なる方に対しましては、投票所の入場券の発送に合わせ、選挙に関心を持ってもらえ

るような啓発文書または啓発パンフレットなどの個別送付などは実現可能ではないか

と考えております。いずれにいたしましても、選挙管理委員会の協議も踏まえて対応

を図ってまいりたいと考えております。

続きまして、（２）についてお答えをさせていただきます。

昨日の吉本議員のご質問の答弁と重複するところにつきましては、お許しいただき

たいと存じます。

各種選挙におきまして、若者の投票率は他の年代と比較して著しく低い傾向にあり

ます。毎年新有権者への啓発事業といたしましては、成人式に選挙管理委員会委員長

が出席し、また、啓発物資、パンフレット等の配布を行っているところでございます。

選挙管理委員会からの一方的な呼びかけにとどまらず、若者自身が啓発活動に参加

するなど、みずからの体験を通じて政治に対する意識を向上する機会を設けるという

取り組みを、本町では埼玉県選挙管理委員会による小・中学校への訪問、選挙啓発出

前講座の実施、あるいは平成23年度より高校生の選挙事務体験を実施をし、選挙の大
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切さや選挙への関心を高めるとともに、子供から家庭へ、また地域へと、多くの有権

者に向けた選挙啓発に取り組んでおります。

今後の新たな取り組みといたしましては、インターネットやツイッターを活用した

選挙に関する情報提供、有効な啓発の方法や若者の政治意識の向上を図るための取り

組みのあり方などについて検討し、若者の投票率向上に努めてまいりたいと考えてお

ります。

以上、答弁とさせていただきます。

〇大野敏行議長 第５番、青柳賢治議員。

〇５番（青柳賢治議員） それでは、（１）から再質問させていただきます。

この70年ぶりの改正になりまして、非常に意味のある18歳からの選挙権になるわけ

でございます。今までですと、その周知については成人式などの場所を使って選挙管

理委員長が説明に来たり、啓発、啓蒙といいますか、されてきたわけでございますが、

今、きょうこの答弁いただきました。恐らく来年の７月となりますと、18歳、高校生

になってまだ何カ月もたたない人と、さらには19歳ですから、大学１年生が対象にな

ってくると思われます。

そのような人たちに対して、啓発のパンフレットが個別発送ができそうだという回

答でございましたけれども、それは、来年の18歳選挙権年齢の引き下げからできると

いうことでよろしいでしょうか。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

中嶋総務課長。

〇中嶋秀雄総務課長 今後当初予算に、今編成をしているわけでございますけれども、

その中において、選挙年齢引き下げに伴います新有権者、特に今18歳になられる方、

参議員選挙から選挙権を有する方、そういう方たちに入場券だけではなくて個別に郵

送して、選挙に理解を深めるというようなものについては実施できるのではないかと

いうように考えております。

ちなみに、今現在、仮に参議員選挙からなった場合に、新有権者、今17歳、18歳の

方、この方たちがなるだろうという人数につきましては、17歳、18歳の方、17歳につ

いては、参議員選挙ですから、そこまでに年齢到達できない方もいらっしゃると思い

ますので、そういったことを含めて約170名ぐらいかなというふうに考えております。

さらに、拡大するならば20歳になられる方、これも初めて選挙権を有するというこ
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とになりますので、その方たちが大体160名ぐらいから、合わせると300人ちょっとか

なという感じで考えておりますが、そういった方たちに個別にそういった案内文書を

差し上げるというのも一つの手段ではないかなというふうに考えているところでござ

います。

〇大野敏行議長 第５番、青柳賢治議員。

〇５番（青柳賢治議員） 非常にこの18歳、19歳、入り口の段階なわけですね。初めて

という体験になるわけでございます。その入り口の段階でしっかりと、やはり主権者

教育をしていくということは、我々有権者の先輩としても、また一議員としても大切

なことだと思います。

そしてもう一点、この（１）のことにつきまして課長にお尋ねしたいと思いますが、

あるところでは、これは成人式ですけれども、例えば岐阜の関市でしたか、あと宇部

市なんかもやっているそうです。海外に出ていくときの日本国のマークがありますパ

スポート、パスポート形式にした、いわゆる20歳から大体80歳までに人は大体100回

選挙を経るのだと、地方議会を含めてですね。そして、その100回のマークを押せる

ようなスタンプ、選挙パスポートというような名前がついているそうですけれども、

そのようなことについてのご見識はございますか。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

中嶋総務課長。

〇中嶋秀雄総務課長 今議員から初めてお聞きをいたしたところでございます。

〇大野敏行議長 第５番、青柳賢治議員。

〇５番（青柳賢治議員） 一応その周知啓発については、来年度予算で約300名にそう

いったパンフレット等の発送ができそうだということで、その点は私も初めて選挙権

を得ると。我々の時代は、成人式でやはり大人になるのだぞということを教わって、

やっぱり一票の重みとか、そういったものを大人なり先輩から教わってまいりました。

今はそういうことがなく、19歳や18歳の子供たちがいきなり選挙に行くわけです。そ

の辺も含めた、工夫をした周知、啓発をお願いできたらなと思っております。

先ほどのパスポートも含めて、（２）のほうに入ってまいります。

〇大野敏行議長 はい、どうぞ。

〇５番（青柳賢治議員） 今選挙管理委員会等も一緒に踏まえて対応していくというこ

とでございますが、まず一点、若者の低投票率、例えば埼玉県でも、きのう課長説明
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してくれました、投票率をね。私もちょっと調べたところ、埼玉県における投票行動

及び選挙啓発に関する意識調査という調査が23年９月に行われておりまして、どうも

若者が非常に32.6％と、有権者の中で、20歳から恐らく29歳まででしょうけれども、

占める割合が全国の６位だというようなことで、そういったようなことも影響がある

のではないかというようなこともありそうです。

ただ、そういう状況をやっぱり放置していて、我々がいいことはないだろうと思う

のです。そして、やはり有権者である我々先輩が、何を入り口の段階で入ってくる若

い人たちに教えていかなくてはならないかと考えたときに、やはりこの地域で育まれ

た、育んでいただいたのだというような思いを、その18歳、19歳の子供たちに乗せて

いくことだというふうに私は思うのです。それは、そこに育まれて、その育まれた一

人として社会を担っていくというようなその思い、そのようなものをやはり少しでも

いいけれども持ってもらう、それは入り口で大事なことだと思うのです。

そして、先ほど入り口に、選挙パスポートは行った回数に判こがあるそうなのです。

押していくらしいのです。私も写真でしか見てないのですけれども。私これについて、

今の18歳、19歳のお母さんたち、お父さんたちも恐らく40代ぐらいだと思うのです。

30代、40代も余りいい投票率ではないのです。さあ、どうしようと考えました。

私は、嵐山式の未来ノートとでもいいますか、いわゆる選挙と自分、かかわりがあ

るのですね、一番。やはり国政選挙は93％ぐらい関心がある。あとは、次は地方選挙

は45.7％ぐらいだと。埼玉県の県知事の場合は、もう20何％だというような数字も出

ていました。

そういう中で、100回のノート、パスポートぐらいのものでもいいのでしょうけれ

ども、自分が選挙に行ったときの時代がどんな時代だったか、一つの円を書くのです。

この円の中に、国はどんな状況だろうな、360の円としますと、いや半分だなと、寿

命でいけば半分だよと。そうしたら半分にするのです。半分のマーク。そして、その

次の中には地域の円を書くのです、自分の住んでいるところの円を。嵐山町ですよ。

嵐山町ってどんな状況だろうなと。町長や執行の人は一生懸命やってくれている。議

員さんいまいちだな。でも、職員の人は一生懸命やってくれている。だから、６割か

なというような、６割のマーク入れるのです。

最後は自分なのです、真ん中にある円が。そして、それも自分のできばえなのです。

自分で、選挙権もらったけれども、こんな状況かな、自分の思ったことがちょっとで
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きてないな、３割かな、４割かな、そんなところに印をしていくのです、選挙に行く

たびに。そして、その中に身の周りの出来事、そして自分自身の所感、このようなも

のを書き込めるＡ４のノートでもいいのです。横にして考えてみる。100枚つくると

なると、25ページぐらい必要ですね。

こういったようなものが一番やはり身近なものであって、そこに白紙で残っていく

のか、記録ができていくのかというのは、非常に自分の人生とも深くかかわりが出て

くる。そして、身近なことになってくるというふうに私は思ったりするのですが。

まず、その嵐山式未来ノート、課長はいかが思いますか。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

中嶋総務課長。

〇中嶋秀雄総務課長 お答えさせていただきます。

今青柳議員のお話を聞きながら、さまざまな方法、それを嵐山独自の方式という形

で一つご提案をいただいたところでございます。そういった方法も確かにあるのかな

というふうにお聞きをさせていただきました。

この選挙年齢の引き下げに関しましては、恐らくいろいろなところで、今議員おっ

しゃられたとおりで、若い方たちの投票率の低下、これはやっぱり憂慮すべきことだ

というその中で、一つの契機になるものだというふうに私どもも捉えております。そ

ういった中で、さまざまな取り組み、あるいは啓発方法というものが考えられてくる

のかなというふうに考えておりまして、議員ご提案のことにつきましても選挙管理委

員会の中にこういったご提案があったということも含めて、検討、協議をさせていた

だければというふうに思っております。

きのう吉本議員のご質問の中にもございました。この選挙権年齢の引き下げに当た

りまして、これが私たちが開く未来の日本という、これはきのう吉本議員がご質問を

されたいわゆる副読本、これは講師用の副読本でございます。この中にも書いてあり

ますように、この選挙年齢の引き下げに当たりまして、やっぱり副教材を位置づけた

年間指導計画作成における配慮事項というようなものが一番最初にうたわれておりま

して、この教材に関しては公民科を担当する教員だけでなく、全ての教員の指導で活

用されることが期待されていると。また、学校現場、選挙管理委員会、地域の選挙啓

発団体等が一体となって、副教材を活用した出前授業等を実施することなども考えら

れるというふうにうたっております。
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こういった中で、ちょっと答弁が長くなって申しわけございませんが、議員のご質

問、本当にそのとおりだなと思ったところが、やはり地域の中で、この選挙というも

のも、要するに高齢者の方、そして子供がいて、そして若者がいる、これが一番のポ

イントではないかなというふうに思っております。

一つご紹介をしたいのは、今回の知事選挙で大妻の生徒さんにお手伝いをいただき

ました。この感想を幾つかご紹介したいと思いますが、これが非常にヒントになるの

ではないかなと思っております。まず一つは、こういったご感想がございます。親に

連れられて投票所に来たことはあるけれども、実際の投票箱などがある空間に入って

みたかったので、見るだけではなく貴重な体験をさせていただき、ありがとうござい

ました。親と来たということです。子供のころから親と選挙投票所に来たということ、

この体験があるということ。

それから、こういったこともございます。選挙については特に興味もなく、何も知

りませんでした。しかし、今まで軽く捉えていた自分がおかしいなと感じ、選挙につ

いてもっと詳しく知りたいと思いました。きょうやってみてわかったけれども、投票

しに来る方は本当に少なくて、これからどうやったら投票者数がふえるのかな、ふや

さなくてはこの県は一向によくならないと焦りを感じました。このような貴重な体験

ができてとてもよかったです。こういうご意見。

それから、私もこのお手伝いをするまで選挙には興味がありませんでした。役場の

方々から選挙の大切さや投票のやり方、投票の種類などを聞いて、自分は今まで何も

知らなかったのだなと感じました。最近私の家の近くの駅で演説をしている人がいる

ので、これからはちゃんとお話を聞いて、自分の将来に役立てるようにしていきたい

です。このようなご意見がございました。

同じような意見で、やはり今まで選挙には全く関心がなかったけれども、この投票

所に来て、そして職員の皆さんから、不在者投票とは何か、投票までには投票所に来

るだけではなくてさまざまな手続があって、さまざまな配慮がされて、そして選挙権

を行使するということがとても大事なことだということが体験できた。ぜひ周りの友

達にもこの体験を話をして、そして投票率といいましょうか、選挙権を行使する、そ

ういったことが大事だということを感じましたというふうに書いていただきました。

このことが、やはり家庭の中にあって選挙の話題が出るかどうか。家族そろって投票

に行こうよというふうに親御さんたちが子供に話すのか、それともこんな選挙行った
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って何の意味もないよねと親御さんが子供さんに話をするのか、その辺の意識、家族

間あるいは地域、その中でやっぱり子供たちに対するそういった実体験といいましょ

うか、体験、それをいかにさせていくかということが今後大事なことなのかなという

ふうに感じたところでございます。

議員のご質問の趣旨も踏まえながら、さまざまな啓発方法について今後考えてまい

りたいというふうに考えております。

〇大野敏行議長 第５番、青柳賢治議員。

〇５番（青柳賢治議員） やはり、きのういろいろ町長の答弁もお聞きして私感じたの

は、やはりこれからの時代は、どんなことでも資源にしていくのだと、それを。そし

て、生かしていくのだと。その中に、私のこの背景には、嵐山町の18歳、19歳の投票

率が高いぞという町になったらいいだろうなと。それも資源だよ。嵐山町の若い人っ

て、18歳、19歳すごく関心があるね、そんな町ならいいではないですか、そういうこ

とがあるので、私今回この質問させてもらっているのですが。

先ほどの大妻の生徒の話も大変ありがたいことです。そして、やはり大事なことは、

政治に関心があるということだけではなくて、投票に行くことがもう当然なのだよと

いうような空気です。そういったような空気を、風を吹かさなくてはいけない。これ

は、70年ぶりのチャンスだというふうに捉えるというぐらいの気構えでいっていただ

かなくてはならない。そして、40年のときの嵐山町制施行のときに確かに子供議会が

行われました。我々も議会人になり立てでございまして、子供さんの議会の説明のほ

うがよく勉強になったぐらいでした。ですけれども、我々議会も一緒になって、これ

はやっていかなくてはならないことです。

そんな中で、きのうから主権者教育等を含めて、学校のかかわりというものがこれ

から、特に高校生の場合はいろんなことが、さっき副読本なども提示していただきま

したけれども、当然のことと思いますが、小中高含めて、小中なんかかかわりもあっ

て、23年、24年あたりでは七郷小学校でもそういう出前講座も行われたというような

ことも答弁いただいていますが、教育長のこの辺についての見解はいかがでございま

すか。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

小久保教育長。

〇小久保錦一教育長 お答えさせていただきます。
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教育活動全体を見渡しまして、やはり先ほど来から出ておりますように、学校、家

庭、地域の一体化というのが今まで以上に大事だと思います。今回18歳を中心に選挙

権が下がったということは、既にもう中学校の段階でそういった意識、政治に対する

関心、選挙に対する責任感を醸成していく必要があるだろうと。そういう中で考えれ

ば、やはり出前講座も必要でありますし、先ほど来から討論に出ておりますように、

家庭の中で子供をいかに選挙に対して関心を持たせるかというのも、親の学習という

のでしょうか、これも大事であるというふうに私は考えております。

ただいま選挙に関するいろいろないい提案等も出ておりまして、学校教育の中に、

今後公民分野の中に一層、高校だけでなく小学校高学年から、あるいは中学生のとこ

ろから、そういった年間を通したカリキュラムみたいなものができて、地域と一体と

なって、この嵐山町の若者が選挙の投票率が高いのだと、これも一つの町の大きな、

先ほど申し上げていただいた財産なのではないかということで、今後教育委員会とし

ても考えてまいりたいと思っております。

中学校の生徒会でも、生徒会選挙もできるだけ投票箱等を実際の実物を使って、現

在玉ノ岡中、また菅谷中学校でも行っているという情報もあります。そういった中で、

一層意識、勧奨を持たしていく教育が大事であると思います。まず、教職員みずから、

もし体験の中で、20歳からずっと今まで一度も選挙権を行使しなかったことはなかっ

たと、教師みずから選挙に必ず参加しているのだと、こういったことも子供に言える

し、また親として、親も絶対に選挙には今まで行ってきたのだと、そういった親をつ

くっていくことが若者の参加につながるのではないかなというふうに考えておりま

す。

いずれにいたしましても、これからの日本の国を若い人たちがしょっていくわけで

すから、そういった中で、この選挙に対しての関心は一層深められるよう教育を推進

してまいりたいと考えております。

以上でございます。

〇大野敏行議長 第５番、青柳賢治議員。

〇５番（青柳賢治議員） 今教育長の答弁にもありましたように、本当にこの、今日本

の将来どうするのだというようなことを含めた、やはり考えると、一番一つの選挙権

年齢の引き下げというような捉え方が肝心ではないかというように思っております。

１番の質問につきましては、この辺で終わらせてもらいまして、次に進みます。
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〇大野敏行議長 どうぞ。

〇５番（青柳賢治議員） 人にやさしい安全運転のまち条例制定を。

嵐山町町民全員の誇りとも言える交通死亡事故ゼロの日が1,700日を超えました。

とはいいましても、死亡事故には至らないまでも、危険な事故は多発しております。

死亡事故のない日が１日も長く続くことは町民誰もの願いであります。嵐山町が人に

やさしい安全運転のまちであるということを今以上に強力に推進するために、優しさ

と思いやりのある心を持った運転と安全速度を守る町というようなことを基本理念と

するような条例もあっていい時期に来ているのではないかと私は思っております。

町のほうの考え方をお聞かせください。

〇大野敏行議長 それでは、答弁を求めます。

岩澤町長。

〇岩澤 勝町長 質問事項２番の交通安全についての答えをさせていただきます。

交通死亡事故の撲滅、これは町民全ての願いでありまして、また永遠のテーマでも

あります。町では、これまで道路環境の整備、また交通安全施設の充実、年４回の交

通安全街頭キャンペーン、あるいは新入学児童・高齢者への直接的な啓発事業などな

ど、各種交通安全施策を推進をしてまいりました。また、交通指導員、ＰＴＡ、また

ボランティアの皆様など多くの皆さんがご協力をいただいた結果として、お話にもあ

ります11月末現在の交通死亡事故ゼロ1,757日を達成できたものと考えております。

しかしながら、議員ご指摘のとおり、町内での人身事故は多発をしてきている傾向で

あり、本年10月末現在では65件で、昨年同期の54件、これを上回っている状況になっ

てしまっております。

このような中で、交通事故のない安全なまちづくりをどう進めたらいいのか、一層

推進するためにはどうするのか、もう一歩進めた交通安全意識の普及を図る必要があ

るものと考えます。それには、小中学生、また高齢者のみならず、全ての町民一人一

人の自覚と責任が重要であるということを改めて認識をしていただくことが大切であ

りまして、町民意識をさらに高めることができるような議員のご提案、人にやさしい

安全運転のまちづくり条例、これらについても交通安全撲滅のために、あわせてこれ

から検討を続けていきたいなというふうに考えております。

以上、答弁とさせていただきます。

〇大野敏行議長 第５番、青柳賢治議員。
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〇５番（青柳賢治議員） この質問も、嵐山町が交通死亡事故ゼロ1,500日という達成

の日に、私もその当時は議長でございまして、町長と一緒に小川警察署に行って感謝

状をいただいてきたようなことがございました。そのときは、そんなに感謝状の意味

といいますか、皆さんで、交通安全母の会やら、それから老人会の会長さんだとか、

いろんな方がかかわっていらっしゃることで、よかったな程度に捉えていたわけです

が、あるいろいろな人の話を聞いてみますと、1,500日ってすごいのだよと言われた

のです。これは、現職の警察官からも言われましたし、ある人からも言われました、

先輩からも、ＯＢとして。それで、そうなのだといって聞いてみると、確かに1,500日

ってすごいよということなのです。

そして、私これも、今もう既に1,700日、現在も交通死亡事故ゼロなわけですよね。

これも嵐山の財産だなと。そうしたら、交通安全運転条例というのは、確かに直近で

すと、埼玉県ではなくて群馬県でもちょっと事故が多くて、県の交通条例が26年の12月

ぐらいにできております。ただ、それは、どうも背景的には、事故が多発しているこ

とに対しての対応なのです。そういったことで、一時かなり交通安全条例というもの

ができた時期があります。

ですけれども、そうではないのだよと。嵐山は、1,700日交通死亡事故ゼロが続い

ているのだけれども、やはり人にやさしい安全運転するまちなのだよと、そんな条例

がある町なのだよということは、では一人一人の運転手、それから歩行者、自転車の

人、全てが交通法規を守らなくてはならないわけでございますけれども、そういうこ

とをさらに一人一人の意識、大事なことは嵐山町から一人でも交通事故に不幸な人を

出さないという、やっぱりそういう決意なのです、大事なことは。それは、条例とい

うようなものを定めることによって、もっとしっかりと、いろんな交通安全協会の人

や交通指導員の人、いろんな方たちがかかわっています。そういった人たちの仕事も

ふやすことにはならないのです。そういったところにも効果がある条例があっていい

というように私は考えているところなのです。

やはり町の姿勢です。この町からそういう交通死亡事故を出さないのだと、死亡ゼ

ロでいくのだと。それは、どこかでやはりあるかもしれない、人間のことですから。

ただ、そういう決意を、やはり町の中、町の外に発信をするということは大事だと思

うのですが、担当課長ちょっと答弁されたので、その辺について検討を、これしてい

ただけるということですが、さらに私が今申し上げたことあたりに対していかがでご
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ざいますか。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

青木地域支援課長。

〇青木 務地域支援課長 お答えをさせていただきます。

ただいま議員さんのほうからお話をいただいたこと、全くそのとおりだなというふ

うに思っております。先ほども町長の答弁の中でもございましたが、人身事故、確か

にここ数年見てみますと減少しております。数値的には、ここ５年間で約38％くらい

減少しております。ただ、それに比して、軽微な物損事故、こういった事故の件数は

数％の減というような形になっておりまして、いまだ交通事故は減っておらないとい

うような状況はあろうかと思います。ただ、死亡事故が続いていると。これは、ひと

えに交通安全に携わっていただける皆様方の本当にご協力のもとというふうに感謝を

しておるところでございます。こういった皆様方の意識をさらに高めていく、決意を

持って引き続き継続をしていただく、こういったことをいかにしていくかというのは

大変大きな問題であるというふうに思っております。

こういった条例を制定をして、町の内外にアピールをしていく、こういったことも

大変重要なことだというふうに思っておりますので、町長の答弁のとおり今後研究を

してまいりたいというふうに考えております。

以上でございます。

〇大野敏行議長 第５番、青柳賢治議員。

〇５番（青柳賢治議員） なかなか条例といいますと、大変なような感じもしますけれ

ども、群馬県の条例を調べてみても、目的が第１条から、県民交通安全の日含めて、

死亡事故多発時の対応まで16条です。やはり理念といいますか、町として、そういう

思いを町民に伝えるということも大事なことだと思います。できるだけ、我々議会も

立法権がありますので、どこかでそういったことができればいいかなと思っておりま

す。

それで、１点だけ課長に確認しておきたいところがあるのですが、実は、去る11月

23日だったかな、ちょっとうちの地域内で車と自転車が衝突したのです。どうも聞い

てみると、最初は、いきなり自転車がちょっと出た形でやられたというような話だっ

たから、それはちょっと、速度だとかどうだったかなと思って、私も警察に問い合わ

せたわけではないのだけれども、たまたまそこにあるうちの地域の区長さんでいらっ



- 115 -

しゃって、青柳さん、大変だよ、頭から血が出ているのだという話になってしまって、

それで私も知っている方だったのです。そのときは、だからどうも嵐山のところの滑

川寄りのところと、明星のちょっと先のところなので、東松山の管内なのでちょっと

微妙なところらしいのです。ただ、随分小川警察署のパトカー、ずっと飛んでいった

というのは、消防車というかな、記憶あるのですけれども。ただ、そのときちょっと

区長さんに聞いてみたのだけれども、例えばそういう事故が嵐山町内なんかで起きた

ときなんか、警察から担当課のあたりに、ここでこういう事故起きましたというよう

な連絡は来るものなのか、来ないものなのか、その辺ちょっと確認させてください。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

青木地域支援課長。

〇青木 務地域支援課長 お答えをさせていただきます。

ただいま議員さんのほうで事例を１件出していただきましたが、恐らくそちらの事

故については、東松山管内だというふうに把握をしているところでございます。

警察から連絡が来るかというご質問の内容でございますが、一つ一つ細かい事故に

ついて、その都度いただくということは、これは現状ではございません。ただ、日ご

ろ警察とは連絡を密にするように努めておりますので、その都度情報交換等行ってい

ると、こんなような状況でございます。

以上です。

〇大野敏行議長 第５番、青柳賢治議員。

〇５番（青柳賢治議員） そうですね、これも……そうか、区長さんあたりまで連絡来

ないのだな、それは東松山の関係だったからわかりませんけれども。例えば区長さん

の仕事がふえてしまって、大変だよと言われたらそれまでなのだけれども、例えば交

差点だとか多発の場所がありますよね、よくパトロールのときなんかもいろいろと話

が出ます。もう少し地域に、例えばうちの地域の場合でいくと、ミニストップのあの

辺のところの曲がり角だとか、少しピント落としてあるところもあるのですけれども、

その地域の中でも。やはりしっかりと、軽微なものは別としても、ある程度ちょこち

ょこと言ってはおかしいけれども、ちょっと起きているなと。これは、大きな事故に

なってしまうなというようなものは、担当課から地域の区長さんなりに話をして、そ

して、地域でも総会があったり、班長さんなんかもいるわけだよね。そういう中で、

ここはちょっと気をつけましょうねというようなことがあるだけでも随分違うと思う
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のだ。そういうことについては、担当課長どう思いますか、わかりますか。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

青木地域支援課長。

〇青木 務地域支援課長 お答えをさせていただきます。

まず、嵐山町内で、どういった箇所で交通事故が多発しているか、こういった町民

の皆様への情報提供に関しましては、今年度５月ぐらいでしょうか、５月か６月ぐら

いから、１階の町民ホールの入り口のほうに大きな図面をつくりまして、掲示をさせ

ていただいております、一定期間ですね、させていただいておりました。今は、もう

かなり日数がたちましたので、撤去させていただいておりますが、そういった形を通

して、町民の皆様にはご案内をさせていただいているところでございます。

また、今年度、新たな事業といたしまして、防犯モデル地区事業というものを開始

をしております。今年度につきましては、菅谷の７区と川島１、２、３区合同で、こ

の２つの地域で取り組んでいただいております。この事業の中におきまして、それぞ

れの地区でどういった箇所、防犯あるいは交通安全の観点から危険性が高いのか、ど

ういった場所が危ないのか、こういったことを地域の皆様が地域を回りながら確認を

し、それを図面に落とす、このようなことをしていただきました。既に両地区ともそ

ういった図面が出ております。こういった図面を作成をし、それを地域の皆様方にご

案内をしていく、こういったことによって、今、議員さんがお話しのような地域の皆

様を守ることにつながっていくのかなというふうに考えております。今後もこういっ

たモデル地区事業、推進をしていきまして、それぞれの地域で取り組んでいただく、

このようなことを考えておるところでございます。

以上です。

〇大野敏行議長 第５番、青柳賢治議員。

〇５番（青柳賢治議員） そこに、１階のところで掲示してあったというようなことが

ありましたということですけれども、何かもう少し大事なことではないかと思うので、

そういうことこそ広報の中に入れ込んで町民の皆さんに周知をするとか。大事なこと

ですよ、人身事故なんかなったら。その辺は、やはりもう少し皆さんに知らせるとい

うことを、何を知らせるのだというようなことを含めて考えてもらいたいと思います。

それはいいですね。

それで、いずれにしても、とにかく事故が今回は数件ふえているわけですよ、去年
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よりも。だから、やはりそういった、せっかく大勢の皆様がかかわって1,700日、さ

らには、またさらに伸ばしていこうというようなことを思って進めている活動ですか

ら、何とかそれが生きるようなところへ、役場の皆さんもそうだし、我々一議員もそ

うだけれども、町民の皆様もあわせて進めていかなくてはならぬだろうなというよう

に思うので、ぜひとも、ひとつさらにわかるような形でやっていってください。お願

いします。

次、移ります。

〇大野敏行議長 はい、どうぞ。

〇５番（青柳賢治議員） 認知症対策の推進についてでございます。

今や認知症高齢者によります高速道路での逆走、さらには自動車運転による事故等

は後を絶たず、認知症高齢者に対しての地域が一体となった支援というようなものが

急務になってきたのではないかと思います。そんな中で、近ごろテレビを見ても、い

ろいろな冊子を見ても、非常に認知症の取り上げ方が多いようにも感じます。

そんな中で、認知症サポーター、さらには認知症の地域支援推進員の設置など、嵐

山町に求められる実行できる総合的支援事業、支援体制といいますか、その点につい

てお尋ねしたいと思います。

〇大野敏行議長 それでは、答弁を求めます。

山下長寿生きがい課長。

〇山下次男長寿生きがい課長 それでは、質問項目３につきましてお答えをいたします。

少子高齢化社会が進展し、高齢者の人数がますます増加してきている状況の中で、

認知症は誰にでも起こり得る脳の病気ということであり、大変大きな社会問題となっ

ています。認知症の有病者数は、平成24年には約462万人、高齢者の約７人に１人と

推計されていたものが、団塊の世代が75歳を迎える平成37年には約700万人、約５人

に１人になると推計されています。

認知症施策は、第６期介護保険事業計画において地域包括ケアシステム構築のため

の重点的な取り組み事項に位置づけ、今後増加する認知症高齢者を地域で支えるため

に、早期診断、対応等、本人、家族への支援を実施する体制を構築することを基本理

念としております。現在平成27年１月に策定された認知症施策推進総合戦略、新オレ

ンジプランといいますが、を踏まえ、引き続き認知症サポーターの養成等により地域

で支える体制づくりを推進するとともに、新たに認知症地域支援推進員の設置及び認
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知症ケアパスの作成による医療、介護の連携強化や相談、支援体制の構築、徘回高齢

者位置探索サービス事業による介護者の負担軽減に取り組んでおります。

また、今後は集いの場を開設して、認知症の方やその家族等が情報交換や介護負担

を軽減できる場の提供、認知症初期集中支援チームを配置して、早期診断、早期対応

に向けた支援体制を構築していきたいと考えております。

以上、答弁とさせていただきます。

〇大野敏行議長 第５番、青柳賢治議員。

〇５番（青柳賢治議員） 本当そうですよね。これは、どなたでもなる病気なのです。

まず、その辺から捉えていかないと、昔の名前が、有吉佐和子の「恍惚の人」という

ようなことがあるわけですけれども、これは今はもうアルツハイマー型がほとんどを

占めると言われている、６割ぐらい占める、４つぐらいの型があるそうですけれども、

どなたでもなる病気だという入り口の捉え方が大事なのだろうなと思うのです。

そして、今回答いただきましたけれども、いろいろな議会において、決算委員会や

ら、いろいろな質疑を聞いていまして、非常に地域包括支援センターの事業というも

のが仕事の量が膨らんできている。そういうようなことから、まずそういったことを

支えていく、それに携わる職員の皆さんとかの仕事がかなりの量になってきているの

ではないかというような、ちょっと私その危惧があったものでこの質問も出させても

らっているのですが、その辺のところ、こういったことだけではないでしょうけれど

も、介護保険事業全般含めて、痴呆症のようなものがかなりふえてきているわけです。

そういうようなところでは、課長、どのように捉えてらっしゃるか。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

山下長寿生きがい課長。

〇山下次男長寿生きがい課長 お答えをさせていただきます。

現在地域包括支援センター、長寿生きがい課の中に設置をされておるわけでござい

ますけれども、今年の４月の体制では４名の職員がいたわけでございますが、１人の

保健師の方が退職を９月いっぱいでされまして、現在は３人の体制、それにそれを補

充するような形で、嘱託員として２名の方が来ていただくようになりましたので、10月

からはそのような体制で実施をさせていただいておりますが、この認知症ということ

だけではなくて、包括支援センターにいろいろな相談等がございます。

その件数も相当な件数になっておる状況でございまして、今年の相談件数でいきま
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すと、総合相談ですか、ケアマネの相談、高齢者虐待の相談等で、延べの相談回数と

しますと2,462回ほど11月まで受けている状況でございます。これを包括の職員が対

応しているような状況でございますので、担当課としますと、今後こういった状況も、

これからもどんどん続いていくのだというふうに思っておりますので、そういった体

制も整備をしていただいて、今後また対応をしていければなというふうに思っていま

す。

以上でございます。

〇大野敏行議長 第５番、青柳賢治議員。

〇５番（青柳賢治議員） 確かに、この間の広報紙の中に入りましたこの嵐山町認知症

ケアガイド、さらにはこの後、11月にこういったものが発行できるというので、ガイ

ドブック、私もいただいてきました。それで、このような知識を全ての人が持つとい

うことにはならないかもしれないけれども、ただこれから非常にふえていく認知症の

人たちに対して、やはり今、担当課がどれだけのことができるかを含めてだけれども、

何だかんだ、やはりそこで町として考えていかなくてはならぬのは、私ちょっと思い

ますけれども、この第６期の「健康で互いに支え合う活き活きとしたまちらんざん」

というこの冊子も見ますと、非常にいろんな事業が展開されているのですね。

そして、そこまで至らないものもあるのだけれども、どうなのでしょうか。私一つ

思うのは、今2,000何百回の相談受けていると。何百人といったかな、2,400人か。そ

うすると、職員はもうそれだけでも手に負えないというか、大変なことだよね。そん

なので、こういったいろいろ行われている事業の中にやっぱり職員も出ていっている

わけです。もう少しその辺のところを、これ見ていると、いろんな事業が展開されて

いますよね、この中には。この辺をもう少し、ある程度こちらのほうのサイドはちょ

っと自立してやってもらって、我々のほうが少し、今言ったそういった既に対応して

いかなくてはならないような場所、特に痴呆症等に対してですよ。特化をしていくと

言ってはおかしいけれども、特にそこに力を入れていくのだと、人材投入していくの

だというようなことも考えていかなくてはならないのではないかというふうに私は思

っているのですが、課長その辺どういうふうに思われる。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

山下長寿生きがい課長。

〇山下次男長寿生きがい課長 お答えをさせていただきます。



- 120 -

担当課のほうでは、いろいろな予防教室等を実施をしている状況でございますけれ

ども、例えば一つ認知症関係で言いますと、脳の健康教室というような事業も開催を

させていただいております。これは、簡単な読み、書き、計算をしていただいて、そ

ういった学習を継続することで脳の活性化を図り、認知症等の予防を図るというよう

な事業でございますけれども、こういった事業の中では、このサポーターさんという

方に参加をしていただきまして、その方の指導のもとに教室をやっていただくという

ようなこともやってございますので、職員が全て事業に参加してやっているというよ

うな状況ではなく、今現在でもやっておりますので、そういったことが今後もいろん

な教室等の中でやっていければいいのではないかというふうに考えております。

以上でございます。

〇大野敏行議長 第５番、青柳賢治議員。

〇５番（青柳賢治議員） 今答弁いただいたように、それぞれ部署部署でそのようなリ

ーダーさんがいてやっていくというようなことも、かなりこれからも大事だと。ある

程度自立してやっていけるようなところは、もうある程度そこに任せていくようなこ

とも大事で、何をやらなくてはならないかと。そうなってくると、やはり介護に実際

に携わる人たち、家族の人だとか、そして実際にそういうふうな立場の人たちだとか、

そういう人たちに支援の手を差し伸べていくということが一番大事なのだ。そうなっ

てくると、今ここに集いの場というのをやられるということで、非常にこれは結構な

ことだと思います。そこに、ぜひとも65歳から70歳まで元気な人がいるわけだ。その

人たちにお願いして、少し世話してもらえませんか、お願いできませんかというよう

なことがあっていいと私は思うのだけれども、課長どう思われる。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

山下長寿生きがい課長。

〇山下次男長寿生きがい課長 お答えをさせていただきます。

先ほどの答弁の中で、集いの場というようなものを今後計画をして、開設をしてい

きたいというようなお答えをさせていただきました。その中の方法の一つとしては、

今議員さんがおっしゃられたような、元気にいろいろなサークルですとか、ボランテ

ィア等やられている、そういった高齢者の方に協力をいただいて、そういったことを、

今思っているのは認知症カフェとかいうような形で考えているわけでございますけれ

ども、そういった中のスタッフとして、活躍といいましょうか、協力をしていただけ
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る、それも一つの方法ではないかというふうにも考えているところでございます。

以上です。

〇大野敏行議長 第５番、青柳賢治議員。

〇５番（青柳賢治議員） 本当に、ここのところをどういうふうに町も含めて、町民の

皆さんと協働していくかということが肝心だと思うのです。そして、やはりその辺は、

今言ったところにお互いさまだと、いつ来るかもわからない、まして若年性なんかの

もある、そういうような理解を求めていくことも必要だと思うし、そしてぜひ私が、

ここでひとつ65歳になったら、町で、皆さんお願いしますよというようなことをやっ

てほしいのは一つあるのです。

それは、日本経済新聞に「私の履歴書」という記事が載っていますね、一番最後の。

65歳になったら自分の履歴書を書いてもらうのです、65歳の履歴書を。それは何かと

いうと、痴呆症になったときに、趣味だとか色だとか食べ物だとか、そういったもの

が、その先のもう非常に手がかかるようになった状況のときでもいろいろ助かるので

すって。そういう本を私読んだのです。そんな中で、それは秘密のことは書けないか

もしれないけれども、趣味は何の趣味だとか、カラオケが趣味だとか、あと絵を描く

ことだとか、そんなことでもいいらしいのです。そんなものが残っていると、それに

対応できるケアが考えられてくると。非常にそれが、そういったことが、その人を生

き生きとした状況にまた進めていけるというようなこともあるらしいので、ぜひひと

つ検討をお願いしたいなと思っております。

認知症については、とにかく誰でもなる病気ですので、その辺の理解を深めながら、

みんなの手をかりながら乗り越えていこうというふうにお願いしたいと思います。

〇大野敏行議長 答弁よろしいですか。

〇５番（青柳賢治議員） はい、結構です。

では、次に移ります。

〇大野敏行議長 この際、暫時休憩をいたします。再開時間を11時10分といたします。

休 憩 午前１１時０１分

再 開 午前１１時１０分

〇大野敏行議長 休憩前に引き続き会議を再開します。

青柳賢治議員の一般質問を継続いたします。
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項目４の嵐山渓谷ハイキング道路の補修整備についてからです。どうぞ。

〇５番（青柳賢治議員） 続きまして、４点目でございますが、嵐山渓谷ハイキング道

路の補修整備についてでございます。

こっちにつきましては、９月の台風18号の影響によって、千手堂入り口からあずま

やに至るまでの道路がかなり大きな亀裂が生じて、傷みがあったわけでございます。

ただ、早急な整備が実施されまして、紅葉のシーズンに間に合いました。担当課の努

力に対しまして高く評価をするところであります。ただ、あの雨でございますので、

山際等を見ますと、崩れている部分だとか、まだいろいろあります。

そんな中で、私が今回ここで申し上げたいのは、この町の自慢である嵐山渓谷なの

です。ハイキング道路等の修繕に当たって、広く町民への協力を呼びかけたり、お願

いというようなものもあっていいのではないかというふうに思ったものですから、町

の考え方を聞かせていただきたいと思います。

〇大野敏行議長 それでは、答弁を求めます。

菅原まちづくり整備課長。

〇菅原浩行まちづくり整備課長 それでは、質問項目４につきましてお答えをいたしま

す。

嵐山渓谷ハイキング道路につきましては、平成25年度から川のまるごと再生事業に

より整備を進めてきております。この事業は、整備内容から維持管理について、県や

町、地元住民の代表の方や観光協会などの関係団体の方と協議会を発足し、検討を行

ってまいりました。平成27年度には、ハイキング道路などの施設整備はほぼ完了いた

しますので、今後は維持管理とともに、その利活用に取り組んでまいることになりま

す。維持管理と利活用についても、協議会において検討されているところでございま

す。ご指摘いただいたとおり、この事業の取り組みをいかに広く町民の方々などに知

っていただき、参加していただくことが大きな課題と考えております。協議会におい

て、主要な課題として検討してまいりたいと考えております。

以上、答弁とさせていただきます。

〇大野敏行議長 第５番、青柳賢治議員。

〇５番（青柳賢治議員） その協議会、観光協会が中心なのでしょうけれども、どのよ

うな団体で構成されておるのですか。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。
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菅原まちづくり整備課長。

〇菅原浩行まちづくり整備課長 それでは、お答えをさせていただきます。

関係団体でございますが、嵐山町観光協会、それからＮＰＯ法人自然の会・オオム

ラサキ、さいたま緑のトラスト協会嵐山支部、嵐山モウモウ緑の少年団、槻川をきれ

いにする会の方々が協議会のほうに参加をしていただいております。それから、地元

といたしまして、遠山、千手堂、鎌形の区長さんのほうに、協議会のほうに加わって

いただいております。

以上です。

〇大野敏行議長 第５番、青柳賢治議員。

〇５番（青柳賢治議員） わかりました。

この協議会の会議といいますか、どのような程度で行われているものなのでしょう

か。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

菅原まちづくり整備課長。

〇菅原浩行まちづくり整備課長 この嵐山渓谷の整備につきましては、県の川のまるご

と再生事業ということで、槻川を一つの小京都のテーマということで、小川町と嵐山

町が一体となって整備を進めている事業でございます。嵐山町部会、それから小川町

部会ということで部会がありまして、その部会を合わせまして全体会ということで会

議のほうを開催しております。

各部会の会議につきましては年１回程度、それから各部会の会議を受けまして、全

体会議ということで、それも年に１回、そういった形で行っておりますが、細かい打

ち合わせ等につきましては、関係する方々等と随時、正式な会議ということではござ

いませんが、打ち合わせをさせていただきながら、ご相談も含めて進めさせていただ

いているという状況でございます。

以上です。

〇大野敏行議長 第５番、青柳賢治議員。

〇５番（青柳賢治議員） いろいろ団体の方がそこにかかわって、今日あのような観光

協会の関東一のバーベキュー場だったり、こういう結果になってきているのでしょう

けれども、嵐山渓谷は町民の皆さんの財産でございますので、その辺は町民の皆さん

においでいただくというようなことが非常に肝心なことだと思います。



- 124 -

先日も、11月22日だったですか、朝日新聞か何かの紹介があったということで、非

常に大勢の方が、渡りのできたところを渡りながら渓谷の上流まで行っていらっしゃ

いましたけれども、吉見だったかな、来ている方が絵を描いていらっしゃって、やっ

ぱりあれですね、ちょうど平成楼からある橋のところから見た色合いというのが、一

番京都の嵐山に似ているのですかねというような方がいらっしゃったので、そうなの

ですよと、あの橋の下から本多博士が上流を見たときの山が、まさに京都の嵐山だっ

たというようなことなのですよという話をしてあったのですけれども、非常に大勢の

方が絵を描いたり、来ていました。

そして、そういうことで、我々もあそこに春の時期や秋の紅葉の時期行って、自分

自身の心の中を一緒に和ませるといいますか、ゆっくりしてくるわけでございますが、

ここで私申し上げておきたいのは、今協議会という組織が何団体かあるのだと。何と

かここに町民の人たちをもう少し巻き込んでいけないものなのかなというように考え

るのです。そして、その嵐山の第５次総合振興計画は豊かな自然です。あふれる笑顔、

心の通いあうまちらんざんです。豊かな自然ですよ。やはりその象徴は嵐山渓谷です。

そんな中で、私今回提案させていただきたいのは、嵐山渓谷の日というのですか、

春と秋の紅葉ぐらいはみんなで行って、うちの自慢の宝だから少し道普請してみよう

よ、ちょっと出ている枝を刈ってみようよとか、そんな形で本当にできる方に来ても

らって、そしてそれが嵐山渓谷だけではなくてもいいのです。例えばどっかで枝が出

ていてどうにもならないというようなところもあるわけです。そんなところにつなげ

ていけるような活動を、それこそ官も民も一体となってやっていくというようなこと

があっていいのではないかと私は考えますが、町長どうですか、答弁。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

岩澤町長。

〇岩澤 勝町長 お答えさせていただきます。

広く町民に協力を呼びかけたらどうだという、議員さん、前から話をしていただい

て、大変ありがたい話なのですけれども、嵐山町のこの全体の中で、やっぱりどうに

も手が回らなくなってきているところというのが出てきてしまっているのです。

それで、それはこの自然環境を守るというだけではなくて、今もお話に出ました認

知症ですとか、その前お話あった交通安全ですとか、いろんなところに手が回らなく

なってくると。今まではやれていたのだけれどもよというようなことというのが、年
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々何となく薄くなってくる、やりづらくなってくるというような状況が、これがまさ

にこの人口減少の社会、これをどうにかしなくてはというところが、そういうところ

なのかなというふうに思うのです。

おっしゃるとおりなのです。先日もやっぱり議員さん、あの場所をボランティアで

回られたり、また道案内をしたりということで、詳しくふだんから活躍をしていただ

いているわけですけれども、先日もハイキングでお会いしましたけれども、あれだけ

の人が、あそこのところゴールして、それでちょうど雨の上がった後だった、一部ぬ

かるんでいるようなところもありましたし、それとトラストの皆さんのあれなのでし

ょうか、大分ハイキング道路の両側、切って払って見晴らしがよくなっているのです。

ああいう状況のところに来ていただいた人たちによく見ていただいて、写真を撮った

り、今お話のように絵を描いたりというようなことで楽しんでいただいているわけで

すけれども、あれはずっと続けていくことというのは、やっぱり嵐山町の嵐山渓谷、

これをあのまま町外の人に見ていただくということを取り組むのには、やっぱりおっ

しゃるような体制をしっかりしていかないとできないのかなと、そんな感じがするわ

けです。

ですので、それをどういうふうな形にやったらいいのかなというのがあるわけなの

ですけれども、何としてもこの意識をしっかり持って、協力の意識づくりというので

すか、交通安全にしてもそうですけれども、やっぱり町で決めたからこれをやってく

れ、きょうは当番が誰だよと言って出てきてくれるというような状況にもないように

思いますので、やっぱりあそこのところどうしようかとか、交通安全どうしようとか、

認知症対策というのはどうしようとかいうようなことを少しでも意識を強く持っても

らえるような形をとっていかないといけないのかなと。

その前の選挙の投票権の問題もそうです。子供が、新しく入る人たちに対してどう

アプローチをしていくか、大きな問題だと思うのですけれども、その前に、それでは

その子供たちの入る前の投票権がある人たちはどうだったのだろうということもある

わけです。ですから、若い者だけどうなのだ、今度新しい人が入るからどうだという

だけではなくて、その上の人たちもある。

ですから、ここのところでちょっと話がそれてしまって申しわけないですけれども、

地方創生、我が町の人口プログラムを立ててということでやるわけですけれども、や

っぱり国というのは国土があって、それで国民、人がいて、それで制度、システム、
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これがそろわないとできない。その中で、今日本の国というのは土地があって、人が

いてと言いますけれども、その人が少なくなってきている。ですから、そのシステム、

制度でどうにかカバーをしていくというようなことというのはできないかということ

だと思うのです。ですので、それが全ての、本当交通安全もそうですし、認知症もそ

うですし、それでこの自然環境を守るということも、やっぱりそういう中で、今まで

はやっていないけれども、こういうのはどうだというようなことを、どんどん今の時

代に合ったものが出てこないと、日本の国というのは、嵐山町だけでなくて守ってい

けなくなってしまうのかなというふうな感じがするわけです。

国というのをしっかりもう一回考えるようなこと、さっきの選挙にしてもそうです

けれども、もう選挙権というのをどう戦って今の選挙権がとれているのかという、こ

ういう歴史というようなものも、やっぱり先ほどいろいろ話があった選挙にかかわる

若い人たちと言いますけれども、そういうものを学校現場で、戦いとったという選挙

権のありがたみというようなものをもう一度教育の中でしっかり位置づけていくとか

というような、一つ一つ今の人口減少社会に合ったというか、なってしまったこうい

う状況をもう一度原点から振り返ってみて国づくりをしていくということが、まさに

今必要なのではないかなというふうに思うのです。

ですので、議員さんおっしゃる国民に、町民に１人でも広げていったらどうだろう

というお考えですけれども、大変ありがたい考えで、町としてもぜひそういう形に取

り組んでいければなと。それにはどうしたらいいのか、皆様方のお知恵をおかりをし

たいというふうに思っております。

〇大野敏行議長 第５番、青柳賢治議員。

〇５番（青柳賢治議員） 今の町長の答弁で、本当にやはり今までできていたことがで

きなくなるという時代にはなってきたのだと思います。ですから、やはりそれを当然

と受けとめていくのか、それともこの中で、これはやはり今の時代ではふさわしくな

いと切っていくのかということも必要なのではないかというふうに思うのですね。

ですけれども、やはり嵐山町が第５次総合振興計画で掲げた「豊かな自然 あふれ

る笑顔 心の通いあうまち」というのは、やはり町民の皆さんの協力のもとに、一つ

の象徴として嵐山渓谷でそのような作業に触れるという姿は、まさに行き着くところ

の、私は将来像だというふうに思っております。

ですので、これは執行のほうだけに申し上げるわけではございません。我々一人一
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人、私もＮＰＯ法人の会員の一人でございますが、できる限り嵐山渓谷に大勢の方が

来てくれる、それを何とかそこから、ミキシャツ買ってもらったり、経済の活力にも

つなげるような形で今後とも研究していきたいと思いますので、ひとつよろしくお願

いしたいと思います。

次に移ります。

〇大野敏行議長 どうぞ。

〇５番（青柳賢治議員） ５点目のまち・ひと・しごとに関する意識調査についてのア

ンケートでございます。

この報告書を最初にぱらっと読んだときは、一人の議員としても非常に胸が痛むと

いいますか、ちょっと俺の考えていることと違うアンケートの答えがあるなという程

度ではなく、非常に胸が痛みました。その中で厳しい意見もありまして、このような

意見に対して、まち・ひと・しごとの創生の計画をつくるためのアンケートとはいえ、

自由筆記の、皆さん一人一人の町民の声が載っているわけです。このようなことに対

しましてどのように受けとめて、そしてその策定の中で生かしてきたのでしょうけれ

ども、さらに今後のまちづくりを含めてこのアンケートを活用したりしていくのか、

そういう点についてお尋ねしたいと思います。

〇大野敏行議長 それでは、答弁を求めます。

青木地域支援課長。

〇青木 務地域支援課長 それでは、質問項目５につきましてお答えをさせていただき

ます。

町では、第５次嵐山町総合振興計画策定時においてアンケートを実施をいたしまし

たが、アンケートの内容の分析をするのみならず、自由意見においても公表したとこ

ろでございます。また、今回の嵐山町人口ビジョン及び総合戦略の策定におきまして

も同様に、アンケートの集計結果に加え、町民の皆様の貴重なご意見である自由意見

についても公表をいたしました。総合戦略を策定するに当たり、アンケート以外にも

各種団体の方との意見交換や嵐山町総合戦略策定委員会においても貴重なご意見をい

ただいたところでございます。

いただきました意見の全てを総合戦略に盛り込むことはできませんでしたが、総合

戦略策定に当たり定めた３つの基本方針に適合し、総合戦略に盛り込むことが可能な

ものについては掲示をさせていただいております。今後総合戦略につきましては、Ｐ
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ＤＣＡサイクルにより検証を行いつつ実行していくことになっておりますので、その

手続に沿って行ってまいりたいと考えております。

以上、答弁とさせていただきます。

〇大野敏行議長 第５番、青柳賢治議員。

〇５番（青柳賢治議員） そうしますと、今課長が答弁いただいたこの自由記述意見、

これですね、これは担当する課の課長が全て読んでいるということでよろしいですか。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

青木地域支援課長。

〇青木 務地域支援課長 お答えをさせていただきます。

ただいまの答弁の中で、自由意見につきましても町民の皆様方にお示しをさせてい

ただいております。当然町の職員にも同様にお知らせのほうはさせていただいており

ます。

また、今回の策定に当たりましては、庁内会議といたしまして、町長を本部長とい

たしまして、三役並びに各課の課長、局長で構成をいたします創生推進本部、こうい

った会議を持っております。この会議の中で、この自由意見についても皆で討議をし

ております。各課長にも全て目を通していただき、それぞれの所感等々をその会議の

中で話し合っております。その中でも、確かに今の議員さんのご質問の中にもござい

ました。例えば行政に対するさまざまな意見、厳しい意見も多々ございました。窓口

対応どうだとあります。こういったことを当然職員一丸となって真摯に受けとめ、今

後の行政運営に生かしていく、このような所存でございます。

以上でございます。

〇大野敏行議長 第５番、青柳賢治議員。

〇５番（青柳賢治議員） 今の課長の答弁踏まえまして、私前回の議会構成のときに、

文教で子ども・子育てというのをやってまいりまして、当初第一保育園などの視察に

行ってきたところでございます。その中で、この報告書の中の６ページに、きのうち

ょっと佐久間議員も触れられた子育て関係ありましたけれども、ちょっと重複する部

分があるかもしれませんが、私の視点で質問させていただきます。

これは、30歳から39歳の女性の志賀２区の方なのです。保育園や一時保育の人数制

限のため、なかなか預けられずに困っています。週に１回も預けられないため、仕事

に出られず、金銭的に厳しい現状です。一時保育の人数だけでも何とかふやせないで
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しょうかという記述内容なのです。

これに対して、私の認識では、ある程度一時預かりも多少の枠があって、何とか子

育てをしているお母さん方にもご不便をかけずに町としても対応できているものなの

ではないかというふうに認識していたところでございますが、課長いかがでございま

すか。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

簾藤こども課長。

〇簾藤賢治教育委員会こども課長 お答えさせていただきます。

現在４園、ご案内のとおり保育所はあるわけでございますけれども、そのうちの東

昌第１保育園さんが一時預かりを実施していただいてございます。２名の保育士が担

当ということで、１日の定員として12人を受け入れられるということで実施していた

だいておるわけでございますけれども、平成26年度の実績といたしますと、年間

1,277件という実績になります。きのうもちょっと触れた次第でございますけれども、

たまたまと言っていいかどうかわかりませんけれども、今までは待機児童がなかった

のです。それが27年度21人出てという状況の中で、ますます一時保育事業が必要にな

ってきているというのが実情でございます。

今後の対応とすると、きのう佐久間議員さんにお答えしたような内容で推移してい

ければいいなとは思っているのですけれども、現状としてはそういう状況にございま

す。

以上です。

〇大野敏行議長 第５番、青柳賢治議員。

〇５番（青柳賢治議員） 私これだけは今回質問の中で、ちょっと分野が違うかもしれ

ませんけれども、意識調査でございますので、課長さん全て見ていらっしゃるという

中で、きょうはお聞きさせてもらったのですけれども、これだけに限らず非常にいろ

いろなものが、なかなか町民サービス的にどうなのかなというところもあると思うの

です。

やはりきのうの吉本議員の答弁の中にも、今後１月号を使ったりしながら、広報で

いろいろなこれに対しての回答もしていくのだというお話がございましたけれども、

具体的には、どのような回答を広報の中で示していこうというふうに担当課としては

考えていらっしゃいますか。
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〇大野敏行議長 答弁を求めます。

青木地域支援課長。

〇青木 務地域支援課長 お答えをさせていただきます。

昨日も申し上げましたが、今月号、12月号の広報並びに１月の広報紙を活用いたし

まして、今回のアンケート調査の結果をまず町民の皆様にお知らせをさせていただく

と。また、それと同時に、今回策定をいたしました人口ビジョン及び総合戦略につき

ましても、まずは概要版を作成をし、広報紙等を活用し、お知らせをしていく。詳細

については、ホームページ等でご案内をしていく、このように考えているところでご

ざいます。

以上です。

〇大野敏行議長 第５番、青柳賢治議員。

〇５番（青柳賢治議員） ちょっと私が聞き違えたのかな。１月号の広報紙では、この

いろんなアンケートに対して、回答、答弁みたいなものを書くというようにお答えい

ただいたような気がするのですが、そんなことはないのですか。１月号に載せるその

内容のような形を。私は、そのように捉えたのですが、いかがなのですか。

〇大野敏行議長 再度答弁を求めます。

青木地域支援課長。

〇青木 務地域支援課長 お答えをさせていただきます。

今月号、12月号につきましては、まち・ひと・しごと創生に関するアンケート結果

を掲載させていただいております。今回これと同時に、進路希望に関するアンケート

並びに町外居住者、こういった方に対するアンケート、こういったものも行っており

ますので、次号１月号につきましては、今申し上げた他のアンケート結果、こういっ

たものをお知らせをしてまいりたいというふうに考えております。

以上です。

〇大野敏行議長 第５番、青柳賢治議員。

〇５番（青柳賢治議員） 私がちょっと思い違いをしていたかもしれませんが、やはり

これだけの地方創生の経費もかかった上でのアンケートでもあるわけです。自由記述

意見です。やはり私はこれに、町の執行の側として、マイナス情報ですよ。マイナス

情報に対してはしっかりと、町はここまでできるのです、これはできませんというよ

うなことも含めながら、丁寧な回答をすべきではないかというふうに考えますが、課
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長、いかが思いますか。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

青木地域支援課長。

〇青木 務地域支援課長 お答えをさせていただきます。

今議員さんのほうから、丁寧な回答をということでお話をいただきました。今回の

自由意見については、ホームページのほうで詳細版を既に公表させていただいており

ます。この詳細版の中では、それぞれの意見並びにどういった意見が多かったのか、

こういったものも入れてあります。

参考までに申し上げますと、例えばまち・ひと・しごと創生に関する意識調査の中

では、やはり子育て支援体制の充実、あるいは市街地や住宅地区の整備、こういった

ことに対するご意見多々いただいたと。こういった結果もあわせて示して、先ほどの

答弁申し上げましたこういったご意見の中で取り上げられるもの、今回の計画に盛り

込むことができるもの、こういったものについては積極的に入れていったというとこ

ろでございます。こういったご意見を取り入れて、このような計画をつくりました。

こういったことについても、議員さんおっしゃるように丁寧に、町民の皆様にわかり

やすいような広報に努めていきたいというふうに思います。

以上でございます。

〇大野敏行議長 第５番、青柳賢治議員。

〇５番（青柳賢治議員） 書く方もいろんな思いを持って書かれたのだと思います。や

はりその辺をこの中に、町から出ていってしまうよということも書いているわけです。

やはりその辺もしっかりと踏みとどまってもらうような努力は当然なさらなくてはな

らぬ。我々議員もそうでしょうけれども。ぜひその辺を、これだけ年代別にも分けた

りしているのだから、いろいろな指摘をされている部分の中でも、ある程度町の考え

方、思いというものは伝えてほしいというのが私のお願いでございます。

最後に、このまち・ひと・しごとのアンケートを通じて、対応はどうするのだ、な

かなかつらいね、こんなことでと、理解してもらえない、そういうこともあるでしょ

う。この質問に対しまして、私最後に村木厚子さんが先日といいますか、大分前です

けれども、講演されました。その後、ある新聞に記事が載っていました。その記事を

紹介してこの一般質問を閉じたいと思います。

非常に人を支える側から支える側に回った、このような体験された方はなかなかお
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りません。この方が書いた言葉の中に、自分は変わらなくても、あるとき助けられる

立場になるのだと。これが共生社会であると。拘置から終わって１年３カ月が解けて、

内閣府の共生社会担当政策統括官につかれてます。そこで先日も出ましたけれども、

生活者困窮自立支援法などの実現に力を尽くすわけでございます。そして、いよいよ

厚生の次官となられて、日本の予算の３割、30兆円を使う仕事をやられるわけです。

そして、彼女が大学の先生ですか、教わった言葉の中に、公務員は翻訳家であると、

国民のニーズを制度や法律に置きかえて翻訳するのだと、それが公務員の仕事の意味

だと。そして、彼女は公務員として信用を大事にして仕事をしてきた方でした。そう

いった方が、その裁判所の中でいろいろなことを言われましたが、調書が自分の言っ

ている言葉と全然違った言葉が書いてあって、サインをしない、調書を書き直したと

いう方でございます。

そして、その方が今の、退官されましたね、その中でニーズを感じ取る感性、そし

て解決する企画力、これが重要ですよというふうに若い人たちに言葉を残したそうで

す。さらには、説明する力、これが必要ですねと。そして、組織に対して仕方がない

と言うのは、そのマイナスの巨大化こそ組織として最も始末に負えないということを

おっしゃっておりました。

そんな中で、我々町民の福利の向上、そして町の地域の活性化のために働かなくて

はならない私一議員も含めて、執行の皆様にもこのような言葉を、生意気ではござい

ますが申し上げて、今回の私の一般質問を終わります。ありがとうございました。

〇大野敏行議長 どうもご苦労さまでした。

◇ 渋 谷 登美子 議 員

〇大野敏行議長 続いて、本日２番目の一般質問は、受付番号６番、議席番号13番、渋

谷登美子議員。

初めに、質問事項１の埼玉中部資源組合の現状と見通しからです。どうぞ。

〔13番 渋谷登美子議員一般質問席登壇〕

〇13番（渋谷登美子議員） それでは、通告書を読ませていただいて進めていきます。

埼玉中部資源循環組合の現状と見通し、１として、進捗を伺います。

２として、地権者の同意率及び同意を求める職員の働きかけの状況について伺いま

す。これは、嵐山町ではなくて組合のことですから、そのことについてお願いいたし
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ます。

３番目ですけれども、前回の一般質問より地域の地元の要望があれば説明会は開催

するということでした。そのために、説明会開催を組合に求めたわけですけれども、

市町村を通じて説明会の開催を求めてほしいということでした。公費経営である以上

に、吉見町の地元と同様に、他の自治体についても説明会、アセスメント、予算、ラ

ンニングコストについての説明を行わなければ、各市町村の住民の公平性は確保でき

ません。吉見町に全てお任せ状況は、各市町村長の責任放棄とも言えると考えていま

す。

２市６町１村において、吉見町地元と同様の説明会開催を求めます。これは、私は

組合に直接求めるものであると本来思っていますけれども、そうではなくて市町村長

を通じてやりなさいということなので、このことの違いがあるのですけれども、その

ことについて伺いたいと思います。

４番目です。収集運搬は、構成自治体の責任となります。嵐山町分の経費、住民の

粗大ごみの持ち込み等についての考え方を伺います。

これですけれども、説明会の、今回の一般質問の資料にも出しておりましたけれど

も、吉見町役場からは、役場からの距離を一番最初にとったのですけれども、距離が

とても長いのです。吉見町役場からだと７分ですけれども、嵐山町役場からですと28分

かかります。粗大ごみなどを持っていきますと、これはとても大変で厳しいな、特に

焼却ごみを持っていくわけですから、厳しいものがあるなと思います。東秩父村から

ですと44分、ときがわ町役場からですと30分、小川町役場からですと33分という形に

なってきています。これは、私は朝こういうことを調査するので、朝のマップなので

すね、ルート検索。ですから、本当に昼間持っていく時間になると、もっと10分ぐら

いふえてくるのかなというふうに考えています。これかなり住民にとっては重要なこ

とだと思います。それについて全くなされていません。

そして、出所不明なのですけれども、小川地区衛生組合自体においては、収集運搬

については中間地を設けるという話が出ています。これどこから出てきているのか、

さっぱりわからないのですけれども、そのように伺っています、地域で。

構成市町村の収集運搬の回数、経費、行政・民間委託等の把握及び収集運搬につい

ての自治体間協議について伺います。

これについてですけれども、これ資料２になります。資料２については、平成25年
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度の全部のごみの１トン当たりの負担額について計算したものです。そうすると、吉

見町は１トン当たり7,843円になるのですけれども、嵐山町だと１万4,008円、これ全

部資源ごみ、資源プラや缶や瓶を含めた金額です。

そうではなくて、これで見ますと、随分負担額が違うのですね、遠距離であること

によって。なので、そういったことについても説明をしていかなくてはいけないと思

っていますので、その点について伺います。

これ５番目ですけれども、当組合本格稼働というのは、一応33年になっています。

収集運搬は、今話しましたように嵐山町民にも負担が大きいわけです。稼働する場合、

経費等も含めて、これは説明会開催が嵐山町において必要です。施設建設についての

説明と同時期に開催が必要ですけれども。考えを伺いたいと思います。

これについて言いますと、埼玉中部資源循環組合について説明会を地元で開催して

くださいと。そうしたら、それについては施設建設、施設稼働については、市町村を

通じて要望があったら、それは説明するかもしれないこともあるということでしたけ

れども、この収集運搬については各市町村の担当になっているので、埼玉中部資源循

環組合については、ここについては責任は持っていないということだったので、そう

すると今の各市町村については、全くこの現状について説明が話されていなくて、予

算負担についても話されていなくて、そして今の現状があるということですので、お

願いしたいと思います。

特に、これからの将来人口減少が進んでいるわけですけれども、３番について続い

て話しておきますけれども、今の状況ですと、吉見町や桶川や、それから東松山、川

島に関してはスケールメリットがあると思います。１日１トン当たり220トンでした

っけ、そのぐらいの感じですけれども、人口減少が進んでいくと、それだけの焼却量

のごみを集めなくてはいけなくなってきます。そうすると、おかしな形になってくる

と思うのです。今までの一般ごみのほかの形の、もっと優良なところからごみを持っ

てこなくては焼却炉自体が維持できなくなるということもあります。

あわせて、そういったことも含めて、説明会開催をしていかなくてはいけないと思

いますので、それについての中部組合の現状と見通しについて、１から５までご答弁

をお願いいたします。

〇大野敏行議長 それでは、小項目（１）から（５）の答弁を求めます。

安藤副町長。
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〇安藤 實副町長 それでは、最初に（１）につきましてお答えをさせていただきます。

進捗でございますけれども、川島町の加入につきましては本年９月、構成市町村の

議決をいただきまして、11月11日付で県知事の許可が出ました。12月１日をもって正

式加入となったところでございます。このことに伴いまして、ごみ処理基本計画が変

わるわけでございまして、その見直しに着手をしております。

それから、委託関係でございますけれども、環境アセスの調査、これを行うために

必要な計画書の作成、バイオガスプラントの可能性調査など３業務を発注しておりま

す。

次に、（２）でございますけれども、埼玉中部資源循環組合に確認したところ、７

月より組合職員と吉見町職員とで地権者宅を個別に訪問をいたしまして、現況調査等

に関する協力のお願いをしているということであります。

これは、現地の調査等の実施に当たりまして、どうしても土地への立ち入りが必要

となりますので、その承諾をいただくためのものでございます。この訪問時に事業全

体の内容やスケジュールもあわせて説明をしているというふうに伺っております。し

たがいまして、用地取得などについての地権者の同意、これにつきましては今後の予

定というふうに伺っております。

次に、（３）でございますけれども、組合では新しいごみ処理施設等の整備は、構

成市町村のごみ処理基本計画と切り離すことができないものであることから、現時点

では吉見町における説明会と同様、要望がある市町村と協力をして開催することを想

定をしております。なお、少人数であれば、組合事務所でも説明は可能ということで

ございます。

（４）でございますが、可燃物の収集運搬につきましては、現在まで構成市町村間

の協議は実施しておりません。したがいまして、現時点では経費の積算も行っておら

ないところでございます。ごみ処理基本計画の見直しに伴いまして、今後は収集運搬

についての構成市町村間の協議を実施をいたしまして検討してまいりたいと、このよ

うに考えております。

また、新たなごみ収集の体制、お尋ねでございますけれども、広報や説明会を通じ

まして周知を図ってまいりたいと考えております。

最後に、（５）でございますけれども、埼玉中部資源循環組合施設の本稼働に際し

ましては、ご指摘をいただきましたとおり住民説明会は必要と考えております。した
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がいまして、町としても開催を考えております。しかしながら、時期や場所、説明内

容等につきましては今のところ未定でございます。

以上、答弁とさせていただきます。

〇大野敏行議長 渋谷議員の一般質問の途中ではございますが、この際、暫時休憩をい

たします。再開時間を１時30分といたします。

休 憩 午前１１時５７分

再 開 午後 １時３０分

〇大野敏行議長 休憩前に引き続き会議を開きます。

渋谷登美子議員の一般質問を続行します。第13番、渋谷登美子議員。

〇13番（渋谷登美子議員） まず、２番目なのですけれども、地権者の同意率というの

ではなくて、承認を求めているということですけれども、ここに現況調査等に関する

ご協力のお願いという文書をいただいているのです。それのご協力のお願いに承認さ

れた方というのはどのくらいいらっしゃるのか。これが承認されないと、環境アセス

メントと地質調査、測量もできないですよね。それについて伺いたいと思います。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

安藤副町長。

〇安藤 實副町長 このたびの計画地の地権者が25人というふうに伺っております。

今現在、この地権者の方の土地に立ち入ることについて皆様方のところにお伺いを

して同意をいただいているというふうな段階でございますけれども、その中で事業の

計画、それから今後のスケジュール、そういったものをお話をしながら皆様のご理解

をいただいていると。また全員終わったということではなくて、繰り返し繰り返しお

願いをさせてもらっているというふうなことでございます。

以上です。

〇大野敏行議長 第13番、渋谷登美子議員。

〇13番（渋谷登美子議員） 職員の働きかけの状況ということですが、繰り返し繰り返

しお願いに行っているということで既に７回も来ていただいて、とても困っていると

いう状況であります。

もともとこれに反対していらっしゃる地権者の方もいるわけで、そのような場合、

何回も何回も働きかけをする必要はないのではないかと思いますけれども、その点に
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ついては副町長といいますか、管理者としてはどのように、副管理者としてはどのよ

うに思われますでしょうか。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

安藤副町長。

〇安藤 實副町長 地権者の方の同意をいただくことというのは、この事業のキーにな

るわけでございまして、組合も吉見町も本当に粘り強く丁寧に、ご理解を得るべく今

努力をしているというふうに伺っております。

以上です。

〇大野敏行議長 第13番、渋谷登美子議員。

〇13番（渋谷登美子議員） では、３番に行きます。これは副町長に聞いても、２番続

けてもしょうがないので。

説明会開催というのを、各市町村でこのようなものを行っていくべきであると思う

のです。各市町村のごみ処理基本計画と、この焼却炉の計画とが連動するために各市

町村を通してということでしたから、そうしますと各市町村は、中部資源組合と一緒

になって協力して、そして各市町村の住民に説明に上がるというのが、そして説明を

するというのが筋ではないかと思いますが、希望者がいたら説明するというのではな

く、これは自治体の責務として行うべきであると考えますが、その点についてはどの

ように考えられますか。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

安藤副町長。

〇安藤 實副町長 ごみの処理につきましては、議員さんよくご承知のとおり市町村の

事務でございまして、これは効率的に処理するために一部事務組合をつくって処理を

しているというふうなことでございます。

このたびの吉見町の資源循環組合につきましても、９市町村が一部事務組合をつく

って共同処理するということで進んでおるわけでございますけれども、もともとの法

律の組み立てが、ごみ処理の基本計画はそれぞれの市町村がつくらなければならない

と、そういうふうな基本がございまして、そういったことを基本として考えると、市

町村民、それを構成する市町村の方々にも、その一部事務組合に参加をしている市町

村も一緒になって説明をしていくということが求められているというふうに考えてお

りまして、中心となるのはあくまでも一部事務組合、それにかかわる構成市町村も一
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緒になって事業を進めていくと、そういうふうになると思います。

以上です。

〇大野敏行議長 第13番、渋谷登美子議員。

〇13番（渋谷登美子議員） そうしますと、しかるべきときには説明会をするというお

話だったと思うのですけれども、先ほどの答弁ですと。しかるべきときというのはい

つになるのか。そのことを伺いたいと思います。

また、少人数であれば、組合のほうに来ていただければということですけれども、

少人数であるかないかにかかわらず、地元で説明会をしていくというのも、ごみ処理

を行う責務のある自治体の責務であると思うのですけれども、その点について伺いた

いと思うのです。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

安藤副町長。

〇安藤 實副町長 現時点で、先ほど進捗でお話をさせていただきましたとおり、今関

係する地権者の方の同意を得るべく努力をしているというふうな状況です。それから、

このごみ処理基本計画につきましても、川島町が新しく入ることになったということ

で、基本計画の見直しにも着手をしているというふうな状況でございます。それから、

もう一つ申し上げましたのは、環境アセスを発注するための今準備作業を行っている

というふうな、今申し上げたのはその３点だったというふうに思います。

33年４月供用開始を目指しておりまして、最初の３年間、27、28、29、これが準備

期間というふうに捉えておりまして、30、31、32年の３年間で建設をすると。そして、

33年４月から供用開始というふうなスケジュールになっておるわけでございますけれ

ども、この段階段階で説明会が必要なのかというふうなことになるわけでございます

けれども、環境アセスが発注をされて、その結果が出るときには、やはりそのアセス

に基づく説明会というのを法的に義務づけられておりますので、開発許可を、権限を

有する市町村の住民に対して説明をしていくというふうな法的な義務が生じてまいり

ます。

現段階では、今申し上げたような進捗状況の中で、説明をしておかなければならな

い事項があるとすれば説明をしていくというふうなことになると思いますけれども、

今申し上げました進捗では、まだ説明をしてもちょっと早いのかなというふうに考え

ておりまして、しかるべき時期というふうに申し上げたのは、一定の事業が進捗が見
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られて、先ほどのごみ処理基本計画も固まってきて、そういったときに説明をするの

がタイミングとしてはいいのかなというふうに考えております。

以上です。

〇大野敏行議長 第13番、渋谷登美子議員。

〇13番（渋谷登美子議員） 建設検討委員会は、たしか11月13日と11月25日だったと思

うのですけれども、予定されていましたが、それが全くできない状況でしたよね。で

は、建設検討委員会と同時ぐらいに、今後いつ建設検討委員会が行われるのかわから

ないのですけれども、建設検討委員会に少なくとも付託するわけですよね、検討事項

を。

そういった段階においては、それぞれ環境アセスメントもどの程度までできている

のかわからないのですけれども、そういったことを住民に説明していく、そういった

準備が必要ではないかと思うのですけれども、その建設検討委員会と施設の認可を求

める時期とがどのくらい離れているのかわからないのですけれども、そこら辺での考

え方あるでしょうか。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

安藤副町長。

〇安藤 實副町長 建設の検討委員会でございますけれども、議員さん今おっしゃられ

ていましたとおり、11月に第１回を開催する予定でした。これは、開かれなかったと

いうことでございますけれども、今年中に最初の会議が開かれまして、28年度末まで、

合わせて８回会議を開催をされるというふうなスケジュールになっております。

以上です。

〇大野敏行議長 第13番、渋谷登美子議員。

〇13番（渋谷登美子議員） そうしますと、27年度末までに８回ということですよね。

〔「28年度」と言う人あり〕

〇13番（渋谷登美子議員） 28年度。28年度末というと、あと１年と３カ月ですか。そ

の間に１度くらいは各説明会、住民説明会というのはあってもよいのかなと思うので

すけれども、そこの時期をどのように設定していくかというのは大切なことではない

かと思うのですが、それについてはどのようにお考えになりますか。

議会としても、こういった建設検討委員会に付託されている事項について、ある程

度知るべきであると思いますが、本来嵐山町議会でもそういったことを求めるべきな
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のだろうとは思うのですけれども、それ以前に住民説明会というのは、やっぱり来る

べきときにするべきであると思うのです。その建設検討委員会の実際の結論が出る前

にやるということは、一つの住民アセスメント、パブリックコメントと同じように必

要なことだと思うのですけれども、その点についてどのようにお考えになるか伺いま

す。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

安藤副町長。

〇安藤 實副町長 結論は、先ほど申し上げたのですけれども、説明の時期については

全く未定ということでございまして、繰り返しになりますけれども、この事業がスケ

ジュールどおり進むのかどうなのか、これやはり地権者の同意に、一つこれにかかっ

ておるわけでございまして、これは進み方によっていろんなスケジュールが変わって

くると。その内容が煮詰めができた段階で説明会のほうに入れるのかなというふうに

思っておりまして、今の段階ですと、そのはっきりとした事業計画等も固まっており

ませんので、もうちょっとお時間をいただきたいと、このように考えております。

〇大野敏行議長 第13番、渋谷登美子議員。

〇13番（渋谷登美子議員） それでは、次に行きます。

実際、構成市町村の収集運搬の回数、経費、行政・民間委託等の把握についての自

治体間協議というのは、いつぐらいに開催されるか。それも建設検討委員会がある程

度決まってから、事業計画が決まってからでないとできないということでしょうか。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

安藤副町長。

〇安藤 實副町長 今お尋ねの問題も、これも先ほどと同じになるわけですけれども、

この３年間の準備期間を経て建設が始まってまいります。その建設が始まって、平成

33年４月に供用を開始する。少なくとも１年前にはごみの収集方法等も、あるいは運

搬する方法等も決まっていないと、住民の皆様にご協力を仰ぐというふうなことにな

りませんので、少なくとも１年前には決定をしているというふうなことにはなるわけ

ですけれども、その前に構成市町村で検討をしていくと。あるいは同じような環境を

持つ小川地区衛生組合の管内ではどうするのか、そういうふうなことにもなると思い

ます。

全く今申し上げているということというのは、こんなことが想定がされるのではな
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いかというふうなお話でございまして、具体的な協議については何もないわけでござ

いまして、それらを協議をし、一定の成案を得て、そして町民の皆様方にご説明をし

ていくと、こんな段取りになるというふうに思っております。

以上です。

〇大野敏行議長 第13番、渋谷登美子議員。

〇13番（渋谷登美子議員） そうしますと、少なくとも今吉見町にこれから粗大ごみな

んかも持っていかなくてはいけないのだね、大変だねといって、つくる前に衛生組合

に全部粗大ごみを持っていかなくてはいけないというふうな住民の方が結構いらっし

ゃるのです。吉見町まで持っていくのは遠くて大変だから、どうしたものだろうかと

いうふうな思いを持っている住民の方がかなりというか、この事業が始まることを知

っていらっしゃる住民の方がいます。

その方に関して何らかの、今の状況では住民説明会、それからどのぐらいの期間が

かかるか、金額的にもどのぐらいになっていくかわからないというふうな一応の説明

があったほうがいいのではないかと思いますけれども、その点についてどのようにお

考えになりますか。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

安藤副町長。

〇安藤 實副町長 そもそも論になるわけですけれども、先ほど申し上げましたように、

法の前提はごみ処理はそれぞれの市町村ということです。しかし、これをいかに効率

よく処理をするかと、それから人口減社会、これに向かってどう対応していくか、い

ろんな課題があるわけですけれども、この地域、比企も含めて、松山、桶川も含めて、

埼玉の中部というふうな言い方をしていますけれども、この地域では、共同処理をし

ていこうと。吉見町にごみ処理場、熱回収施設と呼んでいますけれども、それをつく

って共同処理していこうというふうなことになったわけです。

そのもともとの考えというのは、やはりスケールメリット、これをどう我々として

享受できるか、それからこの小川地区で考えたときに、今の処理をしているところに

新しくごみを建設することはできないというこの前提があって、ごみ処理を吉見町の

ほうに持っていって焼却をするというふうなことでございまして、いろんな前提を踏

まえて協議がなされ、組合が設立をされて、一歩一歩進んできております。

そういった中でどのくらいの、議員さんおっしゃられるのはコスト的にどうなのか
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というふうなことを、もちろんこれは大事なことでございまして、それもごみ処理基

本計画の中で一応シミュレーションがしてございます。その数字、ちょっと申し上げ

たほうがよろしいでしょうか。それはいいですね。

そういうふうなことでございまして、今まで、重複しますけれども、一歩ずつ議論

を積み重ね、議員の皆様方にもご説明申し上げて、一定の議決をいただいてそれぞれ

の構成市町村が進んできておりまして、今後も町民の皆様方ご理解をいただきながら、

どう事業を進めたほうがいいのか、そういうふうな目標に向かって努力をしていきた

いというふうに考えております。

以上です。

〇大野敏行議長 第13番、渋谷登美子議員。

〇13番（渋谷登美子議員） 危機管理意識というのがあると思うのです。財政にかかわ

る危機管理意識、それについて言いますと、この33年までに稼働できなかったらば、

これは全て崩れるわけです。危機管理という形で、ごみ処理も危機管理の一つだと思

うのです。その危機管理が、これが崩れていくという形になっていくわけですけれど

も、この危機管理が崩れるかもしれないということが、今の形ですと承認の全同意が

とれていないわけですよね。それに関しては、絶対に反対していくという地権者がい

て、そこに看板が立っているわけです。それでもなおかつここのところ進めていくわ

けですけれども、そういった問題全てを含めて住民で話していく、そういったことが

なくて地域創生も何もないのではないかなと私は思うのですけれども、そういった危

機管理について、財政、人口減少、そして実際に施設運営に関しての危機管理でもう

一回ビジョンを立て直すということは必要ではないかと思うのですけれども、町長は

どのようにお考えになりますか。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

岩澤町長。

〇岩澤 勝町長 お答えさせていただきますけれども、今副町長のほうから答弁をさせ

ていただいております。それで、ここのところまで来る過程の中で、今までの経過が

あって、ここのところまで来る。それで、この方向をとるというスタートのところで、

行政の責任としてごみ処理は各自治体がやるのだけれども、小川地区衛生組合と一緒

にやってきました。

さて、このまま続けられるかという話の中で、川島のところを、吉見を選ぼうとい
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うことで決断をして、ここのところまで一つ一つ積み上げてきているわけです。それ

で行こうということで動いているわけですので、その段階を途中のところでどうかと、

方向を変えるとかということにはならないと思いますし、現在ではそこのところ、一

歩ずつその方向に向かって進んでいるというふうに理解をしております。ですので、

大筋決まったところを動いているということだと思います。

〇大野敏行議長 第13番、渋谷登美子議員。

〇13番（渋谷登美子議員） 地方行政というのは、一遍決まってしまったら、なかなか

変えることができない、そのために非常に難しい現実に直面しているといつも感じる

のです。

ですけれども、ここのところで私はやっぱりどの程度の地権者の方がアセスメント

や、それから農地の変更もして、それから地質調査、現況調査について承諾書を出し

ていない。そういうふうな状況の中で、やっぱり嵐山町としても、それからほかの市

町村も、危機管理としてはちょっと難しい、もともとここはできないであろうという

場所であるところを選んでしまったわけですよね、吉見町が。そこについて、やはり

そういった形でやっていきますけれども、地元の方の地権者の同意、承諾書が出てい

ません。そういった形のことを住民の方に説明していく中で、新たな事業、どういう

ふうなごみの処理のあり方があるか、ごみ減量化にはどうしていくかという形のもの

も、皆さんで協議していくというふうなことが本来の地方自治だと思うのです。住民

自治だと思うのです。

そこのところが一遍決まってしまって、そこのところに動いている。だけれども、

実際にはそこの一番大もとの地権者が反対しているという状況ですよね。そこのとこ

ろを皆さんが十分に、うちの嵐山町の議会でもそうですけれども、十分にそこのとこ

ろがわかっていない。それで、なおかつ方向が決まったから進めていくというのは、

今現在での土地収用法でも使わない限り難しいですよね。そういう状況になっている

ということを説明していく必要はあると思いますし、皆さんが認識していく必要があ

ると思うのですけれども、その点についてはいかがでしょう。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

岩澤町長。

〇岩澤 勝町長 お答えさせていただきます。

お話ししたような状況で進んできていて、危機管理というお話ありましたけれども、
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今まで使っているところが、今も答弁させていただきましたけれども、大規模な改修

も、新しくつくることもできない、この状況下でどうするというところがスタートな

のです。それで、ここのところまで来ている。

それで、今の段階でどうするというお話ですけれども、そこのところで、説明にも

ありましたように、回数を出向いて、誠意を尽くして、説明をさせていただいて、そ

れでご理解を得る努力を今重ねているというところですので、ここでどうするという

ことではなく、それを今しているということですので、ご理解いただきたい。

〇大野敏行議長 第13番、渋谷登美子議員。

〇13番（渋谷登美子議員） 嵐山インターチェンジつくるときも、反対の方がいらして、

なかなか進みませんでした。でも、ここはインターチェンジの場合、またちょっとご

み処理と違うと思うのです。可燃ごみのごみ焼却施設とは違って、そういうふうな状

況、全然違うと思うのです。

今の場合は、危機管理として、ごみ焼却炉がなくなったときに、使えなくなったと

きに、春日部とか、それこそさいたま市に行ったり、持っていけばいいのかもしれま

せんし、民間も使えるということもあるかもしれない。だけれども、この状況である

ということの危機管理意識が、危機管理についての意識がちょっと私は、特に桶川な

んかも本当に認識としては弱いのかなと思っていて、嵐山の場合はまだ、小川地区衛

生組合の場合はまだ焼却炉が使えますけれども、そういった状況の中にあって、では

あれですか、地権者の方は土地収用法で、いざとなったら皆さん強制的に土地を収用

して、そして、それを進めていくという町長たちに認識があって、そういうふうな覚

悟があって、これをやっているということなのかということなのです。そういうふう

なところまで覚悟をしてやってらっしゃるので、この方向で行くという形でよろしい

のでしょうか。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

岩澤町長。

〇岩澤 勝町長 今お話をしましたように、今職員がその対象のお宅を回って、丁寧に

親切に説明をしてご理解をいただきたいということでやっているという状況ですの

で、ご理解いただけるというふうに思っていますので、想定の問題にはお答えできま

せん。

〇大野敏行議長 第13番、渋谷登美子議員。
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〇13番（渋谷登美子議員） 説明会もいずれはするということですので、こちらも求め

ていきますので、次に行きます。

〇大野敏行議長 はい、どうぞ。

〇13番（渋谷登美子議員） 27年度予算の考え方ですけれども、（１）として、27年度

予算の方向を伺います。

そして、（２）として、自治基本条例制定について、予算にどのように反映してい

くのか伺います。

（３）として、開かれた予算として住民要望をどのように反映していくのか伺いた

いと思います。

（４）として、各地区に道路管理、公園管理を一部委託していますが、地区によっ

ては問題が出ている場合もあります。これは、今せっかくプロジェクター用意してい

ただいたのでやりますけれども、例えば平沢土地区画整備組合内の都市公園について

は平沢２区の住民が管理しています。これなのですけれども、それで、建設当時とい

うのはとてもきれいだったのです。問題なのは、やはりちょっとうまく見えないので

すけれども、ここのところにブロックが敷いてあって、そこがだんだん、だんだん、

皆さん平沢２区の住民の方たちが草取りをするので、草が取れてしまって、そしてブ

ロックだけが浮き上がっているという状況になっています。これがこういう状況なの

です。

今この状況ですので、実は私はここのところ最近では歩きません。きのうこの写真

を撮りにいったときに、犬を散歩していらっしゃる人がいたのですけれども、犬もこ

こを歩いていませんでした。つまずくのです。どんな状況になっているかというと、

ここ、もうブロックが一つとれています。こういう状況です。

そして、次行きますと、皆さんどこを歩いているかというと、ここのコンクリート

の部分、ここのところを歩いていて、ここは常に、そこの横のとても本当だったら美

しかったところなのですけれども、ここはもう誰も歩かない状況です。そういうふう

な状況になっています。

そして、さらにこの上に階段があるのです。これ擬木なのですけれども、コンクリ

でできています。ここに擬木がありますね、これですけれども、これがあるのですけ

れども、これがへこんでしまっていて、私もこれはちょっと厳しいなと思って、５セ

ンチか７センチぐらい下にへこんでいます。土がありました。そういうふうな状況に
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なっています。改善が必要だということで、区長さんなんかも要望を出したりしてい

るのですけれども、予算がないというふうな形で言われています。

たまたま写真を撮りにいったとき、地域まもり隊の方がいらっしゃいました。そし

て、これは土をトラック２台入れてくれれば何とかできるのではないかという話だっ

たのですけれども、区長さんと話したときには、一遍ブロックを全部取り外して、そ

してもう一回敷き詰め直さなければいけないのではないかというふうなお話もありま

した。

地元住民の方と話し合って、計画的に改修していくということが必要だと思うので

す。他の道路管理もそうだと思うのですけれども、公園管理も地元住民の方がやって

いらっしゃる場合にはいろんな問題が出てくると思いますし、これから高齢化になっ

ていきますので、だんだん草取りとか、それから草刈りも、地域まもり隊の人がうん

と元気で、やってくださる方がいらっしゃるときはいいのですけれども、そうではな

いこともこれから考えていかなくてはいけないというのは、先ほどの青柳議員への町

長の答弁でもありました。

そのように、ではどのようにして地元住民の方が公園管理をしやすいようにしてい

くか。そして、なおかつ建設、自然を損なわないでやっていくか、それぞれのいろい

ろな地域的な問題、課題があると思うのですけれども、それを総合的に計画していく

ということが必要だと思うのです。それについての考え方を伺います。

以上です。

〇大野敏行議長 なお、申しおくれましたが、（４）につきまして、紙面で皆さんに説

明するのではなかなか理解しにくいというようなことで、プロジェクターを使わせて

いただきたいという申し込みがありまして、暫定的に今回私が許可をいたしましたの

で、ご了承、ご理解を願いたいと思います。

それでは、順次答弁を求めます。

初めに、小項目（１）から（３）について岩澤町長、次に小項目（４）について菅

原まちづくり整備課長、お願いいたします。

〇岩澤 勝町長 それでは、（１）番から（３）番についてお答えをさせていただきま

す。

平成28年度予算編成を進めるに当たりまして、その基本的な方針として、次の５点

について各課局に指示をしたところでございます。
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第１といたしまして、第５次総合振興計画に基づき、町の将来像の実現に向けて計

画的な事業を行うという点です。総合振興計画については、平成28年度から後半５年

間が始まることから、町の目指す将来像を実現するため、各事業が人口減少社会に対

応した効率的かつ効果的なものとなるように取り組むことを指示しております。

２つ目といたしまして、町制50周年記念事業等の検討、準備に着手するという点で

す。平成29年４月の町制施行50周年の節目の年に記念事業として実施する事業の中に、

前年度から準備する事業も考えられることから、平成28年度から記念事業の検討とと

もに、早期着手準備を進めることについて指示をしたところでございます。

第３といたしまして、幅広い分野における、今もお話ありました協働のまちづくり

を進捗するという点でございます。地方創生の取り組みが始まるといっても、当面人

口減少は続くことが予想されます。また、同時に財政規模の縮小も予想をされます。

一方、行政に対する住民のニーズは複雑かつ多岐にわたり、行政だけの対応は困難な

状況にあります。地域におけるさまざまな課題解決、また行政施策の検討、実施につ

いて、これまで以上に地域住民や企業の参加を活性化をし、協働によるまちづくりを

進める必要があると考えております。

第４といたしましては、産業振興の観点から、稼ぐ力の創出に資する取り組みに努

めるという点でございます。地方創生にも大きくかかわるものでありますので、地域

に人を呼び、若い人の定住を進めるためには、町なかの産業振興を図ることが重要と

考えております。町内の事業者による稼ぐ力を創出し、雇用の増加につなげるような

施策の検討を指示をしたところでございます。

第５といたしましては、地方創生に係る事業の計画的な実施についてでございます。

町では平成27年度から子育て支援等各種事業をはじめ、地方創生元年として先行事業

等を進めてまいりました。平成28年度は、嵐山町人口ビジョン及び総合戦略に基づき、

人口減少抑制のための具体的な事業を本格的に始める年として、このことを念頭に置

いた予算要求を行うという点でございます。

この地方創生に関する事業に対しましては、国の新たな交付金制度が創設されるこ

ととなっておりますが、全体予算規模は1,080億円程度で、補助率は２分の１を地方

が負担をするということになっているため、新型交付金を活用する事業といたしまし

ては、限られた予算を有効かつ効果的に実施をすることが必要と考えられます。

２番目でございます。平成27年度におきまして、自治基本条例制定に要する予算を
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計上させていただきましたが、地方創生への取り組みなど優先的に取り組まなければ

ならない課題に対応するため条例制定を先延ばしをさせていただきました。申しわけ

なく思っております。

この自治基本条例につきましては、県内では21団体、全国におきましては324の団

体において制定がされており、内容といたしましては他の条例に対して最高規範とし

て位置づけているもの、その他の条例や計画策定等に対して最大限尊重するというよ

うなところなどの条例なので、内容はさまざまでありますけれども、その重要性は高

いと考えているところであります。

現在のところ、県内自治体の条例や策定経過等の研究は行っておりますが、嵐山町

では協働のまちづくりを早くから掲げ、まちづくりに取り組んでいるところでありま

す。条例制定に当たりましては、多くの町民の参画が必要になると考えております。

このため、28年度予算においては計上の予定はありませんが、町内意識の醸成を見

きわめつつ、どのように策定すればより町民に広がりを持てるかなどの方法をさらに

研究をしてまいりたいと考えております。

３番目です。住民要望を予算に反映する方法といたしましては、現在でも第５次嵐

山町総合振興計画をはじめ、各種計画策定の際、審査会委員に一般公募の委員として

参画していただきご検討いただくことや、各種計画の策定段階においてパブリックコ

メント等による意見募集に応募いただく方法などを実施をしてまいりました。

また、生活道路等の住環境の整備、また照明灯の設備などにつきましては、区長さ

ん等を通じて要望をいただくことで可能なものから順次予算化し、対応をしていると

ころであります。

さらに、嵐山町提案型事業費補助金、また嵐山町地域コミュニティ事業補助金など、

地域や団体の自主的な取り組みに対する補助制度も実施をしてきておりますが、この

ような要望に対応するタイプの補助制度も、補助制度の拡大、これも今後の検討課題

ではないかと考えております。

以上、答弁とさせていただきます。

〇大野敏行議長 次に、小項目（４）について、菅原まちづくり整備課長。

〇菅原浩行まちづくり整備課長 では、（４）につきましてお答えをいたします。

町内には50カ所を超える公園と約440キロメートルの道路があり、理想的な環境の

維持改善には相当の経費が必要となります。
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したがいまして、限られた財政においては、緊急性の高いものから順に対応させて

いただき、場合によっては利用の制限をするなどのご迷惑やご不便をおかけしている

ところが実態でございます。このような状況において、全町的に年２回行われている

町内美化清掃活動とは別に、近隣の方々などにより維持管理が行われている事例も少

なからずございます。

ただいま申し上げましたとおり、行政単独では限界がございますが、ご指摘いただ

いたとおり地域の方々などと行政が協力をして、よりよい維持管理のあり方を確立し

ていく必要があると考えております。

また、既に近隣の方々などに活動していただいているところにおいては、その方々

とご相談をさせていただき、公園、道路の環境の維持改善に取り組んでまいりたいと

考えております。

以上です。

〇大野敏行議長 第13番、渋谷登美子議員。

〇13番（渋谷登美子議員） 27年度予算の方向を伺いました。

それで、４番目の稼ぐ力です。稼ぐ力の創出ですけれども、これはとても大切なこ

とだと思うのですが、稼ぐ力をどこで嵐山町は、どこに持っていくかというのが私は

ポイントになると思うのですが、それはどのようにお考えなのか、嵐山町の里山とし

ての位置づけ、それから比企地域の中にある今の嵐山町の特性をどう捉えているかに

よって稼ぐ力は変わってくると思うのです。その点をどのようにお考えになっている

のか伺いたいと思います。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

岩澤町長。

〇岩澤 勝町長 町の活性化の一番の基本にもなるかと思うのですけれども、稼ぐ力、

これが日本中で、この創生の基本で、あちこちのところが競争をしているわけです。

嵐山町においても、きのうからお話を申し上げていますように、嵐山町にはほかに

は負けない大変な資源もございます。それらの資源をしっかり有効に使っていって稼

ぐ力につなげていく、新しい産業につなげていけるようなことがとれないかというこ

とが一番大きなベースになるわけです。そして、それとあわせて、今までも進めてま

いりましたけれども、外部の力を導入をする、工業導入とか企業を誘致をするとかい

うようなことがございます。
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残念ながら、嵐山町では広いそうした土地がなかなか確保しづらい状況にあります

けれども、そういう中にあっても、ここのところでしっかり場所を選んで、方向をつ

けて、そしてそういう場所もこれからつくっていったりというようなこともしなけれ

ばいけないというふうに思っています。

先ほど来、答弁をしておりますけれども、今までの視点を超えた形で、今ある同じ

ものを引きずるのではなくて、ここのところで一歩踏み出して、そういうような状況

のところができないかというようなものを、新年度予算も含めて、そういう方向をと

っていければなと考えております。それにはやはり町民の皆様、議会の議員の皆様方

のいろんなご指導をいただきながら、その方向性を確たるものにしていければなとい

うふうに思っています。

〇大野敏行議長 第13番、渋谷登美子議員。

〇13番（渋谷登美子議員） 私も稼ぐ力というのは、どうやってつくっていくかという

のはすごく大変だなと思っていて、実は日本で必要になるのはエネルギーと食料です

よね、一番。水というのは、結構あちこちから狙われていて、買われているわけです

けれども、エネルギーというのはかなり重要な問題だなと思っているのですけれども、

エネルギーを嵐山町でつくることができれば、かなりしっかりしたものができると思

うのですけれども、比企地域やその他の地域での、一緒にエネルギーをつくるという

形は、これからの時代必要だと思うのですが、どのようにお考えになるか伺いたいと

思います。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

岩澤町長。

〇岩澤 勝町長 一番の基本というのは、今これはできるけれども、これはできないと

いう判別をすること、これが一番だめなのかなというふうに思っています。絶対これ

行けるよというのを、この方法ではだめだけれども、ではこうならどうなのだろうと

いうようなことで、いろんなものをそこのところに、成功方式のほうにつなげていく

努力というのが一番必要なのかなというふうに思います。

ですので、そのエネルギーというものも議員さんおっしゃる、どういうような想定

をしているのかわかりませんけれども、以前から聞いたことありますけれども、そう

いうようなことなのか、また別のことなのかわかりませんが、そういうようなことも

含めて、何としても今までやってきて成果は出てないわけですから、それを成果が出
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てない部分については、成果が出るようにするにはどうしたらいいのか。それには、

行政がどこまでどう突っ込んでいけるのか、あるいは民間の力がどこのところでどう

入れてもらえるのかということを、今までを超えた形で取り組んでいく、そういう覚

悟を持って取り組んでいくという必要が一番大切なことではないかなと考えています

けれども。

〇大野敏行議長 第13番、渋谷登美子議員。

〇13番（渋谷登美子議員） それでは、後期基本計画の中で、それがうまく研究、発展

されるように願いまして、２番目のほうに行きます。

〇大野敏行議長 どうぞ。

〇13番（渋谷登美子議員） ２番目なのですけれども、今後の多くの町民の参画のあり

方の各市町村のことなどを研究して、どのような形で醸成していくかという気持ちを、

住民の方がどの程度醸成しているかということを研究をしていくということですけれ

ども、ではその研究の評価、１年間の評価とか結果というのはどこにあらわれてくる

のか。

全く、ふだんですと予算と決算で見るわけですけれども、そういう形ではない形で、

これは今の答弁ですと見なくてはいけないわけです。それをどのようにしていくのか

伺いたいと思います。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

〇13番（渋谷登美子議員） うまくわかる。わからなかったかな。

〔「もう一度お願いします」と言う人あり〕

〇大野敏行議長 渋谷議員、もう一回お願いします。

〇13番（渋谷登美子議員） 自治基本条例に関しては予算は使わない、ですけれども、

市町村の各住民たちがどのような形で自治基本に関して醸成していくか十分に研究し

ていくということでした。

そうすると、決算にも出てきませんし、どういうふうな形で私はそれを評価するの

か。皆さんに、職員の方がどういう研究をしたかというのをどこで私たちは知ること

ができるのか伺いたいと思います。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

岩澤町長。

〇岩澤 勝町長 お答えさせていただきます。
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今まで、それは足りているというふうに私のほうも思っていますけれども、さらに

この情報公開といいますか、その判断の基準になるようなものを示せということかと

思うのですけれども、今までのいろんな形の町民の皆様にご批判をいただいてやるよ

うな形、あるいは事業規模等も先ほど答弁させてもらったような形でもきているわけ

です。それで、議会の皆様方にいろんなご指導をいただきながら、予算審議、決算審

議を通じて事業を進めてきているわけです。

今年だめだったというか、今年進めなかったのは、次の年にどういうふうにしてい

こうかというようなことで、行政の継続性をつなげながらこういうふうにやってきて

いるわけですので、どこのところが足りないのかというのは私にはちょっとわからな

いですけれども、この自治基本条例を通じてそういうことをやっていくという、その

自治基本条例の検討の内容というのは、かなりいろんなところで、今話しましたよう

に、この前の議会もそうですけれども、いろんなところでできているわけですから、

それらをこうやるといろんなことが書いてあるので、内容はわかります。

しかし、それらがどういう形で、どう町民の中に定着をして反映をして行政に寄与

してくるのかというようなものがもっと見えてきたほうがいいのかな、そしてそれを

ご理解いただきながら、意識をしながら、そういうものをつくるのを想定をしながら

地域との地域経営を進めていってその方向をつくっていきたいという、今年はそうい

うような形で行きたい。

それと、もう一つ言わせていただくのが、今回は特に、今回の計画人口策定と総合

政策つくるのにアンケートをまだとったばかりでありまして、いろんなものが出てき

ているわけです。それらについて一つ一つ、これは大げさなことになるかもしれない

ですけれども、町が潰れてしまうよというふうに指摘が言われてきている中での今の

これですから、町民の、あるいはそのほかの人たちの悲鳴なのです。このまま行った

らだめになってしまうよということの悲鳴だと思うので、そういうものをしっかりど

このところにつなげていけるかということになるので、もうちょっと、さっきのこの

話も出てくるのですけれども、こういうことについてももっとつながるような形、も

っと深く行くような形が、時間がまだ必要なのかなと。ここのところで、ほかのとこ

ろでつくっているような形のものをやったからといって、すぐそういうところにホッ

プ・ステップで行けるのかなと、そんな感じがするので、このところはじっくり仕込

んでいこうというような感じだと思います。
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〇大野敏行議長 第13番、渋谷登美子議員。

〇13番（渋谷登美子議員） それは、じっくり仕込んでいただくのは結構なのですけれ

ども、どう考えても、おじさん政治しか行われていないなと思うのです。女性という

のは全く弱いので、悲鳴を上げているのは女性たちですよね。そこの部分を拾い上げ

ていくときに、自治基本条例の中に、自治基本条例をつくっていく中に、そういった

ものが入っていくというのは、全くおばさんの声も聞こえてこないわ、私なんか一生

懸命おばさんで、おばあさんなのですけれども、言っているけれども、ちっとも否定

されてばっかりいるわという感じがするのです。

そういった部分のところを自治基本条例の中で、女性をどういうふうにして、女性

の声をどうやって聞こえていくかということがないから、自治体が消滅するというふ

うな形になってきているという指摘はどの本を見たって書いてあります。そこの部分

がないところが問題なので、そういった部分を嵐山町ではこれについて、この予算を

とらない中で、どういうふうな形で、それを形としてあらわしていくか伺いたいと思

うのですけれども。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

岩澤町長。

〇岩澤 勝町長 今一番その大きなところというか、その基本条例というものが、今ま

で行政の中にあるいろんな条例等があるわけですけれども、それらとの位置づけとい

うのはどういうふうなのかということなのです。何か聞いていると、議員さんの言っ

ているのは、今までの基本条例、今までのある条例と今度つくる基本条例というのは、

そちらのほうが上なのか下なのかわからないような感じになっているわけですけれど

も、私の場合には、今まであるものが何としても基本、そこのところにというような

形がいいのではないかなというふうに思っているのです。ですので、今ある状況の中

で、それをしっかりと根づかせていく仕込みのときだなというふうに思っております。

〇大野敏行議長 第13番、渋谷登美子議員。

〇13番（渋谷登美子議員） 私は、やっぱり子供や女性の意見が非常に軽視されている、

それを感じるのです。それがなかなか反映されていかない。それも男性に従う女性の

意見は聞くけれども、女性個人の、女性が、か細いかどうかわからないけれども、話

していることというのは本当に聞いてもらえない。そして、子供に関しては特にそう

であるというふうに思うのです。
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そういったものは、今までの基盤とは違いますよね。新しい基盤として、そこのと

ころに入れていかなくてはいけないのに、その予算が、予算としてとらなくたってい

いのですけれども、それをどういうふうな形で28年度予算につくって、そしてそれを

29年度になって決算が出ますよね、そのときに評価するわけですけれども、そこのと

ころでどのような形であらわすか聞きたいと思うのですけれども。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

岩澤町長。

〇岩澤 勝町長 何度も言いますけれども、今あるものをベースな形で嵐山町を進めて

いきたいというふうに基本的に考えています。ですから、今度のこの基本条例、この

決まり、まちづくりのあれを新しくするといっても、それを超えた形で行くような形

というのは考えていません。

ですので、議員さんおっしゃるような形の、どちらが女性がとか、何がどうだとか

いうような、そのベースが基本的に変わるような形の法をつくっていくという考え方

はございませんで、今ある中に、なお、さらに新しい時代、新しいことをやらなけれ

ばいけない時代を迎えて、それには地域と行政といろんな形での地域経営がさらに進

むためにはどうしたらいいかという視点で取り組んでいきたいということですので、

ちょっとニュアンスが違うのかなというような感じはするのですけれども。

〇大野敏行議長 第13番、渋谷登美子議員。

〇13番（渋谷登美子議員） 私は、少なくともおじさんベースの住民自治はしてほしく

ないのです。今まであるのは、やっぱりおじさんベースだと思うのです。そうではな

い、女性、新しい視点としてそういったものを加えていってもいいと思うのです。加

えていくということを出していくということが重要なことであって、女性の視点が入

っていない、若い人の視点が入っていないというところが問題なので、これは何度も

言っていますけれども、今まであるものにそれを加えていくという形でもいいでしょ

うし、でもそこの部分が全く欠落しているというのが、少しずつ入ってきていますけ

れども、欠落しているから自治体消滅と言われているわけなので、それはどの本を読

んでみたって、そこのところは指摘されています。

ですので、自治基本条例の醸成をさせ、今年度、28年度醸成していくのならばそれ

で構わないけれども、そういった視点をもっと入れた中でまちづくりを進めていくと

いうところでお願いしたいと思います。
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次に行きます。そして、その開かれた予算としての住民要望をどのように反映して

いくかにつながるわけですけれども、そこに女性の声が反映していくようなシステム

というのはあるのでしょうかということです。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

岩澤町長。

〇岩澤 勝町長 多くの町民の意見を聞いて、そして多くの町民に理解をいただける、

評価がいただけるような事業を行っていくというのが、これが100点満点の事業にな

ると思うのです。それで、いろんな形で皆さんの意見を聞くという努力を今している

わけです。どこの行政もそうだと思うのです。嵐山町もしています。

その中で、きのうもいろいろご意見いただきましたけれども、例えば何をやります

と言ったときに、そこのところの委員さんになっていただく方というのが、なかなか

人数分けとか、あるいは大勢の中から抽せんでとか、いろんなご意見を聞いた中でと

かいうようなところまで行かなくて、ちょっと足りない感じ。

それで、どこかあの人にお願いすればどうにか、前もやってもらったからというよ

うなことだとかいうようなことでお願いをするような、今地域の委員さんというのは

そういう状況かなというふうに、大変考えようによってはいろんな意見があるかと思

うのですけれども、例えば区長さんをはじめにして、民生委員さん、あるいはＰＴＡ、

学校の関係のいろんな役員さんですとか地区の役員さん、いろんな農業関係、商業関

係、いろんなところの役員さんというのが、なかなか思いどおりに、お願いするどお

りに集まってこないというような状況の中で大勢の皆さんの意見を聞くということに

なったときも、その選挙の投票の年代別の割合みたいな形で、どうしても高齢者の方

ですとか仕事がリタイア、終わった方ですとかいうような、あるいは時間的な余裕が

あるような人だとかいうような層がどうしても多くなってきているわけです。

ですから、選挙の結果でもそういうような高齢者の人だとかいうようなものが、投

票者が多いわけですから、そういうような行政というのは国の中でも多くなってくる

と思うのです。それが、こういう地域の議会議員の選挙でもやっぱりそういう状況起

きると思うのですけれども、いや、そればかりだと地域のあれはできないよというの

で、そういう議員さんのような意見をしっかり取り入れて、町ではいろんな若い意見

だとか、女性の意見だとかいうような形を取り入れていこうということで、いろんな

角度からとれる意見をとっているということでございまして、嵐山町でも女性の委員
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の参加が30というような状況で、半分にも行っていないではないかと前から言われて

いるわけですけれども、なかなかそこのところがふえていかないというようなこと。

それと、もっと若い人を入れたらというご意見もあるけれども、なかなかお願いして

もやっていただけない。結果的には高齢者の経験豊富な方が多くなってきてしまうと

いうような状況が今ある。

これが、ですからいろんなところに、いろんな形で影響してきているかもしれませ

んけれども、そういう人たちも自分の層の年代のことだけ言っているのではなくて、

また、事務局のほうでもそういうような意見を求めているわけではありませんので、

広い、平らな意見を皆様が出していただいて、町民全域、全層にわたるような事業展

開ができるような委員会でやらしていただいているというふうに確信をしておりま

す。

〇大野敏行議長 第13番、渋谷登美子議員。

〇13番（渋谷登美子議員） 来ていただくとか参加していただくという形もあると思う

のですけれども、出ていくという形もありますよね。出ていくというのは、ちょっと

弱いのかなと思っているのです。ぜひ出ていきながら住民要望というのを聞いて、そ

して予算に反映していく形は必要なのかなと思うので、その点についていかがでしょ

うか。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

岩澤町長。

〇岩澤 勝町長 それがアンケート調査等々もあって、あれだと思うのです。アンケー

ト調査の場合には、その絞った、限った、決められた人に出していただくわけではあ

りませんので、それで今回の場合なんか特に広く嵐山町の場合にはとりました。そう

いう意見を聞いて、きのうからもお話ありますけれども、これ見ていただいた中で、

そういうものがしっかり書かれているし、出ているわけですので、そうしたものに対

して聞く耳をしっかり立てていって、どう対応ができているかというのを事業の中に

生かしていければというふうに思っています。

〇大野敏行議長 第13番、渋谷登美子議員。

〇13番（渋谷登美子議員） ありがとうございます。

では、４番目のことに行きます。

〇大野敏行議長 どうぞ。
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〇13番（渋谷登美子議員） ４番目のことなのですけれども、各いろいろなところから

要望が出てきているわけですけれども、さまざまな要望が出てきていると思うのです

が、それをある程度表にするとかデータにして皆さんにお示しして、この時期に来た

らこのぐらいのことはできるというふうな形を出していただいて、情報として提供し

ていくと、予算がないからやってくれないのだよね、予算で切られてしまうのだよね

というふうな形は少なくなるかなと思うのですけれども、そういったことをまとめる

こと自体、データとしてまとめるということは難しいことでしょうか。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

菅原まちづくり整備課長。

〇菅原浩行まちづくり整備課長 区長さんをはじめ、さまざまな方から道路の管理、公

園の管理等含めて要望というのはいただいております。

そういったものにつきましては、毎年毎年整理をさせていただいて、できるもの、

できないもの、そういったものを振り分けさせていただいて今まで対応してきてござ

います。

そういったものをまた一覧として公表することによって、皆さんにご理解をいただ

くというのも一つの方法でございますので、今後どのような形でそういったものを整

理して、皆さんに公表してご相談に乗っていただくような、そんな方法がとれればい

いのかなと思いますので、その辺につきましては今後研究してまいりたいと思います。

〇大野敏行議長 第13番、渋谷登美子議員。

〇13番（渋谷登美子議員） では、次に行きます。３番目ですけれども、保育園、幼稚

園の運営……

〇大野敏行議長 渋谷議員の一般質問の途中ですが、この際、暫時休憩をいたします。

再開は、40分から再開をさせていただきます。

休 憩 午後 ２時２９分

再 開 午後 ２時４０分

〇大野敏行議長 休憩前に引き続き会議を開きます。

渋谷登美子議員の一般質問を続行します。13番、渋谷登美子議員。

〇13番（渋谷登美子議員） それでは、３番目に行きます。

保育園、幼稚園への入園希望状況について伺います。
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（１）として、次年度の保育園、幼稚園への入園希望状況を伺います。

（２）として、３歳児の他市町村幼稚園への入園状況を伺います。

（３）として、ゼロ歳児の保育園待機が多くなっていると伺っています。具体的な

状況と対応を伺います。

（４）として、新たな保育園建設、保育園移転計画を聞いていますが、予定園児数、

環境、町とのかかわりについて伺います。

〇大野敏行議長 それでは、小項目（１）から（４）の答弁を求めます。

簾藤こども課長。

〇簾藤賢治教育委員会こども課長 質問項目３の１につきまして、まずお答えをさせて

いただきます。

次年度の保育園の入所希望状況につきましては、11月30日が新規入所の申し込み締

め切りでございました。現在取りまとめ中でありまして、確定はしておりませんが、

新規での入所申し込みにつきましては100名ございました。年齢別では、ゼロ歳児

19人、１歳児34人、２歳児24人、３歳児17人、４歳児４人、５歳児２人となっており

ます。

次に、（２）につきましてお答えを申し上げます。平成27年度の３歳児の他市町村

への入園状況でございますが、認定こども園も含め、５園に22人入園しております。

続いて、（３）につきましてお答えを申し上げます。平成26年４月１日現在の待機

児童数はございませんでしたが、平成27年４月１日現在の待機児童数が21人ございま

した。その内訳は、ゼロ歳児７人、１歳児７人、２歳児５人、３歳児２人、４歳児ご

ざいません、５歳児もございません、そのような状況でございました。

待機児童の対応につきましては、認可外の家庭保育室の利用や育児休業の延長、一

時預かり事業や祖父母等の預かりで対応しているのが現状でございます。また、たい

よう保育所が町の条例に基づきまして16人以上20人以下の定員で、事業所内保育事業

として平成27年12月１日に開所いたし、来年１月より３歳未満児５人を地域枠として

受け入れが可能となりますので、詳細が決まり次第ご案内をしてまいりたいと考えて

おります。

最後になりますけれども、（４）につきましてお答えを申し上げます。新たな保育

園の計画はございませんが、東昌第二保育園が老朽化に伴い、耐震の関係で建て替え

を検討してございます。建築についての相談を町としても受けているところでござい
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ます。園の意向としては、移転し、建て替えを検討しているところでございます。町

といたしましては、現在の待機児童数の状況から、定員の増も含め、建築計画につい

てご相談をさせていただいております。定員につきましては、待機児童が生じておる

状況でございますので、現在の60名から71名に増員をお願いしております。

また、移転建設場所につきましては、保護者の車での送迎が多いことから、交通の

安全な場所、また保育環境にも配慮した場所となるようお願いしているところでござ

います。町といたしましては、可能な限り、移転建設に向けて相談及び支援をしてま

いりたいと、このように考えております。

以上、答弁とさせていただきます。

〇大野敏行議長 第13番、渋谷登美子議員。

〇13番（渋谷登美子議員） 保育園の入園希望というのは、ゼロ歳児が19名で、１歳児

が34名という形で、ゼロ歳児、１歳児がとても多いわけですけれども、今保育士がと

ても不足しているという状況で、資格のない人が保育園に就園、就労するということ

が問題になっていますが、そこら辺の町との関係では、しっかりした保育士さんを各

保育園が雇用しているかどうかという判断はどこでなさっているか、伺いたいと思い

ます。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

簾藤こども課長。

〇簾藤賢治教育委員会こども課長 お答えをさせていただきます。

今現在、ご案内のとおり４園ございます、保育所は。全ての方が保育士の資格をお

持ちということでございます。なお、ちなみに内訳を申しますと、東昌保育園さんが

13名、このうちお二人が回答の（３）にもありました一時預かり事業ということのご

担当ということで、２名を確保しているという状況でございます。続いて、東昌第二

保育園につきましては保育士さんが13人、嵐山若草保育園につきましては13人、嵐山

しらこばと保育園につきましては８人ということで、皆さん有資格者ということでご

ざいます。

以上です。

〇大野敏行議長 第13番、渋谷登美子議員。

〇13番（渋谷登美子議員） 新たに人数がふえるということは、当然ゼロ歳児、１歳児、

２歳児という低年齢の子供になると思うのですが、それについてやはり保育士さんが
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６人に１人ですか、今。４人に１人でしたっけ、そういうふうな形のものが対応でき

るというふうなことを前提にしていると考えてよろしいのでしょうか。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

簾藤こども課長。

〇簾藤賢治教育委員会こども課長 お答えをさせていただきます。

ご案内のとおり、ゼロ歳児が３人に対して保育士さん１人、１歳児については４人、

２歳児については６人、順次上がっていきまして、４歳児、５歳児になりますと30人

という、これは県の基準そのままで適用させているのですけれども、各園とも将来的

にはご案内のとおり人口減という計算の中で、右肩下がりの中で保育士さんを雇うと

いうことは、経営としてなかなか、では今足りないから町の要請で、すぐ確保して雇

うかというと、なかなかそういうわけにもいかないというのが現状でございまして、

施設的なキャパもございますので、その辺が私どもの行政と、すぐすぐ各園が対応を

図れるかというと、なかなか、はいと言うわけにはいかないというのが現状でござい

ます。

〇大野敏行議長 第13番、渋谷登美子議員。

〇13番（渋谷登美子議員） 次に行きます。

３歳児の他市町村への入園状況は５園に22人ということで、それは園の教育方針が

とても気に入ったということもあると思うのですけれども、そうではなくて３歳児の

幼稚園が嵐山町ではないというふうなこともあってということもあると思うのです。

３歳児に対しては、いつも質問しているわけですけれども、今後どのような対応をと

られるのか伺いたいと思います。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

簾藤こども課長。

〇簾藤賢治教育委員会こども課長 お答えをさせていただきます。

３歳児という限定でございますけれども、３歳児に特化した何か、レピの中で、あ

れを拡張しながら３歳児に特化した事業を少しでも来年度からできたらいいかなとい

うことで今考えておるところでございますけれども、さすがにゼロ、１、２ぐらいの

お子さんについては、預かっているというか、そういう形でいいのかと思うのですけ

れども、３歳児になると、ある程度のカリキュラムをつくって対応しなくてはならな

い、ただ集まって遊ばせているというわけにもいかないのかなというのが、相談員と
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の話の中で今持ち上がっておりまして、そういうことも含めながら、少しずつでも様

子を見ながら拡大をしていけたらいいのかなと、このようには考えております。

以上です。

〇大野敏行議長 第13番、渋谷登美子議員。

〇13番（渋谷登美子議員） ぜひそれを具体化していただきたいと思うのです。

それで、今のところ待機児童が今度はなくなっていくのかなと思うのですけれども、

待機児童があった場合、ファミリーサポートというのをもっと拡充していく必要があ

るかと思うのです。今親族が対応できていないというのが、この地域は割と親族がお

子さんを見ているという状況があると思うのですけれども、そうではない家族という

のはあると思うのです。その人たちは、とてもつらい思いをしていることがあるので、

それについてはファミリーサポートをもう少し充実していくという方向は、どのよう

な形になっているのか伺いたいと思います。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

簾藤こども課長。

〇簾藤賢治教育委員会こども課長 お答えをさせていただきます。

ファミリーサポートセンター、今手持ちに実績等は持っていないのですけれども、

かなり便利にお使いいただいているというのは現状でございます。毎年増加傾向にあ

るというのも一つございます。

それと、来年１月からファミリーサポートセンターの中で、あれは基本的にはお子

さんを預けてというのが基本的なものだったと思うのですけれども、来年１月からお

母さんと一緒のときも、希望があったらファミサポのスタッフでお話を聞いたり、そ

ういった事業を入れていくものという考えで今対応しております。

以上です。

〇大野敏行議長 第13番、渋谷登美子議員。

〇13番（渋谷登美子議員） 赤ちゃんがいる場合なんか、そういった形のサポートがあ

ったらとても便利かなと思います。ありがとうございます。

次に行きます。４番目です。人口減少抑制政策についてです。

（１）として、空き家情報と空き家管理の現状について伺います。

（２）として、嵐山町転入促進についての子育て世帯等転入奨励金は不動産購入が

原則ですけれども、町で、例えば農業をしたりとかお店を開くとかいう場合、借家や
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アパートの場合についての考え方について伺います。

（３）として、転入奨励金制度は28年度までとなっていますが、28年度以降につい

ての考え方、判断基準を伺いたいと思います。

（４）として、小川町下里地区での有機農業が広がってきて、有機農業を行う若い

世代が嵐山町への転入希望があると聞いています。有機農業を行う環境が必要である

ことと、地域での受け入れ、空き家の賃借、売買までの環境整備、関係づくりのフォ

ローが必要ですが、働きかけについて伺います。

（５）として、超高齢化社会を迎え、介護保険では不足する場合が多いわけですけ

れども、町内での親子近接住居の場合、若干でも介護保険で賄えない部分をカバーで

きることのほうが多いと思います。町内での近接住居の場合は、転入促進と同様の支

援があると今後の人口流出抑制につながることも考えられます。考え方を伺います。

〇大野敏行議長 それでは、順次答弁を求めます。

初めに、小項目（１）について植木環境農政課長。

〇植木 弘環境農政課長 質問項目４の（１）について、お答えいたします。

空き家等の実態把握と所有者等の特定のための基礎的な調査は、平成25年７月に、

またこれに続く所有者の意向調査を平成26年２月にアンケート形式で実施しておりま

して、空き家台帳を作成しております。

しかし、この空き家台帳はあくまでも内部資料であり、公開情報ではございません。

また、調査後２年が経過しておりますので、これを活用するためには、情報内容の更

新と、さらなる付加情報の追加が必要となっております。この間、空き家等対策の推

進に関する特別措置法が本年５月26日に全面施行され、国から空き家等対策の施策の

方向性が示されました。現在は、平成28年度に町の空き家等対策計画を策定すべく、

協議会を発足させるなどの諸準備と情報収集の作業を進めている段階であります。ま

た、空き家の管理につきましては、原則としまして所有者の責任において行われるべ

きものでありまして、町はその情報を把握し、適切な情報管理をするという立場とな

っております。

以上、答弁とさせていただきます。

〇大野敏行議長 次に、小項目（２）、（３）について、安藤副町長。

〇安藤 實副町長 （２）につきましてお答えをいたします。

嵐山町子育て世帯等転入奨励事業につきましては、町外から転入し、新築または中
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古住宅を購入された方、つまり定住する意思のある方に対し補助する制度であり、平

成26年度から３年間の時限的な助成としています。初年度実績は７件でありましたが、

今年度は10月末で既に10件の交付を行い、事業効果が向上しているものと考えており

ます。

貸し家、アパートについてのご提案ですが、本助成はあくまでも定住促進を行う事

業であり、貸し家、アパートの方の場合は、定住の意思を確認し、それを担保する方

法が大変困難であり、当該補助対象を広げる考えは持っておりません。

しかしながら、現在町には多くの空き家が存在しており、これらを利活用すること

により転入促進を図ることも課題の一つと言えます。今後、商業や農業の活性化を図

りつつ、その関係者の方々の定住も進めていくことにより、さまざまな課題を総合的

に解決できるような方向で転入促進を行ってまいりたいと考えております。

続きまして、（３）につきましてお答えをいたします。嵐山町子育て世帯等転入奨

励金交付要綱では、事業の終期を平成29年度３月末としております。これは、本事業

を、いわゆるサンセット方式により効果を見ながら限定することとしたものでござい

ます。

しかしながら、本事業は今般策定いたしました平成31年度を期限とする嵐山町総合

戦略に位置づけられていることもあり、今後の事業効果や町の財政状況を総合的に勘

案いたしまして、平成28年度中に事業のあり方を判断したいと考えております。

以上、答弁とさせていただきます。

〇大野敏行議長 次に、小項目（４）について、植木環境農政課長。

〇植木 弘環境農政課長 質問項目４の（４）につきましてお答えいたします。

平成26年度から今年度現在までの間に農業委員会へ相談のありました、嵐山町内へ

の転入を伴う新規就農の相談件数は14件ございました。

このうち、農地バンクを利用した農地と環境農政課の把握している空き家情報を利

用した住居のあっせんにより合意が成立した事例は３件ございまして、既に転入また

は転入を予定しての居住と就農が始まっております。また、現在調整中、協議中の事

案も１件ございます。これらの事例は、全て有機農業を目指す若い世代の家族であり、

小川町下里地区の有機農業を学んだ方々となっております。

有機農業につきましては、ＪＡＳ法による認証が必要であり、幾つかの条件がござ

いますが、原則的には農家本人による環境づくりの取り組みにより帰するものでござ
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います。ただし、近接する農地が有機農業以外の農法である場合には、農薬の使用や

農地の管理の方法が異なる部分もあり、区域のすみ分けができれば理想的ではありま

す。嵐山町では、現在のところそうした農地の利用区分を設定するまでには至ってお

りません。

以上、答弁とさせていただきます。

〇大野敏行議長 次に、小項目（５）について、安藤副町長。

〇安藤 實副町長 （５）につきましてお答えをいたします。

親の介護を行うため、近接地に居住していただけることは、介護をされる方にとっ

ても、また介護をするほうにとってもよいことではないかと考えております。

親の介護のために町内に居住していただける方への支援とのことでありますが、現

在町では嵐山町子育て高齢者応援リフォーム補助金を町独自で実施しているところで

ございます。近接居住を推進することにより、介護保険制度では担えない部分をカバ

ーができるとのことでございますが、その効果は個々の家族状況により異なるもので

あり、公平な基準をどのように設定するかなど課題は多くあると考えます。

町の財政状況の厳しさは変わらず、まずは地方創生への取り組みを進め、人口減少

・少子高齢社会に歯止めをかけることを第一として、総合戦略で示された子育て支援

等に力を入れていきたいと、このように考えております。

以上、答弁とさせていただきます。

〇大野敏行議長 第13番、渋谷登美子議員。

〇13番（渋谷登美子議員） 空き家に関しては、町が行うのは関係資料ということでの、

つくるということで、管理に関しては所有者ということですけれども、所有者で、非

常に難しい部分があるのかなというのを私は現実として感じているのですけれども、

所有者は嵐山町から離れていて、空き家から離れている場合、中にあるものを、仏様

とか、そういったものがあって、それに関してのものがとても厳しいのかなと。

あと、空き家を貸す場合、空っぽにしなくてはなかなか借り手がつかない。空っぽ

にするというのは実に厳しいものがあって、それについて何らかの、例えばどっかで

シルバー人材センターがやってくれるとか、そういった新たな事業みたいなのを展開

していただいて、それでやっていくような形のものが必要かなと思うのですけれども、

それについては考え方としてはいかがでしょうか。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。
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植木環境農政課長。

〇植木 弘環境農政課長 お答えいたします。

確かに空っぽの状態で借りるのが望ましいかと思いますが、先ほど関連（４）でお

答えしました就農者の場合ですと、例えば、仏壇があるままの農家の元屋敷というよ

うなものをお借りするという事例もあるように伺っております。

それから、遠隔地にお住まいで、空き家の管理がなかなか行き届かないというよう

な、そういう管理のあり方につきましては、原則的にはご本人の責任でございますけ

れども、空き家の処分あるいは利活用を含めて、来年度に、先ほどもお答えいたしま

したように、空き家等対策計画、町の計画を策定する予定でございます。この中でど

のように利活用していくのか、あるいは特定空き家を認定していくのか、あるいは利

活用するエリアを設定していくのか等々を具体的に検討していただくということの中

で検討させていただければと考えております。

以上です。

〇大野敏行議長 第13番、渋谷登美子議員。

〇13番（渋谷登美子議員） ２番目に行きます。

子育て世代転入等奨励金は不動産購入が原則ということです。今現在の不動産の状

況というのを見ますと、東京オリンピック以後は全ての地域で地価が下がる、３分の

１になるという本が出ています。私もそれを見てびっくりしたのですけれども、状況

として残るのは、川崎とかさいたま市ぐらいが少し値段が上がって、あとのところは

全部３分の１になるというふうな本が出ていて、なるほどなというふうに思っている

のですけれども、そうすると嵐山町の場合はあと４年ですか、2020、そうなっていき

ますと、嵐山町の場合、不動産自体がもう財貨として残らないわけです。土地は何と

かあるとしても、土地価格もそういうふうな形になっていくという本がありまして、

これは、図書館にあったのでびっくりして読んだのですけれども、何しろあるのは川

崎とかさいたま市、一部の地域だけで、東京都全体も地価が下がっていくという予測

がされています。

その中で、嵐山町はどんな形で生き残っていくかということが必要だと思うのです。

なので、そういうふうなことも含めて不動産購入が原則なわけですけれども、嵐山町

で事業を行う場合についてはある程度の転入奨励金的なものがなければ、全部のとこ

ろが地価が下がっていくわけですから、嵐山町なんか、もういなくなってしまいます
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よね。人が転入するという状況にはなっていかないという予測のもとに、いろんなこ

とを進めていくほうがよいのかなというふうに考えているのですけれども、どうでし

ょうか。嵐山町で事業を行う場合について、アパートなどを借りられる方、有機農業

にしてもそうですけれども、転入奨励金というのを考えていったほうがいいのかなと

いうふうな感じで。何年間か住んでいただいて、そこの土地で生活していただく場合

は、そういうふうなことも考えてもいいのかなというふうに思うのですけれども、い

かがでしょう。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

安藤副町長。

〇安藤 實副町長 昨年から、消滅都市の問題から、渋谷さんおっしゃったえらい時代

が来ると、これは多くの学者、研究者が言っているわけですから、恐らくそういうふ

うなことになるのではないかと思いますけれども、何も手をこまねいていれば大変な

状況になるわけでして、今度の総合戦略もそういったことで、少しでも人口減少に歯

止めをかけ、そして地域経済を活性化すると、こういうことで取り組むわけですけれ

ども、そうした中で、この空き家、アパートの問題をどうするか。考えられることは、

町でできること、施策を総動員して対応していくと。この困難な状況に対応していく

というのが基本的な考え方でございまして、ただ財政的に対応できるのかどうなのか、

財政支援がどこまでできるのかということは慎重に考えざるを得ないと。

以上でございます。

〇大野敏行議長 第13番、渋谷登美子議員。

〇13番（渋谷登美子議員） 有機農業の４番に行きます。

〇大野敏行議長 はい、どうぞ。

〇13番（渋谷登美子議員） 転入奨励金についてです。４番についていきますと、有機

農業というのはかなり広がってきていると思うのです。それで、農地の利用区分があ

るために、有機農業の推進、なかなか入ってきにくいわけですけれども、下里から南

部の地域というのですか、それは割と有機農業がやりやすいのではないかなと思うの

ですけれども、そのために全ての方が、今入ってきてらっしゃる方は有機農業の方な

わけですよね。そうすると、もう少し有機農業に対しての支援という形でやっていく、

土地の借地等についても利用条件を緩和していくとか、それから有機農業の方だから

という形で、仏壇なんかがあってもいいですよというふうになっているわけですけれ
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ども、実際に貸すほうとしてはそういったことが難しいというふうなことがあるのか

なと思うのですけれども、そういった点も踏まえて、関係性づくりというのはあった

ほうがいいかなと思うのですけれども、これのフォローというのはやはり難しいもの

なのでしょうか。これができれば、有機農業の人たちが下里のほうからみんな来てい

て、嵐山町は有機農業をやる方たちがふえていけば、とてもいいかなと思って。有機

農業をやる方たちが若い人が多いわけで、転入してこられる方というのは、嵐山町で

転入されていらっしゃる方たちというのは、そういう方のほうが多くなっていて、出

て行かれる方というのは、またちょっと雰囲気が違う。外に転出される方というのは、

また別の職業をなさっている方が多いのかなと思うのですけれども、その点について

どうでしょうか。少しフォローアップ体制をつくって、農地の利用区分で有機農業と

いう形のものを促進するようなあり方というのは捉えられないか、伺いたいと思いま

す。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

植木環境農政課長。

〇植木 弘環境農政課長 新規就農の場合ですと、有機に限らず、年齢制限はございま

すけれども、支度金の制度ですとか、いろいろさまざまな補助の制度が用意をされて

おります。そういうのをお使いいただく、現行の制度をお使いいだだくということも

考えていただければと思いますし、そういうものにつきましてはフォローができるか

と思います。

あと、例えば小川町の下里地区ですと約60人ほどの、農家以外の方も含めてという

ことのようですけれども、有機農業をされている生産グループがいらっしゃるという

ことですが、小川町としては、特にエリアを制度的に設定してということは行ってい

ないようでございまして、下里の１区の土地改良区内に約18ヘクタールの有機農業の

農地があるというふうに伺っていまして、割と近い範囲に集中しているということが

あるようです。

嵐山町の場合ですと、まだ事例が非常に少ないということと、有機を目指している

ということで、制度、ＪＡＳ法の認定をとらないと有機という言葉は名乗れないわけ

ですので、まだ有機農業ということではないかと思うのですけれども、先ほどお話し

しましたように、隣接する農地が有機以外ですとさまざまな違いもありますので、で

きれば地理的に独立した一つの谷津田を、谷津田地域といいますか、そういうところ
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を有機農業に充てていただくとか、いろんな考え方があろうかと思います。

今現在、農業の分野ですと、中間管理機構を使った農地の統廃合を集約化というの

が進められておりますので、そういう中で今後有機を目指す農家がふえてくるという

ような状況がございますれば、町の農地の利用計画というのを考えていきたいという

ふうに考えます。

以上です。

〇大野敏行議長 時間いっぱいとなりましたので、これで終了します。どうもご苦労さ

までした。

◇ 川 口 浩 史 議 員

〇大野敏行議長 続いて、本日３番目の一般質問は、受付番号７番、議席番号９番、川

口浩史議員。

初めに、質問事項１の子育て支援についてからです。どうぞ。

〔９番 川口浩史議員一般質問席登壇〕

〇９番（川口浩史議員） 日本共産党の川口浩史です。一般質問を行います。

第１点目として、子育て支援についてであります。本町は、次の議会選挙までに人

口が１万8,000人を割る見通しであります。したがって、子育て支援にさらに力を入

れていく必要があります。ところが、子育て支援にはお金がかかり過ぎるということ

が言われているというか、総合戦略の中でも書かれておりますが、そういう状況であ

ります。どういうふうにして子育て支援に力を入れ、人口の急減を鈍化させていくか

を考えた場合、当面第３子について、（１）として国保税の減免を行っていったらど

うか、（２）として学校給食費を無料にしたらどうかと思いますので、お考えを伺い

たいと思います。

〇大野敏行議長 それでは、小項目（１）、（２）の答弁を求めます。

岩澤町長。

〇岩澤 勝町長 （１）について、お答えをさせていただきます。

嵐山町総合戦略では、子供たちの未来を創出するという基本的な方針のもとで、子

ども・子育て支援の充実、子育て世帯への経済的支援の充実といった具体的な施策を

位置づけており、子育てがしやすい環境づくりにしていくことが大変重要であると考

えております。
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第３子について国保税の減免をとのご質問でございますが、国民健康保険税の減免

につきましては、地方税法により減免することができる者の範囲が規定をされており

ます。天災、その他特別の事情がある場合において減免を必要とすると認める者、貧

困により生活のために公私の扶助を受ける者、失業により所得が皆無となった者等で

ございます。したがいまして、お尋ねの案件につきましては、制度上難しいと考えて

おります。

また、町の国保の状況について申し上げますと、被保険者の高齢化や所得の低下に

より税収が減少している一方で、医療費は年々増加をしており、大変厳しい財政運営

の中で、どうにか国保税の引き上げを抑えているのが現状でありますので、この点に

ついてもご理解を賜りたいと存じます。

質問（２）でございます。子育て支援に係る費用につきましては、平成26年度決算

ベースで申しますと、一般財源として保健衛生費の予防接種事業等６事業で4,265万

1,299円、また児童福祉費の児童手当、特別支給事業等７事業で１億9,566万3,487円、

教育費の私立幼稚園就園奨励費等９事業で5,068万9,832円の合計が２億8,900万

4,618円の支出となっております。現在道路、上下水道も含めた公共施設の老朽化が

進み、ますます維持管理費にかかる経費がふえてくることは確実ですので、全ての事

業でダウンサイジングを検討している状況にあります。

ご案内のとおり、現在町では認定こども園や幼稚園、保育園等の保育料につきまし

ては、３人目以降は県と２分の１ずつ負担をし、無料にしているところでございます。

ご質問は、第３子の学校給食費の無料化をとのことでございますが、当町の財政状況

を鑑みますと、現時点で実施していく考えはございません。

多子世帯に対する支援につきましては、他の市町村でもさまざまな取り組みを行っ

てきつつありますが、今後嵐山町でもどのような支援ができるか検討してまいりたい

と考えておりますので、ご理解をいただきたいと思います。

以上、答弁とさせていただきます。

〇大野敏行議長 第９番、川口浩史議員。

〇９番（川口浩史議員） これでは、総合戦略で45年後9,000人になる見通しだという

のを１万2,200人までで食いとめようということですよね。こういうことでは、食い

とめられないのです。予算もありますので、私も１回目の質問で全部通るとは思って

はいないのですけれども、もう少し丁寧な、少し検討したいというような答弁なら、
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まだわかるのですけれども、これではちょっと成功しないなというふうに思います。

総合戦略の目的が成功しないなというふうに思います。

ちょっと先に伺いたいのですけれども、国保は厳しいのはわかるのですけれども、

今３人目というのが仮に減免された場合、これ幾らになるかというのは、担当課わか

りますか。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

山岸税務課長。

〇山岸堅護税務課長 それでは、お答えを申し上げます。

川口議員のご質問をいただきまして、試算をいたしました。18歳以下、３人目以上、

この方を全て免除した場合です。費用といたしましては61万7,520円です。これは、

あくまで現在の試算ということでございますので、ご了承いただければと存じます。

対象世帯数でございます。対象世帯数は38世帯、人数が42人。このうち既に６割軽

減、４割軽減の対象になっている方がいらっしゃいますので、その方は42人中16人が

軽減の対象になっております。

以上でございます。

〇大野敏行議長 第９番、川口浩史議員。

〇９番（川口浩史議員） 国保財政も厳しいのはわかるのですけれども、全体で61万

7,520円ということですので、総合戦略でも２人目、３人目が欲しいという方がかな

り多いという、こういう結果出ているのですよね。そういうことでいいのですよね。

〇大野敏行議長 答弁を求めますか。

〇９番（川口浩史議員） いや、うなずいてもらえればいいのですけれども。それが載

っていますから。

そうすると、そういう町民が多いわけですから、そういう環境をいかにつくってや

りやすくするか、お金がかかり過ぎるということでためらう方がやっぱりいると思う

のです。そういう方に対して61万ですから、これ町のほうで、町も厳しいのですけれ

ども、補助をして、産みやすい環境をつくっていくということが、私は総合戦略にの

っとったやり方になるのではないかなと思うのですけれども、いかがでしょうか。

〇大野敏行議長 先ほど、答弁漏れがあったそうでございますので、その前に、山岸税

務課長から答弁漏れのところをさせます。

〇山岸堅護税務課長 大変失礼いたしました。
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ただいま申し上げました必要額、約61万7,000円でございますけれども、こちらの

額につきましては、均等割の額を免除した場合ということでございます。よろしくお

願いいたします。

〇大野敏行議長 それでは、答弁を求めます。

岩澤町長。

〇岩澤 勝町長 子育て支援で国保税の減免ということです。先ほど答弁をさせていた

だきましたけれども、２つの点で現状ではやりづらいと、できないということでお答

えをさせていただいたのですけれども、１つ目は地方税法にあるわけなのです。それ

で、地方税法の中で、天災ですとかいろんな事情、貧困により、また失業により所得

が皆無になったとかいう状況が書かれているのです。それで、そういう状況ならとい

うことなのですが、そういういろんな状況の今法制度の中で、42人のうちに16名がそ

ういった形になっているわけなのです。それで、そのほかの人たちに対してはどうか

ということになるわけですけれども、それは、国保の状況を勘案をしていただきたい

という、２つの答えをさせていただいたわけです。

それで、その国保のほうは、ご承知のように値上げをいつするかというような状況

に来ているわけでありまして、そういう状況の中で国保を緩めていくというのはちょ

っと無理だなというような状況で、１項目めについては無理ですというお答えをさせ

ていただいたわけです。

〇大野敏行議長 第９番、川口浩史議員。

〇９番（川口浩史議員） 天災あるいは収入が少なくなったということが書いてあるわ

けですよね。最後に町長が認めることというのが書いてあるはずですよね。ですから、

町長が認めることでやれば、これは大概できるわけなのです。

ただ、今おっしゃったように、確かに値上げを町も繰り入れている状況でいますの

で、値上げはいつなのかという状況が現実にあるわけです。値上げされては困るので

すけれども、これそんなに多額ではないので、時期を見て、ぜひこれはやっていって

ください。時期を見てでいいですから。いかがですか。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

岩澤町長。

〇岩澤 勝町長 重ねて申しますけれども、現状想定をする中では、無理だということ

でございます。
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〇大野敏行議長 第９番、川口浩史議員。

〇９番（川口浩史議員） 時期を見てやっていってくださいと言っているのだから、い

つだとかとこちらも言っていないのですから。私も言いづらいのだよな。では、値上

げをしたときでいいですなんて言いづらいのだ、こういうものは。時期を見てぜひや

って、総合戦略を本当に成功させようという気持ちに、私はきのうも本当に感じたの

です。吉本議員さんが、わずかなスペースのものだけでやっているというのに、何の

反省もなく、他の町との比較だけで立派にやっているのだという、こういうことでし

ょう。

それで、私はパブリックコメントがいっぱい来ているのなら、まだそれでもいいの

です。これたった１名でしょう。本当にこれ成功させようと思ったら、あら、１名か

と。これちっとも町民に理解されていないなと。ポテンシャル云々と書いてあるわけ

です。潜在的な力を引き出すわけでしょう、町民の。そうでないと、総合戦略は成功

しないわけでしょう。それなのに、町民は理解してないわけです。それなのに平気な

のです。私は、本当にこれで総合戦略やる気があるのかということを今の答弁でも感

じます。ついでだから申し上げておきました。これ言っても無駄だと思います。

学校給食費のほうも幾らになるか、計算できていたら、ちょっと伺いたいと思いま

す。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

簾藤こども課長。

〇簾藤賢治教育委員会こども課長 お答えをさせていただきます。

第３子といっても、その線の引き方というのがあるのかと思うのです。先ほど町長

の答弁の中にもありましたけれども、保育園の３子、これは埼玉県の特例で扶養が３

人目という線の引き方で判断しているわけですけれども、私どものほうで第３子を無

料にした場合という試算で行った場合、はっきりした数字がとれないので、児童手当

の関係で15歳以下のお子さんの中での第３子という把握の仕方をさせていただいて、

数字で申し上げますと、小学校、中学校合わせまして134人、小学校については月

4,000円の11カ月、中学校については4,700円の11カ月ということで試算をしますと

595万7,600円という数字になります。

以上です。

〇大野敏行議長 第９番、川口浩史議員。
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〇９番（川口浩史議員） 595万円で第３子が希望するご夫婦が産みやすい環境つくっ

てやって、産んでいただければ私は結構なことではないかなと思うのですが、これち

ょっと、町長やらないでしょうから、もう結構です、これは。

次に移ります。

〇大野敏行議長 どうぞ。

〇９番（川口浩史議員） 指定管理についてです。

（１）として、図書館を指定管理にするため調査していると聞きましたが、これ事

実でしょうか。

（２）として、事実であれば、どのような理由から調査をしているのでしょうか、

伺いたいと思います。

〇大野敏行議長 それでは、小項目（１）、（２）の答弁を求めます。

村上文化スポーツ課長。

〇村上伸二文化スポーツ課長 質問項目２の（１）につきましてお答えいたします。

図書館の指定管理制度につきまして、埼玉県内、また全国でどのような導入実態で

あるのかに関しまして情報収集していることは事実であります。

続きまして、（２）につきましてお答えいたします。嵐山町において、人口減、職

員数の減等が、将来でなく既に進んできていることに加え、現実的にそれらが今後さ

らに進んでいくことを考慮したときに、現行と同じ人員配置、予算で、現行と同様な

町民サービスを継続していくことが非常に困難な状況にあると想定されます。

そうした状況の中で、町立図書館の指定管理者制度の導入に関する検討は、今後の

図書館運営を町としてどうすべきかという課題の中で、方策の一つとして上がった検

討事案であります。

以上、答弁とさせていただきます。

〇大野敏行議長 第９番、川口浩史議員。

〇９番（川口浩史議員） そうすると、まだ検討中だということなのですね。

では、その前に町長のほうに伺いたいと思うのですけれども、町長は、１～２年前

だったでしょうか、誰かの質問のついでに、嵐山町程度の自治体では指定管理はなじ

まないのだというようなことをおっしゃったことがあったのです。覚えてないですか。

私は覚えているのです。では、嵐山はやらないのだなということで私は聞きましたの

で。ところが、こうやって、また指示をしたのだと思うのですけれども、何が一番町
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長を動かしたのか、何か講演会聞いて、いい話聞いたから、これでやろうかというふ

うに思ったのか。率直なところでちょっとお聞きしたいなと思ったのですけど。いい

ですか、余り覚えてないのでは。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

岩澤町長。

〇岩澤 勝町長 何を心を動かしたかということなのですけれども、嵐山町の行政改革

大綱というのが、前決めたのあるのです。その中に、図書館は指定管理者制度も考え

ていったらいいのではないだろうかということ書いてあるのです。

それで、それだけではないのです。毎回というか、議会でも話をしていますけれど

も、予算は最少の予算で最大の効果を決められているわけですけれども、費用対効果

というのを毎年毎年しっかり適用されてきております。ですので、図書館もそうです

し、ほかのところもそうですけれども、今のままでいいのかというのは、今の時代考

えないといけないということなのです。係にいつも言っています。去年やったことを

今年やって、そのままでいいのか。ですから、図書館もそういうことの一環として、

今のままでいいのか、さらに費用を少なくして、町民の皆様に図書館の機能が十分行

き渡るような形がとれるとしたら、ほかに何かないのか。

それで、今全国的に、一部批判も出ておる部分もありますけれども、民間委託をし

て成果が上がっている。成果というのは、図書館に来る人が多いとか、本の貸し出し

数が多いとかいうようなことが中心かと思うのですけれども、そういう成果が出てい

るというところと、また本の図書の選別の仕方が今までの仕方とちょっと変わって、

なじみにくいというようなことだとか、それから選別の中にちょっと問題になるかな

というようなものが入っていたとかいないとかいうような新聞報道がありますけれど

も、そういうのもあるけれども、そういうのが出る前は効果が出ているという意見が

多かったのです。それで、埼玉県の中でもやっているところがあるわけですし、そう

いうものを当然検討していくのは嵐山町の姿勢だというふうに思っています。

〇大野敏行議長 第９番、川口浩史議員。

〇９番（川口浩史議員） そうですか。では、ちょっと伺っていきたいと思うのですが、

全国的にも委託、指定管理、こういったのがふえているというのですけれども、課長、

どの程度つかんでいますか。県内だとか、全国だとか、そういったのおわかりですか。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。
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村上文化スポーツ課長。

〇村上伸二文化スポーツ課長 お答えさせていただきます。

全国の市町村立図書館数、2012年ですけれども、3,248館、このうち指定管理を導

入しているのが333館で10.3％、これ2012年の確定値ですけれども、この時点で2013年

度に予定していたのが、プラス55館ということで、これですと11.9％になります。

埼玉県内でございますけれども、市町村立の図書館数が2015年度で201館ございま

す。このうち指定管理を導入している図書館が53館、パーセンテージにしまして26.4％

でございます。主な市では所沢、富士見、鴻巣、越谷、春日部、幸手等々です。町立

では上里、伊奈、宮代、毛呂山等でございます。

以上です。

〇大野敏行議長 第９番、川口浩史議員。

〇９番（川口浩史議員） なるほど。先日ＮＨＫのラジオ、11月12日だったと思うので

すけれども、指定管理の図書館について特集でやっていたのですけれども、そのとき

に、全国では426館だとＮＨＫの調査では言っていました。多分年度が違うので、そ

れだけふえているのだろうなというふうに思います。

今も、町長がおっしゃっていたわけですよね。余りよろしくない報道がされている

ということで、そういう危険というか、そういうことはやっぱり委託の場合あり得る

のではないですか。13年前の武雄市のツタヤの件です。13年前のウィンドウズ98の本

が置いてあるとか、11年前の公認会計士の資格試験の本が置いてあるとか、あるいは

古本がツタヤから買われて置いてあるとか、はたまた風俗の週刊誌まで置いてあると

かという、こういうことが報道されているわけです。そういう危険があるのではない

でしょうか。それいかがでしょうか。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

村上文化スポーツ課長。

〇村上伸二文化スポーツ課長 指定管理者制度の選定に当たりましては、当然細かい仕

様が各自治体とも準備して選定に当たっております。そうした中で、今武雄市の例だ

と、ご存じだと思いますけれども、こちらのほうは当然選書もこういう区分で、こう

いうビジョンに沿ってお願いしたいと、委託するに当たってですけれども、そういう

形になるかと思われるのですけれども、その辺の部分が武雄市さんの場合はかなり緩

かったのではなかろうかと。通常の選書では、図書館としては考えられないような選
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書の方式をとられていると。

ツタヤさんがバックの会社ですので、図書館運営のノウハウがその辺ない分、書店

としてのノウハウで指定管理を導入された経緯がその辺のバックとしてあると思うの

ですけれども、全国で幾つかいろんな会社で指定管理導入されておりますけれども、

図書館のノウハウをお持ちの会社では、そういった点はきちんと仕様書のほうで明記

してあれば基本的には起こらないと考えております。

〇大野敏行議長 第９番、川口浩史議員。

〇９番（川口浩史議員） ここまでは、さすがに余り例がないのかなとは思うのです。

選書がきちんとできれば、こういうほかの問題も問題ないというようなことでもある

と思うのです、今の答弁では。

兵庫県の三田市が図書館流通センター、いわゆるＴＲＣ、図書館のＴと、流通のＲ、

センターのＣでＴＲＣと。ここに委託したわけなのです。今までいた館長がやめて、

実態はどうだったかということで、選書の状況を聞いたわけなのです。選書は市側で、

ＴＲＣの職員が図書館に入っていますので、そこがやるのですけれども、それとあわ

せて市側でも入っていると。その市側の人は、司書の資格を持つ職員２人が購入のリ

ストチェックをするのだということなのです。それでもＴＲＣが示した、ずらずらと

来るわけですけれども、それを不採用にしたことは一度もないということなのです。

ＴＲＣが示したものを、言いっ放しでそのまま買っているということなのです。

私は、やっぱり図書館というのは、守らなければいけないものの一つだと思うので

す。やっぱり図書が命ですから、それが、ＴＲＣというのは図書を売る会社でもある

わけですから、売る会社の都合に合わせて、実際買っていると。ここに、名前で小林

さんという人がいるのですけれども、市の図書の内容が非常に精度が落ちたと、質が

落ちたというようなことを言っているのです。

やっぱり今までのやり方からがらっと変えて、ＴＲＣの言いなりになってしまうと

こういう面が出てくると思うのです。いかがですか、それはやっぱり心配にならない

でしょうか。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

村上文化スポーツ課長。

〇村上伸二文化スポーツ課長 お答えさせていただきます。

その辺で、近隣も含めて情報収集しているところでございますけれども、導入して
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いる市町村のお話では、やはり先ほど言いました仕様を、指定管理を導入するに当た

って、自分たちの図書館はどういうビジョンで、どういう図書館で、どういう仕様で

指定管理をお願いするのだと、その辺をいかに細かく明示するかに係っているかとい

うふうに考えております。

川口議員おっしゃるように、選書のチェック、それだけでなく、基本的には委託を

した場合は運営それ自体の当然チェックも必要になります。指定管理者制度の導入に

関しては、このチェック機能、これをどうするのかというのが全国的な問題となって

おりますので、その辺についても細かい事例を今後検討、検証していきたいと思って

おります。

〇大野敏行議長 第９番、川口浩史議員。

〇９番（川口浩史議員） それと、ツタヤの場合どうしても、すごいことをやっている

ので、郷土資料を大量に廃棄したということで、これはほかでも郷土資料がなかなか

読まれないので置かなくなってきているということがあるらしいのです。郷土資料に

ついて、どうなのでしょう、きちんとしたお考えを持っているのでしょうか。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

村上文化スポーツ課長。

〇村上伸二文化スポーツ課長 嵐山町は、歴史文化財に非常に豊かな町でございます。

嵐山町の図書館の一つの特色としては、やはり町の特色である歴史なり文化財、こう

いったものを強く押し出していく、これも一つの嵐山町の図書館のカラーと考えてお

りますので、現在も義仲コーナーをつくったりとかもしております、図書館の中で。

指定管理というものを考えた際にも、そういった嵐山町の歴史というものを色濃く運

営の中に位置づけるという形での仕様というものを当然考えたいと思います。

〇大野敏行議長 第９番、川口浩史議員。

〇９番（川口浩史議員） そうですか。郷土資料のことは、ここに具体的なものが載っ

ていないので、私もこれ以上言えないのですけれども、ただどこまでうまく行けるの

かという不安をちょっと私は持っています。

それから、職員のやっぱり図書を見ていて、蓄積、経験というのは大事になってく

るわけです。嵐山町でも正規の職員が今は１人、前は館長も正規の職員としていたわ

けで、その館長が今再任になっているわけですので、経験を持っているというふうに

言えると思うのですけれども、それががらっと変わってしまうわけですよね。蓄積さ
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れたものがゼロになってしまうわけです。それは、大変問題ではないかなと思うので

すけれども、いかがですか。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

村上文化スポーツ課長。

〇村上伸二文化スポーツ課長 議員ご指摘のとおり、指定管理者制度でやはり全国的に

も問題になっているのが、蓄積の継続というのをどのようにしていくか、これはやは

り大きな問題だというふうに捉えられておりますし、この導入の検討に当たっても、

一つの大きな懸案事項であると考えております。

〇大野敏行議長 第９番、川口浩史議員。

〇９番（川口浩史議員） ぜひ町長、今のことは図書館、新しい人がいればそれで済む

のではなくて、図書のことを知っていないと相談には応じられないということがあり

ますので、ちょっと覚えておいていただきたいと思うのです。

それから、町長もちょっと言いましたけれども、経費の節減というのが今言われま

したけれども、経費はどの程度、委託させることによって節減されるのでしょうか。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

村上文化スポーツ課長。

〇村上伸二文化スポーツ課長 まだ具体的な見積もり等々はとっておりません。経費を、

ではどの段階で考えるかということもあるかと思うのですけれども、やはり図書館を

運営するに当たっては人件費、こちらが最も大きなものを占めると思われます。嵐山

町の職員数、嵐山町の人口のピークは平成12年度でございましたけれども、嵐山町の

職員数、全体の職員数のピークが平成11年、これ図書館がオープンした年でございま

す。この年に嵐山町の正規の職員が176名おりました。平成27年度現在141名で、既に

35名の減というふうになっております。

開館当時は正規職員が４名、臨時職員が５名という体制でたしかオープンしたと覚

えております。それが、今年度につきましては、議員ご指摘のとおり再雇用の館長１

名と正規の職員１名、嘱託職員が３名、臨時職員が７名という体制で行っております。

どの体制が一番いいのか。本来は、正規の職員で司書を持った職員が開館当時のよう

に３名なり４名なりいれば一番運営としてはいいわけですけれども、現状ではそうい

う体制ができておりません。正規の司書を持っている職員は１名しかおりません。そ

れを嘱託、臨時職員という数をふやして何とかカバーしているわけですけれども、こ
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れが先ほどの蓄積というご指摘もありましたけれども、職員として蓄積した職員が３

名いるとなると、現在の単純な図書館にかかる費用とは比較できませんので、その辺

も何をもってどれだけコストが安いのか、また運営というものを考えたときには、そ

うすることによって示された金額が果たして高いのか安いのか、その辺も細かく検討

していきたいと考えております。

〇大野敏行議長 第９番、川口浩史議員。

〇９番（川口浩史議員） 経費の節減を一番やりやすいのが人件費なのです。ほかの面

では、今の直営だって相当効率的にもうやっていますので、委託業者が入ってきても、

なかなか大きな効率化というのは進められないと思うのです。やっぱり人件費になる

と思うのです。今は司書ですから、臨時職員と言っても少しいいと思うのですが、少

しいいと思うのですけれども、そんなによくはないですよね。それをさらに委託にな

れば落とすわけでしょう。いわゆるワーキングプアを、官製のワーキングプアをつく

ってしまうわけです。そういうことは、やっぱりやってはいけないというふうに思う

のです。

こっちから委託で話し合えば、もうそこで働いている人の給料がどうであろうと知

ったことではないなんていう、そういうことではやっぱり大変まずいわけで、経費の

節減は、これ一番人件費がやりやすいのですけれども、もしこれが目的であれば、今

のより安く請け負うとしたら、そこを削るしかないのですから。やっぱりそれは本当

にやってはいけないなというふうに思います。これから研究段階だということなので、

それ以上いいです。

それからもう一点、開館時間が長くなるということで、これ利用者側は喜ぶわけで

すよね。だけれども、図書館に勤めている方は曝書というのをやるわけですよね。ご

存じですか。ご存じない。埼玉新聞の11月30日の解説というところにあるのですけれ

ども、図書館ですからいろいろな資料、本を集めてくるわけです。それを適切に管理

される必要がある、それを曝書というのです。その曝書というのは、どういうときに

やるのかというと、休館日にやるのです。資料とリストを照合して、見つからない資

料は亡失として処理をすると。ふだんはできないレイアウトの変更だとか、本の修理

だとか、傷みますから。本の修繕、書架を整理整頓するとかという。だから、やっぱ

りこういうのに一定の時間が必要だというのです。ところが、ＴＲＣにしたって年中

無休でしょう。曝書がきちんとできているのかという問題があるのです。ちょっとご
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存じないかな。わかりますか。では、ここも大きな問題ですよね。認識だけ伺います。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

村上文化スポーツ課長。

〇村上伸二文化スポーツ課長 管内整理、嵐山町も現在月に１回行っておりますけれど

も、これにつきましても指定管理にすれば、その業者が好きに運営していいというわ

けではないわけです。当然、現在も条例で開館時間と休館日と決まっております。委

託にするに当たっては、当然町の条例、この嵐山町の図書館を設置及び管理条例に従

って運営するわけですので、休館日また開館時間等もそれに従った上での委託という

形になりますので、指定管理の運営をしたからといって、何もかも自由勝手に業者が

できるというものではございません。

以上、答弁とさせていただきます。

〇大野敏行議長 第９番、川口浩史議員。

〇９番（川口浩史議員） そうなると、委託や指定管理になぜするのかという意味がも

うなくなってくるわけです。指定管理にしてサービス向上なんていうことを言うわけ

ですけれども、開館時間も別に今までと同じだと。休館日もきちんと設けるというこ

とになったら、今までと同じなのですから、これはあえてやる必要があるのかという

ふうになるわけですので、そのことを正直に申したなというふうに思うのです。

これから検討するとはいえ、非常に前向きな私は捉え方してしまっています。危険

があるなというふうに思っています。今後もこれは皆さんに聞いていきたいと思いま

すのでということで、次の質問に移りたいと思います。

〇大野敏行議長 川口議員に申し上げます。一般質問の途中ですが、この際、暫時休憩

をいたします。再開時間を４時10分といたします。

休 憩 午後 ３時５４分

再 開 午後 ４時１０分

〇大野敏行議長 休憩前に引き続き会議を開きます。

川口浩史議員の一般質問を続行します。

第９番、川口浩史議員。

〇９番（川口浩史議員） ３番目といたしまして、歩道設置についてであります。

遠山地区へ行く１―12号線ですが、この道路の一部に歩道が設置されていない部分
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があります。通学路にもなっていることから、早期の設置が必要ではないかと思いま

すので、お考えを伺いたいと思います。

〇大野敏行議長 それでは、答弁を求めます。

菅原まちづくり整備課長。

〇菅原浩行まちづくり整備課長 質問項目３につきましてお答えをいたします。

町道１―12号は、国道254号から遠山地区へ通ずる幹線道路として、平成３年度、

４年度の２カ年をかけて改良事業が実施されたものでございますが、一部区間におい

て歩道が未整備のまま現在に至っております。これは、平成３年当時に用地買収にご

理解をいただけなかったためでございます。しかしながら、本路線は通学路にもなっ

ており、歩道の整備が必要であることはご指摘をいただいたとおりでございます。し

たがいまして、当時の経緯を整理いたしまして、改めて協議を再開し、歩道の設置に

努めてまいりたいと考えております。

以上でございます。

〇大野敏行議長 第９番、川口浩史議員。

〇９番（川口浩史議員） さすがに、これはやりませんということではないので、ぜひ

お願いしたいと思うのです。

理解されないという、内容は課長はもうご存じなのですか。それは余りよくご存じ

ない。それはいいですけれども、１の何号線ということで、私またこれが余り積極的

にやらないで、また放っておかれたのでは、やっぱり地元の人もかなわないと思うの

です。１の何号線で歩道のない道路というのはどのぐらいあるのか。ついでに、２の

何号線であるのか。わかったら伺いたいと思います。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

菅原まちづくり整備課長。

〇菅原浩行まちづくり整備課長 大変申しわけございませんが、１の何号線というもの

は、幹線道路のうちの１級町道ということで整理をしているものがございます。それ

から、２の何号線というものも、２級町道幹線道路として整備をしているものでござ

いますが、そちらの道路の中で歩道が設置されている箇所、設置されていない箇所の

別々の数字につきましては手元に資料がございませんので、今お答えすることはでき

ません。大変申しわけございません。

〇大野敏行議長 第９番、川口浩史議員。
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〇９番（川口浩史議員） どうですか。感じとして、今長くまちづくり整備課にいるわ

けですから、大体できているのではないかとか、特に１級道路のほうは言えるのでは

ないかと思うのですけれども、いかがでしょうか。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

菅原まちづくり整備課長。

〇菅原浩行まちづくり整備課長 大変申しわけございませんが、私もしばらく道路のほ

うの担当というのを外れておりまして、この１年間、久しぶりに、今年まちづくり整

備課長ということでお世話になっておりますが、大変申しわけございませんが、感覚

的にどのくらいというのも、すみませんがちょっとお答えすることができません。よ

ろしくお願いいたします。

〇大野敏行議長 第９番、川口浩史議員。

〇９番（川口浩史議員） ちょっと今関係ないのではないかといっているのですけれど

も、ある程度私は整備されていると思うのです。そういう中で、ある面ここだけが残

っているのではないかなと思うのです。ですので聞いたわけで、やっぱりここへの力

の入れ方というのを私は確認したくて聞いているのです。いいですか。

〔何事か言う人あり〕

〇９番（川口浩史議員） そんなことはないって。そんなことわかるものですから。質

問すら……。ごめんなさい。

〔何事か言う人あり〕

〇９番（川口浩史議員） そういうことで、もしここだけが残っているのだったらやっ

ぱり大変まずいです。課長としてこれ……。いいと言っているのですからいいです。

いいですから。課長としても、自分の責任を持って通すということを、そのぐらいの

気概を持って私はやっていただきたいと思うのです。気概の表明だけちょっとお願い

したいと思います。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

菅原まちづくり整備課長。

〇菅原浩行まちづくり整備課長 議員おっしゃるとおり１―12号線、遠山道につきまし

ては、部分的に途中が抜けてしまっているという状況でございますので、こちらにつ

きましては先ほど答弁申し上げましたとおり、当時の経緯を改めて確認をし、整理を

して、地権者の方に再度協議のほうをお願いしてまいりたいというふうに考えており
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ます。

〇大野敏行議長 第９番、川口浩史議員。

〇９番（川口浩史議員） では、よろしくお願いいたします。

終わります。

〇大野敏行議長 どうもご苦労さまでした。

◇ 清 水 正 之 議 員

〇大野敏行議長 続いて、本定例会最後の一般質問は、受付番号８番、議席番号10番、

清水正之議員。

初めに、質問事項１の国保の都道府県化についてからです。どうぞ。

〔10番 清水正之議員一般質問席登壇〕

〇10番（清水正之議員） 日本共産党の清水正之です。一般質問を行います。

まず、都道府県化についてでございますが、2018年から国民健康保険は都道府県が

国保の保険者となるというふうになっています。その運営自体は、都道府県と市町村

が国保の被保険者となるということで制度を共有するという、共同で行うというふう

になっています。

市町村の事務は、保険証の発行、それから保険料の決定、賦課徴収、医療の給付と

いうことで、１つは健康保険の保険料の徴収方法はどういうふうな形で変わるのかど

うか。

２つ目は、その徴収基準についてはどういうふうになるのか。

３つ目は、資格証の発行と滞納の人をどのように行うのか。滞納については、非常

に厳しくなるというふうになっています。

そういう面では、４点目に町独自の減免制度がどういうふうになるのかと。これは

保険料の賦課方法、それから保険料の納付方法にも関係する問題です。

５つ目は、保険料、国保の県への納付についてでございますが、これについては賦

課金方式に変わるというふうになっています。

以上、５点について最初にお聞きをしておきたいというふうに思います。

〇大野敏行議長 それでは、順次答弁を求めます。

初めに、小項目（１）、（２）について金井町民課長。次に、小項目（３）について、

初めに金井町民課長が答えた後に、山岸税務課長に答えていただきます。次に、小項
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目（４）について、山岸税務課長に答えていただきます。次に、小項目（５）につい

て、金井町民課長に答えていただきます。

それでは、初めに小項目（１）、（２）について、金井町民課長。

〇金井敏明町民課長 質問項目の（１）につきましてお答えいたします。

今回の国保改革で、2018年度から都道府県が市町村とともに国保の運営を担うこと

になり、都道府県は財政運営の責任主体となる一方で、市町村は地域住民と身近な関

係の中で、保険給付、税率の決定、賦課徴収、保健事業などの地域におけるきめ細か

い事業を引き続き担うことになります。

保険料の賦課方法はどう変わるのかというご質問でございますが、県に確認いたし

ましたところ、現段階では第３次埼玉県市町村国保広域化等支援方針にあるとおり、

賦課基準の方針は２方式、こちらは所得割、均等割を考えているとのことであります。

今後、県に国保運営協議会が設置され、検討を進めていくことになりますが、協議の

経過によっては変更になる可能性もあるかもしれないとのことでございます。

質問項目（２）につきましてお答えいたします。徴収基準ということでございます

が、県は納付金の額を決定するとともに、標準的な算定方式に基づいて、市町村ごと

の標準保険税率を算定し、提示いたします。

県から示された納付金をどのように被保険者から賦課徴収するかでございますが、

国保財政の十分な資金の確保ができるかどうか、被保険者の急激な負担とならないよ

うにすること。また、近隣町村の状況を総合的に勘案して、賦課基準及び税率を決定

していきたいと考えております。

〇大野敏行議長 次に、小項目（３）について、初めに金井町民課長。

〇金井敏明町民課長 続きまして、（３）資格証の発行につきましてお答えいたします。

資格証の発行は、滞納者への納付指導や納付機会を確保し、国保税の納付について

理解を得ることにより、納付済みの被保険者との公平を図ろうとするものであります。

したがいまして、国保の広域化以降も市町村は引き続き保険税の賦課徴収を行ってい

くこととなりますので、制度が変わらない限り資格証の発行も実施いくこととなりま

す。

以上、答弁とさせていただきます。

〇大野敏行議長 次に、山岸税務課長。

〇山岸堅護税務課長 質問項目１の（３）、納税指導につきましてお答えを申し上げま
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す。

納税指導につきましては、督促状の発布、年４回の催告書の発布、電話催告、自宅

訪問等を通じ、まずは滞納されている方との折衝の機会を設けることに努めておりま

す。そして、相談窓口に来ていただき、相互扶助という国民健康保険の運営の考え方

を踏まえ、納税に対しご理解いただけるよう努めております。また、納税者の皆様に

対しましては、それぞれの状況により、できる限りきめ細かな対応に努めてまいりた

いと考えております。

〇大野敏行議長 次に、小項目（４）について、山岸税務課長。

〇山岸堅護税務課長 質問項目１の（４）につきましてお答えを申し上げます。

国民健康保険税の減免は、貧困により公私の扶助を受ける場合、被災された場合、

所得が皆無となり生活が困難になった場合など、これらが対象となります。平成26年

度においては、減免の対象が17件、減免額が70万5,500円となっております。

国民健康保険税の減免は、地方税法に基づき、条例の定めるところにより行ってお

りますので、都道府県化以降につきましても、減免に係る法改正がない限り制度の存

続は可能であると考えております。

以上、答弁とさせていただきます。

〇大野敏行議長 次に、小項目（５）について、金井町民課長。

〇金井敏明町民課長 （５）につきましてお答えいたします。

国保税の県への納付につきましては、市町村は県から示された納付金を確保するた

めに、被保険者から保険税を賦課徴収いたします。この納付するための資金に不足が

生じた場合には、まず国保会計の保険給付費支払準備基金を取り崩して対応いたしま

す。それでも足りない場合には、平成30年度から県に創設される財政安定化基金から

無利子の貸し付けを受けて対応していきたいと考えております。

以上、答弁とさせていただきます。

〇大野敏行議長 第10番、清水正之議員。

〇10番（清水正之議員） 保険税についてですけれども、まず４方式から２方式に変わ

るというのは以前から言われていることでした。したがって、ここに書かれていると

おり、所得割と均等割になるということでありました。

そういう面では、（５）のところの保険税の県への納付ですけれども、賦課徴収が、

税額が決まる関係があって分賦金に変わるということで、対県との関係では市町村に
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ついては全額納めなければならないというふうに変わると思うのですけれども、そう

いう面では所得割と均等割という形で、２方式になるということでありますけれども、

現在の段階で、この２方式になった場合の保険税については具体的にはどういうふう

になるでしょうか。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

金井町民課長。

〇金井敏明町民課長 ４方式から２方式になった場合の保険税がどのように変わるかと

いうことでございますが、仮に今４方式で納めていただいてございますので、今と同

じ割合というのですか、今と同じ額の保険税を徴収するためには、資産割と平等割が

なくなってくると思いますので、所得割や均等割をその部分では上げざるを得ないと

いうふうになるかと思います。ただ、今後２方式のほうへ変えていくということにつ

きましては、県のほうに伺いましたところ、いつまでに２方式にしなくてはならない

ということの線を引くというのですか、タイムリミットはなかなか設けられないとい

うことで、あくまで方式をどのようにしていくかということは市町村の判断によると

ころですということでございますので、近隣町村の動向とか、そういった県の動向等、

状況を踏まえながら検討していきたいと思っております。

以上です。

〇大野敏行議長 第10番、清水正之議員。

〇10番（清水正之議員） 現在の２方式になっている市町村、郡内の東松山も含めた市

町村については、どういうふうになっていますでしょうか。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

金井町民課長。

〇金井敏明町民課長 お答え申し上げます。

比企郡内の市町村の状況はどのようかというご質問かと存じますが、担当者の会議

等でどのようにしていくかということで、幾つかそれぞれ市町村の考え方というのが

多少ばらつきはございます。例えば広域化に向けて２方式へ改正予定であるというと

ころや、また30年度、広域化をにらみながら検討していくと。していく年度について

は、ちょっとまだはっきりしないといったところとかで、そういったことで、あと一

部、ある町では２方式または３方式を検討中というようなところもございます。

比企郡内では、今のところ４方式の市町村が大体でありまして、吉見町さんが26年
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度に２方式に改定済でございます。それとあと、ときがわ町さんが来年から２方式へ

の移行を考えているというふうに伺っております。それ以外の市町村では４方式とい

うことで、手元の資料ではそのようになってございます。

以上です。

〇大野敏行議長 第10番、清水正之議員。

〇10番（清水正之議員） 全国的な国保の状況は、今無年金者というか、無職の人が多

くなっていると。そういう面では、65年と2011年を比較すると、無職の人の比重が非

常に高くなっているというふうに言われています。嵐山町ではどうなのでしょうか。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

金井町民課長。

〇金井敏明町民課長 ちょっと資料を持ってきてないので、詳しいことは、その点につ

いてはわかりません。申しわけございません。

〇大野敏行議長 第10番、清水正之議員。

〇10番（清水正之議員） 全国的には、96年のときには、要するに農林水産業と自営業

者で、合わせて７割というふうに言われていましたけれども、それが2012年には、こ

れが少数派になって、無職の人が43.4％というふうにふえてきているというふうに言

われているのですけれども、その辺の嵐山町の状況というのはわかりませんか。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

金井町民課長。

〇金井敏明町民課長 具体的に何％ぐらいとかという数字はちょっと今わからないので

すけれども、やはり同じように嵐山町でも同じような傾向がうかがえるという認識は

持ってございます。やはりだんだん高齢化とともに年金生活者の方や収入的に低い収

入というのですか、そういった方の割合が多くなってきているというのは資料等から

把握しておりますが、具体的に今何％ということはちょっと把握してございません。

以上です。

〇大野敏行議長 第10番、清水正之議員。

〇10番（清水正之議員） そうしますと、嵐山町の場合は、比較的収入の低い人が多く

なってきているというのが現状というふうな感覚でよろしいでしょうか。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

金井町民課長。
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〇金井敏明町民課長 はい、多くなっているのは事実だと思いますので、そういった認

識はよろしいかと思います。

〇大野敏行議長 第10番、清水正之議員。

〇10番（清水正之議員） 町長に所感をお聞きしたいのですが、私の資料ですと、今課

長が言われたように収入の少ない人が個々の世帯の中で多くなってきているというこ

とですけれども、例えば私の資料ですと、ひとり世帯の場合、総所得100万円の場合

が嵐山町は110万円。これ平均だと思います。総所得200万円のひとり世帯の場合が20万

円。２人世帯の場合、妻が63歳、総所得100万円の場合が14万円と。200万円の場合が

23万600円。４人世帯、高校生と中学生、先ほど無料にしてくれと、３子の場合無料

にしてくれという話があったわけですけれども、４人世帯の場合は、200万円の場合

が26万7,808円と。300万円の総所得の場合が35万7,000円ということでありますけれ

ども、国保税そのものが高いという感覚はお持ちでしょうか。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

岩澤町長。

〇岩澤 勝町長 高い安いのこの判断というのは、どこに基準を置くのかちょっとわか

りませんけれども、要するに必要な分と出す分とバランスをとるという面においては、

今はちょっと入る分が少な目。ですから、もっと上げないといけないということかな

というふうに思います。

しかし、それが今お話が出ているように、健康保険に入っている人たちの状況とい

うのが、皆保険制度が始まったときと状況が変わってきているという状況を考えたと

きには、ただただ入る分と出る分だけバランスをとっていけばいいのか。今おっしゃ

るように無職の方、あるいはそのほかいろんな状況で所得が低くなってしまった方等

が入ってきたという状況で考えると、保険料は高いかなというような判断も出てくる

と思いますので、その判断の基準をどこかに置いてやるかによって違ってくるという

ふうに思います。

〇大野敏行議長 第10番、清水正之議員。

〇10番（清水正之議員） では、課長のほうにちょっとお聞きをしたいと思うのですが、

５番目の国保税の県への納付ですけれども、今年度については、広域になった場合の

納付方法ですけれども、納付方法は今度はどういうふうになりますか。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。
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金井町民課長。

〇金井敏明町民課長 県への納付方法ということでございますが、今のところ私のほう

で把握しているのは、被保険者の方々へ賦課徴収したものを納付金として県のほうに

支払うということで、例えばこういった名称でこういうふうになるというものは、ち

ょっとはっきり今のところは把握してございません。

以上です。

〇大野敏行議長 第10番、清水正之議員。

〇10番（清水正之議員） 広域行政になった場合に、県は未納をなくすという方法を考

えているということで分賦金の方法をとるのだということです。

それによって、保険税については、県はその徴収の義務を負わないわけですけれど

も、市町村に対しては、その分賦金によって市町村から吸い上げるという言い方はお

かしいのですけれども、納付をしてもらうということで、その部分については、県は

対被保険者に対して未納はなくなるというふうに考えてよろしいですか。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

金井町民課長。

〇金井敏明町民課長 分賦金というふうになるか、納付金というか、県へ納めるお金と

いうことで、納付金という言い方でさせていただきたいと思いますが、県のほうで、

国保の基盤強化ということの施策の中で、30年度から国保が広域化になるということ

で、国費の追加投入、これ1,700億円ということでございますが、その中に４つの大

きな柱というのですか、ございます。１つには財政調整機能の強化ということで、財

政調整交付金の実質的な増額と。２つ目が、自治体の責めによらない要因による医療

費増への負担の対応ということで、こちらの内容につきましては、精神疾患や子供の

被保険者数、また非自発的失業者数等の割合に応じての対応ということで、３つ目が

保険者努力支援制度、それと４点目が財政安定化基金の創設ということでございます。

今のお話の納付金の中で、確かに県のほうから決められた納付金というのですか、

それが幾らですよということで示されて、それに対応する、見合う分のお金は町のほ

うから納めなくてはならないというふうに考えております。

そういったことの対応として、今申し上げました４点目の財政安定化基金の新しく

創設というものがございます。こちらにつきましては、県のほうで基金を設置してと

いうことですけれども、給付増ですとか保険税の収納不足等により、財政不足となっ
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た場合に備えて、一般財源からの財政補填等を行う必要がないようにということで、

県のほうが都道府県に財政安定化基金を設置して、都道府県や市町村に貸し出すとい

うものでございます。こちらにつきましては、無利子で３年間で償還ということで、

今案の中では考えられているところでございます。そういった制度を利用しながら、

やりくり等を行っていければというふうに考えてございます。

以上です。

〇大野敏行議長 第10番、清水正之議員。

〇10番（清水正之議員） 課長が言われる財政安定化基金については、確かに県は貸し

付けをしてくれるのですが、それは後で返さなければならないということで、これは

保険料に上がってくる話です。

町長は、そういう面では、どこに線を引いていいかわからないというふうに言われ

ました。総収入の定義というのは、税務課長わかりますか。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

山岸税務課長。

〇山岸堅護税務課長 大変申しわけございません。今資料を持っておりませんので、明

確にお答えすることができない状況です。

ただ、平均所得に関しましてお答えをさせていただきますと、26年度の決算と25年

度の決算、所得割の算定基礎額、こういったものを比較いたしますと、25年度と26年

度の決算においては、１世帯当たりの額については25年度が約163万円、26年度の決

算では約170万円ということで、所得割の算定基礎額からいたしますと、さほど変化

がないというような状況です。

以上です。

〇大野敏行議長 第10番、清水正之議員。

〇10番（清水正之議員） 総収入というのは法定減免、いわゆる定額の減免の前のやつ

ですね。要するにいわゆる総収入です。そこから法定の減免が、控除がなされていく

と。あとは、それぞれの関係の控除が引かれるという形で、収入ですね。総収入の１

％以上、どこの段階でも１％以上です。これはやっぱり高いという感じを持ちません

か。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

岩澤町長。
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〇岩澤 勝町長 ちょっと今の話の感じ方というのは、これもまた違うのです。ですか

ら、何と答えたらいいのですかね。聞いているほうもわからないのではないですか。

そういうことだと思うのです。

〇大野敏行議長 第10番、清水正之議員。

〇10番（清水正之議員） 総収入の10％以上が保険税として納めなくてはならないとい

うのは、高いという感覚を持ちませんかということです。総収入というのは、そこか

ら基礎控除を引く前の収入です。そこから30数万円の基礎控除が引かれて、それぞれ

の控除が引かれて、それで算定されるわけですけれども、総収入の１割以上という保

険料は高いという感覚を持ちませんかということ。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

岩澤町長。

〇岩澤 勝町長 ですから、先ほどお答えをしたように、必要な分というのか、収入と

支出とバランスをするように税を決めていくのかということになれば、必要な分だけ

税を上げなくてはいけないわけです。しかし、そのほかの国保の状況、税の状況とい

うようなものを考えたときには、それはどうなのかということなのです。ですから、

高いか低いかというのは、どこを基準にやったらいいのか。先ほど答弁したとおりで

ございます。

〇大野敏行議長 第10番、清水正之議員。

〇10番（清水正之議員） 私は、高いというふうに思います。そういう面では、総収入

の１割以上の保険料というのは高いというふうに思うのです。それが毎年毎年引かれ

るわけですから。

そういう面では、金井課長にお聞きしますけれども、今度の２方式になった場合に

法定減免はどう変わりますか。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

金井町民課長。

〇金井敏明町民課長 法定の減免ということでございますが、引き続き減免制度につい

ては同様に運用していくものと思われます。

以上です。

〇大野敏行議長 第10番、清水正之議員。

〇10番（清水正之議員） ちょっと聞き方が悪かったかもしれませんが、今７・５・２
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ですね。それが今度の２方式になった場合に、前の課長は８割・２割だっけかな、法

定減免については変わるという答弁でした。それは変わりますか。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

金井町民課長。

〇金井敏明町民課長 ほかの賦課方式ですとか、また税率等と合わせまして、その中で

今嵐山町では６割・４割の軽減割合ということで行わせていただいておりますが、県

内市町村を見ますと、７割・５割・２割という市町村のほうが割合的には多い状況で

ございます。それらの減免の方法につきましても、あわせて検討していきたいという

ふうに考えます。

以上です。

〇大野敏行議長 第10番、清水正之議員。

〇10番（清水正之議員） ということは、変わらないということでよろしいのですか。

もう一つお聞きします。嵐山町には、一部負担金の軽減制度があります。それから、

先ほど言った無職者に対する軽減制度もあります。もちろん免除制度もあります。そ

れについては、県はどの程度見てくれるのですか。今度の２方式になった場合に、そ

の部分は納付金にどの程度反映されるのですか。

◎会議時間の延長

〇大野敏行議長 答弁の前に申し上げます。議事の途中ですが、本日の会議は議事の都

合によりあらかじめ延長いたします。

〇大野敏行議長 それでは、答弁を求めます。

金井町民課長。

〇金井敏明町民課長 一部負担金の減免と税のほうの減免制度ということで、そちらに

つきましては県のほうに伺いましたら、広域化になりましても引き続き制度の運用、

町独自の減免制度ということで、引き続き適用は可能だというふうに伺っております。

もう一点……

〇大野敏行議長 第10番、清水正之議員。

〇10番（清水正之議員） ということは、町がとっている今までの制度については、納

付金については反映されないということになるのでしょうか。
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〇大野敏行議長 答弁を求めます。

金井町民課長。

〇金井敏明町民課長 反映ということがちょっとよくわからないのですけれども、制度

上、それは引き続いていけるということでございますので、納付金の率に、計算の中

に例えば影響があって、町が独自で減免している部分について納付金が上がるとか下

がるとか、そういったことへの影響はないかというふうに考えております。

以上です。

〇大野敏行議長 第10番、清水正之議員。

〇10番（清水正之議員） 納付金についてですけれども、県に対する納付金については、

一般会計で見ざるを得ないというふうに思うのです。それは、県のほうから来る部分

があるとしても、そうした町独自の軽減、あるいは減額の措置がとられている部分に

ついては一般会計で見ざるを得ないというふうに思うのですが、それでいいですか。

〇大野敏行議長 暫時休憩いたします。

休 憩 午後 ４時５４分

再 開 午後 ４時５８分

〇大野敏行議長 休憩前に引き続き会議を開きます。

清水正之議員の質問に対する答弁を求めます。

金井町民課長。

〇金井敏明町民課長 大変失礼いたしました。

先ほどの法定の減免、減額ということでございますが、６割・４割、例えば７割・

５割・２割というものにつきましては、県のほうから４分の３、それから町のほうで

４分の１ということで入ってくるものでございます。

以上です。

〇大野敏行議長 第10番、清水正之議員。

〇10番（清水正之議員） それは、町の負担分についてはどこかで見なくてはならない

と思うのです。そういうことですよね。それは、一般会計で見ていくということにな

るのですか。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

金井町民課長。
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〇金井敏明町民課長 一般会計のほうで見ていただくということになります。

〇大野敏行議長 第10番、清水正之議員。

〇10番（清水正之議員） もう一つ、法定減免ですけれども、法定減免については申告

時点で、既に納付書を発行する時点で減額がされてくると思うのです。減額がされて、

国保の納入通知書に反映されるというふうになると思うのですが、そうなった場合に、

県のほうはそれを考慮して保険税を決めてくるのですか。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

金井町民課長。

〇金井敏明町民課長 具体的な県のほうでどのように賦課を、基準というのですか、決

めてくるかということでございますけれども、納付金の決定するのは県のほうという

ことでございます。その医療費水準だとか所得水準を参考にしながら、その町ごとの

標準保険税率を定めるということでございますけれども、具体的にその数字の算式の

中にこういったものが入ってくるというものは、ちょっと把握してございません。

〇大野敏行議長 第10番、清水正之議員。

〇10番（清水正之議員） 法定減免については、まだよくわからないということですね。

県のほうは、４方式から２方式に移るということで、郡内もそういう……東松山も確

か２方式になるか、なったか、そういう方向を打ち出しています。毛呂山は既に２方

式に移りました。そういう面では、広域化に向けて多くの自治体が２方式にしていく

という方向を打ち出しています。嵐山町は２方式か３方式か、まだ県のほうから正式

な通知は来ていないのだということでありますけれども、そういう点では、嵐山町は

昨年度、医療費の高騰によって、年度末で補正を組んで対応するという方法をとりま

した。

今度は、それが納付金という形で全部県のほうに納付をするという形になると思う

のですが、それに引きかえ、税の滞納者に対する徴収が非常に厳しくなるというふう

に言われています。嵐山町の現時点での資格証明書の発行枚数はどのぐらいになって

いるでしょうか。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

金井町民課長。

〇金井敏明町民課長 嵐山町の現在の資格証の発行状況ということでございますが、平

成27年度の今現在、７世帯の方に資格証を出してございます。
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以上です。

〇大野敏行議長 第10番、清水正之議員。

〇10番（清水正之議員） 短期保険証はどのぐらい出していますか。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

金井町民課長。

〇金井敏明町民課長 短期保険証につきましては、現在200ということでございますが、

こちらにつきましては、年に勧奨の期限が切れますということで、３カ月に１回、年

に４回発送させていただいておりますので、現在では200ございますが、最終的には

若干数字的には変更になるものと思われます。

以上です。

〇大野敏行議長 第10番、清水正之議員。

〇10番（清水正之議員） 滞納者についての差し押さえというのは、どのくらいありま

すか。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

山岸税務課長。

〇山岸堅護税務課長 お答え申し上げます。

平成26年度の決算でございますが、国保税に関しましては５件、金額にいたしまし

て14万4,432円でございます。こちらの差し押さえにつきましては、所得税の還付金

につきまして差し押さえをさせていただいた状況でございます。

以上でございます。

〇大野敏行議長 第10番、清水正之議員。

〇10番（清水正之議員） 諸手当についての差し押さえはないというふうに理解してい

いですね。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

山岸税務課長。

〇山岸堅護税務課長 お答え申し上げます。

そういった差し押さえはございません。

〇大野敏行議長 第10番、清水正之議員。

〇10番（清水正之議員） 差し押さえについては、諸手当はないのだということでした。

また、法改正がない限り、そういったものについては、例えば独自減免の問題だとか、
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そういったものについては、そのまま引き継ぐという理解だというふうに感じました。

いずれにしても、今度の納付金制度については、そこだけちょっと確認したいので

すが、町の独自減免については、それは町独自で対応するということで、その部分に

ついては一般会計から支出をしていくという理解でよろしいですね。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

金井町民課長。

〇金井敏明町民課長 よろしいかと思います。

〇大野敏行議長 第10番、清水正之議員。

〇10番（清水正之議員） 次に、移ります。

〇大野敏行議長 どうぞ。

〇10番（清水正之議員） ２番目の介護保険についてですけれども、来年４月から介護

保険については地域支援事業に移行するというふうに言われています。今年の認定状

況を見ますと、４月からですけれども、４月が新規が13人、５月が38人、６月が51人、

７月が48人、８月が10人、９月が14人、10月が21人と。変更については４月が４人、

５月が11人、６月が18人、７月が15人と、８月が７人、９月が４人、10月が６人とい

うふうになっています。ただ、認定結果については、５、６、７がなくて、４月が非

該当がゼロ、要支援が17人、要支援２が８人、要介護１が17人と。８月については非

該当が１件、要支援が５件、要支援２が11件、要介護１が12件と。９月は、それぞれ

要支援１が３件、２が４件、要介護が11件と。10月がそれぞれ８件、11件の８件とい

うふうになっていますけれども、具体的に要介護から要支援に移った人数というのが

わかりますか。

〇大野敏行議長 それでは、答弁を求めます。

山下長寿生きがい課長。１回目の回答、当初の回答で。

〇山下次男長寿生きがい課長 それでは、質問項目２につきましてお答えをいたします。

介護保険法の改正により、要支援１、２の方に対して、これまでは保健給付として

いたものを市町村が行う地域支援事業として実施することとなり、全ての市町村が平

成29年度までに実施するということで、町では平成28年度から実施することとしてい

ます。

内容としては、要支援者の多様な生活ニーズについて、要支援者自身の能力を最大

限に生かしつつ、多様なサービスを総合的に提供可能な仕組みに見直し、介護予防、
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訪問介護及び介護予防通所介護が介護予防・日常生活支援総合事業へ移行することと

なりました。

町では、来年度については既存の介護福祉サービスを介護予防・日常生活支援総合

事業に組みかえ、現行の介護予防給付相当のサービス、多様な主体による緩和した基

準によるサービス、住民主体による支援及び短期集中予防サービスとして実施する予

定であります。

また、今年度設置しました生活支援コーディネーター及び生活支援介護予防体制整

備推進協議会により、地域の資源開発や多様な主体によるサービス提供のネットワー

ク化に取り組み、多様なサービスの充実を図っていきたいと考えております。

以上、答弁とさせていただきます。

〇大野敏行議長 第10番、清水正之議員。

〇10番（清水正之議員） 今年の移行については先ほど述べたとおりです。要介護から

要支援に移った人というのは、どのくらいありますか。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

山下長寿生きがい課長。

〇山下次男長寿生きがい課長 お答えをさせていただきます。

今現在、介護から移った、移動した人が何人かというのはちょっと手元に資料がご

ざいませんが、今９月時点で、要支援１、２の方につきましては、要支援１が83人、

要支援２が110人、合計しますと193人の方が支援の認定を受けているという状況でご

ざいます。

〇大野敏行議長 第10番、清水正之議員。

〇10番（清水正之議員） 移った人はわからないということですけれども、この移行後

の総合事業については、先ほど答弁ありましたけれども、住民の主体による支援とい

うお話がありましたけれども、具体的に介護コーディネーターというか、資格を持っ

ている人は全体のどのくらいいますか。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

山下長寿生きがい課長。

〇山下次男長寿生きがい課長 お答えをさせていただきます。

今現在、まだ来年の４月からこういったサービスに移行をしていくという考えでご

ざいまして、今議員さんがご質問した内容につきましては、緩和した基準によるサー
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ビスを実施する場合に、そういった人がどのくらいいるかというようなご質問だと思

いますが、今まだ現在そういったところで予定をしている段階でございまして、まだ。

一応、来年度考えているのが、現行の訪問介護でしたら、訪問介護相当のサービス、

それは今までやっていただいた事業をみなし事業者として行うもの。それから、多様

なサービスとして行うものが、一応その構成例としますと、訪問型サービスのＡ、Ｂ、

Ｃ、Ｄというような形で示されているわけでございます。その中のＡというところに

緩和した基準によるサービス、それからＢが住民主体による支援、Ｃのほうが短期集

中予防サービス、Ｄが訪問型のサービスというような形。このＡからＤのものが多様

なサービスということで変わってくるものでございます。それも通所型サービスにつ

いても、そのような形で。

ただ、通所型サービスにつきましては、多様なサービスのところで、Ｄの訪問型サ

ービスというのはありませんが、Ａ、Ｂ、Ｃというのは変わらないということで、こ

れからまだその内容につきましては検討といいましょうか、まだやっていく段階でご

ざいまして、今の段階では、申しわけございませんが、そういったことについてはま

だわかってございません。

以上でございます。

〇大野敏行議長 第10番、清水正之議員。

〇10番（清水正之議員） では、具体的に訪問サービス、それから通所サービスのサー

ビスの内容についてお聞きをしたいというふうに思うのですが、要支援１、２と要介

護１のサービスの内容についてお聞きをしたいというふうに思うのですが、どこがど

ういうふうに違うのですか。要支援の人については、今度訪問サービスや通所サービ

スについて、サービスの内容が変わってくるというふうに思うのですが、そのサービ

スの内容についてお聞きをしたいというふうに思います。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

山下長寿生きがい課長。

〇山下次男長寿生きがい課長 お答えをさせていただきます。

介護１の方と要支援１の方のサービスの違いというようなことでございますけれど

も、要支援１、２の方につきましては、全てが基準に従うサービスということではご

ざいませんので、先ほど言いました現行の訪問介護相当のサービスも受けられるよう

なこともございます。ですから、そちらのほうは変わらないのではないかと。
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それから、多様なサービスとして、基準を緩和したサービスとなりますと、要支援

１、２の方につきましては、そういったきちんとした資格がない方でも、ある程度一

定の講習といいましょうか、研修等を受けた方がそういうふうに当たってもらうとい

うことでございまして、その資格のあるなし等の差によって、若干差が出てくるとい

うような形になろうかと思います。利用料等につきましても、そういったことで定額

になってくるのだというふうに思っております。

以上でございます。

〇大野敏行議長 第10番、清水正之議員。

〇10番（清水正之議員） 今課長が言われるとおりなのです。要するに訪問型、あるい

は通所型サービスのＣが専門職なのです。ＡとＢは、要するに資格がなくてもいいと

いうふうになるわけです。この部分が変わってくるというふうに思うのですが、Ａと

Ｂについては、さっき言ったように役場でいう多様なサービスになるのだと思うので

すが、そういう面では講習を受ければいいと、資格はどうでもいいのだというふうに

なるわけです。

今まで要介護１の人は専門職だったのです、ずっと。今度はそれが緩和されて、要

支援２あるいは１になるようなことはないとは思いますけれども、１か２になると。

それによって、介護サービスの内容が、内容がというか、それに従事する職員が変わ

ってくるということになると思うのですが、それでいいですか。

〇大野敏行議長 一般質問の途中ですが、この際暫時休憩をいたします。再開時間を５

時30分といたします。

休 憩 午後 ５時２１分

再 開 午後 ５時３１分

〇大野敏行議長 休憩前に引き続き会議を開きます。

清水正之議員の質問に対する答弁からです。

答弁を求めます。

山下長寿生きがい課長。

〇山下次男長寿生きがい課長 それでは、お答えをさせていただきます。

今まで介護１と認定されていたものが、要支援１なり２に引き下げになった場合の

サービスについてはどうなるかというようなご質問でよろしいでしょうか。



- 200 -

いずれにしましても、この総合事業につきましては来年の４月以降始めていくとい

うことで、今現在認定がある方が、その認定の期間が終了するとき、そのときにまた

介護認定等、もし必要だったらとっていただくという形になるわけでございますけれ

ども、そのときに役場のほうと利用者さんのほうとで一応相談をしていただきながら、

そういったサービス、どういったサービスを受けたいというような希望もあろうかと

思いますので、介護度が例えば要支援１、２になったということは、その人の状態が

よくなったというようなことでその介護度が下がったわけなので、今までのサービス

とは若干サービスの中身も多少、自分でできることがふえてきているというような状

況でございますので、多少は緩和したサービス等を受けていただいても大丈夫な状態

になっているのではないかなというふうには思いますが、その状況によって、先ほど

申しましたとおりに、現行の介護相当のもの、それから基準を緩和したサービス等が

ございますので、その辺についてはよく相談のときに話をしながら、ケアマネジメン

ト等をしていく必要があるのかなというふうに考えております。

以上です。

〇大野敏行議長 第10番、清水正之議員。

〇10番（清水正之議員） よくなっているという話ですけれども、総合事業だけ受けよ

うとする人の基本チェックリスト、受け付けはどういう形になりますか。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

山下長寿生きがい課長。

〇山下次男長寿生きがい課長 お答えをさせていただきます。

先ほど答弁させていただきましたとおり、認定の期限が切れるときに、そのときに

利用者の方と相談をさせていただきながら、その辺の状態もチェックリスト等も見な

がら、またそのときに例えば明らかにこれは介護認定が必要ですとか、これ見て明ら

かにまたもっとよくなっていて、介護認定もう全然必要ないのではないかというよう

なこともあろうかと思います。わからないようなときに、またチェックリスト等を用

いまして、その状態を判断しながらやっていくというようなことになろうかと思いま

す。

以上です。

〇大野敏行議長 第10番、清水正之議員。

〇10番（清水正之議員） 受け付けの時点で、用紙そのものを基本チェックリストと、
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それから認定請求書と両方を同時に受け付けるということでよろしいですか。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

山下長寿生きがい課長。

〇山下次男長寿生きがい課長 お答えをさせていただきます。

先ほど申し上げましたとおり、その受け付けのときに、本人が、先ほど答えました

ように、どう見ても認定介護度がつかないのではないかなというようなことをこちら

で思った場合も、本人がどうしても認定を受けたいということで提出されれば、それ

につきましては受けないということではなくて、一緒にオーケーをするということに

なろうかと思います。

以上です。

〇大野敏行議長 第10番、清水正之議員。

〇10番（清水正之議員） すみません。もう一回確認をさせていただきたいのですが、

本人の申請で、要介護１に該当するのではないかというふうにいった場合に、両方の

申請を受け付けるということでよろしいですか。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

山下長寿生きがい課長。

〇山下次男長寿生きがい課長 一応そういった場合に、先ほど申し上げましたとおり、

チェックリストでいろいろ判断をさせていただくことがあろうかと思います。その中

で、ご本人様がどうしても申請をしたいのだということになれば、それは当然受け付

けもする、それを拒めないということで受け付けをさせていただくということになろ

うかと思います。

以上でございます。

〇大野敏行議長 第10番、清水正之議員。

〇10番（清水正之議員） そうしますと、振り分けによって要支援、あるいは要介護の

ほうに、要介護から要支援に移った人でも、本人の申し出により両方の申請を受け付

けるということでよろしいですか。

テレビによると、2020年には全国で20万人の不足を生じると。サービス提供者、い

わゆるサービスのＡは緩和されているわけですから、2020年度には20万人の人が不足

をするというふうに言われました。そういう面では、このサービスＡの場合は基本チ

ェックリストのみということはありませんか。
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〇大野敏行議長 答弁を求めます。

山下長寿生きがい課長。

〇山下次男長寿生きがい課長 緩和したサービスを受けたいという方の中には、要支援

といいましょうか、介護認定をされている方も含まれてくる可能性はあろうかと思い

ます。個人の方がサービスを希望されれば、そういったこともあろうかというふうに

思います。

以上です。

〇大野敏行議長 第10番、清水正之議員。

〇10番（清水正之議員） 本人の希望ということですね。そういうことでいいですね。

要するに通所にしても訪問にしても、無資格によるサービス提供はＡですよね。そ

の部分を含めて、今度の2020年には、サービスの提供者が全国で20万人不足するとい

うふうに言われて、今度の国会の中で、外国人のサービス提供者も雇い入れようとい

う話もあるわけですが、嵐山町はそういった部分でも十分に対応をするということな

のでしょうか。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

山下長寿生きがい課長。

〇山下次男長寿生きがい課長 お答えをさせていただきます。

先ほども申し上げましたが、これからまだ総合事業につきましては始まっていくと

いうような形になりまして、今現在、まだ現在の事業をやられている事業者さんのほ

うにもこの事業についての説明、それからみなしのこと、それから緩和したサービス

等についてのご説明等も、まだこれから行っていくというような状況になってござい

ます。

そういったことで、今現在私のほうで考えたのは、先ほど清水議員がおっしゃられ

たようなことはやっていくといいましょうか、介護認定の申請を受けたいという方、

どうしても受けたいという方を、それを拒むことはできないのではないかというふう

に考えているところでございます。

以上です。

〇大野敏行議長 第10番、清水正之議員。

〇10番（清水正之議員） いずれにしても、来年の４月からはこの制度が移ると。総合

事業に移るというふうになるわけで、もう既に、我々が審議をする時間はあと１回し
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かないと。その１回は、多分いろんな法律が出てくるのだろうというふうに思うので

す。そうすると、非常に期間がないというふうに思うのですが、そういう面では、ぜ

ひこれからまだ通達として来ていない部分もあろうかと思いますけれども、サービス

ができるだけ専門的なサービスを入れていくというふうに、私はしてほしいと思うの

です。

それは、今までやってきた人間関係も含めて構築してきたものであるし、訪問にし

ても通所にしても、今度のサービスＡの部分は緩和されている部分ですよね。その部

分のサービスが落ちていくというようなこと、Ａ、Ｂ含めてですけれども、それはあ

ってはならないというふうに思うのです。それは、どういう形であろうとも、今度の

場合は国からの補助制度も確立されているわけで、サービスを後退させるというよう

なことは、とってはいけないというふうに思うのです。

その第１は、まず今までは介護保険に該当するかどうか、それはその窓口であり、

施設の職員であり、そういった部分がやってきている問題です。今度は、Ａ、Ｂにつ

いては一般の職員でも受け付けが可能というふうになっているわけです。そういう面

では、地域支援事業だけに特化するのではなくて、サービスそのものを窓口に来た人

を優先してもらうというふうにしてほしいのです。そうでないと、その時点でもうサ

ービスそのものが地域支援事業に移るべきというものがあってはいけないと思うので

す。わかりますか。基本チェックリストそのものは、総合事業による人のみチェック

リストなのです。両方の申請を受け付けるということであれば、それはチェックリス

トだけに特化するということではなくなるというふうに思うのです。そこのところを

もう一度確認をしておきたいと。基本チェックリストだけで総合事業のほうに移行す

るのかどうか。そこだけ確認をさせてください。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

山下長寿生きがい課長。

〇山下次男長寿生きがい課長 お答えをさせていただきます。

今まで要支援１、２の方に対しましては、介護予防給付というような形で行ってい

たわけですが、それが新しく介護予防・日常生活支援総合事業というような形にこれ

からは変わってくるという中で、今お話をさせていただきましたが、まずは今現在、

要介護認定をとられている方が、来年の４月以降に認定の期間が切れるというような

ときに、町と利用者さんの方と相談をさせていただきまして、今言われたチェックリ
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スト等を参考にしながら、またどうしても認定を受けたいというような方につきまし

ては当然その申請もあるということでございまして、認定の部分が丸々なくなってし

まうということではなくて、今までの介護予防給付の部分、例えば訪問介護ですとか

福祉用具等の対応、購入につきましては、その分は給付として残るわけでございます

ので、やっぱりどうしても認定をとる必要のある人もいるわけでございますので、そ

ういったことを考えますと、今言われたように個々のチェックリストである程度こち

らのほうのふるい分けといいましょうか、ある程度の判断ができるわけですけれども、

どうしても利用者本人が受けたいというような場合には、介護認定の申請をしていた

だいてやっていくということになろうかと思います。

以上でございます。

〇大野敏行議長 第10番、清水正之議員。

〇10番（清水正之議員） それでは、３番目に行きます。

〇大野敏行議長 どうぞ。

〇10番（清水正之議員） 来年度の予算編成、補正も含めてになるとは思いますが、国

は地方創生会議事業として、新型交付金をはじめとする地方再生の活性化を支える財

政措置をすると。こうした国の財政措置に対して、町の対応についてお聞きをしてお

きたいというふうに思います。

〇大野敏行議長 それでは、答弁を求めます。

青木地域支援課長。

〇青木 務地域支援課長 それでは、質問項目３につきましてお答えをさせていただき

ます。

国では昨年、まち・ひと・しごと創生法を制定し、長期人口ビジョン及び総合戦略

を閣議決定いたしました。この創生法においては、市町村にも人口ビジョン及び総合

戦略の策定を促し、国の説明では平成26年度補正予算に地方創生先行型及び消費喚起

型交付金を計上するとともに、平成28年度からは新型交付金を創設するとしておりま

した。

この新型交付金の情報につきましては、現在のところマスコミ等からの報道のみで

あり、平成28年度には国費ベースで1,080億円を予算要求しているとのことで、残念

ながら補助率は２分の１となる模様です。

また、最近の報道では、国の平成27年度補正予算において、（仮称）地方創生加速
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化交付金を最大で1,000億円規模とするとの報道もございました。詳細については未

定でありますが、総合戦略に盛り込まれた事業のうち、観光や農林水産業の振興、中

小企業の生産性向上、人材育成の分野などに対する取り組みに交付されるとのことで

ございます。

町では、これまでも地方創生関係交付金につきましては、消費喚起型交付金や地方

創生先行型交付金をはじめ、先行型の上乗せ交付金となる先進的な取り組みを行うタ

イプⅠや10月に総合戦略を策定した団体に交付されるタイプⅡなど積極的に対応して

まいりました。残念ながら、タイプⅠは採択とはなりませんでしたが、今後も地方創

生関係交付金を積極的に活用すべく、迅速に対応できるよう常にアンテナを高くして

おきたいと考えております。

以上、答弁とさせていただきます。

〇大野敏行議長 第10番、清水正之議員。

〇10番（清水正之議員） この新型交付金についてですけれども、新型交付金について

は、嵐山町は当初予算、あるいは補正予算等で対応するという考え方はないのでしょ

うか。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

青木地域支援課長。

〇青木 務地域支援課長 それでは、お答えをさせていただきます。

新型交付金、今ある情報をもとにお話をさせていただきますと、対象となる事業、

国のほうでは３つ示してございます。１つ目が先駆性のある取り組み。２つ目が既存

の事業の隘路を発見し、打開する取り組み。最後の３番目が、先駆的優良事業の横展

開と、このようなことを国のほうが示しております。こういった今申し上げた取り組

みに対して交付を予定をしているというものでございます。

また、この対象となるものについては、今回策定をした総合戦略に位置づけている

ものと。この戦略の中で重要業績評価指標、ＫＰＩ、こういったものを設定している

事業について対象となるということでございます。来年度の予算編成につきましては、

これからというか、今もう始まっておりますが、これから各課の中で予算要求をして

いくということになろうかと思います。当然その中で、本日の一般質問の質疑の中で

もありました今回の予算編成について、総合戦略に位置づけた事業を積極的にやって

いくのだよと。こういった基本的な方針も示されてございます。各課の中から、こう
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いった事業を予算要求をしていくと。

ただし、先ほども申し上げました国の予算ベースでは1,080億円、まして２分の１

ということでございます。国が1,080億円ということでございますから、嵐山町にこ

の中のどれだけが配分がされるか、交付がされるかというのが、推して知るべしかな

というふうに思います。計上した事業が全てこの対象になるとも当然限らないと思い

ます。そういったことを情報等を収集等していきながら今後予算編成がされるものと

いうふうに考えております。

以上でございます。

〇大野敏行議長 第10番、清水正之議員。

〇10番（清水正之議員） 全国的には、事業費ベースで2,160億円というふうに言われ

ています。そういう点では、この間、地域住民等の緊急支援の交付金ということで、

住宅リフォームやこども医療の拡大というのをやってきている市町村もあるわけで、

嵐山町は具体的にはどういう部分の計上を検討しているのでしょうか。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

青木地域支援課長。

〇青木 務地域支援課長 お答えをさせていただきます。

申しわけありません。ちょっと私１点落としてしましまして、新型交付金等という

ご質問の中で、新型交付金については、申し上げましたとおり1,080億円、２分の１

ですから2,160億円です、地方財源を足して。それ以外に、各省庁のほうで、この総

合戦略を踏まえた個別の施策として、国のベースで7,763億円を概算要求をしている

ということで国のほうが情報を出しております。

これは国の基本目標、４つ定めておるわけでございますが、皆さんのご案内のとお

り、この４つは、地方に仕事をつくり、安心して働けるようにする、地方への新しい

人の流れをつくる、若い世代の結婚、出産、子育ての希望をかなえる、時代に合った

地域をつくり、安心な暮らしを守るとともに、地域と地域が連携する、この４つの基

本目標に沿ったそれぞれの省庁ごとに事業を展開していくと。これの合計が7,763億

円と。こういったものと先ほどの新型交付金、こういったものが地方創生関係で平成

28年度、全国的に行うのではないかというふうに思っております。

また、今議員さんのほうから、先行型でこども医療費拡大云々というようなお話が

ございました。それにつきましても、確定とかということではないと思いますが、先
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日マスコミの報道を見ますと、先行型についてはこども医療費拡大分は地方創生の対

象としたのですけれども、新型交付金についてはその対象は見送るような報道もされ

ております。これ確かかどうかというのはまだわからないですけれども、そういった

いろんな動きがあるというふうに思っております。

具体的にどのような事業がということで今お話をいただきましたが、私が答弁でき

るもの、各課でどのようなものを上げているのかというのは現状では全くわからない

状況でございまして、当課の内容を１つ申し上げますと、今回の総合戦略の大きな柱

の一つである嵐山活性化チーム、こういったものについても予算要求をしてまいりた

いというふうに考えておるところでございます。

以上です。

〇大野敏行議長 第10番、清水正之議員。

〇10番（清水正之議員） 具体的な方策として、町が掲げてきた拡大分ですけれども、

例えばこども医療については、中学３年までの医療費の助成というふうになっていま

すし、住宅リフォームについては、子育て高齢者の応援リフォーム助成金ということ

で、子育てと高齢者10件ずつになっていますよね。そういう面では、何か目新しい事

業ではないなというふうに思うのです。

これが具体的に一般住宅まで含めたリフォーム助成にするとか、こども医療につい

ては高校生までするとかであれば②に該当するのかなというふうには思うのですが、

計画を見ても、そう目新しいものはないなというふうに思うのですが、その辺はどう

なのでしょう。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

青木地域支援課長。

〇青木 務地域支援課長 お答えをさせていただきます。

今議員さんのほうから目新しいものがないというか、少ないのではないか、こんな

ようなご指摘もいただいたところでございます。今回の計画の策定に当たりましては、

まず一つには、今後国の交付金等をいただくには、先ほども申し上げましたが、この

計画に位置づけてあること、これが前提条件となります。こういったことを踏まえま

して、まず今行っている事業、こういったものについては入れていくのだということ

は当然ベースとしてございます。それに加えて、例えば拡大できるもの、どういった

部分があるのか、新しいことをどんな部分を入れていったらいいのか、こういったこ
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とを加味しながら策定をしていた。議員さんのほうで新しいものが少ないなというよ

うな印象を持たれたというのは、そういった部分も確かに見方もできるのかというか、

捉え方によってはそういったこともあるのかなというふうには思っております。

以上でございます。

〇大野敏行議長 第10番、清水正之議員。

〇10番（清水正之議員） 捉え方の問題ですか。何かこの、少なくとも嵐山町の総合戦

略の案については現状を把握したというふうに捉えるのですが、少なくとも課長が言

われるように、２分の１ではあってもそういった予算を国がつけたわけですから、そ

れを活用していくという点においては、残念ながらという言い方をしていますけれど

も、確かに２分の１、50％の補助率というふうにはなるのでしょうけれども、現状を

把握したということなのでしょうか、この案は。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

青木地域支援課長。

〇青木 務地域支援課長 お答えをさせていただきます。

先ほど明瞭な答弁ではなかったかなというふうに今思ったのですけれども、ベース

としては現状があると。ただ、この中には新しいものがたくさん盛り込まれていると

いうふうには思っております。

その一つが、先ほど申し上げました嵐山活性化チームであったり、農業の六次産業

化であったり、新たな観光資源の開発だとか、そういった資源をバージョンアップし

ていくだとか、そういったこれまでの計画にはなかったような、こういったものも盛

り込ませていただいておる。そういった新しい部分を注目をしていただきたいと。

また、これ９月議会のときの議員全員協議会の中で最初に今回の総合戦略を説明さ

せていただいたところですが、そのときに私一つ申し上げたことがありまして、今回

の策定に当たっては、給付ということよりもサービスを充実していくのだと。こうい

ったことを重点的に考えて策定をしたというふうに申し上げました。そのようなご理

解をいただければ、大変ありがたいかなというふうに思っております。

以上でございます。

〇大野敏行議長 第10番、清水正之議員。

〇10番（清水正之議員） いずれにしても、そこに載せていて、これから採択になるか

どうかを国が判断するのでしょうけれども、少なくとも新年度の中で、そういったも
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のについては国に対して請求をしていくと、認定をしてもらうような努力をしていく

ということなのでしょうか。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

青木地域支援課長。

〇青木 務地域支援課長 お答えをさせていただきます。

私が答弁するのもあれなのですけれども、町の財政運営の基本、活用できる補助金、

交付金、こういったものについてはこれまでも最大限活用をする。これを基本にして

きたというふうに私個人思っております。その姿勢は今後も変わりません。この地方

創生に関しても、同じ考えのもとに進んでいくものというふうに思っております。

以上でございます。

〇大野敏行議長 第10番、清水正之議員。

〇10番（清水正之議員） ということは、活用できるものは活用していくというお話で

よろしいのでしょうか。今度の地方創生に対する補助金そのものは、確かに課長が言

われるように２分の１という残念な結果ではあるのですが、それでも国がしっかりと

予算措置をするという面では、それに対するやはり住民の要望等も十分把握をしなが

ら採択に向けて努力をしていくということでよろしいですか。最後にお聞きをしてお

きたいというふうに思います。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

青木地域支援課長。

〇青木 務地域支援課長 お答えをさせていただきます。

先ほども申し上げましたこの新型交付金、あるいは各省庁における補助制度、こう

いったものがまだはっきりしていない段階で、なかなか詳細について申し上げるとい

うことは難しいかとは思いますが、まず活用できるものについては活用していく。た

だし、２分の１の負担分があるわけです。それは、町財政全体のことを当然考慮しな

がら検討をしていく。このような形になるかというふうに思っております。

以上でございます。

〇10番（清水正之議員） 終わります。

〇大野敏行議長 どうもご苦労さまでした。

◎休会の議決
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〇大野敏行議長 お諮りいたします。

議事の都合により、12月９日、10日は休会いたしたいと思います。これにご異議あ

りませんか。

〔「異議なし」と言う人あり〕

〇大野敏行議長 ご異議なしと認めます。

よって、12月９日、10日は休会することに決しました。

◎散会の宣告

〇大野敏行議長 以上で本日の日程は全て終了いたしました。

本日はこれにて散会いたします。ご苦労さまでした。

なお、休会中の委員会等の日程についてお知らせいたします。

12月９日の午前10時からの文教厚生常任委員会を午後１時30分に変更させていただ

き開会いたします。次に、12月10日、午前10時から議案第58号の現地調査を行います。

よろしくお願いいたします。

ご苦労さまでした。

（午後 ６時０７分）
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平成２７年第４回嵐山町議会定例会

議 事 日 程 （第４号）

１２月１１日（金）午前１０時開議

日程第 １ 諮問第 ３号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて

日程第 ２ 諮問第 ４号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて

日程第 ３ 議案第５０号 嵐山町行政手続における特定の個人を識別するための番号

の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個

人情報の提供に関する条例を制定することについて

日程第 ４ 議案第５１号 嵐山町農業委員会の委員の定数に関する条例を制定するこ

とについて

日程第 ５ 議案第５２号 嵐山町農地利用最適化推進委員の定数に関する条例を制定

することについて

日程第 ６ 議案第５３号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関す

る条例の一部を改正することについて

日程第 ７ 議案第５４号 嵐山町職員定数条例等の一部を改正することについて

日程第 ８ 議案第５５号 嵐山町税条例等の一部を改正することについて

日程第 ９ 議案第５６号 嵐山町重度心身障害者医療費支給に関する条例の一部を改

正することについて

日程第１０ 議案第５７号 嵐山町交流センター設置及び管理条例の一部を改正するこ

とについて

日程第１１ 議案第５８号 字の区域を廃止することについて

日程第１２ 議案第５９号 平成２７年度嵐山町一般会計補正予算（第３号）議定につ

いて

日程第１３ 議案第６０号 平成２７年度嵐山町後期高齢者医療特別会計補正予算（第

２号）議定について

日程第１４ 議案第６１号 平成２７年度嵐山町水道事業会計補正予算（第２号）議定

について

日程第１５ 議員派遣について

日程第１６ 閉会中の継続審査について
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日程第１７ 閉会中の継続調査（所管事務）の申し出について

追加

日程第１８ 発議第２２号 戦争法の採決強行に抗議し法の廃止を求める意見書の提出

について

日程第１９ 発議第２３号 労働基準法改定案の撤回を求める意見書の提出について

日程第２０ 発議第２４号 ブラッドパッチ療法の保険適用および脳脊髄液減少症の治

療推進を求める意見書の提出について

日程第２１ 発議第２５号 マイナンバー制度の円滑な運営に係る財源確保等自治体の

負担軽減を求める意見書の提出について
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〇出席議員（１４名）

１番 本 秀 二 議員 ２番 森 一 人 議員

３番 佐久間 孝 光 議員 ４番 長 島 邦 夫 議員

５番 青 柳 賢 治 議員 ６番 畠 山 美 幸 議員

７番 吉 場 道 雄 議員 ８番 河 井 勝 久 議員

９番 川 口 浩 史 議員 １０番 清 水 正 之 議員

１１番 松 本 美 子 議員 １２番 安 藤 欣 男 議員

１３番 渋 谷 登美子 議員 １４番 大 野 敏 行 議員

〇欠席議員（なし）

〇本会議に出席した事務局職員

事 務 局 長 村 田 泰 夫

書 記 岡 野 富 春

書 記 久 保 か お り

〇説明のための出席者

岩 澤 勝 町 長

安 藤 實 副 町 長

中 嶋 秀 雄 総 務 課 長

青 木 務 地域支援課長

山 岸 堅 護 税 務 課 長

金 井 敏 明 町 民 課 長

石 井 彰 健康いきいき課長

山 下 次 男 長寿生きがい課長

村 上 伸 二 文化スポーツ課長

植 木 弘 環境農政課長

山 下 隆 志 企業支援課長

菅 原 浩 行 まちづくり整備課長

新 井 益 男 上下水道課長
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内 田 勝 会計管理者兼会計課長

小 久 保 錦 一 教 育 長

簾 藤 賢 治 教育委員会こども課長

農業委員会事務局長植 木 弘 環境農政課長兼務
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◎開議の宣告

〇大野敏行議長 皆さん、おはようございます。

ただいまの出席議員は全員でありますので、平成27年第４回嵐山町議会定例会第８

日の会議を開きます。

（午前 ９時５９分）

◎諸般の報告

〇大野敏行議長 ここで報告をいたします。

本日の議事日程は、お手元に配付しておきましたので、ご了承願います。

次に、議員提出議案が提出されましたので、報告いたします。

発議第22号 戦争法の採決強行に抗議し法の廃止を求める意見書の提出について、

発議第23号 労働基準法改定案の撤回を求める意見書の提出について、発議第24号

ブラッドパッチ療法の保険適用および脳脊髄液減少症の治療推進を求める意見書の提

出について及び発議第25号 マイナンバー制度の円滑な運営に係る財源確保等自治体

の負担軽減を求める意見書の提出について、以上の４件であります。お手元に配付し

ておきましたので、ご了承願います。

なお、本４議案につきましては、後刻、日程の追加の件をお諮りいたしまして、審

議する予定でありますので、ご了承願います。

以上で報告を終わります。

それでは、直ちに本日の会議を開きます。

◎諮問第３号の上程、説明、質疑、採決

〇大野敏行議長 日程第１、諮問第３号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めること

についての件を議題といたします。

提案者から提案説明を求めます。

岩澤町長。

〔岩澤 勝町長登壇〕

〇岩澤 勝町長 諮問第３号につきまして、提案の趣旨をご説明申し上げます。

諮問第３号は、人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについての件でござい



- 216 -

ます。

人権擁護委員、大塚洋一氏の任期が平成28年３月31日に満了することに伴いまして、

同氏を引き続き推薦したいので、人権擁護委員法第６条第３項の規定に基づき、議会

の意見を求めるものでございます。

大塚氏の経歴につきましては、参考資料をご高覧願いたいと思います。

なお、細部説明は省略をさせていただきます。

以上をもちまして、説明を終えさせていただきます。

〇大野敏行議長 提案説明が終わりましたので、質疑を行います。

第１番、 本秀二議員。

〇１番（ 本秀二議員） おはようございます。本件の提案に関しまして、若干確認の

ための質問をさせていただきたいと思います。

人権擁護委員の任期について、条文等をちょっと確認していただいて、教えていた

だきたいと思います。

〇大野敏行議長 ただいまのご質問につきまして答弁を求めます。

青木地域支援課長。

〇青木 務地域支援課長 お答えをさせていただきます。

人権擁護委員につきましては、ご案内のとおり、人権擁護委員法にその規定がござ

います。ただいま人権擁護委員さんの任期というご質問でございますが、人権擁護委

員法第９条にその旨が規定してございます。

参考までに申し上げます。人権擁護委員の任期は３年とする。ただし、任期終了後

も後任者が委嘱されるまでの間、その職務を行う、このような規定でございます。

以上です。

〇大野敏行議長 第１番、 本秀二議員。

〇１番（ 本秀二議員） ありがとうございます。

それでは、後に審議されます農業委員におけます任期について説明していただけま

すか。

〇大野敏行議長 本件、諮問第３号について、その時点でまたご質問を受けて、回答さ

せていただきます。

〔何事か言う人あり〕

〇大野敏行議長 関連をしているということでのご質問でございますか。
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本秀二議員。

〇１番（ 本秀二議員） 最初の質問に関連しての質問でございます。

〇大野敏行議長 わかりました。

それでは、答弁を求めます。

植木環境農政課長。

〇植木 弘環境農政課長 農業委員の任期につきましては、農業委員会等に関する法律

で定められておりまして、第10条によりまして、委員の任期は３年とする。ただし、

補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。２号としまして、委員は、その任期満

了後も後任の委員が就任するまでは、なおその職務を行う。３号としまして、委員は、

再任されることができる。

以上でございます。

〇大野敏行議長 第１番、 本秀二議員。

〇１番（ 本秀二議員） ありがとうございました。

人権擁護委員の委員については、再任の規定はございませんか。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

青木地域支援課長。

〇青木 務地域支援課長 お答えをさせていただきます。

この人権擁護委員法上、再任の規定というものはございませんので。

以上でございます。

〇大野敏行議長 ほかに質疑ある方。

〔「なし」と言う人あり〕

〇大野敏行議長 質疑を終結いたします。

討論は省略したいと思いますが、これにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と言う人あり〕

〇大野敏行議長 ご異議なしと認めます。

よって、討論は省略することに決しました。

お諮りいたします。

ただいま議題となっております諮問第３号 人権擁護委員の推薦につき意見を求め

ることについての件は、本議会はこれに適任という意見とすることにご異議ありませ

んか。



- 218 -

〔「異議なし」と言う人あり〕

〇大野敏行議長 ご異議なしと認めます。

よって、諮問第３号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについての件は、

本議会はこれに適任という意見とすることに決しました。

◎諮問第４号の上程、説明、質疑、採決

〇大野敏行議長 日程第２、諮問第４号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めること

についての件を議題といたします。

提案者から提案説明を求めます。

岩澤町長。

〔岩澤 勝町長登壇〕

〇岩澤 勝町長 諮問第４号につきまして、提案の趣旨をご説明申し上げます。

諮問第４号は、人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについての件でござい

ます。

人権擁護委員、吉野敦氏の任期が平成28年３月31日に満了することに伴いまして、

同氏を引き続き推薦したいので、人権擁護委員法第６条第３項の規定に基づき、議会

の意見を求めるものであります。

吉野氏の経歴につきましては、参考資料をごらん願いたいと存じます。

なお、細部説明につきましては、省略をさせていただきます。

以上をもちまして、説明を終えさせていただきます。

〇大野敏行議長 提案説明が終わりましたので、質疑を行います。

第13番、渋谷登美子議員。

〇13番（渋谷登美子議員） 人権擁護委員、吉野敦さんに関してとやかく言うものでは

ないのですが、大体任期は３期ぐらいで交代していただくということが定説みたいに

なっていたと思うのですけれども、今回は、人権擁護委員は３年なので９年になって、

９年経過されたということです。どうなのでしょう、そのことの考え方については町

長はどのように思われているのか伺いたいと思います。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

岩澤町長。

〇岩澤 勝町長 お答えさせていただきます。
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人権擁護委員さんにつきましては、現在の委員さんは大変適格な委員さんというこ

とでございまして、仕事を続けてきていただいておるわけですけれども、今何期で何

年でというお話ございましたけれども、今回お願いするに当たりましても、両委員さ

んとも適任でありますので、引き続いてお願いするのが適当であろうという判断をさ

せていただきまして、推薦の意見を求めた次第でございます。よろしくお願いいたし

ます。

〇大野敏行議長 第13番、渋谷登美子議員。

〇13番（渋谷登美子議員） すみません、直接的なあれではないのですけれども、人権

擁護委員、女性２人と男性２人という形の半々でしたか、どんな感じになっています

か、教えてください。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

青木地域支援課長。

〇青木 務地域支援課長 お答えをさせていただきます。

現在、人権擁護委員さん、４名いらっしゃいまして、お二人が女性、お二人が男性、

このような構成になっております。

以上でございます。

〇大野敏行議長 ほかに。

〔「なし」と言う人あり〕

〇大野敏行議長 質疑を終結いたします。

討論は省略したいと思います。これにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と言う人あり〕

〇大野敏行議長 ご異議なしと認めます。

よって、討論は省略することに決しました。

お諮りいたします。ただいま議題となっております諮問第４号 人権擁護委員の推

薦につき意見を求めることについての件は、本議会はこれに適任という意見とするこ

とにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と言う人あり〕

〇大野敏行議長 ご異議なしと認めます。

よって、諮問第４号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについての件は、

本議会はこれに適任という意見とすることに決しました。
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◎議案第５０号の上程、説明、質疑、討論、採決

〇大野敏行議長 日程第３、議案第50号 嵐山町行政手続における特定の個人を識別す

るための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供

に関する条例を制定することについての件を議題といたします。

提案者から提案説明を求めます。

岩澤町長。

〔岩澤 勝町長登壇〕

〇岩澤 勝町長 議案第50号につきまして、提案の趣旨をご説明申し上げます。

議案第50号は、嵐山町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等

に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例を制定す

ることについての件でございます。

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に

伴い、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるため、本条

例を制定をするものであります。

なお、細部につきましては、担当課長より説明をさせていただきます。

以上をもちまして、説明を終えさせていただきます。

〇大野敏行議長 次に、担当課長から細部説明を求めます。

青木地域支援課長。

〔青木 務地域支援課長登壇〕

〇青木 務地域支援課長 それでは、議案第50号の細部につきましてご説明を申し上げ

ます。

議案第50号は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関す

る法律、いわゆるマイナンバー法の施行に伴い、本町における個人番号の利用及び特

定個人情報の提供に関して必要な事項を定めるため、本条例を制定するものでござい

ます。

議案の裏面をごらんいただきたいと存じます。条例の主な内容といたしましては、

まず第１条において本条例の趣旨を定め、第２条において用語の意義を定めるもので

ございます。

次に、第３条において、町の責務といたしまして、個人番号の利用及び特定個人情
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報の提供に関して、適正な取り扱いを確保するために必要な措置を講ずる旨を規定す

るものでございます。

第４条第１項では、個人番号の独自利用を行う事務を規定し、第２項では、個人番

号の独自利用を行う事務の処理のための庁内連携について規定するものでございま

す。

また、第３項では、番号法に定められた個人番号利用事務の処理のための庁内連携

を行う旨を規定するものでございます。

第４項では、他の条例や規則等で書類の提出を義務づけられている場合にあっても、

庁内連携により義務づけられている情報が利用できるときは、これらの書類の提出義

務をなくすことにより、町民の負担を軽減するための規定でございます。

次に、第５条では、特定個人情報の提供といたしまして、同一地方公共団体内の他

の実施機関へ特定個人情報を提供することができる場合の利用事務、その事務処理に

必要な特定個人情報、提供を求める実施機関及び提供する実施機関を規定するもので

ございます。

附則でございますが、この条例を平成28年１月１日から施行する旨を定めるもので

ございます。

次に、別表第１でございますが、これは法別表第１に掲げられていない事務におい

て個人番号を利用する場合、いわゆる独自利用でございますが、これについて定めて

おり、別表第２につきましては、同一機関内で特定個人情報の授受を行う場合、いわ

ゆる庁内連携でございます、これについて規定するものでございます。

別表第３につきましては、同一地方公共団体内の他機関への特定個人情報の提供に

ついて規定するものでございます。

以上をもちまして、細部説明とさせていただきます。よろしくお願い申し上げます。

〇大野敏行議長 提案説明及び細部説明が終わりましたので、質疑を行います。

第９番、川口浩史議員。

〇９番（川口浩史議員） 今度は他機関とか庁内連携とかということで、どうしても行

った先での情報の漏えいというのが心配してしまうのですけれども、その辺の管理を

きちんとされるのかを伺いたいと思います。

それから、カードというか、番号の受け取りの拒否をしている、あるいは留守だっ

たりという方がまだたくさんいるというふうに、この前課長に聞いたら500件ぐらい
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あるのだということをお聞きしたのですけれども、これを利用する場合、番号がなく

ても利用はできるのか、確認をしておきたいと思います。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

青木地域支援課長。

〇青木 務地域支援課長 私からは、１点目の質問につきましてお答えをさせていただ

きたいと思います。

今情報漏えいが大変危惧されるというようなご趣旨かというふうに思っておりま

す。これについては、国のほうでは、特定個人情報の適正な取り扱いに関するガイド

ライン、これなのですけれども、こういったものを示しております。嵐山町におきま

しては、こういった国が示しているガイドライン、こういったものに沿って実施をし

ていくと。

このマイナンバー制度につきましては、かねてから職員で構成するプロジェクトチ

ームを組織をしまして、随時検討を重ねてまいっております。これまで発足以来、延

べ15回にわたりまして、大変深く協議を行っておるところでございます。そういった

プロジェクトチームの中においても、当然こういった情報漏えい等起こらないような

形で対策をとるということで検討を重ねてまいっております。一定のガイドラインに

基づきまして方針を定め、実施をしていくということで考えておるところでございま

す。

以上です。

〇大野敏行議長 次に、金井町民課長。

〇金井敏明町民課長 では、２点目の番号の拒否をした人の分でも利用できるのかとい

うご質問の関係でございますが、まず番号につきましては、現在番号通知ということ

で各世帯ごとに通知を差し上げてございます。通知そのものの郵便での受け取りとい

うものは拒否という形でされて、町のほうに戻ってきたものはございます。ただ、番

号そのものというものは、10月５日現在の嵐山町に住民登録のある方に付番をされて

おりますので、個人が拒否したから云々ということではなくて、各個人にもう既に付

番されているものでございますので、この条例に基づいて、各関係する庁内の連携で

すとか、そういったことでの利用は可能かと思われます。

以上です。

〇大野敏行議長 第９番、川口浩史議員。
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〇９番（川口浩史議員） 漏えいがあってはならないというか、たびたび申し上げてい

るとおり、年金の件で、あれだってしっかりやっていたのだと思いますよ。国会でも

かなり質問しているのを、私最近一部分ですけれども、読ませていただいて、年金機

構のほうはしっかりやっているのだということで言っていたわけですけれども、漏れ

たわけですので、やっぱりこういうことが広がるということに対しては、私は非常に

懸念と危惧を持ちます。そのことだけちょっと申し上げておきます。

番号を拒否した方がこういう教育委員会や各課に行って、人間ドックなどを利用し

たいという場合、番号を書かなくても利用ができるのですかという、こういう質問な

のですけれども、おわかりですか。各課の担当課長が答えたほうがいいかな。番号が

なくてもできるのかどうかを確認したいのですけれども。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

金井町民課長。

〇金井敏明町民課長 番号を書かなくても利用できるのかというようなご質問かと存じ

ますが、私ども町民課に関係しましては、国民健康保険ですとか、後期高齢者のいろ

いろさまざまな申請とか、そういったものがございます。その中で、申請用紙に新た

にお名前や住所、そのほかに個人番号を入れていただく欄というものが新たに様式の

中で追加されるというような様式がどんどんふえてくるというのですか、そういった

ことがあります。その場合に、例えばカードを忘れてしまって、その場で書けません

とか、ちょっと忘れてしまったのですけれどもといった場合に、その申請を受けない

で帰っていただくということもこれは不合理な面がございますので、お客様というの

ですか、その方にこちらで調べさせていただいて記入をしていいですかというような

同意を得た上で、町側で調べさせていただいて、その申請を受け付けるといったよう

なことを内部では考えております。

以上です。

〇大野敏行議長 ほかに。

第８番、河井勝久議員。

〇８番（河井勝久議員） 質問させていただきます。

１つは、窓口やなんかでの提示義務なのですけれども、先ほど金井課長が答えては

いたのですけれども、必ずこれを提示して、あるいは書類を受けるとか、申請をする

とかということが生じるのでしょうか。
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それから、これは例えば子供なんかが、今でも住民票なんかではほかの人が代理で

とることもできるわけですけれども、その辺のところの関係ではどういう扱いに今度

なるのでしょうか。

それから、何歳からこれを必ず所持して提示しなければならないのか、そこの３点

を聞いておきたいと思います。

〇大野敏行議長 それでは、答弁を求めます。

金井町民課長。

〇金井敏明町民課長 まず、必ず所持して提示しなければならないのかというようなご

質問でございますが、それぞれの各課で決められた様式ですとか申請ですとか、内容

が違ったものがあるかと思います。場合によっては、特に記入する必要がなくて、今

までどおりということもあろうかと思いますが、先ほど申し上げましたように、様式

が入れていただくような様式になっているものについては、できるだけ町民の方のほ

うで入れていただくことをお願いしたいというところでございます。

それと、住民票等の関係につきましては、やはり住民票で希望があれば、住民票の

中に個人番号を記載したものということで申請いただければ、発行はできるところで

ございます。ただ、通常はなるべく入れないものでということで、とっていただくこ

とがよろしいのかなというふうに思いますが、住民票は誰でもとれるということでは

なくて、本人や同じ世帯の方、あとは８業種というのですか、そういった職務上の請

求で申請していただくというようなことで、住民票の取得の関係に関しましては、従

来どおり、それに基づいてやっていくということになろうかと思います。

それと、今お手元に届いているものは通知カードといいまして、これは全ての皆様

に紙ベースというのですか、ほとんどの方が今届いて、封をあけていただいて、中を

見ていただいているところかと思いますが、紙ベースで通知カードというものが入っ

てございます。それは、封筒の中に、世帯ごとですから、当然４人の世帯であれば４

枚入っておりまして、個々の通知カードにくっついているのですけれども、下の部分

が番号カードという申請書になってございます。申請書を切り取りいたしまして、必

要な所要の部分にお名前を署名していただいて、判こを押していただくと。それと、

あと写真を撮っていただいて、写真を張りつけて申請していただければ、同じく通知

カードが送られた封筒の中に返信用の封筒がございます。それは、町に来るものでは

なくて、直接発行してくれる機関、国のほうへの宛名が書いてございまして、国のほ
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うでつくるようになっている封筒でございますので、そこに入れていただいて投函し

ていただければ、発行の手続ができるものでございます。

その後、作成されたものが一度でき上がると、それが自治体というのですか、町の

ほうへでき上がったものが送られてきまして、その後町のほうからは各町民の方々に、

準備ができましたから、お預かりに来てくださいというような流れになるわけでござ

いますが、番号カード、例えばキャッシュカードみたいなプラスチックのお手元のそ

ういったものをイメージしていただければおわかりやすいかと思うのですけれども、

それに写真がついてＩＣチップのついた、そういったものということで、現物はまだ

私も見ていないのですけれども、以前住基カードというものがありましたが、あれと

同じような感じのものということでイメージしていただければよろしいのかなと思い

ます。それは必ずしも全員が持たなければいけないということではなくて、あくまで

希望者というのですか、希望者の方は先ほど申し上げました申請用紙、通知カードの

下にある申請部分の用紙のところに写真を張って申請をしていただくということで、

希望ということでよろしいかと思います。

以上です。

〇大野敏行議長 第８番、河井勝久議員。

〇８番（河井勝久議員） 課長の説明なのですけれども、住民の人はあれを受け取って、

非常にわかりにくいというのです。というのは、写真まで撮らなければいけないわけ

ですね。それを送らなければならないと。それでいくと、例えばカードを持たなけれ

ばならない、番号を持たなければならない、その年齢や何かの関係もあるし、お年寄

りなんかだと、そんな面倒くさいことわからないからできないよとかというのを私も

聞きますので、そこら辺の対応は町のほうはどういうふうにこれから対応を考えてい

るのでしょうか。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

金井町民課長。

〇金井敏明町民課長 確かに通知カードが送られてきた中に申請の仕方ということで印

刷のものが入っておるのですけれども、資料を見ますと、結構細かく書いてございま

して、確かにわかりにくい部分があるかと思われます。どのような対応かということ

でございますが、町といたしましては、窓口等でお客様に聞かれれば、電話等でも問

い合わせがあるのですけれども、なるべく丁寧な説明の仕方で、この部分については
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こういうふうに書いてとか、こういうふうにしていただければということで、そうい

ったことでなるべく丁寧な対応の中でさせていただければというふうに思ってござい

ます。

それから、１点、先ほど私、住民票のほうは従来どおりというふうに申し上げまし

たが、ちょっと訂正をさせていただければと思います。個人番号の入った住民票の請

求については、弁護士等による第三者請求は認められないということで、自己または

同一世帯の人のみということでございますので、訂正をさせていただき、おわび申し

上げたいと思いますが、大変失礼いたしました。

以上です。

〇大野敏行議長 ほかに。

第13番、渋谷登美子議員。

〇13番（渋谷登美子議員） 何点か伺わせていただくのですけれども、まず通知カード

の発行した数、そして受け取り拒否をされた数、それから通知カードを受諾されてい

ない人の数というのは、今現在どのぐらいになっているかということを伺いたいと思

います。

それと、別表関係、それぞれ扶助費にかかわるものがとても多いと思うのですけれ

ども、なぜこのような扶助費にかかわるものを出したのか、そしてこの扶助費にかか

わるもの、嵐山町の事務ですけれども、これになぜこのマイナンバー法を入れなくて

はいけないのか。これは本来入れなくても今までもやっていけたものですよね。なぜ

そういうふうなものを選んできたのか。特に療育手帳の管理に関する事務、それから

障害者の日常生活用具給付に関する事務、それから在宅重度心身障害者手当の支給に

関する事務、人間ドックの実施に関する事務、法定外予防接種の実施に関する事務、

介護保険利用料助成に関する事務です、こういったものがなぜ必要になってくるのか。

本来必要ではないものです。今までだってやっていけたものに、なぜマイナンバー制

度のナンバーを加えてきたのか。

そして、実際には、ずっと資料を読んでいますと、このマイナンバー法のマイナン

バーを入れなくても、これは全部、住民の人たちはこれに差しさわりなく、こういっ

たものの恩恵は受けられなくてはいけないものであります。それをなぜここのところ

に持ってきたのか。

そして、なおかつ先ほど住民の方にお願いをして、マイナンバーを書かせていただ
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くということでしたけれども、何もマイナンバー法のカードを提示して自分で書かな

くても、行政の側がわかるわけですよね。マイナンバーのカードというのは、毎日毎

日これ行政に来るときに持ってこなくてはいけない、そういうふうな事態になってい

ますよね、今のこの事務手続だと。そうすると、漏えい以前に、紛失したときという

のはとても成り済ましとか、そういったことが大きくなってくることが予測されてい

ます。それについて、こういったことを何もこんな手続に、住民の人がカードを持っ

てきて、カードにそれぞれの申請のところに自分で名前を出して、12桁ですよね。12桁

だから、覚えられないわけです。そんなものを覚えている人なんかいません。そうで

すよね。自分の生年月日よりも長い番号が、何かわけのわからない番号がずるずるつ

いてきているみたいですから。なので、特に扶助費関係のものに嵐山町のマイナンバ

ーの事務を持ってきたことの理由を伺いたいと思います。

〇大野敏行議長 それでは、答弁を求めます。

最初に、金井町民課長。

〇金井敏明町民課長 それでは、私のほうからは、通知カードの拒否された件数と返戻

された件数とかということでございますので、そちらの数字につきましてお答え申し

上げます。

この通知カードにつきましては、転送不要の書留で送られてございますので、郵便

局のほうにお客様のほうで、転居とかをして転送をしてほしいというふうに届け出が

あっても、今回の通知カードについては、そこの住所にいらっしゃらなければ、町の

ほうへ戻されるということがございます。それら、まず宛てどころなしとか、宛てど

ころ不完全、それからあと郵便局員の方が配達をして、そのときに対面で渡すわけで

ございますが、いらっしゃらなかったときに不在票を置いてくるわけなのですけれど

も、その不在票を置かせていただいて、一旦郵便局員さんは郵便局のほうへ持ち帰っ

て、７日間保管するということでございますが、その間に連絡等がなかった場合はや

はり町のほうに戻される分がございます。それと、あわせて先ほど、対面はできたの

ですけれども、受け取り拒否ですよということで言われた方ということでございます。

今のところ、きのう現在で、その通数が616通でございます。内訳といたしましては、

受け取り拒否の通数が９通、それから宛てどころ不完全、宛てどころなしというもの

が172通、とめ置き期間が経過したもので返送されたものが435通です。

以上でございます。



- 228 -

〇大野敏行議長 次に、青木地域支援課長。

〇青木 務地域支援課長 お答えをさせていただきます。

別表第１の規定でございますが、これは先ほどご説明を申し上げましたとおり、法

の別表第１に掲げられていない事務において、個人番号を利用する場合ということで、

今回規定をさせていただいたものです。こちらに規定をさせていただいたものについ

ては、今回の独自条例を制定したものについては、これを制定したから、これまでと

違うことを事務上行うというものは一つもないのです。今行っている事務を同じよう

にまず使っていく、そのためにどういったものを規定することが必要かということで

内部で検討いたしました。検討した事務、総数が221ほどたしかあったと思うのです

が、それを一つ一つ法別表の規定があるかないか、また今町が使っているシステム上、

ここで条例で規定する必要があるかないか、こういったことをプロジェクトチームの

中で一つ一つつぶさに当たり、今回この条例を上程をさせていただいたというところ

になっております。

個々の詳細についてはなかなか把握できないところでございますが、今扶助費が多

いというようなご指摘をいただきました。こういったものについては、例えば療育手

帳であったり、障害者日常生活用具であったり、在宅手当、重度心身障害者手当、こ

ういったものについては、まず県の独自の施策でございます。それに基づいて町で行

っている法の規定がないと、そういったことがあって、県で行い、町で行うというこ

とで、必要だということで規定をさせていただいたものです。

また、人間ドック、あるいは法定外予防接種、こういったものについては法の別表

第１に規定はあるのですけれども、法の規定を上回る形で町が実施をしている、こう

いったことがあって必要だということで、こちらに載せさせていただいているという

ものでございます。

また、３番目のというか、なぜ書くようにするのかというようなご質問でございま

すが、先ほども申し上げましたとおり、今行っているものを同じようにやっていくた

めに必要だという形で、ここに載っている事務を行うのにシステムを使っているわけ

ですが、そのシステムを使うに当たってどうしてもマイナンバーが必要になってくる。

そういったことがあって載せさせていただいたというところでございます。

また、先ほど町民課長の答弁の中にもございました、例えばお持ちいただけなかっ

た場合はどうするのだというようなことがございます。申請書にご自分で記載できな
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い、そういった場合には同意書をいただいて提供を受ける、こういったことで事務処

理のほうは行えるというふうに思っております。

以上でございます。

〇大野敏行議長 金井町民課長、答弁を求めます。

〇金井敏明町民課長 先ほどのご質問の中で１つ答弁漏れがございました。大変失礼い

たしました。

発行の件数ということでございますが、7,578件というのですか、データ件数につ

きましては7,578件でございます。

以上です。

〇大野敏行議長 第13番、渋谷登美子議員。

〇13番（渋谷登美子議員） すみません、ちょっとぱっと計算ができないのですけれど

も、616だから、約８％ぐらいの方が受け取っていないというふうな感じですね。そ

れはそれでよいのですけれども、221の独自のものを調査して、そしてシステム上必

要なものとして７点ですか、私がちょっと気になりますのは、これ全て扶助費関係で、

そして親御さんたちというのですか、この関係に係るものに関しては絶対にやらなく

てはいけないというふうに思われますよね。マイナンバーがないといけないというふ

うに思われると思うのですけれども、全然、嵐山町でシステム上、どこにマイナンバ

ーのナンバーが必要になってくるのか理解できませんね、私は。少なくとも嵐山町で

独自にやっている事業に関して、マイナンバーが出てくる必要性があるのですか。例

えば医療事務に関してもそうですけれども、何でこんなことが必要になってくるのか、

独自事務ですよね。独自事務に関してまでシステム上必要であるということの根拠と

理由をお示しください。

法定外予防接種の実施に関する事務など、全く必要のないことですし、介護保険利

用料助成に関する業務に関してもどこにそういうふうにシステム上出てくるのか、シ

ステムをそういうふうにわざわざ変えていくのか、今までもシステム上なかったもの

をこのようにしていくということの問題点があると思うのですけれども、そしてそれ

は一人一人の人がマイナンバーカードを持って歩かなくてはいけないということにな

りますよね、ここに来るまでに。そこに関して、紛失したときの問題というのはどの

ように把握しているのか伺いたいと思います。

嵐山町のことで、ほかの国の法律で定めていることだったらば、それは問いません。
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ですけれども、嵐山町のことでこれだけの事務をするというのは、私は結構すごいな

と思って、障害者の日常生活用具給付に関する事務、在宅重度心身障害者手当の医療

費に関する事務、重度心身障害者医療費の助成に関する事務、それは何でこれが必要

になってくるのかということを伺いたいと思います。

全てのことですよね。人間ドックに関してもそうですけれども、県の助成が途中あ

るかもしれないけれども、それに関してどうして嵐山町のシステム上それが出てくる

のか、そしてシステム上どうしても必要なものであるならば、嵐山町に持ってきても

らわないで、町のほうで書き加えていけばいいだけの話ではないのか伺いたいと思い

ます。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

青木地域支援課長。

〇青木 務地域支援課長 お答えをさせていただきます。

先ほども申し上げましたが、今町で使っているシステム、この中に宛名システムと

いうものがございます。この宛名システムを、これ基幹系の中にあるのですけれども、

この宛名システムを使って事務を行う場合には、それがどうしてもマイナンバーがひ

もづけられてしまう、あくまでもシステム上で使われてしまうということになります。

独自利用分については、実際のご本人が申請する場合には、マイナンバーを記入する

ことはないというふうに理解をしてございます。

以上です。

〇大野敏行議長 続けて、答弁ございましたら。

〇青木 務地域支援課長 繰り返しになりますが、事務を行うに当たって、例えば職員

が誰々さんと検索をかけます。こういったときに、マイナンバーがついてきてしまう、

事務を行うに当たって。そういった利用についても、この独自条例に規定をしていな

いと、事務をすることができないのです。そういったことで、今回条例の中にこうい

った事務を入れさせていただいたというものでございます。

〇大野敏行議長 ほかに。

〔「なし」と言う人あり〕

〇大野敏行議長 質疑を終結いたします。

討論を行います。

第13番、渋谷登美子議員。
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〔13番 渋谷登美子議員登壇〕

〇13番（渋谷登美子議員） 嵐山町行政手続における特定の個人を識別するための番号

の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

の制定について、反対討論いたします。

私は、この条例ですけれども、マイナンバー法のマイナンバーカードが2018年には

個人を識別するためのチップを入れる、どういうふうな形になってくるかは、今は検

討中という形になっていますけれども、それは非常に危険なものであると考えていま

す。個人の情報漏えいだけでなく、それから成り済まし、そういったことがとても危

険であるということに加えて、今嵐山町はシステム上やらなくてはいけないというこ

とになっていますけれども、国の制度ですから、そもそも国の制度に反対しているわ

けですから、このことに関しましては、私は情報のこれに関して、嵐山町が条例制定

すること自体に関しても反対せざるを得ない。嵐山町が、しかもこれは話を聞いてい

ますと、個人の番号を持っていらっしゃらない、個人のカードを持ってきていらっし

ゃらなくて、個人が書かない場合には職員の方が住民の方の同意を得て書くというふ

うな形になっています。本来同意を得て書かなくても、そんなことは行政の側で手続

的にやっていけば済む話なので、マイナンバーカード自体は個人が申請しなくても済

むようなシステムになっているはずなので、これに関しては今の答弁もおかしいと考

えますし、制度自体のあり方に問題があると思い、反対いたします。

〇大野敏行議長 討論を終結いたします。

これより議案第50号 嵐山町行政手続における特定の個人を識別するための番号の

利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例を

制定することについての件を採決いたします。

本案を原案のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。

〔挙手多数〕

〇大野敏行議長 挙手多数。

よって、本案は可決されました。

◎議案第５１号の上程、説明、質疑、討論、採決

〇大野敏行議長 日程第４、議案第51号 嵐山町農業委員会の委員の定数に関する条例

を制定することについての件を議題といたします。
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提案者から提案説明を求めます。

岩澤町長。

〔岩澤 勝町長登壇〕

〇岩澤 勝町長 議案第51号につきまして、提案の趣旨をご説明申し上げます。

議案第51号は、嵐山町農業委員会の委員の定数に関する条例を制定することについ

ての件でございます。農業協同組合法等の一部を改正する等の法律の公布に伴い、農

業委員会の委員の定数を定めるため、本条例を制定をするものであります。

なお、細部につきましては、担当課長より説明をさせていただきます。

以上をもちまして、説明を終えさせていただきます。

〇大野敏行議長 次に、担当課長から細部説明を求めます。

植木環境農政課長。

〔植木 弘環境農政課長登壇〕

〇植木 弘環境農政課長 議案第51号 嵐山町農業委員会の委員の定数に関する条例を

制定することについての細部について説明申し上げます。

条例の趣旨は、農業委員会等に関する法律の改正に伴いまして、農業委員の選出方

法を公選制から市町村長の選任制に変更となりましたことによるものでございます。

第２条の定数は、国の示す指針によりまして、現行の半数程度が適当であるとされ

ており、現行定数20人、現在の任命委員数16から８へと変更しようとするものでござ

います。

なお、これによりまして、附則の２では選挙による委員の定数条例、附則の３では

議会選出による委員の定数条例を廃止するものでございます。

以上をもちまして、細部説明を終わらせていただきます。どうぞよろしくお願いい

たします。

〇大野敏行議長 提案説明及び細部説明が終わりましたので、質疑を行います。

第13番、渋谷登美子議員。

〇13番（渋谷登美子議員） 農業委員会の委員さんに関しては、嵐山町議会が選任する

ときは、なるだけ女性の方を出していくということを中心に推薦をさせていただいて

いました。今回、町長の指名になってくるわけですけれども、それはどのような形で

なさっていくのか。農業委員の方は、女性が入っていたり、消費者が入っていたりす

るわけですけれども、そこの部分はある程度若い人が入ってきたり、農業に関して新
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しい意識が形成できるような形の選任をされるかと思うのですけれども、どのように

お考えになっているのか伺いたいと思います。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

岩澤町長。

〇岩澤 勝町長 お答えさせていただきます。

今回、農業委員会委員の定数の変更、農業委員会法が変わったわけですけれども、

今まで行われてきた農業委員会というものは、現在の国が進める農政の方向にそぐわ

ないと言ったら言葉がおかしいかもしれませんが、そういう面が出てきたというふう

に、国、国会が判断をして、こういう法律ができたのだと思うのです。ですので、そ

ういう状況というものをしっかり判断をいたしまして、嵐山町の中に今度の法律改正

の趣旨というものがしっかりできるだけ反映ができるような形の委員の選出をしてい

きたいというふうに思っております。国の状況が変わったということと同時に、嵐山

町でも農業というものが変わってきているわけですので、嵐山町の農業の将来という

ようなことも踏まえて、今度の農業委員会の委員の皆さんがそういったものにしっか

りマッチできるような形の委員選出をしっかりやっていきたいというふうに思ってお

ります。そして、渋谷議員さんからお話がございました女性というような視点につき

ましても、当然のことですけれども、今までと同じように女性についてもしっかり意

見が酌み上げられるような状況を考えていきたいというふうに考えています。

〇大野敏行議長 13番、渋谷登美子議員。

〇13番（渋谷登美子議員） お伺いします。

嵐山町の農業が変わってきているということは、後継者不足、あるいはどのような

形の町長は判断を持っていらっしゃるのか伺いたいと思います。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

岩澤町長。

〇岩澤 勝町長 おっしゃるとおり、人口の減ってくる、それと高齢化というような状

況、そして農業に携わる人がここ何年間で半分になったとかなんとかという情報が流

れるわけですけれども、嵐山町においてもやっぱりそのとおりであるわけです。そし

て、今回ちょっと話がそれますけれども、農地というものについてもまた見直しがさ

れてきている。そういうような状況も踏まえた中で、嵐山農業というものがしっかり

次の世代に引き渡せられるような体制づくりをしていかなければいけないわけですの
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で、そういう人たちがかかわって、そして業として成り立つような稼ぎ出せる農業と

いうものを目指していかなければ続いていかないというふうに、持続可能な体制とい

うのはとれていかないと思うのです。農地にはこういう機能があって、これがないと

どうですよということはずっと言われてきて、今もそういう機能がしっかりあるわけ

ですけれども、それに先立つ稼ぐ力というものがないと、なかなか持続可能な形には

なっていかないなというふうに思います。ですので、嵐山町に合った形の稼げる農業

というものを早急に方向を見出して、気候変動がこれだけある中ですから、今までの

ものを今まで同じような形でやっているのではなくて、また今までと同じ方式の米中

心という形が難しい状況になってきていますので、今後はどういう状況に食生活の変

更、変わり方等を検討入れながら、視野に入れながら嵐山農業を考えていかなければ

いけないというふうに思います。それの先頭に立っていただけるような農業委員とい

うような考え方を持っています。

〇大野敏行議長 第１番、 本秀二議員。

〇１番（ 本秀二議員） 農業委員会等に関する法律の８条５項で、認定農業者が委員

の半数を占めなさい、また同６項で、農業委員会の所掌に関する事項等に関して利害

のない者を含まれるようにしなさい、それで７項では、年齢とか性別に配慮しなけれ

ばならないという努力義務になっているわけなのです。５項、６項は法律で決められ

ていますので、問題ないわけなのですけれども、７項に関しましては努力義務なので、

なかなか難しい面があるのではないかと思うのです。本年の９月に農林水産省で改正

法の資料を出してくれているのですけれども、それを見ますと、女性、青年も積極的

に登用するということで示唆した資料が出ているわけなのです。私は、この条例の定

数だけ８人ということでなっているのですけれども、条例の品格というものもありま

すから、いろいろな意見もあろうかと思うのですけれども、その中に定数の構成は農

業委員会等に関する法律第８条５項及び６項によるほか７項の規定を遵守し、任命時

に50歳未満の委員を２人以上とし、うち１人は女性とすることというようなものを入

れていただくと、そういった法の目的とするところが達するのかなという気もしてお

ります。その辺についてご検討等があったのかどうなのか、ちょっとお伺いしたいと

思います。

〇大野敏行議長 答弁求めます。

植木環境農政課長。
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〇植木 弘環境農政課長 お答えいたします。

第８条第７項の努力義務についてということでございますけれども、本来町長の任

命というふうに今回公選制から変わりましたけれども、公募をいたします。公募で応

募のありました方がまず優先をされるということでございまして、その後必要に応じ

て定数以上の応募がありましたときには、その選定をする委員会等を設ける等の規定

がございます。そういう中で、全体の年齢構成ですとかのものについては配慮ができ

るかと考えておりますし、仮に公募がうまくいかない場合には、団体からの推薦とい

うような枠もございますので、そういう中で配慮をしていけるのではないかというこ

とで、条例につきましては他市町村の自治体の条例案等も勘案をいたしまして、シン

プルな形にさせていただいたということでございます。

以上です。

〇大野敏行議長 ほかに。

第６番、畠山美幸議員。

〇６番（畠山美幸議員） 先日の説明会のときにいただいた農業委員会農地制度の改革

の件で資料をもらったものがございまして、今 本さんがおっしゃったとおり、今回

の農業委員会の選出方法には女性や青年の登用促進ということがうたってあります。

それで、お聞きしたいのですけれども、今青年と言われる農業者というのは、嵐山町

内におきまして何名ほどいらっしゃるのか、お伺いをしたいと思います。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

植木環境農政課長。

〇植木 弘環境農政課長 青年を何歳までにするかということがあるかと思いますが、

60歳以上、60歳以下、65歳以下とか、あるいは新規就農者で支援をしていますのが45歳

までというようなこともございますが、具体的な数字は、申しわけありません、今現

在手元には把握しておりません。

〇大野敏行議長 第６番、畠山美幸議員。

〇６番（畠山美幸議員） ちょっと人数のほうがわからないということでしたけれども、

今回公募ということですので、周知の方法につきましてはどのようにお示しをするの

か、お伺いしたいと思います。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

植木環境農政課長。
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〇植木 弘環境農政課長 法律の施行に伴いまして、政府のほうから示されているとこ

ろでは、インターネット等を使って周知をするというようなことが示されております。

そのほかにもさまざまなメディアを使ってできる限りの周知をしたいというふうに考

えております。

〇大野敏行議長 第６番、畠山美幸議員。

〇６番（畠山美幸議員） 今インターネットというお話がございましたが、若い方はイ

ンターネットをごらんになるのかなとは思うのですが、以前嵐山町の農業者の平均年

齢をお伺いすると、60歳を超えていたような気がいたします。そういう中で、広報紙

とかにも載せたりとか、あとこれは国で今回こういうふうに変えていくわけですから、

テレビなんか、マイナンバーのときも、ウサギちゃんでマイナンバー制度の説明があ

りましたが、今回そういうテレビ放映みたいなこともあるのか、確認なさっていらっ

しゃるかお伺いしたいと思います。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

植木環境農政課長。

〇植木 弘環境農政課長 テレビ放映等については、予定があるというふうには伺って

おりません。インターネットといいますのは、町が今とっているインターネットとい

いますと、町のホームページでの公開ということになります。当然そのほかに広報で

すとか、チラシ、農業委員会だよりとか、そういったものを使って広報させていただ

きたいというふうに考えております。

以上です。

〇大野敏行議長 第８番、河井勝久議員。

〇８番（河井勝久議員） ３点ほど質問いたします。

１点は、農業委員は選挙管理委員会の管理下に置かれているわけですけれども、選

挙管理委員会の選挙事務、これについては仕事から外れるのかどうか、今後ですね。

それから、２つ目は、農業は第１次産業ですよね。そういう中で、定数が半減する

わけですけれども、地域が見えなくなってくるのではないかなというふうに思ってい

るのですよ、８人では。やっぱり農業というのは基本産業ですから、ここのところで

ちゃんと選ばれた人がちゃんといろんなものを把握していかないと、なかなかいろん

な提言や何かもできてこないだろうと思いますので、地域が見えなくなることについ

てはどういうふうに考えているのかを聞いておきたいと思います。
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それから、報酬の関係ですけれども、費用弁償等も含めて、この数になってくると、

予算でどのくらい変わってくるのでしょうか。

その３点を聞きたいと思います。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

植木環境農政課長。

〇植木 弘環境農政課長 選挙の事務につきましては、公選制から任命制に変わるとい

うことで、事務はなくなります。

それから、地域が見えなくなるのではないかというご心配でございますけれども、

この後の議案で提案をさせていただきます農地利用最適化推進委員という新しい制度

がございまして、そちらのほうは地域主体に活動をしていただくということで、より

地域に密着した形の行政が展開できるのではないかというふうに考えております。

それから、報酬につきましては、これもその次の次の議案で提案をさせていただく

予定になっております。結論から申し上げますと、報酬につきましては、増減は今の

ところ発生しないというふうに積算をしております。

以上です。

〇大野敏行議長 ほかに。

〔発言する人なし〕

〇大野敏行議長 質疑の途中でございますが、この際、暫時休憩をいたします。再開時

間を11時20分といたします。よろしくお願いします。

休 憩 午前１１時０８分

再 開 午前１１時１８分

〇大野敏行議長 休憩前に引き続き会議を開きます。

議案第51号の質疑を続行いたします。

第９番、川口浩史議員。

〇９番（川口浩史議員） 農業委員会の会議録を見てみますと、やっぱり農転が一番多

いなというふうに思うのです。そういう農地転用が適切に、人数少なくなって判断で

きるのかという心配するのですけれども、その点、第１点目としてお聞きしたいと思

います。

それから、今度の改正では、嵐山町民だけではなくて、住所も職業も国籍すら問わ
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ないと、農業委員になれるということであるわけですね。町長に伺いたいと思います

が、嵐山町民だけでなくて、いろんなところから選びたいというお気持ちがあるのか、

すぐすぐではなくても考えの中にあるのかを伺いたいと思います。

それから、先ほど選管を外れるということであったわけですけれども、今まで別の

執行体でしたよね。これは、今後は町長部局の中に入ってくるという理解でよろしい

のでしょうか。

それから、町長に伺いたいのですけれども、町長は米屋さんをやっていて、いい農

地から安全なおいしい米ができると思うのです。農地を守れるかどうかというのが、

まさに農業委員の大きな役目であるわけです。それを半減するということに対して、

町長としての立場ではもう仕方ないと思うのですけれども、商売人としてはやはりち

ょっとこれは危惧されるなというところを表明していただければと思うのですけれど

も、そういう気持ちがなければしようがないのですが、その点伺いたいと思います。

〇大野敏行議長 それでは、答弁を求めます。

１番目と３番目の質問に対しましては植木環境農政課長、２番目と４番目の質問に

対しましては岩澤町長、順番でお願いします。

植木環境農政課長。

〇植木 弘環境農政課長 １番目のご質問でございますけれども、農地転用等の事務が

適切に行われる判断ができるのかということでございますが、こちらについてはこの

後に提案をさせていただきます農地利用最適化推進委員を含めまして、連携をして事

務を行ってまいりますので、従来どおり適切な判断ができるという見通しでございま

す。

それから、３番目の選挙管理委員会を外れるということでございますが、農業委員

会の位置づけにつきましては今までどおりでございます。

〔何事か言う人あり〕

〇植木 弘環境農政課長 従来どおりでございます。

以上です。

〇大野敏行議長 続きまして、岩澤町長。

〇岩澤 勝町長 お答えさせていただきます。

農業に取り組む人が今までの国内の人だけではなくて、幅広い形に対する考え方と

いうのはどうかということですけれども、日本の国土、耕地というものをどうやって
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守っていったらということが基本になると思うのです。それで、そこのところ、例え

ば嵐山町にしてもそうですけれども、嵐山町の農地を嵐山町の人だけでやっていける

のかというような状況で、やっていける状況であればいいと思うのですけれども、そ

うでないと誰かのお手伝いをいただかないと、嵐山町の農地も活用することはできな

いというような状況になったときには、どうしたらいいのだろうというふうに考える

と思うのです。現在でもあちこちの地域のところで農業をやる人たちのもとで、実習

等も含めて外国の若い人たちが来て、一緒にやっていただいているというふうな状況

が見られるわけです。そういうようなことを考えていったときに、今までのままの状

況ではできないのだろう、だからどうやっていったらいいのだろうというのは、それ

ぞれのところで考えていかないとだめだと思うのです。

それで、日本の国をどうやるというときに、いろんな産業、イノベーション、イノ

ベーションと、こう言いますけれども、農業についてそういうものというのは余り言

われないですよね。ですから、やっぱり今までと違った考え方をどうやって、それと

技術革新というか、そういうものをどういうところに入れられるのだろうとかいうよ

うな、今までにない発想を入れていかないことには、農業というのはさらに発展をし

ていくというような状況というのは難しいのではないかなと考えるのです。

それで、もう一つ、今もお話ありました。いい農地で米がというような話がありま

した。九州の宮崎のコシヒカリというお米は、今までの場合だと早場米ということで、

そこのところの評価は高かったのですね。鹿児島だとか種子島だとか、そちらのほう

が早いのですけれども、そこより宮崎のコシヒカリというのが評価が高かった。だけ

れども、それらのお米というのは、今年はどこのところがあったかはあれですけれど

も、Ａランクというのが変わってきているのです。要するに南のほうのお米というの

は、ランクが下がりつつあるのです。それで、新潟県で今新潟のＪＡといいますか、

農協、農業団体、そしてその中があれなのですけれども、新潟のコシヒカリというの

が右翼で言われてきたわけですけれども、一番いいと言われてきたわけですけれども、

それもちょっと大変になってくるだろうということで、何太郎っていうのですか、何

とか新品種で、それを取り組み始めているのです。それで、そっちのほうに変えてい

こうと。それはどういうことかといったら、要するに温暖化をしてくるものに対応し

ていくようなお米というので、それらが今までと同じような収量が得られるかどうか

ということも含めて、味ももうちょっと考えていかないとということで、新品種に対
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してすごい力を入れて、新潟も入れて、米王国が揺らいでしまうのではないかという、

北海道、東北に持っていかれてしまうというような危機感があるわけです。そういう

ようなことを考えていくと、いい農地でいい何というようなことというのは、今まで

言われていたいい農地というのは、この農地にはこの品物、製品をつくる、商品をつ

くる、農産物をつくるということでいいのかという時代になってきてしまった。です

から、それらに対応していくためには、いい農地をいつまでもいい農地にするために

は、そこに作付をするものは何がいいのか、どういうものがいいのか、変えたらいい

のか、変えないのがいいのかというようなことも含めて、全くまさにイノベーション

だと思うのです。そういうような状況というものが農業の中にも入ってこないと、今

までの状況というのは続けていけないような状況になってしまうのではないかなとい

うふうに思うのです。

〇大野敏行議長 第９番、川口浩史議員。

〇９番（川口浩史議員） 温暖化で新潟云々という、私も話はちょっと聞いているわけ

ですけれども、ただ、その問題と農業委員を半減するという問題は結びつかないので

はないかなと思うのです。農業委員の仕事としてはやっぱり農地を守るというのが大

きな使命ですから、そこを半減にして大丈夫なのかということを考えなくてはいけな

いと思うのです。イノベーション、技術革新でしたよね、たしか訳すと。第１次産業

ですから、いろいろ機械化は進めてきてもやっぱり難しいという面はあると思うので

す。そこをまだ技術革新しなければいけないという面はあると思うのですけれども、

したほうがいいですけれども、わかりました。いいです、私は。

〇大野敏行議長 ほかに。

第10番、清水正之議員。

〇10番（清水正之議員） 今度の条例で農業委員を半分にすると、要するに８人にする

と、そのうちの半分は認定農家の人たちだということなのですが、嵐山町で認定農家

の人というのはどのくらいいらっしゃるのですか。そういう面では、女性も登用する、

中立的な立場の人も登用するということで、農業委員会そのものは、非常に先ほどの

話ではないですけれども、売買や賃貸や転用という権限を持っている、ある意味、特

殊の行政ですよね。それを半分にするということは一体どういう意味を持っているの

か、嵐山町でどのくらいの認定農家がいらっしゃるのか、まずお聞きをしたいという

ふうに思います。
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それから、農地法については変更はないというふうに思うのですが、そういう面で

は農業委員会が持っている権限そのものの緩和というのですか、弱くなるというふう

に、人数少なくなるほど弱くなるということですけれども、と思うのですが、その辺

の農業委員会が持っている権限についてどう認識されているのかお聞きをしたいと。

それから、次の議案にもあるわけですが、先ほどの話ですと、地域が見えなくなる

という話だったわけですが、次の条例によって８人が選出されることによって、地域

が見えるだろうと。そういう点では、非常に農業委員会の持っている権限そのものが

弱くなるというふうに感じるのですが、その辺はどうなのでしょうか。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

植木環境農政課長。

〇植木 弘環境農政課長 お答え申し上げます。

まず、認定農業者の数でございますが、現在26人が登録をされております。

それから、農業委員会の権限等についてでございますけれども、農業委員会は引き

続き独立行政委員会という立場は変わりはございません。農地法に関する事務につい

ても従来どおりでございます。ただ、もう一つ、今回新たに必須事務として位置づけ

られたのが農地利用の適正化ということでございまして、特に農地法の権限にかかわ

る事務と同じくらい重点を置いて、地域の農地利用を最適化していくのだと、それに

特化して農業委員会を機能させていくのだというような趣旨がこの法律でございまし

て、そういう意味では、農業委員会の権限が決して小さくなるというものではござい

ませんというふうに認識をしております。

以上です。

〇大野敏行議長 第10番、清水正之議員。

〇10番（清水正之議員） 認定農業者が26人いるということですけれども、そういう面

では、今度の８人の選任はかなり、そういう点では認定農家の人たちが半分ですよと、

女性も登用するのですよと、同時に中立な立場の公正な判断をすることができる者を

１人以上するのですよと、かなりダブってくるとは思うのですが、そういう公募をす

るということなのでしょうか。少なくとも認定農家については、半分は認定農家の人

たちをするのだということですけれども、要するに４人は認定農家の人たちから選ぶ

のだということですよね。

公募をするということですけれども、どういうふうに公募をしていくのか、また私
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は農業委員会というものが非常にそういう面では、先ほどの話ではないですけれども、

農地を守っていく、特別的なやっぱり行政の使命を持った、農地法に基づく使命を持

った、そういう委員会だと思うのですが、そういう点では、課長は権限はそれほど影

響ないのだというふうに言われていましたけれども、農業委員会が持つ行政の権限と

いうものが今まで16人いたわけですけれども、それが半分になると。まして、会長、

副会長を置くということになると、非常に権限そのものが農地法に基づく行政機関で

あるがゆえに、権限そのものが弱まってくるということに感じるのですが、その辺は

大丈夫ですね。

〇大野敏行議長 答弁求めます。

植木環境農政課長。

〇植木 弘環境農政課長 お答えをいたします。

まず、認定農業者が半分ということでございますが、ただし書きがございまして、

認定農業者が委員の定数の８倍を下回る場合にはこの限りではないということで、そ

の条件が幾つかございまして、例えば認定農業者のＯＢですとか、あるいは認定農業

者の農業に参画する者ですとか、親族ですとか、あるいは集落営農の組織の者、役員

ですとか、あるいは国や地方の計画に位置づけられた農業者であるとか、そういう方

も認定農業者が十分に数を満たしていない自治体においては含めましょうというよう

なことになっております。嵐山町の場合ですと、仮に８人の定数でございますと、８

倍ですから64人ということになりますので、それを下回る人数しかいないということ

で、認定農業者のＯＢですとか、その家族ですとか、今申し上げましたような条件で、

仮に26人の方の中から４人が選ばれない場合には、そういう方も含めて検討するとい

うことになろうかと思います。

それから、権限についてでございますけれども、これにつきましては、先ほども申

し上げましたように、独立行政委員会でございますので、農地法にかかわる事務につ

きましては従来どおりの権限、農地転用にかかわる事務等についての権限は全く変わ

りはございません。これは人数によって縮小するというような性格のものではござい

ませんので、その点は大丈夫というふうに認識をしております。

以上です。

〇大野敏行議長 ほかに。

第12番、安藤欣男議員。
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〇12番（安藤欣男議員） 新たな方向が出てくるというふうに思いますが、要するにこ

れ改正についてというところの資料から質問させていただきますが、８人ということ

になる、今まで16人が半分になるわけですが、ただ、先ほど質疑を聞いておりますと、

後の委員も８人出てくるわけですから、16人ということになるわけですが、改革の方

向からすると、これに合わせたものを委員として入れなさいよということになってお

ります。

農業委員及び推進委員の推薦・公募の手続というのが次のに出ておるのですが、こ

れは公募については農業委員及び推進委員が一緒に公募するということになるのでし

ょうか。

農業委員、１つ会ができるのだと思うのですが、任命を受けた中で、聞きたいのは、

公募があって、候補者が定数を超えた場合には、透明性を確保するために必要な措置

を講じるよう努めなければならないというくだりもあります。候補者が超えた場合の

ことと、それから町村長は、農業委員は会ができて、それが推進委員に委嘱するのだ

ということでちょっとわかりにくいのですが、まずは農業委員会ができる、スケジュ

ール的には、議案を作成して、市町村長が推薦、公募の結果を尊重して選任議案を作

成、市町村議会が同意、同意をした者について市町村長が任命するということになっ

ているのですが、スケジュール的には３月議会に議会の同意を得るのか、その前に臨

時会でも開いて同意を得ていく必要が出てくるのか、その辺の総体的なスケジュール

についてもちょっと聞きたいのですが。オーバーしたためのものと、それからちょっ

とわかりにくいのですが、農業委員が推進委員をお願いしていくのだということなの

ですね。この辺についてちょっと私もわかりにくいので、お伺いしてみたいと思いま

す。

〇大野敏行議長 答弁求めます。

植木環境農政課長。

〇植木 弘環境農政課長 お答えいたします。

かなりわかりにくい制度になっております。まず、農業委員については、町長が任

命をするということでございます。それから、この後の提案をさせていただきます農

地利用最適化推進委員につきましては、農業委員会が委嘱するということでございま

す。ともに公募をいたします。公募のここからはスケジュールになりますけれども、

３月の議会で議会の同意をいただくための選任の議案を上程をさせていただく予定に
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なっておりますので、それ以前に公募ということになろうかと思います。本日、今議

会で定数条例等がご承認いただければ、今後速やかに公募の手続事務に入らせていた

だくことになろうかと思います。法律では、農業委員と農地利用最適化推進委員は、

同時に兼ねて応募することができるということになっておりますので、こういう言い

方は適当かどうかあれなのですが、農業委員から漏れた場合に農地利用最適化推進委

員のほうをお願いするという場合もあるかと想定されます。

人数が公募で定数よりも多く募集があった場合どうするかということでございます

けれども、この場合には法律では委員の評価委員会というものが設置できるというふ

うにございまして、必要に応じて評価委員会を設置するわけでございますが、これに

つきましては、今後農業委員会の町の内規によって、その委員会については規定をさ

せていただく予定でございます。そういうことで、新しい農業委員につきましては、

３月の議会でご承認をいただければ、４月１日から任命をするということになります。

新しく発足しました農業委員会におきまして、新たに設置されます農地利用最適化推

進委員を決定し、４月以降に委嘱していくと、こういうようなスケジュール、日程に

なっております。

以上です。

〇大野敏行議長 第12番、安藤欣男議員。

〇12番（安藤欣男議員） 大分わかってきたのですが、４月以降に最適化推進委員は決

めていくと。それは８人ですが、そうした中で同時に公募するという両方の関係につ

いては、公募の人数というものを１人とか２人とか、そういう公募の人数の決定とい

うものが必要になってくるのかなと思うのですが、その辺のことについてはいかがな

のでしょうか。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

植木環境農政課長。

〇植木 弘環境農政課長 これにつきましては、運用ということで、町の内規で決定を

させていただきたいというふうに考えております。

以上です。

〇大野敏行議長 第12番、安藤欣男議員。

〇12番（安藤欣男議員） そういうことにはなるかと思いますが、ただそれもスケジュ

ール、工程表で当然決めていかなくてはならないわけですから、早目に公募の数も決
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めていかないと、事務的に大変になってくるのではないかと思うのですが、その辺い

かがですか。

それと、もう一点、これは農業委員会が農地利用適正化委員の出席を求めることが

できるということになっているのです。通常の会議、今大体毎月１回はやっておりま

すが、現行の農業委員会の仕事と、これからの農業委員、あるいは農地利用最適化推

進委員、これの仕事といいましょうか、毎月会議を持つ必要が出てくるのか、そうい

うもちろん内規ができるのでしょうが、その辺はどういうことになってくるのでしょ

うか。

毎回、農業委員会に出席を求めることができるとなっているのです。そこで、推進

委員として意見を述べるとなっているのですが、農業委員会、同じ会議のところに推

進委員が来ていただいて、会議を同時にやっていくのかどうか、その辺をお伺いして

おきます。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

植木環境農政課長。

〇植木 弘環境農政課長 お答えいたします。

まず、日程につきましては、今後この条例を可決いただいた後に、速やかに手続を

始めたいというふうに考えておりますし、また委員の構成につきましても、その時々

の現状といいますか、それに合わせて決めていくということになりますので、それも

今現在の状況を踏まえた上で構成、女性の割合ですとか、そういったものも最善のも

のになりますように速やかに進めてまいりたいと考えております。

また、農業委員会が現在のところ総会、あるいは農地調査会、毎月１回ずつ行って

おりますけれども、新しい制度のもとでの農業委員と農地利用最適化推進委員のどう

いう出席構成で、農業委員会の総会を行っていくかということでございますが、あく

までも農業委員会の総会につきましては農業委員が中心に行うと。関連する事項で、

事務で必要があれば、農地利用最適化推進委員に参加していただくということでござ

いまして、この後ご説明申し上げるべきかと思いますが、農地利用最適化推進委員に

つきましては、主に日常的にその地域で活動をしていただいて、地域ごとの農地利用

の最適化に向けての活動をしていただくというのが中心を占める使命になろうかとい

うふうに考えております。

以上です。
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〇大野敏行議長 ほかに。

〔発言する人なし〕

〇大野敏行議長 質疑を終結いたします。

討論を行います。

第９番、川口浩史議員。

〔９番 川口浩史議員登壇〕

〇９番（川口浩史議員） 日本共産党の川口浩史です。嵐山町農業委員会の委員の定数

に関する条例を制定することについて、反対をいたします。

農業委員会は、農業の発展と経営の合理化、農民の地位向上を目的とし、行政庁か

ら独立した立場を与えられている行政委員会です。農民から選挙で選ばれる委員と、

土地改良区などの団体から推薦された委員で構成され、農地の権利移動や転用に関す

る許認可業務をはじめ、認定農業者の育成や農地の適正利用、農業に関する意見の公

表、建議など、さまざまな業務を行っています。

改正案は、農業委員を選ぶ選挙を廃止して、市町村長による任命とし、数も半減さ

せるという内容です。農地利用最適化推進委員という実働部隊を新しく設けると言い

ますが、農地の番人としての役割の弱体化は避けられません。その狙いは一体何にあ

るでしょうか。この改正を進めてきたのは2013年、平成25年１月に設置された規制改

革会議です。議長は住友商事の岡素之相談役で、メンバーの多くを財界人が占めるな

ど、農業関係者は全く参加していません。そこが選挙制度を廃止するとともに、議会

推薦、団体推薦の選任制度をも廃止と明記するなど、この審議会で今回改正の大筋と

なる案を答申しました。規制改革会議の上位の諮問機関である産業競争力会議で、安

倍首相は2014年５月19日の会合で林農林水産大臣に、農政転換のラストチャンスとの

認識のもと、改革について官房長官と調整して実行していただきたいと言明しました。

まさに安倍首相の戦後レジームからの転換の一環だということであり、企業による農

業に力を集中して、成長戦略を推進するという方向です。

ところで、農業委員は、本来自由であるはずの農地という私有財産の使用・処分に

介入する仕事であり、農家の理解と納得を得るためにも地域からの厚い信頼がなけれ

ば務まりません。だからこそ、農民がみずからの意思で代表を選ぶ方法がとられてき

ました。現在、農業委員は75％公選制の枠組みで選ばれています。無投票が多いとい

っても、それは市町村議会議員と同じで、自民、公明の議員も数多く無投票で選ばれ
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ています。だからといって、議員の権威が損なわれているかというと、そうではあり

ません。市町村議会で無投票が多くなったからといって、選挙をやめよう、市町村長

が選べばいいとしたら、地方政治は大変なことになります。

公選制の廃止以外にも問題はあります。農業委員会は、農業・農民に関することに

ついて意見を表明し、行政庁に建議することができるとの条文があったのですが、こ

れを削除して、農地等の利用の最適化の推進に関する事項に関する事務をより効率的

かつ効果的に実施するために必要があると認められるときは、また農地等利用最適化

推進施策の改善について具体的な意見を提出と、条件を細かくつけた条文に変えまし

た。要は、農地の最適化についてだけ意見を言わせてやる、農政全般に関してはあれ

これ文句を言うなということのようです。

茨城県の事例では、産廃マフィアのような人物が水耕栽培でトマトをつくると称し

て農事組合法人を設立し、農地を取得して膨大な建設残土を持ち込んだということで

す。建設残土といっても、実際見てみると、コンクリート殻が埋まっていて、産業廃

棄物だったということです。この人物は、地元の農業委員からの告発を受けながらも、

いまだにトマトをつくるのだと言い張っているということです。今回の改正により、

農業委員が住所も職業も国籍すら問われなくなれば、場合によってはこうした人物が

農業委員についてしまうという事態にもなりかねません。

今回の改正案は、農業を営む人から提案されたものではなく、特定の観念に基づい

て提案されたものです。農業は、長年の自民党政治により先細りの一途をたどってい

ます。こうした施策から決別して農業を発展させ、後継者ができるように変えること

が求められています。国民の主食を守ることが最大の安全保障になるからです。

安倍首相は、ＴＰＰを推進しています。このことは、日本の農業はもはや見捨て、

自動車など輸出で外貨を稼ごうということであります。日本の農業に大打撃を与える

といって、ＴＰＰに反対した農協を解体しましたが、これらと一貫したのが今回の改

正ということであります。農業の未来をますます奪う今回の改正を認めることができ

ないことを申し上げ、反対討論を終わります。

〇大野敏行議長 ほかに討論ある方。

〔発言する人なし〕

〇大野敏行議長 討論を終結いたします。

これより議案第51号 嵐山町農業委員会の委員の定数に関する条例を制定すること
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についての件を採決いたします。

本案を原案のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。

〔挙手多数〕

〇大野敏行議長 挙手多数。

よって、本案は可決されました。

◎議案第５２号の上程、説明、質疑、討論、採決

〇大野敏行議長 日程第５、議案第52号 嵐山町農地利用最適化推進委員の定数に関す

る条例を制定することについての件を議題といたします。

提案者から提案説明を求めます。

岩澤町長。

〔岩澤 勝町長登壇〕

〇岩澤 勝町長 議案第52号につきまして、提案の趣旨をご説明申し上げます。

議案第52号は、嵐山町農地利用最適化推進委員の定数に関する条例を制定すること

についての件でございます。

農業協同組合法等の一部を改正する等の法律の公布に伴い、農地利用最適化推進委

員の定数を定めるため、本条例を制定するものであります。

なお、細部につきましては、担当課長より説明させていただきます。

以上をもちまして、説明を終えさせていただきます。

〇大野敏行議長 次に、担当課長から細部説明を求めます。

植木環境農政課長。

〇植木 弘環境農政課長 議案第52号 嵐山町農地利用最適化推進委員の定数に関する

条例を制定することについての細部について説明申し上げます。

制定の趣旨は、農業委員会等に関する法律の改正に伴いまして、農業委員会の必須

業務となりました農地利用最適化を推進するために、農地利用最適化推進委員を新設

することによるものでございます。

第２条の定数は、農地の面積100ヘクタールに１人という国の示す指針によりまし

て、８人とするものでございます。

附則として、この条例は平成28年４月１日から施行するものでございます。

以上をもちまして、細部説明を終わらせていただきます。よろしくお願い申し上げ
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ます。

〇大野敏行議長 提案説明及び細部説明が終わりましたので、質疑を行います。

第13番、渋谷登美子議員。

〇13番（渋谷登美子議員） すみません。農地利用最適化ということで、遊休農地率が

全国平均は３％であるということですけれども、そして担い手の農地の集積率は全国

平均は50％ということですが、嵐山町ではどのようになっているのか。

その農地の転用にかかわる問題ですけれども、今現在は農地の転用件数はどのくら

い嵐山町ではあるのか。

そして、その農地の転用のものなのですけれども、これから開発、今まででしたら、

昨年度は農地転用という形では太陽光発電の問題とかがあったわけですけれども、こ

れからもそういった開発問題が出てくると思うのですが、それにかかわって農地転用

推進委員会の方はどのような形で実際にかかわっているのか、かかわっていくのか、

研修の機会などをどのようにして行っていくのか伺いたいと思います。

〇大野敏行議長 質疑の途中でございますが、ここで暫時休憩をさせていただきます。

再開時間を１時半といたします。よろしくお願い申し上げます。

休 憩 午前１１時５９分

再 開 午後 １時２７分

〇大野敏行議長 休憩前に引き続き会議を開きます。

議案第52号、渋谷議員の質疑に対する答弁から始めます。

植木環境農政課長。

〇植木 弘環境農政課長 お答え申し上げます。

まず、遊休農地の面積でございますが、平成27年４月１日現在で申し上げます。農

地の台帳の面積が792.1ヘクタールございまして、そのうちの118.2ヘクタールが遊休

農地となっております。率にしますと、14.9％となります。

また、農地法の４条、５条の関係の転用でございますが、平成26年度の実績で申し

上げますと、４条関係が１件、603平方メートル、５条が19件、１万3,845平方メート

ルとなっております。また、５条関係ですと、太陽光の関係が６件ございまして、

5,755平方メートルとなっております。太陽光発電に関する開発は、近年多くなって

いる傾向ありますけれども、農地法の関係の事務につきましては、その他の案件と同
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様に厳正に対処しているところでございます。

それから、農地利用最適化推進委員、新しく任命される委員の職務内容ということ

で、研修ということがお尋ねかと思いますが、まずこの方たちに、先ほども答弁の中

で日常的な活動を、地域の活動を中心にやっていただくというお答えを申し上げたと

ころでございますけれども、特に中心となるのが地域の担い手への利用集積、集約の

促進ということで、経営の大規模化、効率化を図っていくというのが１つございます。

それから不正転用の防止、あるいは耕作放棄地の解消というようなことで、農地の適

正な利用の促進というようなことが挙げられます。

また、中間管理機構を通じた農地の集約化を今進めているところでありますけれど

も、そういった関係の地域の合意の取りつけというようなことがこの新しい制度で設

置されます委員に期待される主な職務内容、事務内容ということになろうかと思いま

す。

以上です。

〇大野敏行議長 第13番、渋谷登美子議員。

〇13番（渋谷登美子議員） 農地法改正についてという資料ですけれども、資料の中に

遊休農地率は全国平均は約３％となっていて、嵐山町はこれ14.5％となっていますが、

こんなに多いものなのですか、嵐山町の遊休農地率というのが。再生可能な耕作放棄

地が全国平均で３％で、そうすると嵐山町では14.5％あるということだから、再生可

能な遊休農地がとても多いというふうに判断していいのでしょうか。

それから、先ほど担い手への農地の集積率というのが、全国平均は約50％ですが、

嵐山町は幾らですかというのは答弁がなかったように思います。

農地の転用率というのは、５条と７条とおっしゃったのでしたっけ、４条と、具体

的にはどういうものかわからないのですが、これでいきますと、嵐山町での農地の転

用に係る面積案件というのは、ここまでは嵐山町がします、それ以上は埼玉県がやり

ますという境目みたいなのが基準があると思うのですが、それについてはどうなって

いるのか。そして、埼玉県に埼玉県農業委員会というのですか、それについて委託と

いうのですか、そちらが判断したものはどのくらいあるのか伺いたいと思います。

研修体制ですけれども、今の現状で農地の最適化委員会ですけれども、これに関し

て言うと、農地転用の部分がかなり多く占めて、そしてこれは19件と１件で20件あっ

たということで、８人でどのくらいの日数かけて、そして農地転用にかかわるものを
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これからやっていくのか、そしてそれをさらに農業委員さんのほうとお話し合いをす

るという形になっていますよね。農地の集積なんかに関しては、農業委員さんが区画

を分けて、その中から農地最適化推進委員になっていただいて、そして判断していく

というふうになっていると思うのですけれども、その区画というのは農業委員会が行

わない限り、農地利用最適化推進委員会に関してはできないわけで、そこら辺のいつ

ぐらいになったらそれができてくるのか伺いたいと思うのですが。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

植木環境農政課長。

〇植木 弘環境農政課長 まず、農地転用の事務でございますが、４条、５条、４条に

ついてはご承知かと思いますけれども、農家の方がご自分でご自分の土地を権利移動

を伴わずに転用する場合でございます。５条の場合は、権利移動を伴う転用でござい

まして、２ヘクタール以上になりますと、現在の制度ですと、県の判断を仰ぐという

ことになります。それ以下の場合ですと、嵐山町の農業委員会の事務ということにな

ります。ちょっと頭が混乱しておりまして、前後するかもしれませんが、それから今

現在、県へ判断を仰ぐ内容については、４条、５条を問わず、市街化調整区域という

ことになっております。

それから、研修ですけれども、まだ農地利用最適化推進委員の制度は決まりました

けれども、具体的な運用等につきましては十分に示されている状況ではございません。

ですが、今現在、都道府県には都道府県農業会議というのがございまして、これが全

国組織ですと全国農業会議というのがございますが、これも新しい制度の改正により

まして、都道府県農業委員会ネットワーク機構というものに変わることになっており

ます。埼玉県の場合ですと、埼玉県農業会議が今後は一般社団法人の埼玉県農業会議、

農業委員会ネットワーク機構へと移ることになります。法律の中の改正の中で、この

機構の役割として、地域の農業委員会、あるいは最適化推進委員の研修というような

ことが含まれておりますので、資質の向上のための研修ということが含まれておりま

すので、そういう新しい制度の中で、そういった研修のプログラムが組まれてくるか

というふうに考えております。

それから、農業委員会でその転用に関する事務がどのくらい行われているかという

ようなお尋ねだったかと思いますが、案件が提出されて、事務局でいろいろ書類審査

等行いますけれども、農業委員会では農地調査というのが月に１回行われておりまし
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て、そこで現地を確認をいたします。そして、その後総会に諮り、決定をしていくと。

先ほど申し上げましたように、県の事務に委ねる部分につきましては、その後農地調

査を経て、県のほうに上げていくということになります。そして、県のほうで現地を

確認する、そういう過程を経て、最終的に判断をしていただくということになります。

それから、答弁漏れございましたら、またお答えをさせていただきたいと思います

が、以上でございます。

〇大野敏行議長 第13番、渋谷登美子議員。

〇13番（渋谷登美子議員） 遊休農地の可能性というのは14.5％ですから、嵐山町の場

合はとても可能性があるところが多いというふうに考えていいわけですよね。そうす

ると、新たに担い手の農地の集積率がわからない、答弁漏れなのですけれども、担い

手さんをふやしていくとか、そういうことが仕事になっていくわけですけれども、嵐

山町の場合、８人の最適化推進委員さんでやっていくことが十分適切な人数なのかど

うか伺いたいと思うのですけれども、担い手への農地の集積率というのは今のところ

全国平均は50％ということで、担い手への農地の集積率が70％以上のところは推進委

員を委嘱しないことができるとなっているのですけれども、嵐山の場合、どのくらい

になっているのでしょうか。

〇大野敏行議長 答弁求めます。

植木環境農政課長。

〇植木 弘環境農政課長 申しわけございません。嵐山町の場合の担い手への集積率は

23％となっております。

それから、遊休農地14.9％というふうに先ほど申し上げましたけれども、内訳につ

いては、申しわけありませんが、数字把握していないのですが、この中にはすぐに解

消が可能なものと、それから実態としては農地からかけ離れているものというような

ことで、Ａ判定、Ｂ判定というようなものがございまして、それも全部含んだ数字と

なっておりますので、若干高い数字が出ているかなというふうに。先ほどの全国平均

の数字３％だったでしょうか、これについてはＡ判定の解消可能な遊休農地というふ

うにご理解をいただきたいと思います。

以上です。

〇大野敏行議長 ほかに。

第９番、川口浩史議員。
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〇９番（川口浩史議員） この推進委員の活動がどうもわかりにくいのですけれども、

まず農業委員会の会長から指示をもらって、それで活動することになるのですか。推

進委員の中では、この後金額出てきますけれども、会長とかそういうのは置かないみ

たいなのですか、全員が同じ金額ですよね。そうすると、推進委員会の中での代表者

というのがいないわけなのですか。ちょっとそこがわかりにくくて、全員の中で農業

委員会から指示を受けて、それで活動するのか伺いたいと思います。

推進委員会だけで会議をするということはあるのでしょうか。その場合の招集者は

誰になるのか伺いたいと思います。

それと、農転などの調査をしてくれと、ここを農転として認めるわけにはいかない

といった場合に、農業委員会はきちんと尊重どころではない、理解してやってくれる

のか、そこにそごは生じることはないのか、農業委員の身分にもかかわりますので、

そこら辺ちょっと伺いたいと思います。農業委員の権限の件です。

農業委員と同じ人たちが推進委員になれるという認識でいいのでしょうか。やはり

認定農業者が過半数、先ほど課長は４人とおっしゃったような気がするのですが、８

人の場合、過半数ですと５人になると思うのです。私のほうが認識間違っているのか、

人数の確認もしたいと思いますので、伺いたいと思います。

以上が質問なのです。

〇大野敏行議長 答弁求めます。

植木環境農政課長。

〇植木 弘環境農政課長 まず、農地利用最適化推進委員でございますが、こちらは農

業委員会の会長の指示で動くというものではございません。農業委員会が委嘱する委

員ではございますが、独自の職務が与えられている委員でございます。

会議につきましては、まだ農地利用最適化推進委員会とするのかはまだ決まってお

りませんで、今のところ委員としての委嘱ということで考えております。ですから、

会議の運営方法等につきましては、今後決定されていくことになります。

それから、農地転用等の許認可の権限でございますが、こちらにつきましてはあく

までも農業委員会が持っているものでございまして、農地利用最適化推進委員がその

権限を持っているものではございません。ただし、農地利用の最適化に係る事項につ

いて、農業委員会の求めに応じて意見を述べることができるという位置づけになって

おります。
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それから、農業委員と同じ人がなれるのかということでございますが、この農地利

用最適化推進委員は地域に密着して活動していただきますので、地域の農地の事情で

すとか農業の実態、それから農家の皆さんとのいろいろなネットワーク、そういった

ものを考慮して委嘱をされる性格の委員かなというふうに考えておりまして、先ほど

それから最後に農業委員の認定農業者の過半数でございますが、おっしゃるとおり過

半数でございますので、８人であれば５人ということになります。訂正をさせていた

だきたいと思います。申しわけありません。

以上です。

〇大野敏行議長 第９番、川口浩史議員。

〇９番（川口浩史議員） そうですか。そうすると、まだ固まっていないということで

理解しました。ただ、この後出てくる職員の費用弁償等の関係では全員同じですので、

代表者もそうするといないと、今後どうなるか、そこら辺もわからないということな

のでしょうか。代表者はどうなのか伺いたいと思います。

それから、農転の関係で、権限は農業委員会が持っていると。そうすると、推進委

員がここはだめだと言ったものが農業委員会では認められると、いいですよというこ

とになることはあるということなのですか。余り高い身分ではないというふうに理解

していいのでしょうか、その点伺いたいと思います。

それから、認定農業者がやはり５人は推進委員も入らなければいけないという、そ

ういう理解でよろしいのでしょうか。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

植木環境農政課長。

〇植木 弘環境農政課長 まず、農地利用最適化推進委員は、農業委員会の求めに応じ

て意見を述べるということでございまして、権限はございませんので、農地法に関す

る、転用に関する権限は持っておりません。あくまでも農業委員会のほうに権限は持

っているということでございます。ですから、農地利用最適化推進委員が、この転用

が適当である、不適当であるというような判断をするものではございません。

それから、立場でございますけれども、農業委員会の委員と農地利用最適化推進委

員は、任命の方法が異なるわけでございますけれども、立場上は全く独立したもので

ございまして、どちらが上、どちらが下という関係ではございません。

それから、農地利用最適化推進委員につきましては、今のところ代表者を置くとい
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うようなことは法律上はまだ定められておりません。今後運用の中で、会議を持つ等

の中で代表者が必要になってくれば検討していくということになりますが、法律上は

あくまでも委員としての任命でありまして、委員会という組織を定めたものではござ

いません。

以上でございます。

〔「認定農業者が５人」言う人あり〕

〇植木 弘環境農政課長 失礼いたしました。農地利用最適化推進委員に関しましては、

先ほど申し上げましたような性格のものでございまして、認定農業者がこれに当たる

というような条件はございません。ですから、認定農業者が何人入らなければいけな

いとか、そういう定めはございません。

〇大野敏行議長 ほかに。

第８番、河井勝久議員。

〇８番（河井勝久議員） 今川口議員さんの関係でも関連するところもあるのですけれ

ども、私は最初の農業委員の定数の決定のところで、これだけの人数では、いわゆる

農業地域や何かいろんな関係で農業そのものが見えなくなってくるのではないかとい

う形で質問したわけですけれども、これで今度は利用適正化推進委員という形で、ま

た８名をこれは農業委員会がこの人たちを委嘱していくという形で、農業委員の選び

方と、それから適正化委員の選び方というのは、農業委員会が委嘱するわけになって

くると、ますますいろんな地域が見えなくなってくるのではないかというふうに考え

るわけです。

先ほど課長からの答弁の中でも権限が推進委員にはないということであります。例

えば推進委員を農業委員会が委嘱していくという形になってくると、上下関係という

のが全て成り立つのでしょうか。その後の報酬の関係や何かでも、農業委員の三役と、

それから委員との関係は全然報酬でも違ってくるわけですから、その関係はどういう

ふうになっていくのでしょうか。

それから、もう一つは、いわゆる農業委員会が決定した内容について、推進委員が

地域でのいろんな活動なり、いろんなものを委嘱されての、今年やっていくわけであ

りますけれども、先ほども川口議員さんのほうから農転の関係なんかの話が出たので

すけれども、例えば調査の収集なり指導なりという形がどういう形であるいは農業委

員のほうに返っていくのかどうか、この辺が推進委員の中だけでは会議もちゃんと開
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かれるのか開かれないのか、その辺のところがはっきりしないのですけれども、先ほ

ども後からこれから決めていくという内容だということなのですけれども、そこら辺

のところをもう少し明らかにできたらお願いしたいと思います。

〇大野敏行議長 答弁求めます。

植木環境農政課長。

〇植木 弘環境農政課長 まず、定数でございますが、この定数につきましては、冒頭

で申し上げましたように、町の農地の面積100ヘクタールごとに１人置くのだという

のが一応国から示された目安になっておりまして、嵐山町の場合、七百九十幾つにな

っておりますので、８人という数字が出てくるわけでございます。農業委員と農地利

用最適化委員という２つの委員が新たにといいますか、２つの委員に分かれるという

ことで、私自身も混乱しているわけですけれども、わかりにくくなっている部分があ

るかと思うのですが、農業委員会についてはあくまでも従前からある農地法の関係の

転用等の許認可の事務というものが１つと、それから従来から農地利用最適化の事務

というのはあった事務でございますが、これは任意の事務でございまして、この部分

を今後は強化していくのだということで、新たに農業委員会から切り離して、それを

主に中心にやっていただく委員として、農地利用最適化推進委員を新たに設けたとい

うことでございます。

この２つの委員会については、農業委員会が農地利用最適化委員を委嘱するわけで

ございますけれども、公募という手続をとりますし、それから地域ごとに分担する地

域を持っていただいて、そして活動していただくというような内容でございますので、

お互いの委員会と委員の間では上下関係はございません。それから、あくまでも職務

上の分担というふうに考えていただきまして、全く同等の立場で仕事をしていただく

というものでございます。

それから、農業委員会が決定した内容を活動していただくというものではありませ

んで、今申し上げましたように、当初から主に分担する職務の内容が異なるというふ

うにご理解をいただければと思います。

以上です。

〇大野敏行議長 第８番、河井勝久議員。

〇８番（河井勝久議員） そこのところで、分担したことが異なるということの関係が

どこまでという形になってくると、ちょっとそこら辺がわかりにくいと。農業委員会
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でいろんな決定したことの例えば調査なり収集なり、あるいは指導なりという形がは

っきりわからないのですね、そこら辺で。これは、またこれからという話も今課長の

ほうから出ているのですけれども、そこら辺の関係では、推進委員のほうがいろんな

形で決めてきても、それが農業委員会の中にどう反映されていくのかになってくると、

これが全て否定されたりなんかするという形、例えば先ほどの農転の問題なんかでは

出てくる可能性も出てくるわけです。そのところの権限がない関係での上下関係とい

うのはないのかどうか、ここら辺がちょっと疑問なのですけれども、それはどうなの

でしょう。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

植木環境農政課長。

〇植木 弘環境農政課長 先ほどもお答えいたしましたように、農業委員会に農地利用

最適化推進委員は出席して、審議に加わるというようなことを行うということが法律

の中で位置づけられておりますので、必要に応じてその会議に加わり、そこでは合議

体として、その場では参加するということも含まれております。

それから、あくまでも申し上げましたように、農業委員会のほうは農地法に基づく

事務が１つ、従前からの大きな事務でありまして、その事務については農地利用最適

化推進委員は持っておりません。ですから、権限がないかあるかということではなく

て、別のところで地域活動を中心にやっていただくのだと。しかも、農地利用最適化

ということに特化した地域活動をしていただくのだということでご理解をいただけれ

ばと思います。

あくまでも上下関係ではございませんで、農業委員会の会長から招請されて、出席

を求められて出た場合には、その審議には合議体として審議に加わっていただくとい

うことになろうかと思います。ですから、農地利用最適化推進委員が何かを決定して、

それが農業委員会で覆されるとか、そういう立場、関係ではございません。あくまで

も委員としての活動でございます。

以上です。

〇大野敏行議長 第８番、河井勝久議員。

〇８番（河井勝久議員） そうすると、農業委員会で開く会議には、農業委員はそこに

呼ばれなければ参加するということはないということですね、そこだけ確認しておき

ます。
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〇大野敏行議長 答弁を求めます。

植木環境農政課長。

〇植木 弘環境農政課長 基本的には呼ばれなければ参加することはないということに

なります。

〇大野敏行議長 ほかに。

第10番、清水正之議員。

〇10番（清水正之議員） よくわからないのですけれども、要するに今転用の話が出ま

したけれども、利用権設定が嵐山町の場合は多いからというふうに思うのですが、利

用権設定の場合の権限というのは、農業委員会が持つということでよろしいのかどう

か。今の話ですけれども、推進委員は呼ばれなければという話があるのですが、必ず

意見を聞かなければならないというのが、農業委員会は必ず推進委員の意見を聞かな

ければならないというふうにうたわれているわけですけれども、今までの調査に対し

ては、農業委員は３人１組でやっていたと思うのです。ある面だと、地域を限定をし

て推進委員を決めると、農業委員もそういう形になると思うのですが、だからそうい

う面では、農業委員と推進委員というのはある面一体のものではないかなというふう

に思うのです。そういう点では、農業委員会は推進委員の意見を聞くということにな

ると、これが１人ということになりますと、その人個人の意見になってしまうという

ふうには思うのですが、将来的には推進委員会という会を立ち上げるという形になろ

うかと思うのですが、そういう面では推進委員の果たす役割というのは非常に大きい

ものがあるなというふうに感じるのですが、その地域指定、あるいは人数等について、

また利用権設定についての考え方をお聞きしたいというふうに思います。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

植木環境農政課長。

〇植木 弘環境農政課長 利用権の設定につきましては、農業委員会でございます。利

用権の設定についても先ほども少しだけ申し上げたのですが、農地利用中間機構とい

うのがございまして、そちらを通じて集約化していく、大規模化していくというよう

な方向で今国も県も町も動いておりまして、その方向でもう一度、地域の合意形成を

していくというのが大きな課題となっております。その部分で一番活躍をしていただ

くのが農地利用最適化推進委員ということになろうかと思います。

農業委員会は、現在３人、４人で農地調査等を行っていただいております。今後８
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人ということになりますと、少なくなるのではないか、委員はそれぞれ地域を分担し

ますので、１人が決定をしていくのかというようなご心配かと思いますが、これにつ

きましてもなるべく農地利用最適化推進委員が１人が分担する地域につきましては、

複数の委員が兼ねるというような形で、１つの地域を１人だけで持つという、１人の

委員に負担をかけるということでなく、清水議員おっしゃるとおり、いずれは委員会

というような運営組織になっていくのかと思いますが、複数の人間が地域をまたがっ

て分担をしていただいて、従前から行っているような体制が後退しないように、新た

な地域の分担の体制を構築していきたいというふうに考えております。

以上です。

〇大野敏行議長 第10番、清水正之議員。

〇10番（清水正之議員） 地域を複数で兼ねるということなのですけれども、そうしま

すと、嵐山町全体、菅谷の場合はほとんど農地というものがないのだとは思いますけ

れども、川島も一部あるという中で、この８名という人数の定数、これは８名で足り

るのですか。地域をまたがるということで、まして複数でということで、実は志賀の

中に中間管理機構という形で今事業が進められているわけですけれども、そうします

と、８名という定数で実際に複数で担当するということになると、これ人数的には足

りるのでしょうか。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

植木環境農政課長。

〇植木 弘環境農政課長 複数の地域を分担していただくと、例えば、まだ正式にどう

いうふうに地域を区分していこうかということは決まっておりませんが、８つの地域

に区分されていたとしますと、１人の人間が１つの地域を分担するということになり

ますと、１人が１地域で８地域、１人１地域ということになるわけですが、１人が１、

２、３の地域を持つと、２番目の方は２、３、４の地域を持つというような形で、例

えばの話ですが、幾つかの地域を１人の委員の方に持っていただくということで、必

ず１つの地域については複数の委員さんが担当するというような体制を組む必要があ

ろうかというふうに考えています。

〇大野敏行議長 第10番、清水正之議員。

〇10番（清水正之議員） ごめんなさいね、聞き方が違っていたのかもしれないのです

が、複数の地域を１人の人が受け持つという答弁でした。農業委員会は、必ず推進委
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員の意見を聞かなければならないというふうになっていますね。その推進委員が１人

ですと、その人の意見に左右されるというふうになると思うのです。今までは３人あ

るいは４人１組で現地調査をしてきたと思うのですけれども、今度の場合は複数の地

域を１人が受け持つ、その１人の人が農業委員会に意見具申をするということなので

すか。だとすると、やっぱり８人というのは、非常に推進委員に負担がかかるし、人

数的にも少ないというふうに考えるのですが、いかがですか。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

植木環境農政課長。

〇植木 弘環境農政課長 今１つの地域を複数の委員に担当していただくというふうに

申し上げたのは、農業委員会で意見を述べなければならない、農業委員会は推進委員

の意見を聞かなければならないということがございますので、１つの地域に複数の委

員が担当するということになりますと、農業委員会の会議にも１つの地域を担当する

複数の農地利用最適化推進委員が出席をして、意見を述べるということになろうかと

思います。あるいは今後農地利用最適化推進委員の合議体のようなものを設けていく

かどうかというようなことも今後検討する必要があろうかと思います。

以上です。

〇10番（清水正之議員） 例えば今志賀の土地改良区内には、ここに書いてあるように、

中間管理機構を使った集積をやろうというのが持ち上がっていますね。例えば今の話

ですと、農地利用のいわゆる推進委員が、例えば志賀と川島と、幾つかの集落を持つ

ようになると思うのですが、そうなった場合に、推進委員というのは幾つかの地域を

持っても、その地域に対しては、例えば志賀に対しては１人で農業委員会に意見具申

をするということですか。

〇大野敏行議長 再度、答弁をしてください。

植木環境農政課長。

〇植木 弘環境農政課長 わかりやすく申し上げますと、志賀という地域を担当してい

るのは、Ａさん、Ｂさん、Ｃさんが志賀を担当するということでありまして、Ａさん

だけが志賀を担当するということではございません。ですから、Ａさんは志賀と川島

と菅谷を担当するかもしれませんが、志賀についてはＡさん、Ｂさん、Ｃさんが担当

しますので、農業委員会の会議にもそのＡ、Ｂ、Ｃの３人の最適化推進委員が責任を

持って参加するということになろうかと思います。
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以上です。

〇大野敏行議長 ほかに。

〔発言する人なし〕

〇大野敏行議長 質疑を終結いたします。

討論を行います。

〔発言する人なし〕

〇大野敏行議長 討論を終結いたします。

これより議案第52号 嵐山町農地利用最適化推進委員の定数に関する条例を制定す

ることについての件を採決いたします。

本案を原案のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。

〔挙手多数〕

〇大野敏行議長 賛成多数。

よって、本案は可決されました。

◎議案第５３号の上程、説明、質疑、討論、採決

〇大野敏行議長 日程第６、議案第53号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用

弁償等に関する条例の一部を改正することについての件を議題といたします。

提案者から提案説明を求めます。

岩澤町長。

〔岩澤 勝町長登壇〕

〇岩澤 勝町長 議案第53号につきまして、提案の趣旨をご説明申し上げます。

議案第53号は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例の

一部を改正することについての件でございます。

農業協同組合法等の一部を改正する等の法律の公布に伴い、新たに農地利用最適化

推進委員の報酬等を定めるため、本条例の一部を改正するものでございます。

なお、細部につきましては、担当課長より説明をさせていただきます。

以上をもちまして、説明を終えさせていただきます。

〇大野敏行議長 次に、担当課長から細部説明を求めます。

中嶋総務課長。

〔中嶋秀雄総務課長登壇〕
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〇中嶋秀雄総務課長 それでは、議案第53号につきまして、細部の説明をさせていただ

きたいと存じます。

農業委員会等に関する法律が改正されまして、設置されることとなりました農地利

用最適化推進委員の報酬額等を定めるために改正をお願いするものでございます。

改正条例をごらんいただきますと、今回定めさせていただきます農地利用最適化推

進委員の報酬額につきましては、農業委員会委員と同額の年額18万1,000円に、さら

に日額費用弁償につきましても同額の1,000円とさせていただくものでございます。

これに伴いまして、第５項の追加を行いますので、それ以下の項番号につきましては

順次繰り下げをさせていただくというものでございます。

どうぞよろしくお願いいたします。

〇大野敏行議長 提案説明及び細部説明が終わりましたので、質疑を行います。

〔発言する人なし〕

〇大野敏行議長 質疑を終結いたします。

討論を行います。

〔発言する人なし〕

〇大野敏行議長 討論を終結いたします。

これより議案第53号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する

条例の一部を改正することについての件を採決いたします。

本案を原案のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。

〔挙手多数〕

〇大野敏行議長 挙手多数。

よって、本案は可決されました。

◎議案第５４号の上程、説明、質疑、討論、採決

〇大野敏行議長 日程第７、議案第54号 嵐山町職員定数条例等の一部を改正すること

についての件を議題といたします。

提案者から提案説明を求めます。

岩澤町長。

〔岩澤 勝町長登壇〕

〇岩澤 勝町長 議案第54号につきまして、提案の趣旨をご説明申し上げます。
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議案第54号は、嵐山町職員定数条例等の一部を改正することについての件でござい

ます。

農業協同組合法等の一部を改正する等の法律の公布に伴い、所要の改正を行うため、

本条例を改正するものであります。

なお、細部につきましては、担当課長より説明させていただきます。

以上をもちまして、説明を終えさせていただきます。

〇大野敏行議長 次に、担当課長から細部説明を求めます。

中嶋総務課長。

〔中嶋秀雄総務課長登壇〕

〇中嶋秀雄総務課長 それでは、議案第54号の細部につきまして、ご説明をさせていた

だきます。

農業委員会等に関する法律が改正をされまして、当該法の条文に追加、変更がござ

いました。それを引用しております嵐山町定数条例及び証人等の実費弁償に関する条

例の引用条文及び文言の整理を行う必要が生じましたので、これに伴いまして、今回

の改正をお願いするものでございます。

改正条例をごらんいただきますと、第１条が嵐山町定数条例の一部改正を、第２条

では証人等の実費弁償に関する条例を法改正に合わせ、引用条項等の改正並びに文言

の整理を行わせていただいているものでございます。

以上、細部説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。

〇大野敏行議長 提案説明及び細部説明が終わりましたので、質疑を行います。

〔発言する人なし〕

〇大野敏行議長 質疑を終結いたします。

討論を行います。

〔発言する人なし〕

〇大野敏行議長 討論を終結いたします。

これより議案第54号 嵐山町職員定数条例等の一部を改正することについての件を

採決いたします。

本案を原案のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。

〔挙手多数〕

〇大野敏行議長 挙手多数。
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よって、本案は可決されました。

◎議案第５５号の上程、説明、質疑、討論、採決

〇大野敏行議長 日程第８、議案第55号 嵐山町税条例等の一部を改正することについ

ての件を議題といたします。

提案者から提案説明を求めます。

岩澤町長。

〔岩澤 勝町長登壇〕

〇岩澤 勝町長 議案第55号につきまして、提案の趣旨をご説明申し上げます。

議案第55号は、嵐山町税条例等の一部を改正することについての件でございます。

地方税法等の一部を改正する法律が公布されたことに伴い、所要の改正を行うため、

本条例等の一部を改正するものであります。

なお、細部につきましては、担当課長より説明させていただきます。

以上をもちまして、説明を終えさせていただきます。

〇大野敏行議長 次に、担当課長から細部説明を求めます。

山岸税務課長。

〔山岸堅護税務課長登壇〕

〇山岸堅護税務課長 議案第55号 嵐山町税条例等の一部を改正することについて、細

部説明を申し上げます。

議案第55号、参考資料をごらんください。今回の嵐山町税条例等の一部を改正する

条例は、地方税法等の一部を改正する法律が公布されたことなどに伴い、所要の改正

を行うものです。

なお、今回の改正は、第１条及び第２条に分けて改正するもので、嵐山町税条例及

び嵐山町税条例の一部を改正する条例の一部を改正するものです。

初めに、第１条の改正は、地方税法の一部が改正され、地方税の猶予制度について、

猶予に係る分割納付の方法、申請手続の方法等、一定の事項を地方団体の条例で定め

ることとされたことに伴い改正するものです。

なお、地方税の猶予制度につきましては、徴収の猶予と換価の猶予があります。徴

収の猶予は、納税義務者等が災害、疾病、事業の廃止などにより、一時に納税できな

いと認められる場合、納税義務者などからの申請により、原則として１年に限り税の



- 265 -

徴収を猶予するものでございます。換価の猶予は、滞納処分により生活の維持を困難

にするおそれがある場合などにつきまして、職権または納税義務者などからの申請に

より、原則として１年に限り滞納処分による財産の換価を猶予するものでございます。

以下の８条から12条につきましては、これらの猶予制度につきまして、地方税法の

規定に基づき一定の事項を定めるものでございます。

第８条は、徴収猶予及び徴収猶予期間の延長に係る町の徴収金の分割納付または分

割納入の方法について規定するものでございます。

第９条は、徴収猶予及び徴収猶予期間の延長に係る申請手続における申請書の記載

事項、添付書類、申請書及び添付書類の訂正について規定するものでございます。

第10条は、職権による換価の猶予及び職権による換価の猶予期間の延長の方法、分

割納付等の内容及び提出書類について規定するものでございます。

第11条は、申請による換価の猶予及び申請による換価の猶予期間の延長の方法、申

請期間、申請書記載事項及び添付書類、期間延長の申請、訂正とその期間等について

規定するものでございます。

第12条は、徴収猶予、職権による換価の猶予及び申請による換価の猶予については、

猶予に係る金額に相当する担保を徴する必要がありますが、その例外として担保を徴

する必要がない場合を規定するものでございます。

第18条は、嵐山町税条例の改正に伴い、条文を整備するものでございます。

裏面をごらんください。第２条の改正は、法人番号の記載について、国税と同様の

取り扱いをすることに伴い、嵐山町税条例の一部を改正する条例の一部、以下の２条

から第149条までを改正するものでございます。

最後に、附則第１条は条例の施行期日、第２条は徴収猶予、職権による換価の猶予

及び申請による換価の猶予に関する経過措置を定めるものでございます。

以上で細部説明を終えさせていただきます。よろしくお願いいたします。

〇大野敏行議長 提案説明及び細部説明が終わりましたので、質疑を行います。

第13番、渋谷登美子議員。

〇13番（渋谷登美子議員） これまで、やはりこういうふうな方もいたのではないかと

思うのですけれども、徴収猶予、それから職権による換価の猶予というふうなことに

対応するような住民の方はどのくらいいらしたのか、伺いたいと思います。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。
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山岸税務課長。

〇山岸堅護税務課長 今ご質問いただきました猶予の関係、該当者がどのくらいいたか

ということでございますが、これまで嵐山町ではそのように該当した方はいらっしゃ

いませんでした。県内を見ましても、非常にこの猶予制度を活用しているという状況

が少ない状況です。そういったこともありまして、国のほうで地方税法を改正して、

より利用しやすくするようにということで、この制度を今回改正されたというような

経緯がございます。

以上でございます。

〇大野敏行議長 第13番、渋谷登美子議員。

〇13番（渋谷登美子議員） そうしますと、猶予制度がなかったために、滞納という形

になってきたということになるのでしょうか。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

山岸税務課長。

〇山岸堅護税務課長 猶予制度につきましては、これまでも地方税法の中に規定されて

おりまして、猶予制度自体はこれまでもありました。しかしながら、内容を見ますと、

猶予期間が１年、最長でも延長して２年、そういったことになりますので、税額滞納

額が多額になりますと、短期間で納めていくというのはなかなか難しいという状況が

ございます。そういったことから、利用がなかなか進まないというような状況にある

と考えております。

〇大野敏行議長 ほかに。

第９番、川口浩史議員。

〇９番（川口浩史議員） 確認なのですが、裏面の法人番号の記載とあるわけですが、

これは法人番号とマイナンバーは同じと理解してよろしいのですか。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

山岸税務課長。

〇山岸堅護税務課長 こちらの議案の条文のほうを見ていただければと思います。条文

の６ページになります。６ページの36条の２、こちらの８項の中ほどに下線が入って

いるかと思いますが、そこの部分をごらんいただければと思います。法人番号という

ことで、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第

２条第15項に規定する法人番号ということでございます。
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〔「マイナンバーと同じということですか」と

言う人あり〕

〇大野敏行議長 再度答弁願います。

〇山岸堅護税務課長 失礼しました。法人番号については、こちらは国税庁のほうで各

法人につける番号でして、個人番号とは違うものでございます。

〇大野敏行議長 ほかに。

第12番、安藤欣男議員。

〇12番（安藤欣男議員） 私はちょっとわからないのですが、個人番号、要するにマイ

ナンバー法に伴って法人番号が決められている、来ている。それは個人番号とは違い

ますけれども、法人番号が振られているという捉え方だと私は思っているのですが、

その辺いかがですか。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

山岸税務課長。

〇山岸堅護税務課長 議員今おっしゃったとおりでして、番号法の中に個人番号と法人

番号がございまして、その中の法人番号ということでございます。この法人番号につ

いては、国税長官が付番するということになっておりますので、国税庁等のホームペ

ージに行けば公開になっている番号です。また、この番号については、ほとんどの法

人が付設されます。付設されない例として、ＰＴＡですとか、町内会ですとか、そう

いった、これが法人と言えるかどうかは微妙なところだと思いますけれども、こうい

ったところに付設されないというように理解をしております。

〇大野敏行議長 よろしいですか。

第４番、長島邦夫議員。

〇４番（長島邦夫議員） 今の件なのですけれども、お話を聞いていると、何か２通り

に私には聞こえてしまうのですけれども、従来法人には戸籍の謄本、会社の謄本とっ

たり、印鑑証明をとったりするときのカードがございます。それには番号が載ってお

ります。その番号のことだと思うのですけれども、違うのですか、ここに書かれてい

るのは。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

山岸税務課長。

〇山岸堅護税務課長 お答えを申し上げます。
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今回、番号法が施行されまして、それに基づいて新たに法人に付設される番号とい

うふうに理解しております。

〇大野敏行議長 第４番、長島邦夫議員。

〇４番（長島邦夫議員） それをおっしゃるのだと、それが法人のマイナンバーという

ふうに私なんかは受け取っているのですけれども、そうではないのですか。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

山岸税務課長。

〇山岸堅護税務課長 見方といいますか、言い方といいますか、そういったところから

すると、法人にとってのマイナンバーということになるかと思います。

〇大野敏行議長 ほかに。

〔「なし」と言う人あり〕

〇大野敏行議長 質疑を終結いたします。

討論を行います。

〔発言する人なし〕

〇大野敏行議長 討論を終結いたします。

これより議案第55号 嵐山町税条例等の一部を改正することについての件を採決い

たします。

本案を原案のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。

〔挙手多数〕

〇大野敏行議長 挙手多数。

よって、本案は可決されました。

この際、暫時休憩をいたします。再開時間を２時40分といたします。

休 憩 午後 ２時２９分

再 開 午後 ２時３９分

〇大野敏行議長 休憩前に引き続き会議を開きます。

◎議案第５６号の上程、説明、質疑、討論、採決

〇大野敏行議長 日程第９、議案第56号 嵐山町重度心身障害者医療費支給に関する条

例の一部を改正することについての件を議題といたします。
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提案者から提案説明を求めます。

岩澤町長。

〔岩澤 勝町長登壇〕

〇岩澤 勝町長 議案第56号につきまして、提案の趣旨をご説明申し上げます。

議案第56号は、嵐山町重度心身障害者医療費支給に関する条例の一部を改正するこ

とについての件でございます。

嵐山町重度心身障害者医療費の窓口払いを廃止をするため、本条例の一部を改正す

るものであります。

なお、細部につきましては、担当課長より説明をさせていただきます。

以上をもちまして、説明を終えさせていただきます。

〇大野敏行議長 次に、担当課長から細部説明を求めます。

石井健康いきいき課長。

〔石井 彰健康いきいき課長登壇〕

〇石井 彰健康いきいき課長 それでは、議案第56号の細部説明をさせていただきます。

改正条例の対照表をごらんいただきたいと思います。第１条の改正につきましては、

改正前の嵐山町重度心身障害者医療費支給に関する条例施行規則に規則番号及び略称

規定の表示がつけてありませんでしたので、改正後の条文に「（昭和59年規則第９号。

以下「規則」という。）」を追加するものであります。

次に、第３条第１項第１号中、キの改正前では、国民健康保険法の次に、法令番号

「（昭和33年法律第192号）」が表示されておりましたが、既に第１条中の国民健康保

険法に法令番号が表示されておりましたので、第３条中の国民健康保険法の法令番号

を削除するものであります。

次に、第８条の支給の方法の改正につきましては、第１項に「医療費助成金の支給

は、受給者又はその保護者の請求に基づき行うものとする。」という条文がありまし

て、次に第２項の改正で、「前項の規定にかかわらず、町は、受給者が、町長の指定

する医療機関等（以下「指定医療機関等」という。）で医療を受けた場合には、一部

負担金を受給者に代わって当該指定医療機関等に支払うことができる。ただし、同一

月の診療分について、一指定医療機関等につき、規則で定める額以上の一部負担金が

ある場合は、この限りでない。」とし、ただし書き以降を追加するものであります。

なお、「規則で定める額以上」とは、高額療養費の対象と成り得る額の２万1,000円
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以上とするものでございます。

次に、第４項の「町は、第２項の規定により、指定医療機関等に支払うべき額の審

査及び支払に関する事務を社会保険診療報酬支払基金埼玉支部及び埼玉県国民健康保

険団体連合会等に委託することができる。」という新たな項を加えるものであります。

また、指定医療機関等の範囲につきましては、比企郡市内を考えております。

なお、附則でございますが、施行期日は平成28年４月１日から施行するものでござ

います。

経過措置といたしまして、改正後の規定は、平成28年４月１日以後の診療に係る医

療費の支給について適用し、同日前の診療に係る重度心身障害者医療費の支給につい

ては、なお従前の例によるものとするものであります。

以上で細部説明とさせていただきます。よろしくお願いをいたします。

〇大野敏行議長 提案説明及び細部説明が終わりましたので、質疑を行います。

第６番、畠山美幸議員。

〇６番（畠山美幸議員） 今回、重度心身障害の方にも窓口払いの廃止ということでよ

かったなと思います。それで、10月１日からこども医療費のほうも始まっているわけ

ですけれども、こは来年の４月１日からということで、まず対象人数が何人いらっし

ゃるのか、人数を教えていただきたいのと、あと比企郡管内の指定の病院ということ

ですけれども、埼玉県内の比企管内外の方とか、東京とかに行っている方は今までど

おりだと思いますけれども、確認です。今までどおりの償還払いでやると思うのです

けれども、確認をさせていただきたいと思います。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

石井健康いきいき課長。

〇石井 彰健康いきいき課長 お答えをさせていただきます。

対象人数でございますが、11月分で見ますと、受給者数でいうと455人いらっしゃ

いました。通常平均だと、月々そのうちの半数ぐらいがその申請を出されている、平

均半数ぐらいが申請をされているという数字でございます。

なお、医療機関についてなのですけれども、管内、比企郡市内の管内ですけれども、

医科でいうと115機関、歯科でいうと79、調剤でいいますと62の機関が医師会等に加

入をされているということでございまして、こちらのほう該当させていただきたいと

思っております。
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また、この比企郡市以外のところでございますけれども、今までどおり償還払いと

いうことでさせていただければというふうに思っております。

以上です。

〇大野敏行議長 第６番、畠山美幸議員。

〇６番（畠山美幸議員） 今のご説明では、455人ぐらいの半数の方が申請に来られて

いるということで、今比企管内の病院の数を教えていただきましたけれども、大体パ

ーセンテージにすると、比企郡管内に医療機関にかかっている方、外にかかっている

方って、割合はどのくらいだかわかりますか。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

石井健康いきいき課長。

〇石井 彰健康いきいき課長 お答えをいたします。

以前、何カ月間かちょっと確認をさせていただいたところによりますと、比企郡内

でいうと大体半数、50％ぐらいの方が比企郡市内という形の医療機関にかかっており

ました。

以上です。

〇大野敏行議長 ほかに。

第９番、川口浩史議員。

〇９番（川口浩史議員） こども医療費の場合、窓口払いを廃止すると400万ぐらいで

したか、負担がふえるということであったわけですが、こっちはどのぐらいふえるの

か、ふえないのか伺いたいと思います。

それから、経過措置なのですが、これも経過措置って言うのですか。いわゆる来年

の４月１日以降、これが適用されると。３月31日以前はこのままですよという、こう

いう理解でいいのですよね。これが経過措置になるのかなって、私読んでいて思った

のですが、こういう書き方するものなのですか。ちょっとほかの例、見比べていない

ので、わからないのですが、その２点です。

〇大野敏行議長 答弁求めます。

金井町民課長。

〇金井敏明町民課長 現物支給とした場合に、どのぐらいふえるかということでござい

ますが、昨年度、26年度の療養給付費の実績値をもとに計算をいたしますと、184万

7,000円ということでございます。
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以上です。

〇大野敏行議長 石井健康いきいき課長。

〇石井 彰健康いきいき課長 お答えをいたします。

経過措置の関係でございますけれども、あくまでもこの４月１日以前の分というの

は今までどおり償還払いの形で、比企郡市内の中でも償還払いという形でやらさせて

いただくということでございまして、この書き方はこども医療費のときも同じような

形だというふうに思っております。

以上です。

〇大野敏行議長 ほかに。

第13番、渋谷登美子議員。

〇13番（渋谷登美子議員） 重度心身障害者の医療費の窓口払いの廃止というのは、比

企郡下は全部行っているというふうに考えてよろしいのでしょうか。それで比企郡下

の医療機関ということになったのか伺いたいと思うのですが。

〇大野敏行議長 答弁求めます。

石井健康いきいき課長。

〇石井 彰健康いきいき課長 お答えをいたします。

比企郡内でいいますと、窓口払い廃止ということでいいますと、今嵐山と小川が残

っていたわけですけれども、今嵐山がなるのではと、小川町が残るという形でござい

ます。

以上です。

〇大野敏行議長 ほかに。

〔発言する人なし〕

〇大野敏行議長 質疑を終結いたします。

討論を行います。

〔発言する人なし〕

〇大野敏行議長 討論を終結いたします。

これより議案第56号 嵐山町重度心身障害者医療費支給に関する条例の一部を改正

することについての件を採決いたします。

本案を原案とおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。

〔挙手全員〕
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〇大野敏行議長 挙手全員。

よって、本案は可決されました。

◎議案第５７号の上程、説明、質疑、討論、採決

〇大野敏行議長 日程第10、議案第57号 嵐山町交流センター設置及び管理条例の一部

を改正することについての件を議題といたします。

提案者から提案説明を求めます。

岩澤町長。

〔岩澤 勝町長登壇〕

〇岩澤 勝町長 議案第57号につきまして、提案の趣旨をご説明申し上げます。

議案第57号は、嵐山町交流センター設置及び管理条例の一部を改正することについ

ての件でございます。

嵐山町北部交流センター改修に伴い、使用区分及び使用料を変更するため、本条例

の一部を改正するものであります。

なお、細部につきましては、担当課長より説明をさせていただきます。

以上をもちまして、説明を終えさせていただきます。

〇大野敏行議長 次に、担当課長から細部説明を求めます。

村上文化スポーツ課長。

〔村上伸二文化スポーツ課長登壇〕

〇村上伸二文化スポーツ課長 それでは、議案第57号につきまして、細部説明をさせて

いただきます。

本条例の改正は、北部交流センターの改修工事に伴い、使用区分である部屋の名称

及び使用料を一部改正するものであり、別表の改正を行うものであります。

別表の新旧対照表をごらんになっていただきたいと思います。北部交流センターに

つきまして、最初に改正前の「多目的ホール」を「大ホール」と名称を改め、使用料

につきまして、ホール面積、ステージ面積とも増加したことにより、午前を「1,000円」

から「1,200円」に、午後を「1,500円」から「1,800円」に、夜間を「2,000円」から

「2,400円」に、終日を「4,500円」から「5,400円」に改正するものであります。

次に、改正前の「研修室」と「調理実習室」について、「小会議室」と名称を改め

るものであります。小会議室の使用料につきましては、改正前の研修室と同額でござ
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います。

次に、改正前の「和室」と、新たに別表２はございませんでしたが、図書室また子

育て広場として利用していた場所を「小多目的室」と名称を改め、使用料につきまし

ては、小会議室と同額の午前300円、午後500円、夜間700円、終日1,500円と改めるも

のであります。

施行期日につきましては、平成28年１月４日からとするものでございます。

以上で細部説明を終わらせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。

〇大野敏行議長 提案説明及び細部説明が終わりましたので、質疑を行います。

第13番、渋谷登美子議員。

〇13番（渋谷登美子議員） 以前ふれあい交流センターの使用時間の規定が非常に難し

いということで、北部交流センターの改正をするときに一緒に改正を考えてはどうか

というふうにお話ししたのですけれども、それについては全く考えられなかったので

しょうか。例えば、夜間ですと、午後５時から10時、午前中だと午前９時から正午と

いう形なのですけれども、これ倍になっていますよね。ですけれども、夜使う方とい

うのは２時間単位ぐらいの使い方のほうが多いような気がしますし、何かなかなか難

しいなあというふうな感じがありました。使い方自身が、例えば夜でも１時間しか本

当に使用しない人でも、700円というのはかなり厳しいなあというのが実際にあるも

のですから、ふれあい交流センターのほうに行きますと、午後６時から７時ぐらいで

すかね、ヨガの練習している人たちがやっぱり同じ700円使っているのかというふう

な感じで見たことがあるのですけれども、たくさんの方が利用されるから、それは決

して高い金額ではないというふうに感覚もあると思うのですけれども、ちょっと何か

時間設定と金額が、それで夜間の場合、午後５時から10時で、別に職員が配置されて

いるわけでもなくて、鍵を返すためにとても大変苦労しますよね、皆さんね。それな

のに、こういう金額は結構厳しいなあというふうな感覚が私としてはありまして、ど

うなのでしょうか、全くそういうふうなことは考えられなかったのか、それとも全体

的に町民ホールやほかの施設も見直しをする機会を設けるのか、伺いたいと思います。

〇大野敏行議長 答弁求めます。

村上文化スポーツ課長。

〇村上伸二文化スポーツ課長 北部に限らず交流センターも含めてなのですが、渋谷議

員、以前ご質問いただきましたので、交流センターの運営協議会の中でも、時間区分
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をどのようにするのが適当かということで議題に上げさせていただきました。特に夜

間、ふれあい交流センターもそうなのですが、北部無人でございます。そういった関

係で管理、細かい時間設定をしますと、逆に貸し借りの管理というのが非常に困難、

またどのように使われているかという確認等もできないということもあります。また、

近隣のこの郡内の貸し館の時間設定等を検討した上で現行どおりの時間区分とさせて

いただきました。

以上です。

〇大野敏行議長 13番、渋谷登美子議員。

〇13番（渋谷登美子議員） 交流センター、貸し館機能ばかりではないので、ですけれ

ども、ほかに公共施設でも貸し館機能がかなりあるところありますよね。それについ

ては一度見直すというふうな方法はあるのでしょうか。機会はあるのでしょうか。

〇大野敏行議長 答弁求めます。

安藤副町長。

〇安藤 實副町長 特に使用料の全体の見直しというのは考えておりません。

以上です。

〇大野敏行議長 ほかに。

第５番、青柳賢治議員。

〇５番（青柳賢治議員） 先ほどの説明だと、面積が拡張されたということで、ちょっ

と１点だけ、この多目的ホールの最終的な午前９時から午後10時の１日の場合ですか

ね、4,500円から5,400円になっていますね。これ900円アップしてるわけです。その

辺の面積の、現状面積だったところの分の単純な割合のような案分みたいな形でこの

5,400円が出ているのか、その辺の根拠を１点と、それと小会議室と小多目的室が同

じ値段になりますけれども、これについては両方とも同じ面積であるのかどうかお尋

ねいたします。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

村上文化スポーツ課長。

〇村上伸二文化スポーツ課長 お答えさせていただきます。

旧の多目的ホールの広さは312平米でございました。それが今回の改修により大ホ

ールと名称を改め、360平米になっております。1.154倍ということで、1.2倍という

ことで、金額設定をさせていただいております。
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それと、会議室と多目的室の面積でございますけれども、会議室は２つとも56平米、

多目的室ですが、旧の和室のところの部屋は45平米、旧の図書室としていたところが

会議室と同じく56平米、多目的室のほうがステージに向かう廊下の部分が若干面積と

られた関係で少し小さくなっておりますけれども、用途的に、また機能的にもほぼ同

面積ということで同額とさせていただきました。

以上です。

〇大野敏行議長 第５番、青柳賢治議員。

〇５番（青柳賢治議員） この料金も今度これから多くの方が利用されることになると

思うのです。4,500円から5,400円ということで1.2倍でおさまったというような説明

でいいわけですね。了解しました。

それで、１点、この条例が１月４日から施行となっておりますけれども、実際に利

用する団体が、いつからこのふれあいセンターで使用料を払ってやっていけるものな

のですか。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

村上文化スポーツ課長

〇村上伸二文化スポーツ課長 お答えいたします。

改修の工期が１月30日までとなっております。２月以降のオープンを考えておりま

すので、そうしますと、前月からの申し込みという形を受ける形になりますので、１

月４日という施行日に設定させていただきました。

以上です。

〇大野敏行議長 ほかに。

〔「なし」と言う人あり〕

〇大野敏行議長 質疑を終結いたします。

討論を行います。

〔発言する人なし〕

〇大野敏行議長 討論を終結いたします。

これより議案第57号 嵐山町交流センター設置及び管理条例の一部を改正すること

についての件を採決いたします。

本案を原案のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。

〔挙手全員〕
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〇大野敏行議長 挙手全員。

よって、本案は可決されました。

◎議案第５８号の上程、説明、質疑、討論、採決

〇大野敏行議長 日程第11、議案第58号 字の区域を廃止することについての件を議題

といたします。

提案者から提案説明を求めます。

岩澤町長。

〔岩澤 勝町長登壇〕

〇岩澤 勝町長 議案第58号につきまして、提案の趣旨をご説明申し上げます。

議案第58号は、字の区域を廃止することについての件でございます。

嵐山町東原土地区画整理事業がおおむね完了したことに伴い、換地処分後の整備さ

れた道路境、水路境をもって、字の区域を廃止するものであります。

なお、細部につきましては、担当課長より説明をさせていただきます。

以上をもちまして、説明を終えさせていただきます。

〇大野敏行議長 次に、担当課長から細部説明を求めます。

青木地域支援課長。

〔青木 務地域支援課長登壇〕

〇青木 務地域支援課長 それでは、議案第58号の細部につきましてご説明をさせてい

ただきます。

議案第58号は、字の区域を廃止することにつきまして、地方自治法第260条第１項

の規定に基づき、議会の議決を求めるものでございます。

内容といたしましては、大字菅谷地内において実施をしております東原土地区画整

理事業における工事がおおむね完了したことに伴い、新たな区画に合わせた字界を変

更し、事業区域内の字を廃止するものでございます。

議案書裏面の変更調書をごらんいただきたいと存じます。今回廃止をいたしますの

は、区域内の４つの小字でございまして、それぞれの面積を申し上げますと、菅谷字

東原が１万4,169.41平方メートル、菅谷字清水が5,332.52平方メートル、菅谷字久保

が7,220.99平方メートル、菅谷字本宿が16平方メートル、並びにこれらの区域に隣接

介在する道路、水路である国有地の一部を加え、合計で２万8,307.95平方メートルで
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ございます。これによりまして、当該区域内におきましては、小字を廃止、新たな区

画に合わせて地番を振り直すこととなり、具体的には大字菅谷何番と表記することと

なるものでございます。

なお、この変更につきましては、地方自治法施行令第179条の規定に基づきまして、

換地処分の公告があった日の翌日から効力を生ずるものであり、平成29年の７月を予

定しておるところでございます。

議案参考資料といたしまして、東原土地区画整理事業の位置図、区域明細図、廃止

する区域の地番一覧を添付させていただいておりますので、ご高覧をいただきたいと

存じます。

以上をもちまして、細部説明とさせていただきます。どうぞよろしくお願い申し上

げます。

〇大野敏行議長 提案説明及び細部説明が終わりましたので、質疑を行います。

第13番、渋谷登美子議員。

〇13番（渋谷登美子議員） 字なのですけれども、私は、ここでは東原というのは知っ

ていたのですが、清水というのと、久保と、本宿（もとじゅく）というのですか、本

宿（ほんじゅく）というのですか、よくわからないですけれども、そういった字名は

実は知らなかったのです。それで、字というのはやっぱり歴史的な事実をある程度残

していると思うのですけれども、そういった廃止することによって、その地域の歴史

的なものというのはどこで見ることができるか、調査することができるのか伺いたい

と思うのですが。

〇大野敏行議長 答弁求めます。

青木地域支援課長。

〇青木 務地域支援課長 お答えをさせていただきます。

今回ご提案させていただきましたとおり、この東原土地区画整理事業区域内の小字

につきましては廃止をするわけでございますが、これをもってこの４つの小字の名称

がなくなるということではございませんで、今回廃止するのは、それぞれの小字のう

ちの一つの部分というのでしょうかね。ですから、この４つの小字名というのは、ほ

かの区域外のところに残るということで伺っております。そうしたことから、この地

域内にあっては、今回措置によりまして、小字名がなくなるわけでございますが、こ

の小字名が残ることによって、嵐山町においてこういった歴史的なものというのが失



- 279 -

われるという理解はしてございません。

以上でございます。

〇大野敏行議長 第13番、渋谷登美子議員。

〇13番（渋谷登美子議員） 例えば東原というの残るとして、清水というのも残るとし

て、久保というのも残るとして、その地域はかつて今まであった字のところは、なぜ

東原だったのか、なぜ久保だったのか、なぜ清水だったのかというの、本宿というの、

すごくおもしろいなと思うのですけれども、そういったものがどっかに、この地域は

そういうものであったというものがどっかに残っておかないと、その地域の歴史的な

ものというのはわからないですよね。私も東原には西原というのが東松山市の唐子地

区にあって、対照になっているのだなあというふうな。なぜここに東原と西原があっ

たのか、それはいつもわからないというふうな感じと、清水ということがあったのは、

その地域には、かつては清水があったということだというふうに見るわけです。そう

いうことではないですかね。本宿というのがあって、やっぱり本宿があったのでしょ

うね、昔その地域に。というふうな形で見るわけなのですけれども、その地域の歴史

性というのをどっかに残しとかないといけないと思うのですが、それは博物誌か何か

で残っていくということになるのか、どっかでわかるようにしておかないと、と思う

のですけれども、いかがなものでしょうか。

〇大野敏行議長 答弁求めます。

村上文化スポーツ課長。

〇村上伸二文化スポーツ課長 お答えさせていただきます。

嵐山町の小字、またそれにつきましては、旧の嵐山町誌のほうに言葉、小字という

ので残っております。それぞれの小字について歴史がございます。この東原、先ほど

渋谷議員おっしゃりました西原含めて須賀谷原という歴史の背景等ございます。本宿

というのは、おっしゃったように、もと宿があった場所であろうということで、そう

いったふうに、小字というのは中世以降の歴史というものを色濃く残しておりまして、

そういったものは文化財として当然確認しておりますし、博物誌、また先ほど言いま

した嵐山町誌等で記録として残させていただいております。

以上です。

〇大野敏行議長 ほかに。

第12番、安藤欣男議員。
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〇12番（安藤欣男議員） 聞き違いだかどうかわからないのですが、公布が29年７月公

布っておっしゃったと思うのですが、これ議決をされて、これから正式な換地のとき

には、この小字がつかない地番で換地をされるのだと思うのですが、この換地事務と

の兼ね合いはどういうふうになってくるのだか。何としても早く宅地として活用でき

るような体制をとっていくためには、これできるだけ早くこの公布の時期をしていか

なくてはいけないとは思うのですが、その辺との兼ね合いはどうなのですか。登記所

との関係が出てくるのですか。その辺ちょっとお伺いしておきます。

〇大野敏行議長 答弁求めます。

菅原まちづくり整備課長。

〇菅原浩行まちづくり整備課長 それでは、お答えをさせていただきます。

議員おっしゃるとおり、それから先ほどの説明のとおり、本議会で字の廃止につき

まして議決をいただきまして、普通であれば即日公布ということで進めていくわけで

ございますけれども、区画整理事業の兼ね合いがございますので、今お話しいただき

ましたとおり、換地処分に合わせて告示をさせていただくということになります。今

議員おっしゃりましたとおり、できるだけ早くそういったものが進めば、それにこし

たことはないということでございますが、現在区画整理のほうを鋭意努力して、仕事

を進めさせていただいております。予定といたしましては、今ご説明申し上げました

とおり、29年の７月を目指して現在進めております。これが順調に仕事が進みまして、

もう少し早く換地処分ができるということになれば、換地処分に合わせて、この期日

も早めることは可能でございますので、できるだけ早く告示ができるように事業のほ

うは進めてまいりたいと考えております。

以上です。

〇大野敏行議長 ほかに。

〔発言する人なし〕

〇大野敏行議長 質疑を終結します。

討論を行います。

〔発言する人なし〕

〇大野敏行議長 討論を終結いたします。

これより議案第58号 字の区域を廃止することについての件を採決いたします。

本案を原案のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。
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〔挙手全員〕

〇大野敏行議長 挙手全員。

よって、本案は可決されました。

◎議案第５９号の上程、説明、質疑、討論、採決

〇大野敏行議長 日程第12、議案第59号 平成27年度嵐山町一般会計補正予算（第３号）

議定についての件を議題といたします。

提案者から提案説明を求めます。

岩澤町長。

〔岩澤 勝町長登壇〕

〇岩澤 勝町長 議案第59号につきまして、提案の趣旨をご説明申し上げます。

議案第59号は、平成27年度嵐山町一般会計補正予算（第３号）議定についての件で

ございます。

歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ1,925万1,000円を減額をし、歳入歳出予

算の総額を63億3,147万7,000円とするものであります。このほか地方債の変更が１件

であります。

なお、細部につきましては、担当課長より説明させていただきます。

以上をもちまして、説明を終えさせていただきます。

〇大野敏行議長 次に、担当課長から細部説明を求めます。

中嶋総務課長。

〔中嶋秀雄総務課長登壇〕

〇中嶋秀雄総務課長 それでは、議案第59号の細部につきましてご説明を申し上げます。

最初に、６ページをお開きいただきたいと思います。６ページ、第２表、地方債補

正でございます。今回、学校教育施設等整備事業の起債限度額を520万円から790万円

に引き上げをお願いしたいものでございます。この当事業でございますが、この事業

につきましては、各中学校の校内無線ＬＡＮ整備工事でございますが、こちらにつき

ましては、当初国庫補助金の充当を予定しておりました。しかしながら、今回その申

請につきまして採択となりませんでしたので、国庫補助金を減額をし、起債限度額を

引き上げさせていただいて事業を進めたいというものでございます。

続きまして、12ページをお願いいたします。歳入でございます。まず、第14款国庫
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支出金の中で国庫負担金、民生費の国庫負担金につきましては、総額で1,741万2,000円

の増額をお願いしております。こちらにつきましては、各説明欄の各事業の実績見込

みに伴いまして補正をお願いするもの、さらにこの中で子どものための教育・保育給

付費負担金の増額につきましては、制度改正によりまして、補助金から負担金への組

み替えをお願いしているものでございます。その内容でございますが、保育所の運営

費に関しまして、延長保育及び保育士処遇改善費にかかわる費用につきましては、公

的負担として国庫負担金及び県負担金に算定することになりました。このため、当初

予算では、国庫補助金の子ども・子育て支援金交付金及び県補助金の特別保育事業費

補助金の対象事業として経費を見ておりましたが、今回組み替えをさせていただいた

ものでございます。その結果、国、県負担金は増額を、国庫補助金及び県補助金の該

当部分につきましては、減額をさせていただいております。真ん中の欄の２の民生費

の国庫補助金をごらんいただきたいと思いますが、924万9,000円の減額でございます。

こちらにつきましても各説明欄の実績の見込みによるもの、それから今申し上げまし

た子ども・子育て支援交付金につきましては、補助金から負担金へと組み替えをお願

いするものでございます。

次の５目の教育費の国庫補助金につきましては、地方債で説明をさせていただきま

したとおり、学校施設の環境改善交付金、こちらにつきまして、申請の結果、補助対

象外となりましたものでございまして、減額をさせていただくものでございます。

次の第15款の県支出金、２目の民生費県負担金1,046万円の増額でございますが、

こちらにつきましても、各説明欄の各事業の実績見込み及び確定に伴う補正でござい

まして、このうち子どものための教育・保育給付費負担金につきましては、国庫負担

金の内容で制度改正ということでご説明をさせていただいたものでございます。

次ページをお願いいたします。14、15ページを見ていただきまして、第２項の県補

助金でございますが、目の１総務費県補助金中、選挙人名簿システム改修費補助金に

つきましては、新規でございまして、選挙年齢の18歳引き下げにかかわりまして、選

挙人名簿システムの改修に要する経費として、２分の１の交付があるものでございま

す。

続きまして、目の２民生費県補助金でございますが、そのうちの老人福祉費補助金

3,758万9,000円の減額をお願いしてございますが、こちらは９月補正で計上させてい

ただきました、ひだまりの丘グループホームの建設及び開設準備費経費に係るもので
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ございまして、年度内完成が難しい状況ということの判断から、本年度の申請を見送

ることとなりましたために、９月補正でお願いをし、また今回12月の補正で減額をさ

せていただくというものでございます。

続きまして、節の３の児童福祉費の補助金につきましては、先ほど負担金、補助金

のいわゆる組み替え分ということで、こちらについてもこちらは減額をさせていただ

いているものでございます。

続きまして、５目の農林水産業費県補助金でございますが、そのうち農地中間管理

事業補助金878万3,000円の増額でございますが、こちら新規事業でございまして、農

地中間管理機構を活用し、農地を集積して賃貸借を行う場合に、その面積に応じて交

付されるもの、補助率は10分の10ということでございまして、歳出におきましても同

額を計上させていただいているものでございます。

それから、一番下の第21款の町債につきましては、先ほど地方債でご説明を申し上

げました増額分でございます。

続きまして、18、19ページをごらんいただきたいと思います。歳出でございますが、

上の段の第２款の総務費、一般管理費中19、事業費の19の住民・税情報システムの運

用管理事業で電算委託料18万4,000円、こちらが先ほど歳入で説明申し上げました、

選挙制度の見直しに伴うシステム改修に要する経費でございます。

それから、続きまして、20、21ページをごらんいただきたいと思います。20、21ペ

ージの中段でございますが、第３項の戸籍住民基本台帳費、住基ネットワーク事業で、

委託料及び備品購入費の補正をお願いしております。この内容につきましては、補正

理由欄にございますが、マイナンバー制度施行によりまして、個人番号カードの交付

事務を１月１日より行ってまいります。そのために必要な端末機の経費を増額で拡大

で補正をさせていただくものでございまして、通知に基づいてマイナンバーの個人カ

ード、こちらの申請が町民課で受け付けることになります。その際に対応すべき機種

が、機械類が今一組用意をさせていただいております。しかしながら、１回のこの対

応につきまして、20分ないし30分かかるであろうということで、混雑の緩和を行うた

めにもう一組の機器類をここで補正をさせていただき、１回に２人の対応ができるよ

うにということで配慮させていただきたいというものでございます。

続きまして、第４項の選挙費でございます。町議会議員の選挙費、それから次ペー

ジの農業委員会委員の選挙費につきましては、町議会議員の選挙につきましては、無
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投票となったための整理、それから農業委員会選挙につきましては、選挙制度が廃止

されたことに伴いまして、目の全体を減額をさせていただくというものでございます。

続きまして、24、25ページをお願いいたします。24、25ページの中段でございまし

て、介護保険事業費のうちの地域密着型サービス等整備助成事業3,758万9,000円の減

額につきましては、歳入で申し上げました、ひだまりの丘グループホームの建設、こ

れの延伸に伴いまして、歳出を減額をさせていただくものでございます。

26、27ページをお願いいたします。26、27ページ、中段の目の２児童措置費のうち、

（１）の子どものための教育・保育給付事業費、13委託料で4,144万円の増額をお願

いしております。こちらにつきましては、歳入でご説明を申し上げましたが、延長保

育及び保育士処遇改善費についての制度改正に伴いまして、公定価格に含まれるため

に、29ページにございますが、特別保育対策等促進事業費補助金を減額をし、当事業

について増額をお願いするものでございます。制度改正による組み替えということで

ご理解をいただきたいと思います。

続きまして、28、29ページをお願いいたします。28、29ページの中段でございます

が、第６款の農林水産業費、そのうち３目の農業振興費でございますが、説明欄をご

らんいただきまして、19節の農業者フォローアップ事業補助金、農業再生協議会補助

金40万1,000円の増額、さらに農地中間管理事業補助金878万4,000円の増額でござい

ますが、農業再生協議会補助金につきましては、転作にかかわる事務の一部を町から

埼玉中央農協嵐山支店に移管するために、その経費として補助を行うものでございま

す。さらに、農地中間管理事業補助金につきましては、地域でまとまった農地を農地

中間管理機構へ貸し付けた場合には、貸付割合ごとに異なる単価で支払われる補助金

でございまして、６地区分を計上をお願いするものでございます。

続きまして、32、33ページをお願いいたします。以上のような内容に基づきまして、

予備費でございますが、586万円を増額させていただき、補正後の額を2,388万3,000円

に増額をさせていただきたいと思うものでございます。

34ページ以下につきましては、給与費明細等でございますので、後ほどご高覧をい

ただければと思います。

以上で細部説明を終わらせていただきます。どうぞよろしくお願いをいたします。

〇大野敏行議長 提案説明及び細部説明が終わりましたので、質疑を行います。

第９番、川口浩史議員。
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〇９番（川口浩史議員） 19ページの一番下の北部交流センターのオープニングをする

のに拡大分をするということで経費載っているわけですけれども、内容を伺いたいと

思います。

21ページのマイナンバーの件なのですが、先ほど課長は、個人番号は国のほうにと

おっしゃったと思うのです。その関係で、個人番号の関係でこれが出ているのかなっ

て思ったのですけれども、そうすると、国でやるわけですから、なぜ嵐山がこういう

経費をかけてやるのか、ちょっと全体の流れがわからないので、ご説明いただければ

と思います。

それから、25ページ、これは質問ではないのですが、重度心身障害者、先ほど窓口

払い、184万円もかかる中で窓口払いを廃止するということで大変評価しております。

中間のひだまりの丘なのですが、説明でもありましたように、９月補正でつくりま

すよと。12月補正で、いやできませんと。ちょっとどんな内容でこれ計画されたのか

って、そこはちょっと問われると思うのです。９月でできると言ったものが、これ12月

できなくなってしまった。そこをちょっとお聞きしたいと思います。

29ページの中間管理事業補助金、農地の６地区分が今回補正で出るということで、

もうこの分は６地区は大体予想されるというか、それだけの申請があるということで

理解してよろしいのでしょうか。これはどういうものなのかを伺いたいと思います。

それから、その下の沼の関係なのですが、これは、この３つの沼を改修して耐震等

に、地震等に備えて整備をするという内容で、これを上げているのか。補正の中身を

伺いたいと思います。

それから、最後に31ページの菅中の体育館のガラスを補修するのだということです

けれども、まだ建って３年ぐらいですか、補修しなければならないというのはちょっ

と理解できないのですけれども、どういうことがあったのか。等って書いてあるので、

ほかにも何かあるのか伺いたいと思います。

〇大野敏行議長 それでは、順次答弁を求めます。

初めに、村上文化スポーツ課長。

〇村上伸二文化スポーツ課長 それでは、交流センター活動事業、北部交流センターオ

ープニングイベントについてご説明させていただきます。

現在、改修工事のほう順調に進捗しておりまして、非常に立派なものに既に内装等

なっております。せっかく北部の改修工事をこれでできると、今まで北部の交流セン
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ター使ってこられなかった方、また北部地域の方々に、ぜひせっかくよくなったので、

できるだけ多くの方に見ていただきたい、また今度使っていただきたいということで、

１日かけて多くの町民の方々見ていただいて、その際に、中では文化団体等で発表等

していただく予定でございます。外にはテントを出して模擬店等を出して、小さな嵐

山まつりといいますか、そういった形でできるだけ多くの方に集まっていただきたい

ということを現在考えております。そのための出展者に対する報償費ということで、

20万円上げさせていただいております。

以上です。

〇大野敏行議長 次に、金井町民課長。21ページですね。

〇金井敏明町民課長 それでは、私のほうは、21ページのマイナンバー制度に伴う機器

の電算委託料の関係のところにつきましてご説明申し上げます。

先ほど、番号カードにつきましては、ご本人の希望によりまして、国のほうへ申請

をしてつくっていただくというふうに申し上げましたが、そのでき上がったカードそ

のものが、一旦は本人ではなくて、町に送られてくるようになります。それで、町に

送られてきたそのカードを、届きましたというご案内でお客様のところへ案内をいた

しまして、町のほうへおいでいただいたときに、そのものをどうぞということでお渡

しするわけにいかないというのですか、そのときにパスワードというのですか、今あ

る、例えば住基カードというのイメージしていただければと思うのですけれども、住

基カードにつきましては、写真つきと写真つきでないものがあるのですけれども、Ｉ

Ｃチップのがやはりついていまして、それで税金の申告等、インターネット等で使っ

てできるようなシステムということでなってございます。今度でき上がる個人番号カ

ードのほうにも、そういった写真がついて、ＩＣチップがついたカードというものが

ございますけれども、そのときにインターネットに、例えば公的個人認証をするため

のインターネットをつないで、いろいろするためのパスワードというのが４種類設定

しなくてはならなくなります。その４種類につきましては、ちょっと英数字を組み合

わせて６桁以上16桁未満のものと、あと４桁ずつのものが３種類入れてもらうという

ような形になります。

先ほど、時間がどのくらいかかるという中で、予定しているものが20分から30分と

申し上げましたのは、お客様にちょっとそういったことをご説明しながら、パスワー

ドを設定していただくために町のほうで用意しなくてはならないものというのがタッ
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チパネルというのがございまして、イメージ的にはパソコンの画面で番号を押して暗

証番号を入れていただくものと、そういうふうに考えていただければわかりやすいの

かなと思うのですけれども、そのものと、それに伴う本体というのですか、パソコン

が必要になるわけなのです。当初予算では、そのタッチパネルを１台見て、今まで既

存のものというのですか、住基ネットのパソコンで組み合わせて、一組考えておった

わけなのですけれども、タッチパネルにつきましては、期間がだんだん、当初予算組

んだのが去年の今時分でございますので、だんだん期間が経過するごとに、国のほう

からいろいろ顔認証のシステムを入れなくてはならないとか、本人確認を厳格にしな

くてはならないとか、そういったいろいろ仕様がだんだん詳しく具体的になってきま

して、近隣町村の動向を見ましてもタッチパネルと統合端末、それをそれぞれ近隣町

村見ますと、ほとんど２台とか３台、松山さんなんか人口規模なんかも違いますので、

４台用意するとかというのもちょっと伺っているのですけれども、１台のところもご

ざいます。おおむね大体２台以上というのですか、２台ご用意しているということな

ので、やはりお客様の待ち時間だとか、そういったことを考慮いたしまして、できる

だけスムーズに発行できるように、まず一つにつきましては、タッチパネルとパソコ

ンということで、それを追加させていただきたいというものが一つでございます。

それと、もう一つ、電算委託料の中で予算化をさせていただいているのは、今現在、

例えば住基カードを現在持っている方については、有効期間10年ですので、これから

先、番号カードを取得した場合は、それ返してもらうのですけれども、取得しない場

合は、住基カードが有効なものとして持っておられます。そのほかに、例えば外国人

の方は、在留カードというものを持ってございます。同じく大体名刺サイズのもので、

今の番号カードと同じようなものとして考えていただければよろしいかと思うのです

けれども、住基カードがあり、在留カードがあり、それで先ほど申し上げました、今

郵便で送られてきている、こちらは通知カードといって、紙ベースのものなのですけ

れども、あなたの番号は幾つですよといって、紙で来てるものですか、その３種類が

今現在、多い人は３種類を持っている方がいらっしゃると。そういう中で、転居とか

あった場合には、そのカードに追記欄というのがございまして、住所がここからこう

変わったというのを手書きで今まで書いてたわけなのです。その手書きで書いている

ことを考えますと、例えば外国人の方で在留カードがあり、住基カードを持っていて、

それで今回通知カードというものが送付されましたから、そうすると３種類のカード、
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４人家族ですと12枚を転居があったたびに職員が手書きをしなくてはならないという

こともございまして、今年になってから、そういった追記欄に転入の手続を機械に入

れたものを自動的にそのカードの追記欄に記入できるような機械というのですか、そ

れらが幾つか出てきまして、やはりそれも同じように、近隣町村の動向を見ますと、

各市町村とも聞きましたら、全部の町村で１台ずつは導入する予定ですと。早いとこ

ろの市町村ですと、先日の９月議会等で認めていただいたというところもあるみたい

ですけれども、あとはこの12月に出している市町村もあるかと思います。近隣町村で

もそういった状況で、カードの追記欄の記載を機械でできるようなということを、そ

ういった機械で対応させていただきたいということで考えてるみたいなので、嵐山町

といたしましても、さっき申し上げましたタッチパネルの分と、カードの裏書きって

いいますか、追記欄の機械で自動的に記入できる機械をこの中で見させていただいて

いるというものでございます。

それと、すぐ下の備品購入費の部分でございますが、これは先ほど申し上げました、

カードを発行するときに国のほうで厳格な本人確認をしなさいということで、顔認証

システムというのが今あるそうなのですけれども、顔の輪郭だとか、そういうものが

明らかにちょっと疑わしいとか、明らかにというか、職員のほうで判断してみた場合

に、ちょっと本人と余り似ていないということで、疑わしい場合はこのシステムを使

って確認する必要があるということで、そういったお話がございました。その話があ

ったっていいますのは、本年10月になりまして、国のほうから個人番号カードを交付

どきにおける顔認証システムの積極的な活用についてということで、自治法の技術的

助言ということでの通知をいただいたわけなのですけれども、積極的に使いなさいと

いうことと、あと示されている事務処理要領の中でも、まず目視により同一性の確認

を行い、同一性が容易かつ確実に識別できると認める場合を除き、あわせて顔認証シ

ステムによる同一性の判定を行うということで、あと質疑応答集がございまして、顔

認証システムは必ず導入しなければならないのかということに対しまして、原則とし

て全市町村で導入し、活用することを想定しているというようなこともございまして、

こちらの顔認証システムにつきましては、物的にはやっぱりパソコンとカメラとスキ

ャナーというのですか、そういったセットのものでございますけれども、金額的には

比較的割合安い単価で何とかなるのかなということで、予算を29万3,000円ほど計上

させていただいたものでございます。
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以上でございます。

〇大野敏行議長 続きまして、山下長寿生きがい課長。

〇山下次男長寿生きがい課長 それでは、私のほうからは、グループホームの関係につ

きましてお答えをさせていただきます。

議員さんが先ほど申されましたとおり、この件につきましては９月の補正予算で計

上させていただきまして、今回減額をということで、担当課のほうといたしましても

大変心苦しく思っておるところでございます。しかしながら、これは町の事情により

まして、こういったことになったということではございませんで、らんざん苑さんの

ほうからそういった申し出がございまして、今回補正の減額をさせていただいたもの

でございます。その一番大きな理由といたしますと、県から言われていることで、何

しろ年度末、３月31日までに全て、支払いまで全てが終わっていないと、この補助金

の対象にはだめですよというようなことが言われていまして、いろいろ４月からこれ

につきましては、らんざん苑さんのほうも、町のほうもいろいろ準備をしてきておっ

たわけなのですけれども、10月になりまして、一応らんざん苑さんのほうから、今年

については、ちょっと延伸といいましょうか、延期させていただきたいというのが話

があったのですが、今年については、全ての工事をやらないということではなくて、

補助対象にならない、あそこを造成工事等が必要でございますので、造成工事だけを

今年度やらせていただいて、建物等の建築工事につきましては来年度にやらせていた

だきたいというふうなお話がございましたので、町といたしましても、もし何らかの

事情で、３月までにそういった工事が終わらないというようなことがございますと、

補助金もまたもらえないというようなこともございますので、来年１年間の中で工事

ができれば、補助金ももらえる可能性があるのかなということで、その辺は承諾をし

て、この減額をさせていただいたというものでございます。

以上でございます。

〇大野敏行議長 続きまして、植木環境農政課長。

〇植木 弘環境農政課長 お答え申し上げます。

まず、この事業でございますけれども、勝田地区が２地区、それから志賀地区が４

地区でございまして、地域でまとまって農地中間管理機構へ貸し付けた場合の貸付割

合ごとに異なる単価で支払われる補助金でございます。それがまず１つ。地域に支払

われるものと、それから農地の集積に協力した耕作者に支払われるものとの二通りご
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ざいまして、地域に支払われるものについては、貸付割合が異なります。８割を超え

る区域の合意が行われた場合に３万6,000円という単価になります。それから、５割

を超えて８割以下の集積が行われた場合ですと、２万8,000円という単価になります。

今回は３万6,000円の単価のところが５万6,580平米で203万6,880円、それから２万

8,000円の単価のところが５カ所になりまして、10万2,330平米、これで566万5,240円、

これが地域に支払われる協力金でございます。

それから、改めて中間管理機構に農地を貸し出しますと、協力いたしますという地

権者さんに、あるいは耕作者さんに支払われる補助金につきましては５万4,050平米

の対象地がありまして、こちらは単価が２万円となります。単価、先ほどから申し上

げている単価は、10アール当たり、１反当たりの単価となります。こちらが108万

1,000円ということで、合計しますと878万3,120円ということになります。これは、

今回は地域の合意が得られたということで、勝田地区と、それから志賀地区のそれぞ

れの一部がこの対象となっております。国からは10割の補助をいただける事業という

ことになります。

それから、続きまして、ため池の改修の補助金でございますが、こちらにつきまし

ては、農村地域防災減災事業という、これも国からの10割の補助事業でございますが、

中身としましては、平面測量、土質調査、解析調査によりますハザードマップの作成

ということでございます。25年度、26年度から継続して行っております事業の一環で

ございます。これは、あくまでもハザードマップの作成でございまして、改修事業が

必要なものが生じてくれば、今後また別途検討させていただくというものでございま

す。

以上です。

〇大野敏行議長 続きまして、簾藤こども課長。

〇簾藤賢治教育委員会こども課長 お答えをさせていただきます。

体育館の出入り口のガラス等ということでございまして、議員さんご指摘のとおり、

新築したばかりの体育館でございますけれども、これアリーナへの入り口が両開きの

かなり重たいドアなのですね。そのストッパーがきかなくなったということで、金額

的には本当に大したことはないのですけれども、体育館の話はそういうことなのです

けれども、菅谷中学校自体がかなり老朽化全体的にしていまして、修繕費はもうない

という中で、学校ガラス等も今後修繕とか、小さな軽微な補修とか必要であろうとい
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うことが大半の内容になるかと思います。ですから、この表記の仕方として、体育館

の入り口のという表記をしてございますけれども、全体的な修繕費用がなくなってし

まったので、補正させていただきたいというのが主な理由でございます。

以上です。

〇大野敏行議長 質疑の途中でございますが、暫時休憩を行います。再開時間を４時と

いたします。

休 憩 午後 ３時４８分

再 開 午後 ４時０１分

〇大野敏行議長 休憩前に引き続き会議を開きます。

議案第59号の質疑を行います。ほかに。

４番、長島邦夫議員。

〇４番（長島邦夫議員） １点だけ。今農地の中間管理事業の補助金の関係で質問が出

ましたですが、この878万4,000円というのがどういうふうな使われ方をするのかと思

いましたので、今大体説明を聞きましたからわかっているのですが、６地区というこ

とで、これが年間の費用になる、１回こっきりなのですか。または、来年は来年で同

地区にまた違う補助金がつくとか、そういうことなのか、そこのところをちょっとお

聞きできればと思いまして。

〇大野敏行議長 答弁願います。

植木環境農政課長。

〇植木 弘環境農政課長 これにつきましては、中間管理機構を通じてもう一度貸し借

りをするわけですけれども、10年という期間が設定されておりまして、最初の１回だ

けでございます。

以上です。

〇大野敏行議長 ほかに。

第５番、青柳賢治議員。

〇５番（青柳賢治議員） 私は先ほどのらんざん苑の補助金のことについて、もう一度

ちょっと確認させてもらいたいのですけれども、これ９月の補正だったわけですよね。

それで、この12月でまた延伸になったということです。先方の都合だと。どうなので

すか。これ当初の予算にもなく、そして補正で出てきて、そして金額が建設資金です
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から、かなりの金額ですよ。県からの補助金も。この金額が目的のある、やはり補助

金になるわけでしょう、県の目的の、建設費としての。そういったようなものをやっ

ぱり考えていきますと、これ相手の都合だからということで延伸になったということ

まではわかりますが、来年になったときにこの補助金の額のようなものが、また来年

にならないとさっぱりわからないというような性格のものになるのか、それとも一度

ある程度申請が出ているから、この金額についてはある程度維持されるのか、その点

についてお尋ねしたいと思います。

それと、もう一点。もう一点、先ほどからマイナンバーのあれが出ていますけれど

も、この時間も何か聞くと、20分から30分とかということで、１人の人にかかると。

恐らく我々もちょっと聞いてて初めてのことなので、なかなか実際に具体的に動き出

したときにどうなっていくかというのなかなか理解できないのだけれども、やっぱり

申請に来る人がどの程度いるかというのは、そんなに私もいないのだろうと、私は思

っています、自分の考え方では。ただ、来た人がいたときの対応として、やっぱりそ

れぞれ皆さん、１日の時間のある中で動いている人たちが多いと思うのだよね。それ

を申請する人はね。その辺も含めて、なるべく顔認証とかあるけれども、スムーズな

ことを課としてはお願いしたいと。これは質疑になるので、お願いしたいということ

に対してどうかということで答えてください。

それと、あともう一つ、１点。こども課のほうに、26ページに、子どものための教

育・保育給付事業ということで、延長保育士等の費用が増額になったということでご

ざいます。この一般財源の1,244万1,000円とございますね。26ページですよ。この中

で、それに相応する金額がどの程度あったか、わかるようであればお答えいただきた

い。この３つについてお尋ねいたします。

〇大野敏行議長 それでは、順次答弁求めます。

初めに、山下長寿生きがい課長。

〇山下次男長寿生きがい課長 それでは、グループホームの関係につきましてお答えを

させていただきます。

こちらの補助金につきましては、当初予算にも載っていなかったのではないかとい

うことでございますが、県のほうから補助金についての内示をいただいたのが６月に

入ってからでございます。その内示をいただきましたので、９月の補正のほうに計上

させていただきました。当然そのときには、町もらんざん苑さんも当然今年建設をす
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るというような方向で進んでおりましたから、当然内示が来た段階で速やかに補正の

ほうはとらせていただいたということでございます。

それで、来年以降の関係でございますけれども、らんざん苑さんから、そういうよ

うなお話がありまして、うちのほうとしましては、すぐ県のほうに、こういったこと

でちょっと本年度難しくなってしまったというお話をした中で、来年についてはどう

ですかというようなお話もさせていただきましたが、県のほうといたしましては、来

年のことは今何とも言えないという、そういったような回答でございました。

以上でございます。

〇大野敏行議長 続きまして、金井町民課長。

〇金井敏明町民課長 番号カードの交付に当たっては、なるべくお客様の待ち時間等の

短縮と、それから間違いのないよう職員の中でも検討しながら進めてまいりたいと思

っております。

以上です。

〇大野敏行議長 続きまして、簾藤こども課長。

〇簾藤賢治教育委員会こども課長 お答えさせていただきます。

一般財源の内訳というご質問でございますけれども、大変申しわけないのですけれ

ども、そこまでの資料はございません。ただ、ご案内のとおり、延長保育と処遇改善

が制度改正になったというのと、保育される人数が45人ほど当初よりふえているとい

う要素もございますので、ご理解をいただきたいと思います。

以上でございます。

〇大野敏行議長 第５番、青柳賢治議員。

〇５番（青柳賢治議員） そうですか。やはり本当に必要な施設で、なかなか町もそち

らのほうに協力したり、お互いさまっていいますか、やっていかなくてはならないこ

とはよくわかるのです。ただ、我々も議会の１回議決をする立場としても、これを町

民に、この予算書見て、どうなのだ議員と、やはり言われるわけです。それは、これ

が６月の内示だったかもしれないけれども、できる限りその辺はやはり少ない金額で

はありません。来年のことはわかりませんって、私なんかも答えるしかない。そうい

ったことをやっぱりしっかりと踏んで、大切な仕事なのだけれども、やっていっても

らいたいと。課長の答弁、お願いします。

〇大野敏行議長 答弁求めます。
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山下長寿生きがい課長。

〇山下次男長寿生きがい課長 お答えをさせていただきます。

こういったことを、これからこういったことがございましたら、そのようなことも

配慮しながらやっていきたいというふうに思います。

以上でございます。

〇大野敏行議長 ほかに。

第12番、安藤欣男議員。

〇12番（安藤欣男議員） ひだまりの丘の関係については、私も何か、えっ、こういう、

何でこういうことになるのという疑問が残って。今お聞きしますと、６月には内示が

あって、６月議会にはかけられなかったということなのだかどうかわかりませんが、

要するにいろんな行政の関係だと、いろいろスケジュールがあってやるわけですよ。

この規模、あるいは確認の段階、そういうものが今どういうことになっているのです

か。

県の指導によって、年度内にでき上がらなければだめだと。それから、延伸だとい

うことでございまして、なおかつ今青柳議員の質問からすると、来年の予算措置はわ

かりませんという答弁に今私は聞こえたのですが、県の指導で延ばして、県は１回流

すと、大体はだめなのだよ。だけれども、そこのところは県の指導で延伸をしたとい

うことだから、県がそれは確保するのだというふうにとっているのですが、それはわ

かりませんという答えでした。ということになると、造成は始めるけれども、宅地造

成は始めると、始めるということは、確認申請もおりて、施設の規模も決まってして

いるのだというふうに認識するのですが、そこのところが何かそごが出てきてしまう

ような気がするのですが、その心配はないのですか。

もう一点は、今平澤にひだまりの丘がありますよね。これとの兼ね合いというか、

これ今らんざん苑やっていただいているわけですが、これは当初の説明だと、これが

でき上がった後は、ひだまりの丘は、あそこは閉鎖しますということだったのですが、

それとの兼ね合いというのは、どういうことになってくるのですか。何かちょっと見

えてこない部分が多過ぎるので、再度確認させていただきます。

それから、続いて中間管理機構のはわかりましたが、ただ私、課長から出された数

字が何かメモしたら合わないのですけれども、地域に交付される金額は約556万幾ら、

個人に支払われるものは108万ですと言うのですが、ふうに聞いたのですが、何か数
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字が合わないのですが、これもう一回説明してください。

それから、その上の農業再生協議会補助金40万1,000円、これは今後農協にという

のですが、今担当課が、環境農政課がやっていますが、補正でこういうことが出てく

るというのがちょっとわからないのですが、途中で事務をかえるということなのです

か。これ、事務が今、この協議会の事務を環境農政課の担当がやっているのですが、

これ農協にかえていくのだと。それで、ここへ書いていくのですが、どういうことで

こういう形になってきたのか。再生協議会はあるわけですが、その事務がそっちに移

るという、単なるそういうことなのか。それによって何か不手際とか、町の指導が難

しくなってくるとか、そういうことはないのでしょうか。幾つか聞いてしまったので

すが、そういうことです。ですから、何でここで補正でやるのか、やらなければなら

なくなった理由は何なのか、やることによって問題が起こらないのかと、この辺につ

いてちょっとお聞きしときます。

以上３点、お願いいたします。

〇大野敏行議長 それでは、答弁求めます。

安藤副町長。

〇安藤 實副町長 私のほうから、ひだまりの丘の件についてご答弁申し上げたいと思

います。

結果から見れば、補正でお願いをさせてもらって、そして次の補正で減額をさせて

いただく、大変申しわけなく思っております。このひだまりの丘の関係につきまして

は、以前から議会の皆様方にもご説明を申し上げて、ご理解をいただいて、ここまで

来ておるわけでございますけれども、社会福祉協議会が運営をしていたひだまりの丘、

非常に防火上等々課題がございまして、専門家に判定をしていただいたところ、これ

は購入したほうがいいよと、そういうアドバイスもいただきながら、さらに社会福祉

協議会という公が運営するのと、民間が運営するのと、どちらが入所者にとって幸せ

なのか、そういったことも総合的に勘案したところ、民間がもう既にその面のプロが

いると。そちらで運営したほうが入所者にとってよろしいだろうと。それと、今まで

の９部屋というのでしょうか、ワンユニットが９人ですね。９人ですと、お泊りをす

る方お一人になってしまうという不安な面もございまして、専門家の運営はやはりツ

ーユニットだと。そんなこともございまして、そのツーユニットを専門家であるらん

ざん苑が運営すべく、町も協力を申し上げながらプランを練ってまいりました。それ
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から、用地につきましては、らんざん苑の依頼を受けて、私どもも地権者に当たって

用地の確保等も進めてまいりました。

そうした中で、担当課も県といろいろ協議をし、県にお願いをさせていただいて、

何とか27年度の事業で県とすれば応援するよと、補助金も上げるよと、そんなことも

ありがたいお話もいただいて、話を進めてきたわけでございますけれども、どうして

も現場をごらんいただきますと、埋め立てをせざるを得ないと。相当な土量が入るわ

けなのです。土量が入る、その泥の入れ方がやはり埋め立てをしながら、その後直ち

に建物をつくるということになると、埋め立てをしながら、そこにある一定の工事に

加えて、その埋め立てに必要なプラスする工事が出てくると。そんなこともございま

して、らんざん苑とすれば、自然転圧を待ちながら、そして一定の時間を置いてつく

ったほうがなおいいのではないかというふうな、施設として専門家と話し合った結果、

そういうことになったというふうなことでございまして、残念ながら我々とすれば

27年の完成を待ったわけでございますけれども、１年おくれると、こういうことにな

りました。

すると、今課長が申し上げましたとおり、県は今年度欲しいというから上げたのに、

新年度になるということは、新年度約束できないよと。これは国の予算をいただいて、

県も市町村に補助するわけですから、当然のお話なのです。そんなこともございまし

て、県のほうに我々お願いに行って、ぜひ情状、ご理解をいただいて、ぜひ新年度に

この建設が遺漏なくできるようにお願いをしたいというふうなことでお願いをさせて

いただいております。新年度のことですから、確約はできないけれども、我々とすれ

ば最大限の努力をしながら、そして老人福祉の充実につながるように今後とも進めて

いきたいと思っております。この点につきましては、皆様方に深くおわびを申し上げ

たいと思いますが、どうぞよろしくお願いいたします。

〇大野敏行議長 続きまして、植木環境農政課長。

〇植木 弘環境農政課長 まず、中間管理のほうでございますけれども、先ほども申し

上げましたが、単価が異なる地域がございます。３万6,000円の単価、これは地域の

合意が８割以上ということで、これが５万6,580平米でございまして、203万6,880円、

それから５割以上８割以下の単価が２万8,000円の区域が、これが10万と2,330平米ご

ざいまして、こちらが566万5,240円、これが地域に支払われる補助金でございます。

そして、協力者、耕作者個人に支払われる協力金につきましては、一律２万円でござ
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いまして、これが５万4,050平米、対象がございます。これが108万1,000円、合計し

ますと878万4,000円ほどになるということでございます。

続きまして、農業再生協議会の事務でございますけれども、こちらにつきましては

経営所得安定対策に係る事業でございますが、ＪＡ、農協と町が従来から協力してや

ってきたものでございます。どちらかといいますと、本来農協が主体的に行われる事

務というふうに考えられるもので、他町村では、他の市町村におきましては、農協に

移管を少しずつしているという状況がございます。町でも数年前からＪＡと、農協と

協議を続けてきたわけですけれども、このほど今年度に入って協議が整いまして、今

年度につきましては、まだ町が中心に行ってきたわけですけれども、来年度からは農

協がやりますということで、そのためのインフラ整備といいますか、必要な機器の整

備ですとか、必要なソフトウエアの配置ですとか、そういった来年度の事務が円滑に

進むようにするための事業ということで今年度に補正で組ませていただいたものでご

ざいます。

以上です。

〇大野敏行議長 ほかに。

第12番、安藤欣男議員。

〇12番（安藤欣男議員） そうしますと、今丁寧に説明いただきましたが、規模とかそ

うしたものは、今計画されてあるものを引き続きやっていくということだという理解

でよろしいのでしょうか。今介護士の人数がなかなか確保できないとか、いろいろあ

ったりするわけですが、そうしたものはクリアして、もちろんこれは県の入所者の数

の問題だとかも含めているわけでしょうが、その辺は次の計画についても今のものを

計画していると。ただ、これ埋め立てをする場所が適地ということで選ばれたわけで

すが、当然だって、埋め立てして半年やらそこやらで自然転圧できないというふうに

思うのですが、その辺は大丈夫なのでしょうか。

また、もう一点、ひだまりの丘、今のひだまりの丘については、同じようにこれが

仕上がるまでは運営をしていくという、それは確約はとれているの。確約というか、

当然そういうことなのだと思うのですが、その辺はどうなのでしょうか。再度聞いて

おきます。

それから、先ほど私の計算違いだったようで、申しわけありませんでした。農業再

生協議会については、補助金がそういう、農協が事務をやるのに何で補助を出してい
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かなくてはいけないのか。ソフト等々が、嵐山で持っているものが移管されることが

できるような気がするのですが、それは新たに農協がそういうものはやるということ

なのでしょうか。

今再生協議会があるわけですが、ほとんどのことが金の支払いとか、そうしたもの

は農政局が直接やってくれたりしていますよね。ただ、それは全て個人に来て、個人

が返答を出しているわけです。だから、そうすると、町がやっている協議会がやるこ

とというのは、そんなにはないのだけれども、そんなにない事業に対して、40万も補

助金を出さなければならないような機器が要なのでしょうか。それだけ聞いておきま

す。

〇大野敏行議長 答弁求めます。

山下長寿生きがい課長。

〇山下次男長寿生きがい課長 それでは、お答えをさせていただきます。

今年度工事をしなくて、来年度になると規模等はどうかということでございますが、

今のところですと、ツーユニット、18人ということで、平澤の今やっています９人分

を、そちらの新しいほうに移しまして、18人というようなことで、来年度計画すると

きもその予定どおり、今までの予定どおりでやるというふうに聞いてございます。

それから、埋め立てとの関係でございますが、確かに初めからそういうことはわか

ったのではないかということでございますが、この１年の中で全てのやるとなると、

初めから確かにきつい、タイトなスケジュールというようなことは、ある程度我々事

務屋も、らんざん苑さんの事務のほうでもわかっていたことでございまして、それで

本当に今年の９月24日に農地転用と開発許可がおりましたので、それからが本格的な

依頼みたいな形になってございます。

らんざん苑さんのほうでそういった設計協議、埋め立て工事の設計を始めた中で、

そういったことを専門家のほうから、これではちょっと時間的に無理だよというよう

なことでありまして、お金等もまたかければ、そういった補強工事とかをかければで

きるのかもしれないですけれども、そういうことはしないで、先ほど副町長のほうか

らお答えがありましたが、自然転圧等で対象の期間を持って、来年ある程度そうした

期間がございますので、来年度に工事のほうはさせていただきたいということでお話

がございましたので、町としましてもわかりましたということでございます。

それから、今の平澤のほうのグループホームにつきましては、当然その９人分につ
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きましては、そちらができるまでは、そちらを運営していただいていくということで

聞いてございます。

以上でございます。

〇大野敏行議長 続いて、植木環境農政課長。

〇植木 弘環境農政課長 この再生協議会の事務でございますが、農協と町が協力して

やってきた事務なのですけれども、主に町にある、町の当課のほうにそのシステムを

置いておりまして、農協が人的な協力ですとか、そういった関係でやってきたわけな

のですが、今回主体的なブロックローテーション等の作付等の事務について農協がや

っていただけるということで、こちらと、持っておりましたそのシステム関係をそっ

くり農協さんにも新たに構築をしていただくということで、こちらから提供するため

のパソコン関係ですとか、中の情報ですとか、そういったものを移すための経費とい

うことでございます。

以上です。

〇大野敏行議長 ほかに。

第11番、松本美子議員。

〇11番（松本美子議員） それでは、２点ほどお尋ねさせていただきますけれども、ま

ず、22、23ページになると思うのですけれども、補装具の給付事業というものがある

わけですけれども、100万と9,000円ですか、補正で組まれています。そういった中で、

27年度全体、全額につきましては、400万からいくわけですけれども、これは何名ぐ

らいの方にどういったものを負担をしていったのかお尋ねさせていただきます。

それから、ひだまりの丘の関係、皆さんわかった、議員さんが質疑をしていらっし

ゃいますけれども、そういった中でちょっとお尋ねさせていただきたいのですけれど

も、来年度の見込みがちょっとつかないというようなお話のようでしたけれども、町

のほうからも引き続きお願いをしていくということですが、これは来年度にならない

とはっきり、もちろん４月以降ですから、わからないということになってくるのでし

ょうけれども、その間に具体的にどのようなお願いをしていくかお尋ねをさせていた

だければと思っています。

それでは、すみません、その２点についてお尋ねさせていただきます。

〇大野敏行議長 それでは、順次答弁願います。

石井健康いきいき課長。
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〇石井 彰健康いきいき課長 お答えをいたします。

補装具に関しましては、種類は車椅子とか義足、補聴器、そのような身体障害のあ

る方のそういった一部になるようなものでございまして、今年度既に新しく交付をし

たのが16件、また修理をしたのが13件ということで確定をしておりまして、この先、

また新規交付、あるいは修繕という形で、３月までまだありますので、こちらのほう

増額補正をさせていただくものでございます。

以上です。

〇大野敏行議長 続いて、山下長寿生きがい課長。

〇山下次男長寿生きがい課長 グループホームの関係につきまして、お答えをさせてい

ただきます。

来年度の補助金の関係でございますけれども、今後、今年度年が明けましてから、

また１月、２月ごろになるのだと思うのですが、県のほうから来年度の希望といいま

しょうか、要望はあるかというような調査が来るかと思います。そのときに嵐山町で

は１件といいましょうか、１カ所要望を上げさせていただくということになろうかと

思います。それで、来年度に入りましてから、県のほうのからその結果といいましょ

うか、がつけば内示というような形で示されるものだというふうに思っております。

以上でございます。

〇大野敏行議長 第11番、松本美子議員。

〇11番（松本美子議員） それでは、順次再質問させていただきますけれども、補装具

の関係なのですけれども、具体的に車椅子、あるいは補聴器というようなお話等とい

うことで答弁いただきましたけれども、これは車椅子の貸し出し、あるいはそのほか

にはあれでしょうか、老人カーというのですか、押していくようなもの、そういうも

のも貸し出ししているかなって思っているのですけれども、そのことにつきましては

どうでしょうか。

また、修繕の負担金ということですから、どんな方が何日ぐらいというのでしょう

か、借りているのか。あるいは負担を、借りる場合にはどのぐらいの日数、あるいは

交付の場合は別としても、あると思うのですが、借りている方もいらっしゃいますか

ら、そういった中での修繕も入ってくるというふうに考えてよろしいでしょうか。

それと、もう一点、ひだまりの丘の関係に類をしまして、らんざん苑さん等のこち

らへの建設の関係ですけれども、来年度からまた町のほうでも、それにつきましてお
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願いをしていくというご答弁でしたけれども、それはあれでしょうか、こういうこと

が二度と起きないように、らんざん苑さんとも十分に協議をしながら町のほうも進ん

でもちろんいくのだと思うのですけれども、その辺はもう一度確認の意味で答弁いた

だければと思っています。

〇大野敏行議長 それでは、答弁求めます。

石井健康いきいき課長。

〇石井 彰健康いきいき課長 お答えをいたします。

補装具に関しましては、これはあくまでも貸し出しをしているものはございません

で、新しく交付をしたものと、あと本人が持っているものを直すということで、そち

らのほうの費用でございます。ちなみに、今までは９種類に新しく交付をしておりま

して、修理のほうが７種類、車椅子、例えば車椅子なんかは新しく４件出しておりま

す。修理なんかも両足の装具だとか、いろいろお金がかかる部分というのがございま

して、お金のほうが結構これかかってしまうという傾向がございます。

以上でございます。

〇大野敏行議長 続きまして、山下長寿生きがい課長。

〇山下次男長寿生きがい課長 お答えをさせていただきます。

らんざん苑さんとは、今年度につきましても協議をさせていただきながら進めたわ

けなのですけれども、当然来年度につきましてもそういったことで進めさせていただ

きたいと思いますが、来年度につきましては、もう下地といいましょうか、農地転用

も終わっていますし、開発の許可もおりてございます。今年度造成工事も終わりにな

るということで、来年に建設することになれば、それほど支障なく建設のほうができ

るのだろうというふうに思っております。

以上でございます。

〇大野敏行議長 第11番、松本美子議員。

〇11番（松本美子議員） すみません、再質問になりますけれども、補装具の関係なの

ですけれども、これはあれですか、新しくつくっていただいて、やはりつくったのだ

けれども、何カ月もたたないで、合わないとか痛いとか、いろんな話を聞くことがあ

るのですよね。そういった場合には、即またつくりかえというか、あるいは１年なら

１年たたなければだめですよというか、ちょっとそういうような規定みたいなものが

あるのでしょうか。



- 302 -

〇大野敏行議長 答弁求めます。

石井健康いきいき課長。

〇石井 彰健康いきいき課長 お答えをいたします。

各装具によっては、その耐用年数というものがございます。つくったのだけれども、

なかなかこの足、そういった義足とか、いろいろ足につけるものでございまして、ち

ょっと合わないとかということは、たまにあると思うのですけれども、そういうとき

にはそういった業者が責任を持って修繕するという形で、合わせていくような形で行

っているところでございます。

以上でございます。

〇大野敏行議長 ほかに。

第13番、渋谷登美子議員。

〇13番（渋谷登美子議員） 21ページで何度もという感じなのですけれども、マイナン

バー制度のことで、システムを１機を２機にするということでした。住基ネットのと

きもそうでしたけれども、予測よりもうんと少なかったですよね。その予測は各市町

村も同様だったと思うのですけれども、各市町村と嵐山町の予測として、大体１月に

なったらどのぐらい入ってくるとか、４月になったら、このくらいは来るのではない

かという、予測というのはどの程度立てられて、２機になったのでしょうか。

〇大野敏行議長 答弁求めます。

金井町民課長。

〇金井敏明町民課長 ２台にする予測ということでございますが、住基ネットのときに

は交付に当たっての、たしか費用の金額というのが500円ということで、費用のほう、

手数料をいただいていたというふうに思っています。今回、番号カードにつきまして

は、初回は無料ということで、今通知カードが届いているところかと思いますが、そ

の中に先ほど申し上げました申請書が入ってございます。写真等を撮っていただいて、

張って出せば、初回は無料でできるということもあって、結構多くの方が申請される

のかなという予測は立てていたのですけれども、具体的に何％とか、そういったこと

まではちょっと特に考えてはいなかったのですが、いずれにしても交付に当たっての

時間だとか、そういったことを考えますと、２台で対応させていただいたほうが、お

客様の待ち時間の短縮につながるのかなということで、２台ということでさせていた

だいたところでございます。
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以上です。

〇大野敏行議長 第13番、渋谷登美子議員。

〇13番（渋谷登美子議員） 見ていますと、８％ぐらいの方が少なくとも受け取りして

いないわけですよね。そして、受け取った人もどうしたらいいのというふうに言われ

て、私も、えっ、あけなければいいし、申請しなければいいのではないというふうな

形でお答えしているのですけれども、そういう方が結構いらっしゃると思うのですが、

行政側と住民側とでは、かなりそごがあると思うのです。191万、結構な額だなと思

っていて、それに加えて、たくさん来れば、職員の時間数も当然かかってくるわけで

すよね。そこのところは、プラスになっていないわけですよね。プラスになっている

か、すみません、まだわからないということで、職員手当という形ではまだ出てきて

いないわけなのですけれども、ではそういうふうな形での具体的な数値に関しては、

全くの予測でこういうふうな形が進んでいるということでよろしいのでしょうか。

〇大野敏行議長 答弁求めます。

金井町民課長。

〇金井敏明町民課長 確かに希望で申請されるというところもございまして、何名ぐら

いの方がというのも、国のほうではたしか幾つぐらい、全体でこのくらいの発行を見

込むというのがあったかと思うのですけれども、その数字をちょっとうっかりしてし

まいましたけれども、国全体としては、このくらいの数を見込むというふうのもあっ

たかと思うのです。ただ、嵐山町におきましては、人口が１万8,000ちょっとぐらい

ということで、それで仮に10％と考えると、1,800人ということですけれども、そこ

まではすぐにはいかないかと思うのですけれども、今後そのカードが、今は使える範

囲が少なくても、いろんな面で利用が、例えば今後コンビニとかそういうところで印

鑑証明ですとか、住民票とか発行できるとか、また国のほうでも、保険証とかにも利

用できるようなことも将来考えているとかということもありますので、今後徐々には

広がってくということも考えられます。それで、２台にしたということにつきまして

は、一度にたくさんのお客様がいらっしゃいますと、なかなか対応のほうもお待ちさ

せていただく時間というのがかなりなってしまうのかなということで、そういったこ

とでの中で機械をふやさせていただくことを考えさせていただいたものでございま

す。

以上です。
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〇大野敏行議長 質疑を終結いたします。

◎議案第５９号の修正案の提出

〇大野敏行議長 議案第59号 平成27年度嵐山町一般会計補正予算（第３号）議定につ

いての件に対し、お手元に配付したとおり、渋谷登美子議員外１名から修正動議が提

出されております。

よって、これを本案とあわせて議題とし、提出者の説明を求めます。

渋谷登美子議員。

〔13番 渋谷登美子議員登壇〕

〇13番（渋谷登美子議員） それでは、修正動議に関してご説明いたします。

これに関しましては、今回で４回目になります。というのは、嵐山町では、こども

医療費の窓口払い廃止をしないから、学年費という補助金を交付するという形でやっ

ていました。ところが、今年度こども医療費窓口払いを廃止するので、学年費を半額

にするという施政方針になりました。これはとても残念なことだと思っています。子

供たちというか、嵐山町の学校教育ではなくて、日本全国、学校教育、義務教育は本

来無償化であり、嵐山町はこの無償化をとてもごく普通にやっている。それも政策と

してはとても先進的で子供たちの人権を守る政策を行っていたと思います。それが半

額になってしまったことによって、いろいろな問題が出てきているというか、住民の

方もとても残念に思っております。そのことについて修正案として出します。

まず、修正案の１ページ目なのですけれども、議案第59号 平成27年度嵐山町一般

会計補正予算（第３号）の一部を次のように修正するということで、１条中のマイナ

ス1,925万1,000円をマイナス1,055万1,000円に改め、63億3,147万7,000円を63億

4,017万7,000円に改めるということです。

歳入歳出予算の一部を次のように改めるという形で、基金繰入金に870万円を加え、

基金繰入金、補正前の額を２億7,880万円を２億8,750万円にします。歳入合計が補正

前は63億5,072万8,000円でしたけれども、それを補正額をマイナス1,925万1,000円を

マイナス1,055万1,000円とし、歳入合計額を63億3,147万7,000円を63億4,017万

7,000円とします。

歳出ですけれども、教育費を補正前の額が６億2,863万9,000円で、補正額が167万

3,000円のところを870万円加えまして1,037万3,000円、教育費の総額を６億3,031万
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2,000円を６億3,901万2,000円にします。それは、教育総務費の関係で、子供学年費

を870万円加えるわけですけれども、歳出合計を63億5,072万8,000円のところ、そし

て補正額はマイナス1,925万1,000円をマイナス1,055万1,000円とし、歳出合計額を

63億3,147万7,000円を63億4,017万7,000円とするものです。

次に、修正案に関する説明書ですけれども、総括のところですけれども、これ読み

上げます。総括中、歳入、18款繰入金原案３億3,621万4,000円を870万円増額し、修

正後の額を３億4,491万4,000円とする。そして、歳出は10款教育費870万円を増額し、

原案６億3,031万2,000円を修正後の額を６億3,901万2,000円とする。修正後の総括は、

次のようになるとなっております。

そして、次のページに行きます。基金ですけれども、財政調整基金繰入金２億7,800万

円を補正額を870万円として、２億8,750万円です。財政調整のため、財政調整基金か

らの繰り入れを行うために補正するものとします。

３です。３、歳出中、10款教育費、１項教育総務費、２目事務局費中、小中学校学

年費補助費原案868万5,000円に870万円を増額し、修正後の額を1,738万5,000円とす

るという形で、子育て支援及び学習環境向上のため、小中学校の学年費補助金、小学

生を１万円、中学生２万円とします。

修正後の予算は次のとおりとするという形で、小中学校学年費補助金、補正前の額

が868万5,000円ですが、870万円として、小中学校学年費補助費870万円、小学生804人、

中学生468人です。この学年費の補助金というのは、こども課によりますと、その当

時の12月１日の人数ではなく、５月１日の人数でやるということですので、このよう

な形になっております。

そして、説明資料ですけれども、嵐山町小中学校学年費補助金交付要綱のところを、

補助金の額、第３条ですけれども、小学生5,000円、中学生１万円を小学生１万円、

中学生２万円とし、施行日を本年度12月11日から施行するというものです。

それで、資料なのですけれども、資料の１を見ていただければわかると思うのです

けれども、各保護者の負担なのですけれども、菅谷小と菅谷中はＰＴＡが一緒になっ

ていますので、１世帯3,000円になっております。志賀小は、ＰＴＡ会費が１世帯

2,600円、七郷小は１世帯3,600円、玉ノ岡中は１世帯2,500円ですから、２人いれば、

玉ノ岡中学校区に通っていらっしゃる方は、中学生と小学生が１人いたら、中学生の

分プラス小学生のＰＴＡ会費が必要になってくるということです。
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学年費なのですけれども、12月現在で集めている金額なのですが、このようになっ

ておりまして、菅谷小ですと、１年生が3,400円、２年生が2,000円、３年生3,000円、

４年生4,000円、５年生4,500円、６年生2,400円。そして、３学期も集金の予定があ

るということです。菅谷中学校ですけれども、学年費は１万2,000円、２年生は

7,000円、そして３年生は9,000円で、１年分を徴収したということです。志賀小です

けれども、志賀小は１年生が2,100円、２年生が1,200円、３年生が1,500円、４年生

が3,000円、５年生が1,500円、６年生が2,700円で、３学期も集金の予定があります。

七郷小学校ですけれども、学年費が１年生3,500円、２年生3,000円、３年生3,700円、

４年生3,500円、５年生3,000円、６年生2,200円で、３学期も集金予定があるという

ことです。玉ノ岡中学校ですけれども、１年生が１万1,500円、２年生が8,000円、３

年生が9,200円で、１年分を徴収したということです。

その裏のほう見ていただくとわかるのですけれども、これに関しますと、小中学生

の要保護・準要保護の現状です。これで見ますと、嵐山町全体では、菅谷小が16.3％

で、全国平均とほぼ同一となっています。七郷小は6.7％、志賀小が7.5％、小学校全

体では、要保護と準要保護の方の割合は9.2％です。菅谷中学校になってきますと、

要保護・準要保護の方が17％で、これは全国平均よりも上回っております。玉ノ岡中

学校は12％で、これ全国平均よりも下回っています。全体としては、中学校では、要

保護・準要保護が14.9％、小中学校の合計では、要保護・準要保護が11.6％となって

います。

子供たちのそれぞれの学年別の人口割合なのですけれども、やはり中学校３年生が

学年人口として157人、小学校１年生が122人で、一番少ないのが小学校２年生で118人

となって、子供の数はどんどん減少していますが、要保護と準要保護の比率は上がっ

てきている。そのような状況で、子供の医療費の窓口払い廃止はとてもよい政策であ

ると思います。ですけれども、同時に嵐山町で学年費を半額にしたのはとてもつらい

ということで、例えばこの前ちょっと別の親御さんと話していたのですけれども、菅

谷小学校では、子供さんを３人とか４人持っていらっしゃる方が結構いらっしゃる。

そういう方は出さなくてはいけないので、中学生もいると、かなりな金額になって、

高額な負担があるということで、これはとても残念なことだというふうなお話があり

ました。

平成27年の12月３日の毎日新聞なのですけれども、日本財団が子供の教育格差に対
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しては、将来所得に非常に影響があると言っております。子供の貧困を放置すれば、

経済的損失約2.9兆円になり、国の財政負担は1.1兆円ふえるということになっていま

す。嵐山町の場合、この学年費補助金というのは、私は小学生１万円と中学生２万円

で、ほぼ子供の教材費の負担は賄えていたということがわかってきましたので、本当

によい政策であったと思っています。ですので、これを新たに学年費を全額戻してい

くという、学年費の補助金を小学生１万円、中学生２万円に変更していくというのを、

私は子育て政策としてとても大事なことだと思っていますし、どなたの人口減少にか

かわる体制、対策についての書物を読みましても、書籍を見ましても、子育て支援に

ついて積極的に行っているところだけが子供の人口減少の抑制を進めていくことがで

きているというふうな結果ができております。ですので、これは私は４度目になって

いますけれども、これは嵐山町としてはとても先進的な事業であるため、もう一度や

り直すべきであると見、今修正動議を提案いたします。

〇大野敏行議長 よろしいですね。

〇13番（渋谷登美子議員） はい、結構です。

◎会議時間の延長

〇大野敏行議長 議事の途中ですが、本日の会議時間は議事の都合により、あらかじめ

延長いたします。

〇大野敏行議長 それでは、修正案の説明が終わりました。

これより、渋谷登美子議員外１名から提出された修正案に対する質疑を行います。

第５番、青柳賢治議員。

〇５番（青柳賢治議員） 質疑といいますよりも、前の構成された議会で３回ほど出ま

した。今回これで新しい議会になって初めてになりますがね。渋谷議員は初めてで４

回とおっしゃいますけれども、このような予算の修正の動議、このようなことは非常

に大切で重みがあるわけです。今まで議決もあるわけですが。その中で、今回こうい

ったことを議運等にはかけられたものなのですか。それをお尋ねします。

〔何事か言う人あり〕

〇５番（青柳賢治議員） いや、回数あるからどうなのかと聞いているのです。

〔「いいですか、私は、いいですか」と言う人



- 308 -

あり〕

〇大野敏行議長 いや、ちょっと待ってください。

〔「どうしたらいいの、こういうの。議会には

提出してあったので……」と言う人あり

〇大野敏行議長 申し上げます。

今回この修正案は、議会運営委員会に諮られておりません。ただ、私が事務局長か

ら言われまして、私が今回これを許可したというか、承知をしてしまったということ

でございます。

〔「ちょっといいですか」と言う人あり〕

〇大野敏行議長 暫時休憩します。

休 憩 午後 ４時５７分

再 開 午後 ５時２３分

〇大野敏行議長 休憩前に引き続き会議を開きます。

議会運営委員会での審議の事項を議会運営委員長よりご報告願います。

長島議会運営委員長。

〔長島邦夫議会運営委員長登壇〕

〇長島邦夫議会運営委員長 本会議休憩中に、ただいま議案第59号の関係につきまして、

扱いにつきまして、議会運営委員会を開かせていただきました。

一部事務局長からも説明がございましたが、この扱いについて、今のとおり全国町

村議会議長会の事務局に問い合わせをいたしました。事務局長の説明のとおり、議長

が既にオーケーを出したということであれば、問題はないでしょうというふうなこと

でございます。

本来ならば、提出者のほうにつきましても、当然議運に諮られたと、そういうふう

に思われたというふうに思いますので、今後ももしこのようなものがあれば、今回の

もとにして、議会運営委員会で諮っていけばと、議長のほうからもそういうふうな今

申し出というかお話もございました。今後はそのようにしていきたいというふうに思

いますけれども、きょうに限っては、議員の皆さん方にご意見を伺いましたら、この

まま説明も終わっていることだし、質疑の段階のことに入っていますので、このまま

継続したほうがいいのではないかということで、議会運営委員会でもご同意をいただ
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きました。

以上、議会運営委員会から報告とさせていただきます。よろしくお願いいたします。

〇大野敏行議長 ありがとうございました。

それでは、渋谷登美子議員外１名から提出された修正案に対する質疑を行いますの

で、渋谷議員は壇上のほうへお願いします。

質疑を行います。

〔発言する人なし〕

〇大野敏行議長 質疑を終結いたします。

討論を行います。

討論につきましては、まず原案に賛成の議員の発言を許可します。次に、原案に反

対の議員の発言を許可します。次に、修正案に賛成の議員の発言を許可します。以上

のような順番で討論をいたします。

〔発言する人なし〕

〇大野敏行議長 討論を終結いたします。

これより議案第59号 平成27年度嵐山町一般会計補正予算（第３号）議定について

の件の採決に入ります。

この際、挙手しない議員の取り扱いについてお諮りいたします。

議案第59号の採決は挙手により行いますが、挙手しない議員は本案に対し反対とみ

なすことにしたいと思いますが、ご異議ありませんか。

〔「異議なし」と言う人あり〕

〇大野敏行議長 ご異議なしと認めます。

よって、挙手しない議員は本案に対し反対とみなすことに決しました。

それでは、まず本案に対する渋谷登美子議員外１名から提出された修正案について

採決いたします。

本修正案に賛成の議員の挙手を求めます。

〔挙手少数〕

〇大野敏行議長 挙手少数。

よって、本修正案は否決されました。

次に、原案を採決いたします。

原案のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。
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〔挙手多数〕

〇大野敏行議長 挙手多数。

よって、本案は可決されました。

◎議案第６０号の上程、説明、質疑、討論、採決

〇大野敏行議長 日程第13、議案第60号 平成27年度嵐山町後期高齢者医療特別会計補

正予算（第２号）議定についての件を議題といたします。

提案者から提案説明を求めます。

岩澤町長。

〔岩澤 勝町長登壇〕

〇岩澤 勝町長 議案第60号につきまして、提案の趣旨をご説明申し上げます。

議案第60号は、平成27年度嵐山町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）議定

についての件でございます。

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ69万円を増額をし、歳入歳出予算の総額を

１億6,969万1,000円とするものであります。

なお、細部につきましては、担当課長より説明をさせていただきます。

以上をもちまして、説明を終えさせていただきます。

〇大野敏行議長 次に、担当課長から細部説明を求めます。

金井町民課長。

〔金井敏明町民課長登壇〕

〇金井敏明町民課長 それでは、議案第60号 平成27年度嵐山町後期高齢者医療特別会

計補正予算（第２号）議定についての細部説明についてご説明申し上げます。

補正予算書の50、51ページをごらんください。２、歳入でございますが、第４款繰

入金、第１項一般会計繰入金、２目保険基盤安定繰入金につきまして、平成27年度後

期高齢者医療保険基盤安定事業負担金の額が確定したことに伴いまして、69万円を増

額し、補正後の額を3,500万1,000円とさせていただくものでございます。

次に、52、53ページをごらんください。３番の歳出でございますが、第２款第１項

１目後期高齢者医療広域連合納付金を69万円増額し、補正後の額を１億6,615万

6,000円とさせていただくものでございます。

以上、細部説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。



- 311 -

〇大野敏行議長 提案説明及び細部説明が終わりましたので、質疑を行います。

〔「なし」と言う人あり〕

〇大野敏行議長 質疑を終結いたします。

討論を行います。

〔発言する人なし〕

〇大野敏行議長 討論を終結いたします。

これより議案第60号 平成27年度嵐山町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）

議定についての件を採決いたします。

本案を原案のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。

〔挙手全員〕

〇大野敏行議長 挙手全員。

よって、本案は可決されました。

◎議案第６１号の上程、説明、質疑、討論、採決

〇大野敏行議長 日程第14、議案第61号 平成27年度嵐山町水道事業会計補正予算（第

２号）議定についての件を議題といたします。

提案者から提案説明を求めます。

岩澤町長。

〔岩澤 勝町長登壇〕

〇岩澤 勝町長 議案第61号につきまして、提案の趣旨をご説明申し上げます。

議案第61号は、平成27年度嵐山町水道事業会計補正予算（第２号）議定についての

件でございます。

収益的収入及び支出の予定額につきましては、事業収益を17万円増額をし、総額を

５億1,888万2,000円とし、事業費用を146万4,000円増額をし、総額を４億8,688万

6,000円とするものであります。

また、資本的収入及び支出の予定額につきましては、資本的支出を90万円増額をし、

総額を３億1,145万5,000円とするものであります。

なお、細部につきましては、担当課長より説明をさせていただきます。

以上をもちまして、説明を終えさせていただきます。

〇大野敏行議長 次に、担当課長から細部説明を求めます。
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新井上下水道課長。

〔新井益男上下水道課長登壇〕

〇新井益男上下水道課長 それでは、議案第61号の細部説明をさせていただきます。

補正予算書67ページをお開きください。平成27年度嵐山町水道事業会計予算執行計

画（補正第２号）によりましてご説明をさせていただきます。

収益的収入及び支出の収入でございますが、第１款事業収益、２項営業外収益、４

目消費税還付金でございますが、仮受消費税より仮払消費税の額が多いため、差額を

消費税還付金としまして、17万円増額補正とするものでございます。

４目消費税還付金の補正後の額を145万7,000円とするものでございます。

次に支出でございますが、第１款事業費用、１項営業費用、２目配水及び給水費の

補正予算の内容でございますが、７節委託料の漏水調査業務委託の補正の内容、これ

につきましては、漏水調査路線の延長等の増加によるものでございます。

第11節動力費の電気料につきましては、第３配水池の電気料につきまして増額をお

願いするものでございます。

４目総掛費の報酬及び旅費につきましては、今年度水道事業運営委員会の開催回数

を３回開催する予定のため、１回分の増額をお願いするものでございます。

次に、資本的収入及び支出でございますが、資本的収入につきましては、補正がご

ざいません。支出の内容でございますが、第１款資本的支出、１項建設改良費、２目

浄水場施設費でございますが、第２水源井戸に設置しております電気関係基盤が腐食

しているため、交換修繕の工事費用につきまして90万円の増額をお願いするものでご

ざいます。

次に、64、65ページをお願いいたします。平成27年度嵐山町水道事業予定貸借対照

表でございますが、資産の部の１、固定資産の（１）有形固定資産のイ、土地からリ

の建設仮勘定までの有形固定資産合計額が40億2,910万3,182円となります。（２）の

無形固定資産の合計額につきましては2,121万5,900円となります。（３）投資その他

の資産の合計につきましてはゼロ円で、固定資産の合計額は40億5,031万9,082円とな

ります。

２、流動資産ですが、（１）現金預金から（５）前払金までの流動資産合計は11億628万

4,922円となります。資産の部におきまして、１の固定資産合計と２の流動資産合計

を合わせた資産合計は51億5,660万4,004円となります。
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続きまして、65ページ、負債の部ですが、３、固定負債としまして、（１）企業債

から（３）引当金までの固定負債の合計は５億6,767万5,064円となります。

４、流動負債ですが、（１）企業債から（８）浄化槽使用料までの流動負債の合計

は4,853万5,452円となります。

（５）繰延収益でございますが、（１）長期前受金と（２）長期前受金収益化累計

額の繰延収益合計は８億1,341万5,074円となります。負債合計につきましては14億

2,962万5,590円となります。

次に、資本の部でございますが、６の資本金につきましては、（１）固有資本金と

（２）組入資本金の資本金合計は32億1,237万9,747円となります。

７の剰余金ですが、（１）資本剰余金はイの受贈財産評価額からチ、国庫補助金ま

での資本剰余金合計が２億3,376万124円となります。（２）利益剰余金は、イの減債

積立金からニの当年度未処分利益剰余金までの利益剰余金合計が２億8,083万8,543円

となります。（１）資本剰余金合計と（２）利益剰余金合計を合わせた剰余金合計が

５億1,459万8,667円となります。

６の資本金合計と７の剰余金合計を合わせた資本合計は37億2,697万8,414円となり

まして、負債資本合計につきましては51億5,660万4,004円となりまして、資産合計と

一致するものでございます。

62ページにあります水道事業予定キャッシュ・フロー計算書、それから63ページ、

給与費明細書の説明につきましては省略をさせていただきます。

以上をもちまして、細部説明を終わらせていただきます。どうぞよろしくお願いい

たします。

〇大野敏行議長 提案説明及び細部説明が終わりましたので、質疑を行います。

〔発言する人なし〕

〇大野敏行議長 質疑を終結いたします。

討論を行います。

〔発言する人なし〕

〇大野敏行議長 討論を終結いたします。

これより議案第61号 平成27年度嵐山町水道事業会計補正予算（第２号）議定につ

いての件を採決いたします。

本案を原案のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。
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〔挙手全員〕

〇大野敏行議長 挙手全員。

よって、本案は可決されました。

◎議員派遣について

〇大野敏行議長 日程第15、議員派遣の件を議題といたします。

お諮りします。議員派遣の件については、嵐山町議会会議規則第122条の規定によ

って、お手元に配付したとおり派遣したいと思いますが、これにご異議ございません

か。

〔「異議なし」と言う人あり〕

〇大野敏行議長 異議なしと認め、よって議員を派遣することに決定しました。

なお、結果報告については、議長の諸般の報告の中で報告いたします。

◎閉会中の継続審査について

〇大野敏行議長 日程第16、閉会中の継続審査の件を議題といたします。

文教厚生常任委員長から、目下委員会において審査中の事件について、会議規則第

75条の規定によって、お手元に配付しました申出書のとおり、閉会中の継続審査の申

し出がありました。

ここで、文教厚生常任委員長より発言を求められておりますので、これを許可しま

す。

森文教厚生常任委員長。

〔森 一人文教厚生常任委員長登壇〕

〇森 一人文教厚生常任委員長 議長からご指名がございましたので、陳情第４号 日

清食品（株）協力工場・明星食品（株）嵐山工場に関する陳情書を継続審査とするこ

とに至った経緯と、審査報告をご報告いたします。

本陳情は、嵐山町民からの陳情書ということから、本定例会の12月４日に議長判断

で請願扱いとなり、文教厚生常任委員会に付託されました。

陳情審査の結果、さらに調査する必要があるとの結論に達し、全員一致をもって継

続審査とすることに決しました。

審査経過についてご説明いたします。
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本陳情を審査するに当たり、陳情代表者の三股英昭氏においては、諸事情等により

欠席、執行側説明員として、植木環境農政課長、青木副課長に出席を求め、12月９日

に委員会を開会いたしました。

質疑応答において、常任委員会の権限というのは、今回の調査においてあるのか。

答弁では、町長が所管している部分に対しての調査権等はあるが、今回においては

民間企業であるので権限はない。

また、町からいただいた資料に、株式会社ユニ・スターのスープのような臭気もあ

ると記されているが、臭気指数の規制基準はどれぐらいなのかという質疑に、町の臭

気指数の規制基準は18であり、株式会社ユニ・スターの平成27年においては、規制基

準に近い17という値である。株式会社ユニ・スターについては、先月末ダクトの清掃

を終了したとの答弁でした。

午後３時より東日本明星株式会社埼玉工場第３工場の屋上や第２工場内の現地調査

を行いました。現地での企業側との質疑応答において、水蒸気には有機物（たんぱく

質）が含まれている状況についてはという質疑に、調停中であるので、細かなコメン

トは控えさせていただきたいということでありました。

また、陳情書には、油のにおいがする、スープのにおいもするとあるがとの質疑に、

スープは株式会社ユニ・スターだけではなく、他社からも入れている。臭気が第４工

場から三股さんの家までにおってくるというのは、考えづらいとの答弁でありました。

その後、庁舎に戻り、意見交換を行いました。調査結果として、東日本明星株式会

社埼玉工場の現地調査及び審査を行った結果、陳情代表者である三股英昭氏の本陳情

は取り下げずに、今後に向けて継続審査としてほしいというご意向と、122名に上る

近隣住民等の署名を考慮した上で、本陳情を継続審査とすることと決定いたしました。

また、今後において町としてもこの問題の改善に向け、企業の事業地外、半径20メ

ーター以内の周辺に対しての飛来物、臭気についての調査をしていただくことを要望

いたします。

以上で、陳情第４号に関する文教厚生常任委員会の継続審査とすることに至った経

緯と審査報告を終わります。

〇大野敏行議長 ご苦労さまでした。

お諮りいたします。委員長から申し出のとおり、閉会中の継続審査とすることにご

異議ありませんか。
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〔「異議なし」と言う人あり〕

〇大野敏行議長 異議なしと認めます。

よって、委員長から申し出のとおり、閉会中の継続審査とすることに決しました。

◎閉会中の継続調査（所管事務）の申し出について

〇大野敏行議長 日程第17、閉会中の継続調査（所管事務）の申し出についての件を議

題といたします。

お諮りいたします。お手元に配付のとおり特定事件として調査することにご異議あ

りませんか。

〔「異議なし」と言う人あり〕

〇大野敏行議長 異議なしと認めます。

よって、特定事件として調査することに決しました。

◎日程の追加

〇大野敏行議長 ここで、日程の追加についてお諮りいたします。

発議第22号 戦争法の採決強行に抗議し法の廃止を求める意見書の提出についての

件、発議第23号 労働基準法改定案の撤回を求める意見書の提出についての件、発議

第24号 ブラッドパッチ療法の保険適用および脳脊髄液減少症の治療推進を求める意

見書の提出についての件及び発議第25号 マイナンバー制度の円滑な運営に係る財源

確保等自治体の負担軽減を求める意見書の提出についての件につきまして、日程に追

加し、議題といたしたいと思います。これにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と言う人あり〕

〇大野敏行議長 異議なしと認めます。

よって、本件を日程に追加し、議題とすることに決しました。

◎発議第２２号の上程、説明、質疑、討論、採決

〇大野敏行議長 日程第18、発議第22号 戦争法の採決強行に抗議し法の廃止を求める

意見書の提出についての件を議題といたします。

提出者から提案説明を求めます。

河井勝久議員。



- 317 -

〔８番 河井勝久議員登壇〕

〇８番（河井勝久議員） 議長のご指名を受けましたので、戦争法の採決強行に抗議し

法の廃止を求める意見書を提案するものであります。

去る９月19日に参議院本会議において戦争法（安全保障関連法）が強行採決により

成立したところであります。この法律は、国会の中で議論すればするほど矛盾や疑問

が深まり、また多くの憲法学者や日弁連、内閣法制局長官経験者に加え、最高裁から

も元長官や判事経験者からも違憲であり、政府の言う論理、立法事実がないことが明

らかになりました。戦争法案に対する国民の反対の声が拡大する中での法案であり、

国民の合意が形成されたとはとても言えません。憲法の平和主義に反し、立憲主義に

反する戦争法案は憲法９条の違反の集団的自衛権の行使、戦闘地域に自衛隊を派遣す

る後方支援の拡大、国連以外の治安維持までＰＫＯ活動を拡大するなど、日本の平和

国家のあり方を根本的に変えるものであり、これは断じて認めるわけにはいきません。

戦争法案の強行採決に強く抗議するとともに、今国会で成立いたしました法律を廃止

するよう求めるものであります。

それでは、戦争法の採決強行に抗議し法の廃止を求める意見書について、読み上げ

ます。

去る９月19日、参議院本会議において戦争法（安全保障関連法）が成立した。これ

は、昨年７月の集団的自衛権の行使を可能とする閣議決定を受け、武力攻撃事態法、

ＰＫＯ法など既存の10の法律を一括して改正する平和安全法制整備法と、新法の国際

平和支援法の２法からなる。

この法律は国会の審議を通じて憲法違反の法律であることが明白となっている。戦

闘地域での兵站活動、戦乱の続く地域での治安維持活動、核兵器・毒ガス兵器・劣化

ウラン弾やクラスター爆弾まで輸送できるとする後方支援活動は憲法が禁じる武力行

使そのものだ。圧倒的多数の憲法学者、内閣法制局長官経験者、最高裁長官経験者が、

安全保障関連法案は「違憲」と断じたことは極めて重大である。

各種世論調査でも、審議をすればするほど、国民の多数が安全保障関連法案に「反

対」の声が広がり、「今国会で成立させるべきではない」が６割を超え、「政府の説明

が不十分」とするものが８割を超えていることは、国民の理解が得られていないこと

を示すものである。

国会審議の中では、自衛隊の内部文書も明らかになり、「軍軍間の調整所の設置」
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や「南スーダンのＰＫＯ活動での駆けつけ警護の実施」など、国会と国民にも示され

ないまま、戦争法ともいうべき安全保障関連法の成立を前提とした具体化が図られて

いたことは極めて重大な事態である。

憲法の根幹に係わるこの法律が十分な審議を行うことなく成立したことは極めて遺

憾であり、戦争法案の強行採決に抗議するとともに、国においては、今国会で成立し

た法律を廃止するよう強く要望するものである。

上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

記

１ 憲法違反の戦争法を廃止すること。

２ 集団的自衛権の行使を容認した2014年７月の閣議決定を撤回すること。

平成27年12月 日

埼玉県比企郡嵐山町議会議長 大 野 敏 行

宛先は衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、内閣官房長官、外務大臣、防衛大

臣。

以上です。

〇大野敏行議長 提案説明が終わりましたので、質疑を行います。

第５番、青柳賢治議員。

〇５番（青柳賢治議員） このタイトルにもありますように、戦争法とする、憲法違反

なので戦争法なのか、その戦争法というところの根拠をお尋ねいたします。

〇大野敏行議長 ８番、河井勝久議員。

〇８番（河井勝久議員） お答えします。

９月の議会の中でもこの戦争法という形で出しました。なぜ戦争法と言うのかとい

う形につきましては、法案そのものは安全保障法関連法案でありますけれども、中身

は安全保障という形で安全ではなくて、いわゆる全く戦争を遂行するためのさまざま

な形のものがこの中に書き込まれているということに対しては、戦争法であろうと。

これは、社民党の福島党首が当時国会の中で戦争法ではないかという形をとりましの

で、それについては、安倍総理が、その質問に対して、やじを飛ばして、さまざまと

問題になったことは、既に新聞等でご承知だろうと思いますけれども、その後この問

題はほとんどの党なり、あるいは反対する勢力によっては戦争法案という形を常にと

るようになりましたので、そういう形での今回の問題ができているということです。
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この問題は、今年のいわゆる流行語の一つになっているような状況もあります。そう

いう関連があって、この国会で出された安全保障法関連法は、その10法が全てそうい

うものに関連するという形です。

〇大野敏行議長 ほかに。

〔発言する人なし〕

〇大野敏行議長 ご苦労さまでした。

質疑を終結いたします。

討論を行います。

反対から行いますので、反対の方は。

第６番、畠山美幸議員。

〔６番 畠山美幸議員登壇〕

〇６番（畠山美幸議員） 戦争法の採決強行に抗議し法の廃止を求める意見書に反対の

立場で討論をさせていただきます。６番議員、畠山美幸です。

平和安全法制は、立憲主義に反するとか一部の憲法学者から違憲だとの批判もあり

ますが、司法の判断を仰ぐのが立憲主義です。平和安全法制について、戦争法と一部

で批判していますが、間違った認識です。集団的自衛権行使の限定容認は、自分の国

を守るための自衛の措置というものが本質です。非武装で始まった戦後の日本は、世

界最強の軍事力を持つ米国と安全保障条約を結んで、日本の平和を守ってきました。

今も日本一国では日本を守れません。戦争を事前にと止めるには攻撃すれば手痛いし

っぺ返しを受けるとわからせ、思いとどまらせるしかないと思います。そこで、日米

安保条約が持つ戦争抑止、事前に戦争を止めるの機能を強化し、戦争を事前に止める

ための立法措置が平和安全法制の考え方なのです。戦争法ではなく、戦争を事前に防

ぐ法律です。意味を履き違えた意見書だと思いますので、反対をいたします。

〇大野敏行議長 ご苦労さまでした。

次に、賛成討論を行います。

第13番、渋谷登美子議員。

〔13番 渋谷登美子議員登壇〕

〇13番（渋谷登美子議員） 戦争法の採決強行に抗議し法の廃止を求める意見書の提出

に賛成します。

今、イスラム国がフランスにテロを起こして、とても大変な状況になっています。
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日本はどういう状況になっているかというと、ファシズムがひそかに進行している、

そういうふうな状況になってきています。それを議員の皆さんも特に自民党関係、公

明党関係の議員の皆さん、それから住民の皆さん、全く感じようとしていない。危機

管理意識、これは戦争を抑止するためのものというふうな形で言っていますけれども、

そうではない。危機管理意識が余りになさ過ぎる、それが今の安倍政権です。そして、

どんどん、どんどんファシズムが進行していって、いつか気がついたときには真珠湾

攻撃のような形になっていって、そして日本もイスラム国のテロリストに襲われてい

く、そういった形が考えられています。

それはどうしてかというと、今危機管理というのは中国や、それからアラブ世界と

いった問題ではなく、中東の石油をとるということで国の経済が成り立っていく。石

油をとるところの争奪戦が始まっている。そうではない形で危機管理を持っていく。

実際に日本で危機管理をしていくためには、日本ではエネルギーを確保していく、そ

して食料を確保していく、そのために財政を使っていく。そういったことではなく、

戦争法の武器拡大のために、そしてそれはそのために経済を発展させていくという形

が今のアベノミクスの状況です。

それを全く無視して、戦争を抑制して、攻撃することを教えて、そして皆さんに怖

がらせていく。そんなばかな話はなくて、危機管理というのは、なるだけ戦地を拡大

しないでやっていく。アメリカにくっついて、戦争にくっついていくというか、今で

は日本がアメリカにかわって戦地に出向くというのが集団的自衛権の実際の法律です

から、法体系になっていますから、そのことがわかっていないで、戦争を抑止すると

いう、政党から教えられたままのものを考えていってはいけない。

危機管理意識というのは、どのような形で世界的な平和をつくっていくか、戦争を

起こさないようにしていくか。イスラム国のテロが起きることは、日本では多分もう

間近になっているだろうと思います。それを抑止するために集団的自衛権を廃止する

戦争法を廃止していく、これこそが今日本が一番必要な、70年間平和だったことのあ

かしであって、これからも続けなくてはいけないことであり、この意見書はぜひ提出

していきたいと思います。

〇大野敏行議長 ご苦労さまでした。

次に、反対討論を行います。

第５番、青柳賢治議員。
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〔５番 青柳賢治議員登壇〕

〇５番（青柳賢治議員） ５番議員、青柳賢治でございます。戦争法の採決強行に抗議

し法の廃止を求める意見書の提出について、反対討論いたします。

９月19日の参議院本会議をテレビで夕方、朝方といいますか、見られた方もいまし

た。非常に我々の代表としての態度、いろいろ含めて非常に残念な思いもありました。

ですけれども、この２法案につきましては、一つは10の法をまとめているわけでござ

いまして、幾つかの観点から私が反対させてもらう理由を述べたいと思います。

まず、１点目が憲法との関連なのでございますが、これも何度も言われております

けれども、非常に厳しい新３要件、これがやはり満たす場合に限定されているという

ことが１点でございます。

さらには集団的自衛権、そして個別自衛権という安全保障関連の法になりますが、

国の存在を全うし、国民生命と安全を守るための必要最小限度の措置を認めるもので

あります。他国の防衛を目的としないので、９条には違反しないのではないかという

のが私の見解でございます。

さらに３点目の国際情勢の変化、やはりこの辺が一番肝心なことでございます。安

倍首相がかなり海外を回りました。その中で、非常に積極的平和外交、ここに貢献を

していくという安倍首相の判断、考え方は相当数の国に受け入れられ、特に異論を挟

んでいる状況ではございません。ただ、韓国と中国については、ちょっと見方が違う

かもしれませんということでございます。

それから、日本の安全を守るという法でありまして、米国が攻撃をされても自衛隊

は武力行使ができないということです。この法案が通っていきますと。私が一番肝心

に思うのは日米の安全保障条約、この中の片務性です。アメリカは、日本を守ってく

れるけれども、日本は一切、日本の海外でアメリカを守れない。このようなことが普

通の人の考え方として、どうなのかなということが私はございます。

そして、最後にですけれども、一番憂慮される朝鮮半島事情、恐らく北朝鮮が韓国

に攻め込むのかどうかわかりません。ただ、その場合には韓国とアメリカ米軍が一緒

になって戦うことになるでしょう。ただ、その場合に核の配慮があります。日本から

は大変なことになります。そのときに黙って見ているという状況は、やはり私はでき

ません。

以上の観点から、この法案に対しては反対ということで討論させていただきました。
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〇大野敏行議長 ご苦労さまでした。

第10番、清水正之議員。

〔10番 清水正之議員登壇〕

〇10番（清水正之議員） 日本共産党の清水正之です。戦争法の採決強行に抗議し法の

廃止を求める意見書について賛成をいたします。

まず、最初に安倍自公政権そのものが19日に安保法制、戦争法の採決を強行をいた

しました。提案の中にもありましたように、６割を超す今国会での成立に反対という

国民の声に背いて戦争法反対の、憲法違反の戦争法を強行した。まず、満身の怒りを

込めて抗議をしたいというふうに思います。

私たち日本共産党は、この強行採決の後、３つの提案をいたしました。その一つは、

戦争法を廃止し、安倍政権打倒の戦いをさらに発展させようという呼びかけです。何

よりも戦争法は、日本国憲法に真っ向から背く違憲立法だということであります。同

時に戦争法に対して、圧倒的多数の憲法学者、歴代の内閣法制局長官、元最高裁裁判

所の長官を含むかつてない広範な人々から憲法違反という批判が集中をしています。

同時に重大なことは、違憲立法の存在を許すなら、立憲主義、民主主義、法の支配と

いう国の存在の土台が根本から覆すことになりかねません。

２つ目の提案は、戦争法廃止で一致する政党、団体、個人が共同して国民連合政府

をつくろうという提案です。意見書にもありましたように、戦争法廃止、このことは、

立憲主義を取り戻す、この１点で一致する政党、団体、個人が共同して戦争法廃止の

国民連合政府を樹立しようということです。この国民連合政府の任務は、集団的自衛

権行使容認の閣議決定を撤回し、戦争法を廃止し、日本の政治に立憲主義と民主主義

を取り戻すことにあります。

３つ目の提案は、戦争法廃止の国民連合政府で、一政党が国政選挙で選挙協力を行

おうという呼びかけです。今度の参議院選挙では、32ある１人区の中で、この国政選

挙での選挙協力を行おうという呼びかけであります。私たち日本共産党は、戦争立法

廃止の国民連合政府をつくる、全ての野党が来るべき国政選挙、参議院選挙になりま

すが、選挙協力を行おうということを心から呼びかけるとともに、その実現に向けて

全力を尽くす決意であります。全ての政党、団体、個人が思想信条の自由を超えて、

政治的立場の違いを乗り越えて、安倍自公政権を退場させ、立憲主義、民主主義、平

和主義を取り戻す、この政治を追求していくことを呼びかけています。ぜひこの呼び
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かけにも応えていただきたいというふうに思います。

私は、そういう点では、今度の意見書に述べたように、一つは憲法違反の戦争法を

廃止する、もう一つは集団的自衛権の行使を認めた閣議決定を撤回する、このために

は国民連合政府をつくる、これ以外にないと信じています。ぜひご協力をお願いした

い。

〇大野敏行議長 ご苦労さまでした。

ほかに。

〔発言する人なし〕

〇大野敏行議長 討論を終結いたします。

これより発議第22号 戦争法の採決強行に抗議し法の廃止を求める意見書の提出に

ついての件を採決いたします。

本案を原案のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。

〔挙手少数〕

〇大野敏行議長 挙手少数。

よって、本案は否決されました。

◎発議第２３号の上程、説明、質疑、討論、採決

〇大野敏行議長 日程第19、発議第23号 労働基準法改定案の撤回を求める意見書の提

出についての件を議題といたします。

提出者から提案説明を求めます。

河井勝久議員。

〔８番 河井勝久議員登壇〕

〇８番（河井勝久議員） 議長のお許しをいただきましたので、労働基準法改定案の撤

回を求める意見書の提出について、提案説明をいたします。

まず、この労働基準法改定案の関係は、私も何度か議会の中に意見書を提出してい

ただきたいという形で提出してまいりましたけれども、全て否決されてきたところで

ありますけれども、この法案改正の問題につきましては、多くの労働組合、労働団体

あるいはそれぞれ労働組合にも所属していない労働者からも反対の声が強く起きてお

ります。そういう中での私は再提案になるわけであります。

労働法制改悪案のうちの労働者派遣法改正案は、９月９日に強行採決されました。
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労働契約申込みみなし制度の施行前の成立を求めた経済界に応える形で、41本に上る

政省令の改定を短期間に行うなどの手続的にも問題があるわけであります。派遣期間

制限をなくし、３年ごとにセクションをかえれば、派遣労働者として何回でも働き続

けさせられるなど、生涯派遣につながる大改悪であります。また、もう一つの残業代

ゼロを内容とする労働基準法改正案は継続審議となりました。限定的であれ、労働時

間規制を取り払い、長時間労働を過労死をさらに深刻化させるものでありますし、継

続法案を認めるわけにはいきません。法改正と廃案を求めるものであります。

それでは、意見書を提案いたします。

政府が国会に提出している「労働基準法等の一部を改正する法案」は、「高度プロ

フェッショナル制度」の創設（一定の年収等を条件に労働時間規制を適用除外にする

新制度）や裁量労働制の対象業務の拡大など、労働時間規制の緩和を柱に、長時間労

働をさらに助長する内容である。

労働時間規制は、労働者の健康と安全を確保するための最低限のルールであり、こ

れを揺るがすことは断じて許されない。過労死等防止対策推進法の施行によって、政

府は、我が国に蔓延している長時間過密労働を抑止する政策を打ち出すべきであるに

もかかわらず、本法案は逆行している。

特に、労働時間、休日、深夜の割り増し賃金の規定等を適用除外とする「高度プロ

フェッショナル制度」（特定高度専門業務・成果型労働制）は、「残業代ゼロ法案」「過

労死促進法案」であると国民の強い批判にさらされ、過去に政府が法案提出をあきら

めた「ホワイトカラー・エグゼンプション」と同じものであり、創設することは断じ

て許されない。

労働者の健康被害の予防とワーク・ライフ・バランスの確保を図るためには、労働

時間規制を遵守し、すべての労働者を対象とする「労働時間の量的上限規制」や「休

息時間（勤務間インターバル）規制」などの長時間労働抑止策を法的強制力のある形

で導入することこそが必要である。

よって、政府に対し、次の事項について誠実に対応されるよう強く要望し、地方自

治法第99条の規定により意見書を提出する。

記

１ 労働基準法改定案を撤回すること

２ 「時間外労働限度基準」告示を法律へと格上げすること
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３ 全ての労働者を対象に、「休息時間（勤務間インターバル）規制」を導入する

こと

平成27年12月 日

埼玉県比企郡嵐山町議会議長 大 野 敏 行

宛先は、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、厚生労働大臣。

以上であります。

〇大野敏行議長 ご苦労さま。

提案説明が終わりましたので、質疑を行います。

〔「なし」と言う人あり〕

〇大野敏行議長 質疑を終結いたします。

討論を行います。

反対はいらっしゃいませんね。

それでは、第13番、渋谷登美子議員。

〔13番 渋谷登美子議員登壇〕

〇13番（渋谷登美子議員） 労働基準法改定案の撤回を求める意見書の提出に賛成いた

します。

一昨日ですか、ブラック企業、ワタミで長時間労働で過労死自殺をした人との損害

賠償で和解になり、１億何千万かの結果になりましたけれども、今このような事態が

あちこちで起きています。私たちは本当に労働者をもっと守る体制にならなくてはい

けないわけですけれども、アベノミクス、安倍首相はこういうふうに言ったそうです。

日本を世界で一番企業が活動しやすい国にする。そのためにこういった労働基準法の

改正などが起こってきて、労働者の労働時間を守らない、そういった形のものがどん

どん法制化していく。そして、このようにブラック企業によって人々が過労死したり、

過労自殺をする。労働者をやめさせようと思ったらどうすればいいかというと、一番

簡単な方法があるそうです。長時間労働で鬱病にしていく。そして自殺をさせる。そ

うすると、労働者を簡単に首を切ることができる。そういった一つのテーゼがあるそ

うです。私は、こういった形で今深刻な状況になっている日本の労働者の状況を少し

でも変えていかなくてはいけない。そして、今の嵐山町でも菅谷中学は17％の貧困率

になっているという状況、そういった状況を変えていくためには、まず最初に労働基

準を大切にしていく、労働基準をもとに戻していく、労働者の生活を守っていくとい
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うことに地方議会が真剣にならなくてはいけないと考えていますので、まずブラック

企業に賛成しないという形で、労働基準法改定案の撤回を求める意見書を提出するこ

とに賛成します。

〇大野敏行議長 ご苦労さまでした。

ほかに。

〔発言する人なし〕

〇大野敏行議長 討論を終結いたします。

これより発議第23号 労働基準法改定案の撤回を求める意見書の提出についての件

を採決いたします。

本案を原案のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。

〔挙手少数〕

〇大野敏行議長 挙手少数。

よって、本案は否決されました。

◎発議第２４号の上程、説明、質疑、討論、採決

〇大野敏行議長 日程第20、発議第24号 ブラッドパッチ療法の保険適用および脳脊髄

液減少症の治療推進を求める意見書の提出についての件を議題といたします。

提出者から提案説明を求めます。

畠山美幸議員。

〔６番 畠山美幸議員登壇〕

〇６番（畠山美幸議員） ブラッドパッチ療法の保険適用および脳脊髄液減少症の治療

推進を求める意見書の提出について、上記の議案を別紙のとおり会議規則第14条第２

項の規定により提出いたします。

提案理由を申し上げます。

脳脊髄液減少症は、外見的には見えないため、医療現場や交通事故の保険関係者の

無理解に、患者や家族は肉体的、精神的な苦痛を味わってきました。そこで、平成24年

に国で先進医療として承認されたブラッドパッチ療法について、患者団体などから保

険適用を望む声が多く、国においては、保険適用とともに脳脊髄液減少症の治療推進

を図ることを求める。

以上のことから本意見書を提出するものです。
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２面のほうの本文を読まさせていただきます。

ブラッドパッチ療法の保険適用および脳脊髄液減少症の治療推進を求める意見書

脳脊髄液減少症は、交通事故、スポーツ外傷等、身体への強い衝撃により、脳脊髄

が漏れ、頭痛、めまい、吐き気、倦怠感等の様々な症状が発症する病気です。その症

状は、外見的には見えないため、医療現場や交通事故時の保険関係者の無理解に、患

者及び家族は肉体的、精神的な苦痛を味わってきました。

国は、平成19年に厚生労働省研究班を立ち上げ、平成23年には脳脊髄液減少症の一

部である「脳脊髄液漏出症」の診断基準が定められました。また、平成24年にはブラ

ッドパッチ治療が「先進医療」として承認され、平成26年１月に行なわれた先進医療

会議においては、ブラッドパッチ治療の有効率は82％と報告されたところです。さら

に、「外傷を機に発生する、脳脊髄液の漏れ」の診断基準の研究がなされており、ブ

ラッドパッチ療法の保険適用が切に望まれます。

よって、国においては次の事項について早期に実現されるよう強く要請いたします。

記

１ 脳脊髄液減少症の治療法であるブラッドパッチ療法（硬膜外自家血注入療法）

を保険適用とすること。

２ 厚生労働省の研究事業において、18歳未満の症例を加えること。

３ 脳脊髄液減少症の早期発見・早期治療のため、医療関係機関への情報提供を徹

底すること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。

平成27年12月10日

埼玉県比企郡嵐山町議会議長 大 野 敏 行

内閣総理大臣様、厚生労働大臣様、文部科学大臣様。

以上です。

〇大野敏行議長 ご苦労さま。

提案説明が終わりましたので、質疑を行います。

第13番、渋谷登美子議員。

〇13番（渋谷登美子議員） これは、ブラッドパッチ治療というのは、どのぐらいの期

間があって、そして保険適用しなければ、大体どのぐらいの金額がかかっているもの

なのか伺います。
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それと、有効率は82％ということですが、18％の人はどのような形になっているの

か、そして副作用は実際に起きていないのかどうか、そのような研究があるのか。厚

生労働省の研究事業において、18歳未満の症例を加えることということですけれども、

それに関して危険性があるのかないのかということは調査されているのでしょうか。

〇大野敏行議長 それでは、お答え願います。

畠山美幸議員。

〇６番（畠山美幸議員） まず、何年間これが調査されている……

〔「治療期間です」と言う人あり〕

〇６番（畠山美幸議員） 治療期間に関しましては、１年ぐらいかかるような人もいる

とは書いてありました、最長で。

それで、後は何でしたか。

〔「金額」と言う人あり〕

〇６番（畠山美幸議員） 金額は20万から30万と書いてありました。

それと、副作用に関しましては、致命的な重大な副作用や後遺症はありません。

針は先端が丸くなった特殊な針で、硬膜に穴をあけることが極めて少なく、慎重に

行えば、髄液腔に血液を注入することはありません。

痛みが持続することがあります。おおむね１カ月で改善します。血液は自己のもの

でも血管外に出ると異物として認識され、処理されるため、炎症反応は必然的に起こ

ります。この炎症反応は個人差が大きく、全く無症状の場合から、痛み、発熱、倦怠

が強く、１カ月ぐらい寝たきりになる場合と、さまざまです。

癒着に関しては、硬膜外の癒着は特に強い症状を引き起こすことはまれで、心配は

ないと考えていますと書いてあります。

あと、何でしたか。あと、答弁漏れがありましたら、再質問で言ってください。

〔「再質問ではない」「答弁漏れは答弁漏れなん

です」「18歳未満」と言う人あり〕

〇６番（畠山美幸議員） 18歳未満の症例は、今のところ少ないようなので、今回これ

を入れてくださいということでお願いしてあります。

以上です。

〇大野敏行議長 13番、渋谷登美子。

〇13番（渋谷登美子議員） 全額で20万から30万ということで、これは通院治療になっ
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ているのか、入院治療になっているのか伺います。

あと、研究機関とか、それから実際に治療機関は日本にはどのぐらいあるものなの

でしょうか。

〇大野敏行議長 答えを求めます。

畠山美幸議員。

〇６番（畠山美幸議員） 治療機関に関しましては、私調べてまいりませんでしたので、

わかりません。

それで、通院か入院か、入院するのがほとんどだと思います。

〇大野敏行議長 ほかに。

第８番、河井勝久議員。

〇８番（河井勝久議員） かつて学校の必修授業の中で柔道が取り入れられたわけです。

一番懸念される問題は圧迫と、この脳あるいは脊髄を打つことだったわけです。今こ

の症状で苦しんでいる人たちが相当数出ているということは、報道や何かでも承知し

てきているのですけれども、この症状が、例えばスポーツや何かの、あるいは交通災

害、事故であらわれてくるわけでありますけれども、学校の中の柔道による人たちが、

例えばそういう形で何カ月ぐらいで症状があらわれてくるのか、そのことについて聞

いておきたいと思います。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

畠山美幸議員。

〇６番（畠山美幸議員） 症状については、そういうのは、私資料を見つけましたけれ

ども、ございませんでした。しかしながら、今不登校とか、そういう子供さんたちが

ふえている中には、この病気を持っていらっしゃる方がいるのではないかということ

は言われております。しかしながら、今の柔道で何カ月間で症状が出るとか、そうい

うことはどの資料を見ても私は見つけられませんでした。

〇大野敏行議長 第８番、河井勝久議員。

〇８番（河井勝久議員） そうすると、ここに書かれている中では、スポーツ外傷の場

合では、柔道というのは対象になっていないと。あと、学校の中ではそういう症状も

出てきている、柔道でのけがの中でそういう症状も出てきているわけでありますけれ

ども、その辺は理解していないということなのですか。

〇大野敏行議長 答弁求めます。
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畠山美幸議員。

〇６番（畠山美幸議員） 今お話ししましたように、柔道の授業を受けて、そういう症

例が出たというような内容は、私は確認しておりませんけれども、お子さんで不登校

の中にこのような症状の方がもしかしたらいるのではないか。しかしながら、それが

どういう要因でそういう病気というのですか、この症状が出ているのかということは

明らかにはされていません。

〇大野敏行議長 ほかに。

第９番、川口浩史議員。

〇９番（川口浩史議員） そうですか。私たちもこれについては賛成なのです。全会一

致ですから。送り先について、ちょっとお聞きしたいのですが、内閣総理大臣、厚生

労働大臣、文部科学大臣だけなのです。衆参両院議長にも送ったほうがいいと思いま

すし、お金がかかるわけですから、財務大臣にも送ったほうがいいと思うのですが、

その点入れなかったのは何か理由があるのか。文部科学大臣はどういうことから入れ

たのか、ちょっとそれ送り先の件で伺います。

〇大野敏行議長 答弁求めます。

畠山美幸議員。

〇６番（畠山美幸議員） この意見書につきましては、私の党のほうからいただいてき

たもので、ここの３カ所ということで印字をされていたので、そのまま出してしまい

ましたけれども、財務関係にも費用がかかることだからと言えば、それは別に財務大

臣と衆参両院議長宛てに出してもいいのではないかなと思います。

それと、もう一個何だった……今のもう一個は……

〔「変えられるの」と言う人あり〕

〇６番（畠山美幸議員） 変えられないのであれば、このままで通したいと思いますけ

れども……今もう一個が何でしたか……子供の関係があるから、多分文部科学大臣の

ところにも出したいのです。18歳未満の子供たちの症例も入れたいということなので。

ですので、今私言ってしまいましたけれども、やはりこのままでいかせていただきた

いと思います。

〔「入れたほうがいいんじゃないの」と言う人

あり〕

〇６番（畠山美幸議員） でも、またいろいろと手続の問題がありますから、これで。
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〇大野敏行議長 第９番、川口浩史議員。

〇９番（川口浩史議員） ぜひ衆参両院議長と財務大臣、やっぱりこれは入れたほうが

いいと思います。送ったほうがいいと思います。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

畠山美幸議員。

〇６番（畠山美幸議員） 軽はずみな発言をしましたけれども、やはりこの状態で出さ

せていただきたいと思います。

〇大野敏行議長 ほかに。

〔「なし」と言う人あり〕

〇大野敏行議長 ご苦労さまでした。

質疑を終結いたします。

討論を行います。

〔発言する人なし〕

〇大野敏行議長 討論を終結いたします。

〔「議長」と言う人あり〕

〇大野敏行議長 第９番、川口浩史議員。

〇９番（川口浩史議員） 送り先に衆参両院議長と財務大臣をつけ加えていただきたい

と思います。それを提出していただきたいと思います。

〇大野敏行議長 ただいま動議が提案されました。

〔「いいですよ。賛成しますよ、そしたら。動

議が出たんだから、賛成すると言ったら、

それで動議が成立。できるんだよ、そうい

うことは」と言う人あり〕

〇大野敏行議長 暫時休憩します。

休 憩 午後 ６時４０分

再 開 午後 ７時１９分

〇大野敏行議長 休憩前に引き続き会議を開きます。

◎発議第２４号の修正案の提出
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〇大野敏行議長 本案に対しまして、川口議員外１名から修正の動議が提出されました。

これを本案とあわせて議題とし、提出者の説明を求めます。

川口浩史議員。

〔９番 川口浩史議員登壇〕

〇９番（川口浩史議員） 日本共産党の川口浩史です。

ブラッドパッチ療法の保険適用および脳脊髄液減少症の治療推進を求める意見書に

ついて、私ども賛成でございます。ただし、提案者から提案がありましたように、送

り先が内閣総理大臣、厚生労働大臣、文部科学大臣の３名の大臣だけであります。衆

議院議長、参議院議長並びに財務大臣も加えるべきだと思いますので、提案をいたし

ます。

〇大野敏行議長 ご苦労さまです。

この件につきまして、先ほど議会運営委員会で会議を開きました。その協議内容を

報告いたします。

長島議会運営委員長。

〔長島邦夫議会運営委員長登壇〕

〇長島邦夫議会運営委員長 それでは、議会運営委員会の結果を報告させていただきま

す。

修正動議について、全国の町村会等諮れればいいのでしょうけれども、もうその方

もお電話に出ることはないです。ですから、議会運営委員会とすると、この修正の動

議について議長の判断にお任せして、それで嵐山町の議会の中で、議員の中で判断を

して、その先に進んでいただきたいと、そのようにまず第１点目になりました。

その結果、もし動議が成立して、議長判断がこれから出るでしょうから、出て、そ

の３名の方、衆参の両院議長、そして財務大臣のそれをつけ加えるということができ

るのであれば、そこのところに加えていただいて、そこで判断を仰ぐのがどうでしょ

うというようなことでございます。全会一致ということになっているものですから、

その点も我々とすると考慮して審議をいたしました。その線で進んでいただいて、議

員の判断を仰ぎたいというふうにしたらどうでしょうかということになりました。

以上、報告とさせていただきます。よろしくお願いいたします。

〇大野敏行議長 どうもご苦労さまでした。

議会運営委員長の説明及び修正案の出された説明が終わりましたので、これより修
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正案に対する質疑を行います。

修正案につきましては、もともと提出先が内閣総理大臣、厚生労働大臣、文部科学

大臣となっておりましたが、これにつけ加えて、衆議院議長、参議院議長、財務大臣

という３名もつけ加えたところに提出したいという修正でございます。この件につき

まして、質疑を行いたいと思います。

〔発言する人なし〕

〇大野敏行議長 質疑を終結いたします。

討論を行います。

〔何事か言う人あり〕

〇大野敏行議長 修正案に対しての討論を行います。

〔発言する人なし〕

〇大野敏行議長 討論を終結します。

これよりブラッドパッチ療法の保険適用および脳脊髄液減少症の治療推進を求める

意見書についての採決に入ります。

それでは、まず本件に対する修正案について採決をいたします。

本修正案に採択の議員の挙手を求めます。

〔挙手全員〕

〇大野敏行議長 挙手全員。

よって、本修正案は可決されました。

◎発議第２５号の上程、説明、質疑、討論、採決

〇大野敏行議長 日程第21、発議第25号 マイナンバー制度の円滑な運営に係る財源確

保等自治体の負担軽減を求める意見書の提出についての件を議題といたします。

提出者から提案説明を求めます。

畠山美幸議員。

〔６番 畠山美幸議員登壇〕

〇６番（畠山美幸議員） 発議第25号 マイナンバー制度の円滑な運営に係る財源確保

等自治体の負担軽減を求める意見書の提出について、上記の議案を別紙のとおり、会

議規則第14条第２項の規定により提出いたします。

提案理由、マイナンバー制度の導入に伴い、市町村には通知カード・個人番号カー
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ドの交付について対応するよう求められている。国はカード交付事務に係る経費につ

いて、一部国庫補助の措置を行うことになっているが、市町村にも財政負担を強いら

れることになる。そこで、政府においては、自治体負担の軽減のため十分な予算措置

を図ることなどを求める。以上のことから本意見書を提出するものです。

本文を読ませていただきます。

マイナンバー制度の円滑な運営に係る財源確保等自治体の負担軽減を求める意見書

マイナンバー(社会保障・税番号)制度の導入に伴い、市町村には通知カード・個人

番号カードの交付について対応するよう求められています。直接のカード交付経費で

ある地方公共団体情報システム機構への交付金については、平成27年度は国庫補助（個

人番号カード交付事業費補助金・補助率10/10）が措置される一方、市町村のカード

交付事務に係る経費については、個人番号カード事務費補助金が措置されます。しか

し、これは、国が平成27年度に予算化した40億円を、市町村の人口比で按分した額に

よって交付申請を行なうこととされ、本来全額が国庫負担であるべきところ、非常に

低い補助上限額となっており、自ずと市町村は財源負担を強いられることとなってい

ます。

また、平成28年度以降についても、マイナンバーは相当数の交付が見込まれるが、

現時点では、これらに対して十分な補助金額が確保されるのか明確ではない。

そこで、政府において自治体負担の軽減のために以下の事項について特段の配慮を

求めます。

記

１ 平成28年度以降についても、地方公共団体情報システム機構に支払う交付金全

額を国の負担とし、充分な予算措置をすること。

２ 同様に、円滑な個人番号カード交付事務を行なうため、事務処理に必要な人員

の確保やシステム整備経費など、全額を国の負担とし充分な予算措置を行なうこ

と。

３ 地方自治体の予算編成等に支障が出ないよう、補助金交付やシステム改修フロ

ーなど、円滑な制度導入準備のために必須の情報を適時適切に提供すること。

４ マイナンバー制度のスムーズな導入に向けて、地方自治体職員や地域の事業者

に対する研修用ガイドブックの作成、研修会開催など十分な支援を実施すること。

５ 配達できなかった簡易書留郵便（マイナンバー通知）の受取人の所在調査に要
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する経費の負担軽減を図ること。

６ マイナンバー制度導入時の混乱に乗じた詐欺の防止や個人番号カードの円滑な

交付の推進のための周知広報に対する支援を実施すること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成27年12月10日

埼玉県比企郡嵐山町議会議長 大 野 敏 行

内閣総理大臣様、総務大臣様、財務大臣様、厚生労働大臣様。

以上です。

〇大野敏行議長 ご苦労さま。

提案説明が終わりましたので、質疑を行います。

第13番、渋谷登美子議員。

〇13番（渋谷登美子議員） 平成28年度以降について、地方公共団体の情報システム構

築に支払う交付金額を全額国の負担するということになりますけれども、というご意

見でございますが、全額国の負担にすると、総額は幾らになるのでしょうか。

そして、今マイナンバー制度で最も問題にされているのは、金融機関の連番づけで

すけれども、それについては金融機関が行うということで、全く国は補助をしないと

いうことでしょうか。

それから、今一番問題になっているのは、中小企業はこのマイナンバー制度を導入

しなくてはいけないために四苦八苦していて、地方自治体のみではなく、大変な大混

乱を起こしていることについての補助というのはどういうふうに考えていらっしゃる

のか。これがないと行えないわけですけれども、そもそもマイナンバー法制度の円滑

な導入ということになっていますけれども、マイナンバー制度は、国や国民にとって

どんな利益があるのか。そしてそれを進めるためになぜこのような地方交付金などを

求めていかなくてはいけないのか、お答えいただきたいと思います。

特に28年度については、国家公務員のカード、それから民間企業のポイントカード、

ＩＣチップの民間開放、公的個人認証の民間開放となっております。29年度から何が

始まるかといいますと、例えば私はアマゾンをよく利用していたり、ビザカードを利

用していたりします。このポイントが全部ワンカードになるという形で、それが全部

１つのカードで見れるような形になっていくというのが29年、30年のマイナンバー制

度のロードマップといいますか、そうなっております。それを推進するようなことを
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なぜ国がやっていかなくてはいけないのですか。ビザカードのポイント点数を皆さん

で１つのカードで、ワンカードで見れるようにしたり、それも国民健康保険証も一緒

にしたりするようなことをなぜやらなくてはいけないのですか。そのことについてお

伺いします。意見書について。

〇大野敏行議長 それでは、答弁を求めます。

畠山美幸議員。

〇６番（畠山美幸議員） まず、28年度の金額ですけれども、ちょっと申しわけござい

ませんけれども、調べておりませんので、わかりません。

それと、中小企業さんが混乱を起こす、いろんな手間がかかる、それについても、

うちの夫はある企業に勤めておりますけれども、今回マイナンバーのほうは自分でス

マホで製作をして、企業のほうで使うということでもう登録をする手続をしておりま

すので、企業のほうから求められていますから、社員の方は恐らくそれはしっかりや

って取り組んでいらっしゃると思いますので、中小企業さんで迷惑がかかるというこ

とは考えられないのかなと思います。

それと、28年、29年でポイントが見られるということにつきましては、私はそこま

での確認をしておりませんので、申しわけございませんけれども、お答えができませ

ん。

〇大野敏行議長 第13番、渋谷登美子議員。

〇13番（渋谷登美子議員） そうすると、国全体でこの金額にかかわるものがどのぐら

いかということをご存じなくて、交付金額を出せというふうなことを意見書として提

出されるということですね。平成27年度、予算化した40億円となっておりますけれど

も、今ちょっと見ていただいた限りでは、平成27年度の国の金額は1,180億円という

ふうな形でした。全体で国と、それから地方全体でどのぐらいの金額がマイナンバー

制度によって使われているか、それがどこの企業に入っているか、ご存じでしょうか。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

畠山美幸議員。

〇６番（畠山美幸議員） 今渋谷さんがおっしゃられた1,180億円というのがかかって

いて、2014年からの当初予算でも1,000億円かかっているということで、２年間で

2,000億円は超えているということにはなっております。先ほどお答えした28年度の

ことですけれども、5,400万世帯に発送する事業としては、267億円がかかるそうです。
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それと、今回の内訳ですけれども、制度の啓発広報に４億7,000万円、内閣官房の

ほうからはネットワークシステムとマイポータル開発で62億5,000万円とかもろもろ、

あと総務省で個人カードの利活用促進のために639億円とか、制度の導入のための仕

組みは441億円だとか、それだけかかっております。

〇大野敏行議長 第13番、渋谷登美子議員。

〇13番（渋谷登美子議員） そして、それだけの交付金を、国のお金を使って、マイナ

ンバー制度を円滑にして、何が国民の利益になるのか、それを伺っているのですけれ

ども、そのことについてのご答弁がないですよね。何が利益になって、中小企業はこ

れだけ苦労して、金融機関が連番制を行っていて、全ての税金、全ての所得を把握す

るわけですけれども、実際に高額納税者はこの金融機関から外れていきますから、高

額納税者の部分はないわけですし、そこのところはどのようにして国民の利益があっ

て、そして社会保障、税問題が解決されるのでしょうか。国民年金も年金情報が漏え

いされているわけなのですけれども、それをさらに進めるようなことをなぜこのよう

な意見書を国に提出して、どのような効果が国民と国家にあるのか伺います。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

畠山美幸議員。

〇６番（畠山美幸議員） もう国でマイナンバーが、付番が私たちはついているわけで

すので、これをスムーズに事業を推進していくために今回これを、各自治体に負担を

かけるのは大変なので、通させていただきたいと思いまして、出させていただきまし

た。

〇大野敏行議長 ほかに。

〔「なし」と言う人あり〕

〇大野敏行議長 質疑を終結いたします。

討論を行います。

第13番、渋谷登美子議員。反対討論です。

〔13番 渋谷登美子議員登壇〕

〇13番（渋谷登美子議員） マイナンバー制度の円滑な運営に係る財源確保等自治体の

負担軽減を求める意見書を提出することに反対いたします。

今この一、二カ月前ですか、厚生関係者と、そしてマイナンバーにかかわる人たち

の収賄というのは結構発覚しました。そのくらいマイナンバーに関しては、お金がも
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うかるというか、そういうふうな形のものです。マイナンバーによって、何が実際に

起こってきているかというと、ファシズムがどんどん進んで、人の情報がどんどん国

によって明らかにされて監視されていく。そして、税情報や社会保障と言いながら、

実は全部いろいろな情報が一体になって、国がそれを管理していくという状況になり

ます。今秘密保護法もありますので、そういったこともありますと、全く国民のプラ

イバシーが守られていかないことをマイナンバー制度、地方自治体がそれを進めてい

って、今行政の職員たちもこれで四苦八苦しております。進んでしまったマイナンバ

ーを皆さんに通知したからといって、住基ネットと同じで、マイナンバーに関しては

決して進まないでしょうけれども、これからさらにマイナンバーを使わなかったら、

それにとって刑罰というふうな状況になってくるのかもしれない暗黒社会がこれから

始まります。笑いごとではないのです。それは本当にファシズムの始まりだというふ

うに考えていますし、そういった状況になっていることを皆さん一人一人が全く感じ

ていないことに日本の国の危機感があります。そういうふうな形で笑っていること自

体がとても悲しいことで、そういった政党からのことをそのまま受けて、意見書とし

て提出する。自分自身で、今住民や国民がどういう状況になっているかということを

考えることができていない議会が今ここにあって、それがとても問題でありますので、

マイナンバー制度の円滑な運営に係る財源確保等自治体の負担軽減を求める意見書の

提出には反対いたします。

〇大野敏行議長 ご苦労さまでした。

次に、賛成討論を行います。

第５番、青柳賢治議員。

〔５番 青柳賢治議員登壇〕

〇５番（青柳賢治議員） ５番議員、青柳賢治でございます。マイナンバー制度の円滑

な運営に係る財源確保等自治体の負担軽減を求める意見書の提出について、賛成いた

します。

そもそもこの法律は、日本の社会を公平公正な社会を実現するというのが第１点目

でございます。さらには、第２点目としますと、行政の効率化、さらには行政手続の

簡素化でございます。すなわち災害が起きた場合の支援をするというようなことも機

動的にできるような形になってくるわけでございます。３番目は、国民の利便性の向

上と。このカードについては、いろいろな使い方があると思いますが、なかなか今実
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際のところ、マイナンバーの通知カードが届いているところがあるとかないとか、実

際あります。ですけれども、これはもう既にかなりの金額が国家の予算によって進ん

でおります。その中で、きょうの質疑にもいろいろありました。予算の中にもありま

した。実際に町の負担も、きょうの器具にしても１台余計に入れていかなくてはなら

ないというようなことを含めて、やはりできるだけ、これは国の方針でございまして、

自治体にはなるべく負担のかけることのないように、負担軽減を国のほうに求めてい

きたいということで賛成をさせていただきます。

〇大野敏行議長 ご苦労さまです。

次に、反対討論。

〔発言する人なし〕

〇大野敏行議長 討論ございませんね。討論を終結いたします。

これより発議第25号 マイナンバー制度の円滑な運営に係る財源確保等自治体の負

担軽減を求める意見書の提出についての件を採決いたします。

本案を原案のとおりに決することに賛成の議員の挙手を求めます。

〔挙手多数〕

〇大野敏行議長 挙手多数。

よって、本案は可決されました。

◎町長挨拶

〇大野敏行議長 これにて本議会に付議された案件の審議は全て終了いたしました。

ここで、町長から発言を求められておりますので、これを許可します。

岩澤町長。

〔岩澤 勝町長登壇〕

〇岩澤 勝町長 議長のお許しをいただきましたので、平成27年第４回定例会の閉会に

当たりまして、一言御礼の挨拶を申し上げます。

今期定例会は12月４日に開会をされ、本日まで８日間にわたり、極めて熱心なご審

議を賜り、提案をいたしました27年度一般会計補正予算をはじめとする諸議案を全て

原案のとおり可決、ご決定を賜り、まことにありがとうございました。

議案審議並びに一般質問等を通じましてご提言のありました諸問題につきましては

十分検討いたしまして、対処する所存でございます。
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さて、飛び石が敷かれ、遊歩道が整備をされた嵐山渓谷は、行く秋を惜しむように、

多くの観光客でにぎわいました。魅力と活力にあふれる嵐山町を描いた人口ビジョン

及び総合戦略を着実に推進をし、町民の皆様をはじめ、嵐山町に足を運んでくださっ

た方々に、ここに住みたい、ここに住み続けたい、ここで働きたいと思っていただけ

るよう全力を傾注してまいる決意でございます。

寒さも身にしみるころとなりました。この冬はインフルエンザに加え、ノロウイル

スの流行が懸念をされております。議員各位にはどうかご自愛をいただき、ご健勝に

て越年をされ、来るべき新年におかれましても引き続きご活躍されますように心から

ご祈念をご期待を申し上げる次第でございます。

平成28年が嵐山町と嵐山町民にとりまして、明るく希望に満ちた年となりますよう

ご祈念を申し上げまして、閉会に当たりましてのお礼の挨拶といたします。まことに

ありがとうございました。（拍手）

◎議長挨拶

〇大野敏行議長 次に、本職からも挨拶を申し上げます。

私としましては、初めての定例会、議長の大役が果たして務まるのか心配でしたが、

皆様のご協力で上程されました案件が全て可決決定いたしました。議員各位の活発な

ご意見、ご質問、そしてそれに答える岩澤町長をはじめとしました執行部皆様の真摯

な姿勢に敬意を表します。今回８名の議員各位が一般質問に立たれ、いつもより突っ

込んだ内容でよかったとの傍聴者からのお話もありました。いずれにしても、今より

も先を見据える目線は同じであると感じました。今後ともよろしくお願い申し上げま

す。

平成27年も残り20日間になりました。どうかご自身のご健康にご留意をされまして、

来る新しい年に全員が元気で顔合わせができますことをご祈念申し上げまして、御礼

の挨拶とさせていただきます。本当にありがとうございました。（拍手）

◎閉会の宣告

〇大野敏行議長 これをもちまして、平成27年第４回嵐山町議会定例会を閉会いたしま

す。

ご苦労さまでした。
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（午後 ７時４８分）



- 343 -

地方自治法第１２３条第２項の規定により署名する。
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